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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔平成28年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成28年９月２日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３       諸般の報告 

 日程第４ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第５ 議案第75号 専決処分の承認を求めることについて（平成28年度太宰府市一般会計補

正予算（専決第２号）） 

 日程第６ 議案第76号 市道路線の認定について 

 日程第７ 議案第77号 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例について 

 日程第８ 議案第78号 平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第９ 議案第79号 平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第10 議案第80号 平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第11 認定第１号 平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第12 認定第２号 平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第13 認定第３号 平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第14 認定第４号 平成27年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第15 認定第５号 平成27年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第16 認定第６号 平成27年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第17 認定第７号 平成27年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第18 認定第８号 平成27年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

 日程第19 認定第９号 平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 

 日程第20 報告第５号 平成27年度太宰府市健全化判断比率の報告について 

 日程第21 報告第６号 平成27年度太宰府市水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第22 報告第７号 平成27年度太宰府市下水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第23 報告第８号 太宰府市土地開発公社の経営状況報告について 
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 日程第24 報告第９号 公益財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告について 

 日程第25 報告第10号 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ２番  舩 越 隆 之 議員         ３番  木 村 彰 人 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

  市    長  芦 刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  地域健康部長  友 田   浩                原 口 信 行 

  建設経済部長  井 浦 真須己        市民福祉部長  濱 本 泰 裕 

          藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  上下水道部長  今 村 巧 児        教育部理事  江 口 尋 信 

  総 務 課 長  田 中   縁        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  文化学習課長  木 村 幸代志        市 民 課 長  行 武 佐 江 

  建 設 課 長  山 口 辰 男        都市計画課長  木 村 昌 春 

  社会教育課長  中 山 和 彦        上下水道課長  古 賀 良 平 

  監査委員事務局長  渡 辺 美知子                宮 井 義 高 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  力 丸 克 弥 

        

 

  

文化学習課参事
（文化スポーツ振興財団事務取扱） 

総務部理事
兼公共施設整備課長 

観光推進担当部長 
兼観光経済課長 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は18名です。 

 定足数に達しておりますので、平成28年太宰府市議会第３回定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、 

    ２番、舩越隆之議員 

    ３番、木村彰人議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（橋本 健議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月28日まで27日間にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 なお、会期内日程については、お手元に配付しております会期内日程表によって運営を進め

たいと思います。また、本会議、委員会とも改めて通知を差し上げませんので、よろしくご協

力お願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（橋本 健議員） 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 お手元に報告事項の一覧を配付しております。監査関係、議長会関係及び行政視察関係の資

料につきましては、事務局に保管しておりますので、必要な方はごらんいただきたいと思いま

す。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
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○議長（橋本 健議員） 日程第４、諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」を議題とします。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により、舩越隆之議員の退場を求めます。 

              （２番 舩越隆之議員 退席） 

○議長（橋本 健議員） 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成28年第３回太宰府市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

おかれましては、大変ご多用の中にご参集いただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 第３回定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 まず初めに、７月の下旬から８月にかけまして気温が35度を超える猛暑日が続いておりまし

たが、20日過ぎの雨を機に、朝晩は少し気温が下がり、過ごしやすくなってまいりました。日

中との気温の差が大きくなっておりますので、風邪など引かれないよう、体調管理には十分お

気をつけいただき、日々の生活を過ごしていただきたいと思います。 

 次に、８月27日には、朱雀にあります榎社境内にて、大宰府条坊跡第315次調査の現地説明

会を開催いたしました。今回の調査地点で、菅原道真公がここで暮らした時間を含む時代の遺

構が境内地で初めて確認され、道真公が在所したころの遺構が残されていることが証明された

形となりました。 

 今後におきましても、文化財調査の充実を図り、文化財の保護や文化遺産を生かしたまちづ

くりに努めてまいります。 

 次に、昨日の９月１日には、松川運動公園にて、太宰府市と筑紫野市の合同で総合防災訓練

を実施いたしました。この訓練は、両市の区域内に発生するおそれのある各種災害に対処する

ため、防災関係機関と地域住民が一体となって、実効性のある総合的な防災訓練を実施するこ

とにより、関係機関相互の連絡体制の確立を図り、防災技術の向上並びに災害応急対策の迅速

化及び的確化を図るとともに、市民及び各団体の防災意識の高揚を図ることを目的として実施

しております。 

 今回の総合防災訓練では、地震対策訓練と土砂災害訓練を中心に据え、地震情報収集伝達訓

練を皮切りに20種目の訓練を実施し、約300人に参加していただきました。今後におきまして

も、災害に強いまちづくりに向け、邁進してまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、８月５日から21日にかけて、ブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催さ

れ、日本選手団のメダル獲得数が41個と過去最高であったのは記憶に新しいところですが、９

月７日から18日にかけましてパラリンピックが開催されます。９月18日に実施される視覚障が

い女子マラソン競技には、太宰府市在住の道下美里選手が日本代表選手として出場されます。 

 去る８月７日には、プラム・カルコア太宰府にて、道下選手を激励するための壮行会を開催
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したところ、多くの市民の方が応援にお越しいただき、太宰府市民が心を一つにして道下選手

を応援していますとご本人にお伝えしたところでございます。皆様におかれましても、道下選

手がふだんの実力を十分発揮できるよう、多くのご声援をいただきますようお願いいたしま

す。 

 次に、９月17日には、プラム・カルコア太宰府市民ホールにて、実話のエッセーをもとにし

た映画「はなちゃんのみそ汁」の上映会を開催いたします。食べることは生きること、ちゃん

とつくる、ちゃんと食べる、大切な家族へ、愛する人へ伝えたい、命のメッセージを題材とし

た映画になっています。また、午後の部の上映会終了後には、主人公のはなちゃんのお父さん

安武信吾さんの講演会も開催いたしますので、ぜひご参加いただきますようお願いいたしま

す。 

 また、８月21日には、市民有志のご尽力により、いきいき情報センターで子ども食堂が開催

されました。今日、子どもの貧困状態が社会問題となっている中、食事を十分にとれない子ど

もだけでなく、親が忙しくてひとりで御飯を食べている子ども、料理の仕方を知らない子ども

など、食べることを通じて子どもたちが安心して立ち寄れる居場所を提供する取り組みとなっ

ており、現在市内２カ所で活動が行われています。今後も定期的に開催される予定となってお

りますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 次に、９月25日には、太宰府市が持つすばらしい歴史的文化資源、ヒト・モノ・コトに光を

当て、地域の魅力を再発見する秋のイベント、第11回太宰府古都の光を開催します。九州国立

博物館、太宰府天満宮及び門前町周辺、観世音寺、戒壇院、大宰府政庁跡や水城跡を灯籠や光

のオブジェで彩り、灯明の明かりによる光の道でつなぎます。古都の光特製ちょうちんを手

に、灯籠のやわらかな光に彩られた古都太宰府を、皆様も散策いただきますようお願いいたし

ます。 

 次に、10月１日には、第34回太宰府市民政庁まつりを開催いたします。例年、市内外から多

くの皆様にご参加いただく市内最大のイベントとして定着しており、今年も友好都市でありま

す宮城県の多賀城市、大分県の中津市の皆様方を初め多くの皆様方にご協力いただくことにな

っております。政庁まつりにご来場される全ての方が笑顔になれますよう、皆様と一緒に会場

を盛り上げていきたいと思っておりますので、皆様のご来場を楽しみにしております。 

 次に、11月３日には、太宰府市におけるスポーツ振興や文化振興、また地域交流や健康づく

り、さらには防災、避難などの拠点ともなります総合体育館の開館式典を予定しております。

総合体育館の運営に当たりましては、一人でも多くの市民から愛される体育複合施設として各

種事業に取り組んでまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いを申し

上げます。 

 次に、「市民と共に考え共に創るまちづくり」の一環として、市内の各自治会において市民

と語る会を実施いたしております。４月23日の水城ヶ丘自治会を皮切りに、８月28日の水城台

自治会まで18地区において約600人もの市民の皆様にご参加いただきました。その中で皆様か
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らいただきましたご意見につきましては、できるだけ市政に反映させるべく努めてまいりたい

と考えておりますので、今後も各自治会にて順次実施させていただく市民と語る会に、ぜひと

もご参加いただきますようお願いいたします。 

 さて、本日提案申し上げる案件は、人事案件１件、専決案件１件、市道認定１件、条例の一

部改正１件、補正予算３件、決算認定９件、各種報告案件６件の合わせて22件の議案のご審議

をお願い申し上げるものでございます。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」ご説明申し上げます。 

 現委員であります舩越隆之氏の任期が平成28年12月31日付をもって満了となりますので、再

び舩越隆之氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求め

るため、ご提案申し上げるものであります。 

 舩越氏は、平成23年１月から人権擁護委員を２期６年務められたほか、太宰府中学校のＰＴ

Ａ会長、福岡県立太宰府高等学校のＰＴＡ会長や保護司を、また現在は少年補導員などを務め

られるなど、特に青少年健全育成にご尽力されております。太宰府市の人権擁護委員として、

舩越氏は十分任務を果たせる方であると確信をいたしております。 

 略歴等を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は９月６日の本会議で行います。 

 ここで、舩越隆之議員の入場を認めます。 

              （２番 舩越隆之議員 入場） 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第７５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度太宰府市一般 

              会計補正予算（専決第２号）） 

○議長（橋本 健議員） 日程第５、議案第75号「専決処分の承認を求めることについて（平成

28年度太宰府市一般会計補正予算（専決第２号））」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 議案第75号「専決処分の承認を求めることについて（平成28年度太宰府市一

般会計補正予算（専決第２号））」についてご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ1,273万7,000円を追加し、平成28年７

月13日付で予算総額を232億9,685万6,000円に専決処分をさせていただいたものでございま

す。 

 内容としましては、７月12日の深夜から翌未明にかけて発生しました豪雨災害による災害復

旧工事のうち、緊急に対処する必要が生じました道路・河川の土砂・倒木等の搬出、崩落した
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のり面の復旧に伴う設計監理業務及び復旧工事、その他緊急を要する防災工事になどに要する

費用でございます。 

 財源につきましては、国庫補助金、起債などのほか、財政調整資金繰入金を充てておりま

す。 

 よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第75号を承認することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第75号は承認されました。 

              〈承認 賛成17名、反対０名 午前10時15分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６から日程第１０まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第６、議案第76号「市道路線の認定について」から日程第10、議案第80号「平成28年度

太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について」までを一括議題にし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 
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              〔市長 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 議案第76号から議案第80号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第76号「市道路線の認定について」ご説明申し上げます。 

 今回認定を提案いたしております御垣野４号線につきましては、宅地開発に伴い新設された

道路であり、帰属を受けたものであります。 

 また、金山１号線につきましては、宅地造成に伴い新設された道路であり、こちらにつきま

しては寄附を受けましたので、路線の認定を行うものでございます。 

 道路法第８条第１項の規定に基づき市道認定するに当たり、同条第２項の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第77号「太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例について」ご説明申し上げます。 

 今回の改正は、児童扶養手当法施行令の改正に伴い、条文の整備をいたすものでございま

す。 

 次に、議案第78号「平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」ご説明申し

上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ６億1,679万3,000円を追加し、予算総

額を239億1,364万9,000円にお願いするものであります。 

 主な内容としましては、水城西小学校の児童数の増加に伴い、将来的に教室の不足が見込ま

れることから、仮設校舎を建設するための設計監理業務委託費や関連事業費のほか、太宰府西

中学校のトイレ改修工事や水城西小学校校舎エレベーターの設置工事に向けた設計監理業務委

託費を計上させていただいております。 

 また、総合体育館の11月オープンに向け、落合橋交差点の安全対策について、昨年度より県

警と協議を行ってまいりましたが、このほど信号機設置の協議が調いましたので、交差点信号

機設置工事費及び管理・設計業務費を追加計上させていただいております。 

 その他の内容としましては、国庫補助金の地方創生加速化交付金額が決定したことによる空

き家等調査委託業務や、観光客滞留時間等調査業務委託費用への財源組み替え、ふるさと納税

を推進するための関連業務委託費、情報セキュリティー強化対策に要する費用、木造戸建て住

宅耐震改修補助金の増額、都府楼団地内ＪＲ市の上踏切拡幅及び道路改良工事に伴うシルバー

人材センター建物の移転関係に伴う費用、豪雨災害に伴う大佐野地内のり面及び四王寺林道の

り面復旧工事費、歴史と文化の環境整備事業としまして、史跡地ライトアップ照明器具等の備

品購入費や史跡地でのＷｉ－Ｆｉ整備事業費の追加、また毎年続けていただいております日之

出水道機器株式会社様などからの寄附に基づく図書購入費などを追加させていただいておりま

す。 

 その他、平成27年度決算における剰余金を財源としまして、財政調整資金、公共施設整備基

金、地方福祉基金等への積み立てを計上させていただいております。 
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 あわせまして、観光基本計画策定事業に係る繰越明許費の補正を１件、指定管理料を含めた

債務負担行為の追加を17件、地方債補正の変更を４件計上させていただいております。 

 次に、議案第79号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出それぞれに5,852万1,000円を追加し、予算総額を

47億9,974万2,000円とするものです。 

 主な内容としましては、平成27年度の国庫、県費支出金及び支払基金交付金の確定による介

護給付費負担金及び地域支援事業交付金等の精算返還及び追加交付金でございます。 

 次に、議案第80号「平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について」ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ1,030万9,000円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ1,231万1,000円にお願いするものであります。 

 これは、平成27年度決算において1,030万9,000円の余剰金が確定したため、住宅新築資金等

公債償還積立金に積み立てを計上したものであります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は９月６日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１から日程第１９まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第11、認定第１号「平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程

第19、認定第９号「平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 認定第１号から認定第９号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、認定第１号「平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明申し

上げます。 

 平成27年度一般会計決算額は、歳入が255億2,569万1,108円、歳出が240億1,993万8,609円と

なりました。これを前年度と比較しますと、歳入は３億6,144万4,447円、1.4％の減、歳出は

11億4,247万3,854円、4.5％の減となりました。歳入から歳出を差し引いた形式収支は15億

575万2,499円、繰越明許費及び事故繰越による翌年度に繰り越すべき財源８億4,956万1,895円
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を差し引いた実質収支は、６億5,619万604円の黒字決算とすることができました。 

 平成27年度は前年度より市税や地方消費税交付金は増額となりましたが、総合体育館整備事

業や総合子育て支援施設整備事業などに伴う借り入れなどの市債発行が減少したこともあり、

歳入全体で比べると昨年度より減額となりました。 

 あわせて、本市の将来像である「歴史とみどり豊かな文化のまち」の実現に向け、事業の遂

行に当たっては、国、県の補助金あるいは市債を積極的に活用するなど、あらゆる財源の確保

に努めるとともに、経費の節減、事業の見直しなどを積極的に行い、限られた予算の中で総合

計画に掲げる各種施策、事業の計画的推進に努めたところでございます。 

 これもひとえに議員の皆様を初め市民各位のご理解とご協力のたまものと、深く感謝を申し

上げる次第でございます。 

 今後とも行政の効率化、財政の健全化をより一層進め、第五次総合計画後期基本計画の具現

化に向けて、職員一丸となって取り組んでまいる所存であります。どうか議員の皆様を初め市

民各位のなお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、認定第２号「平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 平成27年度は、歳入総額88億6,734万929円、歳出総額95億6,623万9,524円で、対前年度比で

は歳入は21.1％、15億4,267万834円の増、歳出は14.1％、11億8,518万6,953円の増となってお

り、歳入歳出差し引き残額は６億9,889万8,595円の赤字決算となっております。 

 本歳入不足額につきましては、平成28年度補正予算としまして、平成28年５月31日付で専決

処分をさせていただき、去る６月議会におきましてご報告をさせていただいております。 

 歳入は、国民健康保険税につきましては、対前年度比マイナス2.4％、3,697万4,904円の減

となりましたが、国庫支出金が対前年度比8.0％、１億2,931万5,979円の増、共同事業交付金

が対前年比130.3％、10億2,139万2,415円の増となっております。 

 一方、歳出は、歳出総額の53.0％を占めます保険給付費が対前年度比0.4％、2,021万

6,132円の増、共同事業拠出金が対前年度比115.9％、10億3,331万6,294円の増、前年度繰上充

用金が対前年度比19.6％、１億7,340万3,134円の増となっております。 

 本市としましては、平成30年度からの福岡県との共同運営に向けて準備を進めながら、保険

者として国保財政の安定化に向け、健全な運営に努めてまいります。 

 次に、認定第３号「平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 平成27年度後期高齢者医療特別会計決算額は、歳入総額が11億4,194万9,451円、歳出総額が

10億8,589万547円となりました。これを前年度と比較いたしますと、歳入は3,937万7,224円、

3.6％の増、歳出は5,222万2,867円、5.1％の増となり、歳入から歳出を差し引いた収支は

5,605万8,904円の黒字決算となっております。 

 次に、認定第４号「平成27年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」
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ご説明申し上げます。 

 平成27年度は、保険事業勘定の歳入総額45億9,373万7,686円、歳出総額45億3,831万8,476円

で、前年度と比較しますと、歳入4.3％、歳出3.8％の増となっております。なお、歳入歳出差

し引き残額は5,541万9,210円となっております。 

 歳出の主な内容としましては、保険給付費42億9,282万5,321円で、歳出総額の約95％を占め

ており、前年度より3.7％増となっております。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳入総額4,485万7,095円、歳出総額2,565万3,817円で、歳入

歳出残額は1,920万3,278円となっております。 

 本市では、高齢化率が26％に達し、今後も介護給付費の増加が見込まれる中、介護給付の適

正化を図り、健全な財政運営に今後も努めてまいります。 

 次に、認定第５号「平成27年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」ご説明申し上げます。 

 平成27年度の住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、歳入が1,190万914円、歳出

が159万1,153円となっておりまして、歳入歳出差し引き1,030万9,761円の繰り越しとなってお

ります。対前年度比では、歳入で258.5％の増額、歳出では0.2％の減額となっております。 

 歳入が増額になりました主な理由は、県の償還推進助成金と繰越金の増によるものでござい

ます。また、歳出は、前年度に比べ3,284円の減で、大きな変動はございません。 

 次に、認定第６号「平成27年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計歳入歳出決算認

定について」ご説明申し上げます。 

 筑紫地区障害支援区分等審査会事業は、対象者が障がい福祉サービスを利用するに当たり、

自治体がサービスの種類や量を決定する際、勘案するための事項の一つとして、サービスの必

要性を明らかにするため、利用者の障がいの多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とさ

れる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとする障がい支援区分を審査決定する重要な事

業であり、平成18年度から筑紫地区４市１町におきまし共同設置し、運営を行っているところ

でございます。 

 平成26年度から２年間、本事業の庶務担当市となっておりますことから、今回本事業の歳入

歳出決算につきまして、本定例会に上程いたしているところでございます。 

 平成27年度の歳入歳出決算につきましては、歳入歳出ともに総額1,032万６円となっており

ます。 

 歳入の主なものといたしましては、筑紫地区の各自治体の負担金725万7,674円、国庫補助金

203万5,000円及び県費補助金101万7,000円でございます。 

 また、歳出の主なものといたしましては、審査会支援システム関係費345万7,728円、審査会

関係費417万8,200円であります。 

 次に、認定第７号「平成27年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」ご説明申し上げます。 
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 この特別会計は、太宰府市が事務局担当市となっております平成27年、平成28年度の２年間

に限り設けている特別会計でございます。 

 歳入歳出決算総額9,575万747円となっております。 

 歳出の主な内容としましては、認定審査会委員の報酬、費用弁償3,819万7,400円、老朽化に

よる要介護認定支援システム機器入れかえに伴う備品購入費2,948万4,000円、審査会事務局職

員２名分の人件費負担金1,320万2,285円となっております。 

 歳入の主な内容としましては、介護認定審査会運営のために筑紫地区４市１町が負担する共

同設置負担金9,438万8,267円となっております。 

 今後も筑紫地区介護認定審査会の円滑な運営と公正な審査に努めてまいります。 

 次に、認定第８号「平成27年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

ご説明申し上げます。 

 まず、平成27年度末における給水人口は、前年度に比べ0.6％増の５万9,479人で、普及率は

83.1％となっております。また、年間総給水量は558万2,441で、前年度に比べて4.2％の増

となっております。 

 次に、建設改良につきましては、総額で２億4,565万4,907円を投じ、配水管の新設工事及び

布設替工事等を行いました。 

 次に、経理面でありますが、収益合計13億5,673万7,562円に対し、費用合計は11億5,178万

7,259円で、差し引き２億495万303円の純利益が生じております。 

 なお、剰余金の処分でございますが、１億7,837万5,226円を資本金に組み入れ、残り

2,657万5,077円を建設改良積立金に積み立てる内容でご提案申し上げます。 

 資本的収支につきましては、収入総額1,433万3,860円に対し、支出総額は３億6,078万

2,819円となっております。差し引き３億4,644万8,959円の不足額につきましては、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補填いたしており

ます。 

 以上が平成27年度の水道事業会計における剰余金の処分及び決算の概要であります。 

 次に、認定第９号「平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 まず、平成27年度末における水洗化人口は、前年度比0.1％増の６万9,161人で、水洗化人口

普及率は96.6％となっております。また、年間有収水量は、前年度に比べ1.2％増の629万

1,860となっております。 

 次に、建設改良でございますが、前年度からの繰り越しを含め、総額で５億7,022万7,212円

を投じ、北谷、内山、松川、水城、大佐野地区の汚水枝線工事及び陣ノ尾雨水並びに芝原雨水

整備に取り組んでおります。 

 次に、経理面でありますが、収益合計17億4,827万5,450円に対し、費用合計は13億9,828万

8,845円で、差し引き３億4,998万6,605円の純利益が生じております。 
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 なお、剰余金の処分でございますが、２億5,852万2,745円を資本金に組み入れ、残り

9,146万3,860円を減債積立金に積み立てる内容でご提案申し上げます。 

 次に、資本的収支につきましては、収入総額６億5,100万7,920円に対し、支出総額は15億

6,740万3,866円で、９億1,639万5,946円の不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資

金で補填しております。 

 以上が平成27年度の下水道事業会計における剰余金の処分及び決算の概要でございます。 

 よろしくご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 日程第11から日程第19までの平成27年度各会計決算認定につきましては、議員全員で構成す

る決算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおりに決定しました。 

 お諮りします。 

 決算特別委員会の正副委員長を慣例により決定したいと思います。 

 決算特別委員会の委員長に、総務文教常任委員会委員長の門田直樹議員、副委員長は、各常

任委員会副委員長の輪番制で、今回は建設経済常任委員会副委員長の宮原伸一議員とすること

に決定したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおりに決定しました。 

 ここで、決算特別委員会の日程等について、委員長の説明を求めます。 

 決算特別委員長 門田直樹議員。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） 今回の決算特別委員会の委員長に私門田直樹、副委員長に宮原伸一議

員が選任されました。特別委員会が効率よく運営されるよう努めてまいりますので、議員各位

のご協力をよろしくお願いいたします。 

 日程について説明いたします。 

 本日の本会議散会後、１日目の決算特別委員会を開催し、まず総務部長及び各所管部長から

それぞれの決算状況の概要説明を受けたいと思います。２日目からの決算特別委員会の日程に

ついては、９月21日及び９月23日の午前10時から、決算書及び各資料をもとに具体的項目につ

いての内容審査を行います。 

 なお、予備日として９月26日を予定していますので、各議員及び説明者の出席をよろしくお

願いいたします。 

 また、資料要求は、配付されています資料要求書により９月５日月曜日午後１時までに事務
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局へ提出してください。資料の要求に当たっては、関係資料等の内容を十分に精査され、必要

最小限の要求としてください。また、決算考査日は、本日の議会関係会議終了後及び９月５日

の午前10時からと９月20日の午前10時からとなっています。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２０から日程第２５まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第20、報告第５号「平成27年度太宰府市健全化判断比率の報告について」から日程第

25、報告第10号「公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について」まで

を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 報告を求めます。 

 市長。 

              〔市長 芦刈茂 登壇〕 

○市長（芦刈 茂） 報告第５号から報告第10号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、報告第５号「平成27年度太宰府市健全化判断比率の報告について」ご説明申し上げ

ます。 

 本市の平成27年度健全化判断比率は、前年度に引き続き一般会計等の実質収支が黒字である

ため、実質赤字比率の表示はなく、公営事業会計も含めた実質収支の合計でも黒字であるた

め、連結実質赤字比率についても表示されません。 

 また、実質公債費比率は、前年度と比較しますと1.3ポイント下がり0.4％となりました。将

来負担比率につきましては、前年度に引き続き算定上マイナスになるため、比率の表示があり

ません。 

 したがって、太宰府市の財政状況は、全て早期健全化基準及び財政再生基準以下であるた

め、健全化法に基づく財政健全化計画及び財政再生計画の策定は不要であります。 

 以上、簡単でありますが、太宰府市財政健全化判断比率の報告といたします。 

 次に、報告第６号「平成27年度太宰府市水道事業会計資金不足比率の報告について」ご説明

申し上げます。 

 本年度におきましても健全経営が維持されており、資金不足は発生しておりませんので、公

表の際はバー表示となります。 

 以上、簡単でございますが、太宰府市水道事業会計資金不足比率のご報告といたします。 

 次に、報告第７号「平成27年度太宰府市下水道事業会計資金不足比率の報告について」ご説

明申し上げます。 
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 下水道事業におきましても、水道事業と同様に資金不足は発生しておりませんので、公表の

際はバー表示となります。 

 以上、簡単でございますが、太宰府市下水道事業会計資金不足比率のご報告といたします。 

 次に、報告第８号「太宰府市土地開発公社の経営状況報告について」ご説明申し上げます。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき、太宰府市土地開発公社の平成27年度の事業

及び決算並びに平成28年度の事業計画及び予算について報告するものでございます。 

 まず、平成27年度の事業及び決算についてご報告いたします。 

 公有地取得事業につきましては、事業の執行はございません。また、公有地の処分につきま

しても、平成25年度までに全てを処分していることから、事業の執行はございません。 

 決算につきましては、収益的収入４万1,610円に対しまして、収益的支出は238万4,033円と

なり、差し引き234万2,423円の当期純損失を生じております。 

 次に、平成28年度の事業計画及び予算についてでありますが、公有地取得事業では、具体的

に公社による取得を依頼されているものはございません。 

 以上、簡単でございますが、太宰府市土地開発公社の経営状況をご報告いたします。 

 次に、報告第９号「公益財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況報告について」ご説明申

し上げます。 

 太宰府市国際交流協会では、市民一人一人が個性、多様性を認め合いながら、国際的な相互

理解を深める多文化共生社会の実現を図ることを目的に、公益認定を受けております国際交流

促進事業、外国人学生支援事業、在住外国人支援事業の３つを柱として事業を展開しておりま

す。 

 まず、平成27年度の事業及び決算についてご報告いたします。 

 平成27年度に実施しました事業内容でございますが、日本文化体験講座といたしまして空手

体験を通じた市民との交流、市内小学校や民間交流団体が行う自主的国際交流活動への支援、

国際交流員による外国語文化講座、協会の総会を兼ねて外国人と市民との交流を図ることを目

的としたフレンズベル倶楽部メンバーのつどい、協会事業等の広報、太宰府市民政庁まつりで

の協会ＰＲ活動、市内並びに近隣の国際交流団体の交流事業への共催、後援などを実施いたし

ました。 

 また、外国人学生や在住外国人の支援事業といたしまして、セカンドファミリー事業、史跡

散策交流会、日本語教室の開催、市が作成いたしております生活情報ガイドブック平成27年度

改訂版の外国語への翻訳などを行いました。 

 平成27年度の決算でございますが、収入につきましては、太宰府市からの補助金、会費等合

わせて563万1,985円となっております。支出につきましては、事業費支出315万7,665円、管理

費支出246万6,771円、合わせて562万4,436円となっております。 

 次に、平成28年度の事業計画と予算でございます。 

 今年度の事業につきましては、平成27年度に実施いたしました事業をさらに充実させ、市民
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と外国人との交流、外国文化の体験、国際理解講座など国際理解が深まる事業、外国人学生や

在住外国人の支援事業を積極的に展開していく予定です。 

 平成28年度の予算につきましては、市からの補助金、会費等を合わせまして623万円の収益

を見込み、費用といたしましては、事業費、管理費合わせまして、収益と同額の623万円と

し、当期増減額を０円と予定いたしております。 

 以上、簡単でございますが、公益財団法人太宰府市国際交流協会の経営状況をご報告いたし

ます。 

 次に、報告第10号「公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況報告について」

ご説明申し上げます。 

 まず、平成27年度の事業と決算についてご報告いたします。 

 主な事業といたしましては、いきいき情報センターを初め10の施設の管理運営と、文化スポ

ーツの振興に関する事業を行い、各種講座、イベント、展示事業など308事業を開催いたしま

して、団体及び人材等の情報収集と広範な情報提供を行ったところでございます。 

 この結果、財団が管理、運営している施設におきましては、76万2,000人の方にご利用をい

ただきました。 

 今後も多様化する市民ニーズに応えますために、サービスの向上を図るとともに、市民が安

全で安心して使用できる施設の管理、運営に全力を傾注してまいります。 

 決算につきましては、収入の当期経常収益として、指定管理料収益、自主事業収益、施設利

用料収益、市補助金等を合わせまして、合計３億8,181万4,514円となっております。 

 支出の経常費用につきましては、財団が管理運営する各施設の事業費、管理費を合わせまし

て、合計３億6,915万9,785円となり、収支差額である当期経常増減額は1,265万4,729円となっ

ております。 

 これに一般正味財産期首残高を合わせますと、基本財産を除き一般正味財産期末残高は

8,120万9,848円となっております。 

 次に、平成28年度の事業計画と予算についてでございます。 

 公益財団法人に移行し４年目に当たり、事業につきましては生涯学習支援事業や展示事業、

また健康増進を図るスポーツ振興事業、イベント等を、いきいき情報センター、文化ふれあい

館、男女共同参画推進センタールミナス、市民図書館の文化施設並びに体育センター、歴史ス

ポーツ公園の社会体育施設におきまして、合計316の事業を計画しております。 

 次に、予算につきましては、７施設の指定管理料収益と自主事業収益、施設利用収益等を合

わせまして、収支予算として収入の経常収益３億953万5,000円、支出の経常費用計が３億

1,485万7,000円で、収支差額の当期経常増減額はマイナス532万2,000円となります。 

 一般正味財産期首残高は、基本財産を除き6,190万2,819円を見込んでおり、それを加えます

と、一般正味財産期末残高は5,658万819円となります。 

 以上、簡単でございますが、公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団の経営状況を報告
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いたします。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 報告第５号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、報告第６号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、報告第７号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、報告第８号について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、報告第９号について質疑はありませんか。 

 ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） 通告しておりませんが、先ほどの報告によりますと、35ページですが、

ここにあるもので言えば、「平成27年度に実施いたしました事業をさらに充実させ、市民と外

国人の交流、外国文化の体験、国際理解講座など国際理解が深まる事業、外国人学生や在住外

国人の支援事業の支援事業を積極的に展開していく予定です。」となっておりますが、このう

ち国際理解講座というものは、事業計画書、予算書によると、国際理解講演会でしたかね、と

いう名称になっているものだと理解しますが、まずそれでよいのかということが１点。 

 もしそのとおりであるならば、国際理解講座というのは平成27年度には予算もついていな

い、何も行われていない事業ですので、ここでは「実施いたしました」となっておりますが、

新規に何かしらを考えているということになるかと思いますので、そのとおりであるならば、

新たにこれを行う意図と、現時点で考えている内容があれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 今笠利議員がご指摘のとおり、その国際理解講座、この国際理解講演会

ということでご理解されてよろしいかと思います。 

 それで、昨年はこの事業がなかったということでございますけれども、国際交流協会につき

ましては、平成４年に設立をされた協会でございまして、来年度がちょうど協会設立25周年を

迎えるというような形になります。それで、改めましてこのたび、来年の設立25周年を控えま

して、多文化共生のまちづくりを目指した理念を再認識をするために、国際理解講演会を開催

すると。以前も節目節目、協会の周年事業、周年周年のときには、こういったような講演会を

開催してきたという経過もございます。 

 中身につきましては、ちょっと今現在計画中でございまして、確定したところではございま

せんけれども、映画「風に立つライオン」というのがありましたけれども、何年か前にありま
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した。主演は大沢たかおさん、主題歌はさだまさしさんが歌ってあったと思いますけれども、

そのモデルとなった柴田紘一郎氏を講演に迎えまして、これまでの経験談でありますとか、日

本人に求められる国際理解の視点等に関してご講演をいただくというところで、現在計画を進

めているところでございます。日時、場所については、現在調整中というところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 再質問ございますか。 

 ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） ということで、昨年０円で今年35万円ということは納得いたしました。

周年事業という考えでいいかと思うんですけれども、今改めて多文化共生を目指したまちづく

りを目指すという表現がありましたが、多文化共生を進めるとすれば、継続的な努力が必要だ

と思うのですけれども、来年度に予定しているこの講演会を機に、改めて引き続き何かしらを

続けていくというようなことは、具体的でなくてもいいんですけれども、考えていらっしゃる

かどうか、その点だけお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 現時点、来年度ということではなくて、25周年を控えて、今年度に実施

するというような形で計画をしておりまして、そのほかにもいろいろと国際交流協会の中で

は、日本文化体験の講座でありますとか、それこそその多文化共生のまちづくりを体感しても

らう、また理解を深めてもらうというような形で、いろいろな主催事業を考えておるところで

ございまして、来年度も引き続き行っていこうということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 再々質問はございませんね。 

 次に、報告第10号について質疑はありませんか。 

 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 通告はしておりませんけれども、執行部席に財団の宮井課長の姿も見

えますので、ちょっとお聞きをさせていただきたいと思いますが、まず配付されております決

算書の59ページに１点お伺いしたいことがありまして、満期保有目的ということで地方債を、

北海道債ですけれども、平成24年にここで取得をされておられると思いますが、平成24年で満

期保有目的ということは、今平成24年の取得から、25、26、27、28と幾らか年数たっておりま

すけれども、まずこの北海道債の満期は何年なのか、お聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） ご質問の分にご回答させていただきます。 

 平成24年からさせていただきまして、10年間でございますので、満期は平成33年という形に

なります。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 
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○１５番（藤井雅之議員） 基本の認識として、その10年という期間が長いのかどうなのかという

のは、これは市としてどういうふうに考えておられるかお聞きしたいんですけれども、地方債

ですので国債等とは違いますけれども、これ財団独自でやられていることなのか、それとも市

が相談を受けた上でこういったことを関連されているのか、その辺の、正直10年という期間

が、私はちょっと今の金融情勢等を考えたら、ちょっと長いのかなという感じもしますけれど

も、その辺についての市のご認識はどうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 地域健康部長。 

○地域健康部長（友田 浩） 今の期間につきましては、この内容については財団の独自のほうで

やられている内容でございます。市としても、そういう経済状況を判断してやられているとい

うふうに認識をしておりますので、適当ではないかというふうに判断しております。 

○議長（橋本 健議員） 再々質問、よろしいですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終結し、報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月６日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前11時08分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（２日目） 

   〔平成28年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成28年９月６日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第２ 議案第76号 市道路線の認定について 

 日程第３ 議案第77号 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例について 

 日程第４ 議案第78号 平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第79号 平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第６ 議案第80号 平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第７ 意見書第１号 返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意

見書 

 日程第８ 意見書第２号 教職員定数改善、義務教育費国庫負担拡充を求める意見書 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

  市    長  芦 刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  地域健康部長  友 田   浩                原 口 信 行 

  建設経済部長  井 浦 真須己        市民福祉部長  濱 本 泰 裕 

          藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  上下水道部長  今 村 巧 児        教育部理事  江 口 尋 信 

総務部理事
兼公共施設整備課長 

観光推進担当部長 
兼観光経済課長 
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  総 務 課 長  田 中   縁        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  地域づくり課長  藤 井 泰 人        市 民 課 長  行 武 佐 江 

  都市計画課長  木 村 昌 春        社会教育課長  中 山 和 彦 

  上下水道課長  古 賀 良 平        監査委員事務局長  渡 辺 美知子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  力 丸 克 弥 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」を議題とします。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により舩越隆之議員の退場を求めます。 

              （２番 舩越隆之議員 退場） 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 諮問第３号を適任として答申することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、諮問第３号は適任として答申することに決定しました。 

              〈適任 賛成16名、反対０名 午前10時01分〉 

○議長（橋本 健議員） ここで、舩越隆之議員の入場を認めます。 

              （２番 舩越隆之議員 入場） 

○議長（橋本 健議員） 舩越隆之議員に申し上げます。 

 ただいまの諮問第３号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は適任とし
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て答申することになりましたので、お知らせいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第７６号 市道路線の認定について 

○議長（橋本 健議員） 日程第２、議案第76号「市道路線の認定について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第76号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第７７号 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す 

              る条例について 

○議長（橋本 健議員） 日程第３、議案第77号「太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第77号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第７８号 平成２８年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第４、議案第78号「平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２

号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） 予算の関係ですけれども、ページが12ページと15ページにつながって

いますので、歳入と歳出があります。補正予算でわざわざ17款１項２目１節の企画費寄附金が

ふるさと太宰府応援寄附1,000万円が出ておりましたので、これは他市のほうからどなたかが

寄附をしていただいたところでこの計上があったのかなと思いましたが、後ほど聞きますとそ

うじゃなくて、今後の問題ということのようです。 

 それにあわせて15ページにも書いていますけれども、これもふるさと納税をもらった場合

に、納税関連事業の委託料が760万円ほど要るというようなことでしたので、このことについ

ても、それにしては1,000万円のうち760万円も出すというのはどういうことかなと思っており

ました。これについては、最初言いましたように、私が内容確認をしなかった部分もありまし

たことから、今後の問題として、この２点について説明をしていただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） おはようございます。 

 １項目めと２項目めは関連がございますので、あわせてご回答を申し上げます。 
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 ご存じのとおり、これまで本市におきましては地方税法第314条の７第１項第１号に基づき

ます自治体への寄附により減税措置が受けられる、いわゆるふるさと納税につきましては、返

礼品等の制度を設けておりませんで、したがいまして太宰府の寄附につきましては、返礼品を

目的としない方々からのご寄附のみでございました。 

 その一方で、昨今、特に昨年でございますけれども、テレビを初めといたしますマスメディ

アでこのふるさと納税制度とともに返礼品の紹介をすることが増えたこともございまして、本

市市民の中でこの制度を活用いたしまして、他自治体へ寄附をされる方々が増加をしておりま

す。減税措置による税収の減少も大きくなってきているというような状況でございます。 

 このようなことから、本市でも返礼品を商工会などと連携をいたしまして準備をいたしまし

て、本市への寄附の促進を図ろうとするものでございます。 

 返礼品制度を設けているほとんどの自治体におきましては、寄附の受け付けから返礼品の発

送まで一括して代行する民間会社のインターネットサイトに返礼品を掲載いたしまして、寄附

を募っております。本市もそのような方法をとりたいと考えておるところでございます。 

 歳入予算の1,000万円につきましては、あくまで目標額でございまして、１万円の寄附が

1,000件あるものとして計上させていただいておるものでございます。 

 次に、歳出予算に計上いたしております760万円の内容についてでございますけれども、こ

れは先ほど申しました代行業者への代行手数料のほか、返礼品の購入費用でありますとか返礼

品の配送費用、そういったものを当て込んだ計上でございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 再質問はございますか。 

 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） それで結構ですが、この補正予算でこういう計上をすること自体が問

題があるかなと思います。できたら来年度は、歳入は入れないで、歳出のほうは新年度の中に

入れて、そういうことにやっていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 回答は。 

              （10番上  疆議員「要りません」と呼ぶ） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 議案第78号は各常任委員会に分割付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５と日程第６を一括上程 

○議長（橋本 健議員） 日程第５、議案第79号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」及び日程第６、議案第80号「平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸

付事業特別会計補正予算（第１号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第79号及び議案第80号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 意見書第１号 返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求め 

              る意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第７、意見書第１号「返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利

子奨学金の拡充を求める意見書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 １番堺剛議員。 

              〔１番 堺剛議員 登壇〕 

○１番（堺  剛議員） 意見書の提出をさせていただきます。 

 題名のほうは、返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見

書。 

 太宰府市議会会議規則第13条第１項の規定により、上記の意見書を別紙のとおり提出させて

いただきます。 

 理由といたしましては、学ぶ意欲のある学生が経済的理由で進学を断念することなく、安心

して勉学に励めるようにするためということでございます。内容につきましては、読み上げさ

せていただきます。 

 返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書。 

 現行の国の奨学金制度は、独立行政法人日本学生支援機構を通じて学生に貸与し、その返済

金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されています。 

 この奨学金制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高どまりしていることなどが背景とな

って、利用者は2016年度大学生らの約４割に当たる132万人と増加傾向にある一方、非正規雇

用などによって卒業後の収入が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なくない。 

 そのような中、政府は６月２日に閣議決定したニッポン一億総活躍プランにおいて、返済不

要の給付型奨学金の創設を検討することを盛り込んだ。 

 現在、ＯＥＣＤに加盟する34カ国のうち、給付型奨学金制度がないのは日本とアイスランド

だけである。 

 よって、政府においては、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心して勉学に励める

よう、返済不要の給付型奨学金の創設や無利子奨学金の拡充など具体的な経済支援策として、

下記の事項について取り組むことを強く求める。 

 記。 

 １、学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう、奨学金や授業料減
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免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を断ち切るため、2017年度を目途に給付型奨学

金を創設すること。 

 ２、希望する全ての学生等への無利子奨学金の貸与を目指し、有利子から無利子への流れを

加速するとともに、無利子奨学金の残存適格者を直ちに解消すること。 

 ３、低所得世帯については学力基準を撤廃し、無利子奨学金を受けられるようにすること。 

 ４、返還月額が所得に連動する新所得連動返還型奨学金制度については、制度設計を着実に

進め、既卒者への適用も推進すること。あわせて、現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金

の金利を下げること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出させていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 今提案ございました１から４のうちの４番に関連してお伺いをさせて

いただきたいと思います。 

 ４番の項目にございます新所得連動返還型奨学金制度というのは、現行の制度のとおり一定

額を15年で返済する低額返済型と、年収に応じて返す月額が決定される新所得連動返還型の選

択になるというふうに理解しておりますが、後者の連動返還型については収入が０円であって

も最低2,000円の返済となりまして、収入がなかった期間については免除ではなく現状無期限

なんですけれども返還猶予に期限を設けるというふうになっているんですが、そういう理解で

よろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ご質問の内容にお答えいたします。 

 今回のその2,000円、無収入の方でも2,000円ということで、今回文部科学省のほうで３月に

有識者会議の報告書を取りまとめた内容についてご説明を少しさせていただきたいと思います

が、2,000円という金額がまず妥当かどうかということで、国のほうといたしましては、検討

事項として０円、2,000円、3,000円及び5,000円という設定条件のもとで精査した結果、今回

2,000円というのが、金額が2,000円から5,000円では条件が若干の回収割合、要するに国のほ

うとしましては税金を投与いたしますので、回収義務というのが発生いたします。それと、あ

ともう一つは、ほかにお支払いをされている、返納されている学生さんたちの平等性を保つ、

そういった観点からこういう精査を行ったわけですけれども、5,000円というのは高額である

というふうに考えられる現行の中で、基準としては、通信教育の面接授業機関の3,666円、こ

れを上回らないということで、できるだけ返還を緩和する観点から2,000円という設定をされ

たみたいでございます。 

 そして、このことを考えますと、今まではこれまでの定額型の返還型では、返還月額が１万
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4,400円、これに対して今回2,000円という形になっていきますので、かなり軽減をされている

んではないかなというふうに思います。 

 また、それでもお支払いが困難であるといった場合はどうするかといいますと、それでも返

還が困難となった場合に返還猶予制度を新たに今、拡充をされてあるところでございます。特

に奨学金の家計の支持者ら、親の世帯になると思いますが、その方たちが300万円以下の世帯

につきましては、申請可能年数について現行制度と同じく期間の制限を設けないことが適当で

あるというふうな回答が一応上がってきております。 

 いずれにしましても、今回私がこの意見書で４項目でお願いしたいことが、この制度につい

ては制度設計を着実に進める、この内容を拡充する。今のご意見はごもっともだと思います。

だから、そのあたりまで含めた上での議論を今から先、冬までかけて議論されていく過程にお

いて、来年度の成立に向けて動き出しておりますので、そのあたりもしっかりと意見書の中に

着実に進めてくださいという内容では取りまとめていますので、ご理解賜りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 再質問はありませんか。 

 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 確認になりますけれども、私が提案理由を今お聞きした限りだと、１

から３の部分と４の部分、４は現状への対応なのかなというふうに理解しましたけれども、私

の個人的な、今お聞きしての理解ですけれども、あくまでも意見書の趣旨というのは、タイト

ルにあります返済不要の給付型の奨学金の創設及び無利子奨学金の拡充を求めるというのが中

心点にあるということを確認しておいてよろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） それは結構だと思います。いずれにしましても、我が党の公明党といた

しましても、立党から５年後、1969年だと思いますが、奨学金拡充に向けて取り組みをしてま

いりました。今回、一億総活躍プランということで国が打ち出しまして、ようやく創設という

ことまで踏み込むことができました。2017年度の会議に向かってはこの拡充をしっかりと求め

ていきたいと、こういう意見書でございますので、ご理解賜りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 再々質問はありませんか。 

 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 再々質問ではありません。通告もしていない中、誠実なお答えをいた

だきましてありがとうございました。 

 終わります。 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 意見書第１号は総務文教常任委員会に付託します。 



－29－ 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 意見書第２号 教職員定数改善、義務教育費国庫負担拡充を求める意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第８、意見書第２号「教職員定数改善、義務教育費国庫負担拡充を

求める意見書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 ８番徳永洋介議員。 

              〔８番 徳永洋介議員 登壇〕 

○８番（徳永洋介議員） 意見書第２号を提案させていただきます。 

 今、子どもたちの生活環境は大きく変化しています。その解決のためにも、一人一人の子ど

もたちに対するきめ細かな対応が必要となっています。 

 意見書第２号「教職員定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書」。 

 太宰府市議会会議規則第13条第１項により、上記の意見書を別紙のとおり提案をいたしま

す。 

 提案の理由説明につきましては、意見書を朗読して提案にかえさせていただきます。 

 教職員定数改善、義務教育費国庫負担拡充を求める意見書。 

 日本の将来を担い、安全で安心な社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は、極め

て重要です。現在、社会状況等の変化により、学校は一人一人の子どもに対するきめ細かな対

応が必要となっています。 

 日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて１学級当たりの児童・生徒数や教員１人当たりの児童・生徒

数が多くなっています。しかしながら、第７次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国に

よる改善計画のない状況が続いています。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置する

ためには、国段階での国庫負担に裏づけされた定数改善計画の策定が必要です。幾つかの自治

体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による30人から35人以下学級が行われていま

す。このことは、自治体の判断として少人数学級の必要性を認識していることのあらわれであ

り、国の施策として財源保障すべき必要があります。一人一人の子どもたちへのきめ細かな対

応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員定数改善が不可欠です。 

 また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が２分の１から３分の１に

引き下げられました。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員も増え、教育条件格差が

生じています。子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲

法上の要請です。 

 よって、子どもたち一人一人の教育の機会を保障し、教育水準の維持向上を図るために、政

府におかれましては、下記のとおり実現されますよう強く要望します。 

 記。 

 １、子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。 

 ２、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担を拡充すること。 
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 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 意見書第２号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月14日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時23分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔平成28年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成28年９月14日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
長谷川 公 成 

（14） 

1. 中学校完全給食について 

 （１） ６月議会でも一般質問を行ったが、中学校給食調査研究特

    別委員会からの要望書及び太宰府市立学校給食改善研究委員

    会からの答申を受けたうえでの、現在の市長が考える中学校

    完全給食について伺う。 

 （２） 今後のスケジュールについて伺う。 

2. 通級指導教室について 

  文科省は通級指導の担当教員増を行う方針だが、本市の現状と今

 後の考えについて伺う。 

２ 
舩 越 隆 之 

（２） 

1. 本市の施設運用管理について 

 （１） 太宰府市にある各公園施設整備運用について伺う。 

 （２） 駅周辺の駐輪場整備について伺う。 

2. 総合体育館近郊のインフラ整備について 

  総合体育館と市民プールとの連絡ブリッジについて伺う。 

3. 本市の地域防犯について 

  警察交番の配置について伺う。 

３ 
有 吉 重 幸 

（５） 

1. 災害時帰宅困難者について 

 （１） 災害が発生し帰宅困難者が発生した場合、どのような対策

    を考えているのか。また、観光客（外国人）に対する災害状

    況や避難勧告等をどのようにして正確な情報提供をするの

    か、市の対応について伺う。 

 （２） 情報提供の実施において、庁内、関係機関、事業者等の連

    携体制はどうなっているのか、市の見解を伺う。 

４ 
木 村 彰 人 

（３） 

1. 近隣市と連携したまちづくりの推進に向けて 

 （１） 都市計画マスタープラン（20年計画）を実現するための課

    題について 

 （２） まちづくりにおける近隣市（大野城市、筑紫野市）との連

    携について 
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５ 
神 武   綾 

（11） 

1. 指定管理の更新について 

  今年度末に指定管理更新対象となる施設について業者選定などの

 準備が進められるが、学童保育所についての現状と改善策について

 伺う。 

2. 保育園の主食費について 

  ３歳以上児の主食については保護者の実費負担、または持参する

 ことになっているが、保護者負担のない保育所もある。統一すべき

 だと考えるが、見解を伺う。 

3. 小中学校でのノーメディアの取り組みについて 

  ２年前にＰＴＡ、校長会、教育委員会三者で「太宰府市宣言」を

 出されたが、その後の取り組み、成果について伺う。 

６ 
堺     剛 

（１） 

1. 地域防災の取り組みについて 

 （１） 被災者支援システムの導入について 

 （２） 本市の地域防災に関する今後の取り組みについて 

2. 高齢者の困窮対策の取り組みについて 

 （１） 本市の高齢者世帯等の実態について 

 （２） 本市の高齢者の生活実態について 

 （３） 生活困窮者自立支援制度による高齢者の困窮対策の取り組

    みについて 

７ 
藤 井 雅 之 

（15） 

1. 国民健康保険事業及び国民健康保険税について 

 （１） 共同事業拠出金と保険給付費の関連について 

 （２） 国保財政基盤安定のため国が整備した補助金の認識につい

    て 

 （３） 国民健康保険税の滞納状況について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２７名） 
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  市    長  芦 刈   茂        副  市  長  富 田   譲 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は、14人から提出されております。 

 そこで、一般質問の日程は、さきの議会運営委員会におきまして２日間で行うことに決定し

ていますことから、本日14日７人、15日７人の割り振りで行います。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 14番長谷川公成議員の一般質問を許可します。 

              〔14番 長谷川公成議員 登壇〕 

○１４番（長谷川公成議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告しておりました２件について

質問させていただきます。 

 １件目は中学校完全給食についてですが、芦刈市長は、中学校完全給食の導入を公約の一つ

として掲げ上げられました。その中学校完全給食の具体的な方針について、昨年６月議会、今

年６月議会と２度質問をしましたが、その際は、内部協議等を重ね考えをまとめているところ

であり、太宰府市立学校給食改善研究委員会の答申を受け、具体的な提案をしていきたいとの

回答をいただきましたので、今回３度目になりますが、改めて市長が描いている完全給食につ

いて伺います。 

 ２項目めは、中学校給食調査研究特別委員会からの要望書や学校給食改善研究委員会からの

答申をもとに、市長がお考えになる今後のスケジュールについてお伺いいたします。 

 ２件目は、通級指導教室についてお伺いいたします。 

 この件につきましても、過去質問をさせていただきましたが、その後進展がないように思え

ます。文科省は、通級指導を充実させようと、2017年度予算の概算要求で、公立小・中学校に

専任教員を890人増やすように求めております。 

 文科省の資料によれば、平成26年度に通級指導を受けていた小学生は７万5,364人、中学生

は8,386人。この数字を見てわかるのが、学年数の違いはあるにせよ、中学生になると通級指

導を受けている生徒が大幅に減っているのがわかります。 

 過去の一般質問の中で、制服が違うことに抵抗があり、通級指導教室がある他校に行くのが
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嫌だという生徒があることが事実としてあるということを発言したこともありました。今回、

来年度予算の概算要求ではありますが、文科省が担当教員増を行う方針を打ち出しております

ので、この機に乗じて当市において各学校ごとに教室を設置できないか伺います。 

 また、本市の現状と今後のお考えについてお伺いいたします。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 皆さん、おはようございます。 

 ご質問の中学校完全給食についてご回答を申し上げます。 

 現在の市長の考える中学校完全給食とはについてですが、私の考える完全給食とは、基本的

に全ての生徒が自宅から弁当などを持ってこなくても、学校で安全で栄養バランスのとれた食

事が提供されることであり、給食を通して生徒の皆さんが食生活のあり方などを学ぶ機会にな

ればと考えております。 

 本年６月議会では、議員のご質問に対し、多方面からのご意見をいただきながら、現実的な

対応を行うということでご回答申し上げていたところでございます。 

 先月19日、議長と中学校給食調査特別委員会委員長の連名で要望書をいただきました。ま

た、同月31日には、学校給食改善研究委員会の答申を踏まえた教育委員会の考え方も、報告書

という形で示されました。その中で、現在他の自治体で実施されている給食方式につきまして

は、それぞれ一長一短があります。 

 私としましては、今回報告されました教育委員会としての考え方、議会中学校給食調査特別

委員会からいただきました要望書も踏まえまして、現在どのような給食方式がいいのか、生徒

の皆さん、保護者の皆さん、また現場の先生方それぞれの思いなどをどう酌み取っていくか考

えているところでございます。 

 今後につきましてでございますが、給食導入となりますと、実施後は皆様もご承知のように

一過性ではなく、経常的に多額の経費がかかることでもありますので、慎重に検討する必要が

ございます。このため、今庁内でプロジェクトチームを立ち上げまして、内容をよく検討させ

た上で、方式や実施時期等を最終的に私が決定し、12月議会には議員の皆様には表明したいと

いうふうに考えておる次第でございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） ありがとうございます。市長のお考えとしては、全ての生徒が弁当

を持ってこず、安全・安心に食べれて、ましてや食育ができる的な今ご回答をいただいたんで

すが、教育委員会から上がってきた報告書ですね、それと特別委員会、私たちの中学校給食調

査研究特別委員会からの要望書ですね。それを見比べた中で、市長がこういった考え方がある

というのをご自分で認識されたと思うんですね、ようやく。それをごらんになって、12月議会

までには決めると。ということは、それがない前は、もう一切市長は、中学校給食をやるとは
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言ったけれども、自分の考え方はなかったということでよろしいんですか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 自分の考えはなかったということはございませんが、全体的な、議員の方か

らも要望書という形で出され、教育委員会としても答申という形で上がっとるわけでして、そ

のあたりを全体の、私としての考え方というよりも、もう次元は市としてどのような形の計画

書を打ち出していくかということでございますので、私がいろいろ考えてきたところはありま

すが、もうそういう次元ではなくて、市としての具体的なそういう新たな局面というか、どう

いうふうにしていくのかということを、はっきり打ち出さなきゃいけないというところに来て

いると考えますので、そういう形で私は先ほども申し上げましたように、プロジェクトチーム

を立ち上げ、その中でいろいろなことを検討しながら、やり方とか実施時期を最終的に回答し

て打ち出していきたいというふうに考えている次第でございます。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） 私たちの特別委員会の中で、他市にお邪魔させていただいて、例え

ば自校方式をやるとか、いろいろな方式勉強してきたんですけれども、大体の市長の考え方が

あって、こういう方式でやろうと。例えばやんなさいという言い方はあれですが、そういった

やり方で例えば教育委員会が動くと。そういった感じでやってきた市長もあるわけですね。 

 私は、市長はそういう考えを持って動かれると思っていたんですよ。しかし残念ながら、多

方面から意見を聞いて、自分で最終的にこの方法がいいだろうということで決めていくとおっ

しゃられました。それだったら公約になってないんですね、私に言わせれば。 

 私は中学校給食を実現しますよ。したら、自分が例えば勉強して、こういう方式があるか

ら、こういう方式でやっていきたいというふうなのを言うならわかるけれども、全部調べても

らって、ああ、じゃあこの方式がいいから、何か流されているような、丸投げをして流されて

いるような気がするわけですね。それが非常に残念です。 

 それともう一つ、市長いろいろなイベントごと、夏祭り等々で中学校給食のことをずっと言

われていました。私の自治会の夏祭りも来られて、中学校給食のことをおっしゃっていました

けれども、その後どうなるんですかって聞かれるのは私たちなんですね、身近にいるから。中

学校給食どうなるんですか、いつからですか、どんな方式ですかって、そこまで突っ込まれて

聞かれるわけですよ。しかし、市長にそういった考えがないから、一切私は答えることができ

ませんでした。市長がどげん考えとるかわからんもんねって、それしか言うことしかできない

んですよ。 

 本来であれば、市長がこういう方式でやれって言ってくださっていれば、私たちもすぐ、

あ、こういうふうになるよと、時間をかけてでもこういうふうになるよというふうには市民の

皆さんに説明ができたんですよ。 

 12月議会に自分の考え方を打ち出すとおっしゃられましたけれども、この期間に関して１年

ちょっと、２年たってないぐらいですね、この期間に関して、市長は長いと思われますか、短
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いと思われますか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 市長としての立場がありますので、自分の考えを言うということと、市の方

針というのは、やっぱりそれはずれがあってはいけないと思いますので、そのあたりは慎重に

考えざるを得ないという今の市長の立場もご理解いただきたいということを思いますし、いろ

いろなことは、私に考えがなかったということはなくて、今のところそういうことしか現実に

は言えないというところもご理解いただきたいと思っておりますし、私としては本当に長いの

か短いのかということで言えば、そもそもは私が中学校完全給食について実現するようにとい

う形で、選挙でそういう形を訴えましたし、また市長になった折も、そういうことを教育委員

会に私自身が答申をすると。給食については、基本的に市長部局ではなくて教育委員会部局で

あると、そういうことも現実にあるわけでして、いろいろな動きがどうなるかと言われれば、

ちょっと私も動きが鈍いなというように感じたのは事実でございますが、ここまで来ておりま

すので、市としてこういう形でいくということを打ち出したいと考えておりますので、そのあ

たりのところはご理解いただきまして、議会の中学校給食調査研究特別委員会で出された答

申、あるいは教育委員会から上がってきたものをあわせて考えていきたいということで、決し

て私が自分の考えを持っていないということではありませんが、市役所の仕組みとしてそうい

う形で進まざるを得ないということもご理解いただきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） 市役所の仕組みは市長になってみないとわからないんであれなんで

すけれども、ただ私が言いたいのは、やっぱりリーダーシップを発揮してもらって、こういう

方針でやりたいから、方式でやりたいから、ちょっと調査してくれと、そういった感じではい

いです、それならいいんですけれども、納得いくんですけれども、例えば自校方式でやりた

い、大体そしたら中学校４中学校の建築費等ですね、そういったものが幾らかかるとか、そう

いう全部集めて報告なり、議会にもこういうふうに示されればいいんですけれども、一切それ

がなくて、全て答申がうのみということで、私は非常にがっかりしているところですね。全て

調査研究を行った上で、この方式というんならわかりますよ。市長の考え方があってですね。

それがないのが非常に残念だと、私はそう思います。 

 ですから、先ほどから言っていますように、他市町に行ったときには、市長がやれと言った

ことに対して、そういうことで他市は動いているわけですから、実際動けているわけですか

ら。何も太宰府だけが特別じゃないでしょう。太宰府市だけが動けないということはないはず

なんですよ。ですから、本当はリーダーシップを発揮してもらって市長にはやっていただきた

かった、私はそう思います。 

 12月議会に一応一定の方向性が出るということで、楽しみにはしていますが、市長、私ども

の議会からの特別委員会でも一応要望書が上がっていますので、それは全て、今の市の状況等

を勘案した上での要望書となっています。私は、これがゴールになってほしくないというとこ
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ろがあるんですね。 

 例えば自校方式にした場合、防災の面でも非常に役に立つと思います。やっぱり給食室があ

ればですね。その場で動けば調理できるわけですから、何らかの形でですね。物資と水さえあ

れば。ですから、本当は自校方式にしていただきたいというのが私の思い、考えです。市長に

は、そういう思いが本当はあったのかなかったのかちょっとわからないですけれども、それが

本当は聞きたかったんですけれども、市長ははっきりお答えにならないんで、非常に残念で

す。そっちのほうも残念ですね。 

 ですので、12月議会、また市長のお考え方がそこで聞けると思いますので、そのときにまた

一般質問するかどうかはまたちょっと考えて、この件に関しては終わります。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 教育長。 

○教育長（木村甚治） ２件目の通級指導教室の現状と今後の考え方について回答いたします。 

 通級指導教室は、通常学級に在籍する者のうち、言語障がいや自閉症、情緒障がいなどがあ

る児童・生徒さんを対象に、必要に応じて特別な指導を行う場と、教室となっております。本

市の通級指導教室の設置状況につきましては、小学校が４教室、小学生64人、中学校が１教

室、中学生12人、合計76人が入級をいたしております。 

 入級希望者は小学生を中心に増えており、通級指導教室によって特別支援教育の充実を図っ

ていくことは、本市の教育施策の中でも重要なものだと認識しておるところでございます。こ

のことを含めまして、詳細につきましては、教育部の理事のほうで回答をさせていただきま

す。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 失礼します。詳細について、私から回答いたします。 

 通級指導教室で学習している児童・生徒は、年々増加の傾向にあります。このような状況を

受け、教育委員会といたしましては、毎年通級指導教室の教員の加配を福岡県に要望している

ところでございます。 

 中学校への加配につきましては、本市の拠点校である太宰府中学校への１名増員を継続的に

要望しておりますが、現在まで実現しておりません。 

 議員お尋ねの太宰府中学校以外の３中学校への新設ですが、本年度の各中学校の入級者につ

きましてはゼロ人、３人、４人、５人というふうな内訳になっており、各中学校単独での加配

要望はかなり難しいと考えます。そこで、太宰府中学校を本市の拠点校として、加配の１名増

員を要望しているわけです。来年度に向けましても、要望を続けたいというふうに考えており

ます。 

 一方、小学校につきましては、入級希望者が毎年約10名ずつ増え続けており、早急の増設、

新設が必要となっています。そのことを踏まえ、来年度に向けて１学級当たりの入級児童が多

い２つの小学校への加配の増員、加えて設置されていない１小学校への加配を県に要望してま
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いりたいと考えております。 

 小学校は、普通教育のうち基礎的なものを施す時期であります。学校生活、学習への困難を

抱えている子どもたちに対して、なるべく早い時期にその子どもたちの障がいの特性に合った

指導を手厚く行っていき、中学校へつないでいくためにも、まずは小学校への加配の充実を念

頭に、県に働きかけていきたいと考えております。そして、いずれは市内３中学校において

も、通級指導教室が設置できるよう努力してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） ありがとうございます。加配教員の要望はわかるんですけれども、

毎年大体やっぱり10名程度、小学校においてですね、増加しているということは、早急にやっ

ぱり、今現状、理事、小学校４校っておっしゃられました。３校ですね。済みません。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 学校は３校です。学級は４です。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） 小・中合わせて４、そうですね。ですので、増えていますので、や

はり早急に対応が必要だなとは思います。来年度、特に国のほうも増員をやるというふうに言

っていますので、本当にこの機に乗じて、１名とは言わず、２名、３名、できたら教室も増加

できる。 

 それと、あと考え方の一つとして、巡回指導ですね、そういったものは考えられないか、お

尋ねいたします。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 今ご指摘いただいた巡回指導なんですが、県のほうから基本的に巡回

指導はしないというような指導を受けております。以前、他市町でも巡回指導を実施していた

他市町がありますけれども、そこについては県の指導で、もう拠点校での指導というふうにな

されておりますので、なかなか巡回指導を始めるというのは難しい現状であります。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） 平成27年度で決算資料ということで通級指導教室のことを要望して

いたんですけれども、やっぱり見てみると、小学校においてはもう、その小学校に設置してあ

る教室のやっぱり児童・生徒数が多いんですね。ただし、そこから移動していく児童・生徒数

を見ると、かなり少ないですよね。基本的には、やはり保護者が付き添いというのが原則にな

っていると思います、その時間帯ずっといないといけない。それと、他校に行くときには送迎

をしないといけない。そういうのを非常に保護者としてはネックになっているんじゃないかな

というふうに思っているんですね。 

 それと、小学校のとき、壇上でも申し上げましたけれども、これだけ多いのに、中学校にな

ると本市においても４分の１ぐらい減っているんですね。そういった現状、やはり事実として
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あったように、制服等の違いで他の中学校に行くのが嫌だというふうに、中学校のちょうど年

ごろの時期ですからね。あいつ何でここ来とうとかいなって見られるのも嫌だろうし。十分そ

こら辺は配慮するようにというふうに県の指導にも書いてあったんで、大丈夫かな、一番出入

り口に近いところに設置しなさいよと、そういったのもあったんですけれども、やはり行くほ

うにしてみるとやはり抵抗があるようで、ぜひとも中学校にも、太宰府中学校と、例えば学業

院中学校に設置できるといいなと。この人数を見てみると、太宰府西中学校もやっぱり多いで

すよね、はい。ただ、太宰府東中学校がゼロ人というのは、ちょっと納得いかないところなん

ですけれども。 

 ですから、中学校に行ってもそういった送迎が基本的にあるので、保護者としても非常に負

担じゃないかなというふうには思っています。だから、そういった負担が解消できるようにな

れば、非常にいいんでしょうけれども。例えば理事が言われたように、巡回が県によってだめ

になったというのが非常に残念ですね。 

 10月にちょっと視察に行かさせていただくんですが、愛知県の刈谷市というところに今度こ

ういった件で行くんですけれども、これは愛知県、県によって違うとは思うんですけれども、

巡回指導の実施とかあって、特別支援学校の教員による専門家チームが、市町村からの要望に

応じて小・中学校を巡回し、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童・生徒に対する支援のあ

り方について指導、助言を行っています。これは指導、助言なんで、恐らく教員とかに対して

行っていると思うんですね。 

 それとか、あと地域特別支援教育推進者養成研修会というのがあって、発達障がいのある児

童・生徒に対して指導、助言をしたり、地域における特別支援教育を推進したりすることので

きる教員等を育成する研修を実施していたり、あとは発達障がい児研修会というのがありまし

て、小・中学校の教員を対象に、特別支援教育の考え方や発達障がいについての基礎的な知

識、実際の支援方法についての研修を実施しているということで、これは県の取り組みなん

で、福岡県では実際こういうのがあっているのかどうかちょっと私はわからないんですが、市

として考え方の一つによって、教職員の研修会等でこういったことを実施されていますでしょ

うか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 本市といたしましても、県でももちろん研修は行われているんですけ

れども、実際に研修を行っております。教育委員会のほうに特別支援教育コーディネーターと

いう専門性の高いスタッフを置きまして、そのスタッフを中心に研修を行っております。 

 対象といたしましては、特別支援学級の教員、それから通級指導教室の教員。それから、本

市の場合には、特別支援学級と通級指導教室に支援員をつけております。例えば先ほどご指摘

があった人数が多い西小学校については19人、それから１学級当たり16人ということで、適正

と言われている15人から超えていますので、支援員を置いています。それから、２名、市の職

員を補助として指導ができるように配置しております。以上のような教員を対象、それから支
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援員を対象として研修を実際に行っております。 

 それから、一般の通常学級の先生方についても、現在インクルーシブ教育の推進ということ

で、特別支援教育の充実を図る上からも、そういった情報を提供したりとか、実際に研修会の

中で話をしたりしながら、特別支援教育の考え方を高めていきたいと考えているところです。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員。 

○１４番（長谷川公成議員） あと、最後になるんですけれども、この通級指導教室というのは、

やっぱり保護者の理解がないとなかなか難しいというところで、いろいろ私も調べて読んだり

したんですけれども、非常に難しいのは、親が認めないとか、やっぱり送迎もしないといけな

いのでというのが一番ネックになっていると思います。 

 そういった負担がなくなって、早期にやっぱりしておかないと、中学校になってからじゃあ

やっぱり遅いと思いますし、気づくのもですね、受験を控えているわけですからね。そういう

ふうなことも勘案しまして、また視察等行って勉強してきた際には、いろいろとまたこの一般

質問等で報告なり、今後の課題なりを発言させていただきますので、そのときはよろしくお願

いします。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） 14番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 ここで10時35分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前10時27分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時35分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２番舩越隆之議員の一般質問を許可します。 

              〔２番 舩越隆之議員 登壇〕 

○２番（舩越隆之議員） おはようございます。議長より一般質問の許可をいただきましたので、

通告に従い、３件についてお伺いします。 

 １件目、太宰府市の施設運用管理についてです。 

 １項目め、太宰府にある各公園施設の整備について伺います。 

 公園の整備については、自治会にお願いされているとのことを聞きましたが、近年は高齢者

の方が増えたことにより、公園の整備をすることが行き届かない状況が続いております。これ

について市のほうとしてはどのようにお考えか、お伺いいたします。 

 ２項目め、駅周辺の駐輪場の整備について伺います。 

 太宰府駅県道沿いの駐輪場ですが、現在の状況は放置自転車と使用自転車で乱雑に置いてあ

るために、歩道を歩く人の妨げと、景観上も見た目が悪いのが現状でございます。市としては

今後の対策としてどのようにお考えか、お聞かせください。 

 ２件目、総合体育館近郊のインフラ整備についてでございます。 
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 総合体育館と市民プールとの連絡ブリッジについて伺います。 

 今年11月３日に総合体育館の開館式が行われますが、開館に伴って交通量と来館者数も増え

ることが予想されます。また、開館されることにより、プール使用者が体育館駐車場を利用す

ると思われますが、連絡ブリッジを先送りしたことにより、道路を横断する人が増えると予想

されます。それにより、車事故の危険性が高くなることは否定できません。 

 落合橋のところに信号機はできますが、体の不自由な方、高齢者の方、車椅子の方にとって

優しいまちづくりを太宰府市として目指すべきではないでしょうか。市長に伺います。 

 ３件目、本市の地域防災についてです。 

 警察交番の配置について伺います。 

 太宰府市において、派出所が太宰府交番と水城交番の２カ所しかありません。大佐野、向佐

野、吉松地区では、痴漢、不審者、変質者が出ている情報がありますが、この地域に交番がで

きることにより、被害の抑止ができるのではないでしょうか。太宰府市としてどのようにお考

えか伺います。 

 以上でございます。再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 皆さん、おはようございます。 

 １件目の本市の施設運用管理についてご回答申し上げます。 

 まず、１項目めの太宰府市にある各公園施設整備運用についてでございますが、市内にあり

ます133の公園のうち128の街区公園につきましては、今おっしゃられたように、自治会に平場

については草刈り等をお願いし、ご協力をいただいているところでございます。草刈りがしに

くい斜面等につきましては、市内の造園業者に委託を行っていますが、高齢化により平場の草

刈りの協力も困難になってきている自治会もございます。 

 このような状況において、若年層への参加、協力も各自治会へお願いしながら、また近隣の

市町の例も参考に、これからの公園の維持管理のあり方を考えていきたいというふうに考えて

おります。 

 次に、２項目めの駅周辺の駐輪場整備につきましてご回答申し上げます。 

 太宰府駅の横、県道沿いの駐輪場におきましては、その管理を太宰府市シルバー人材センタ

ーに委託しており、平日の５日間、自転車の整理を行っているところでございます。 

 この駐輪場は、県道の歩道に沿って設置しているため、細長い形状となっていることから、

駅に急ぐ方の中には、歩道にはみ出したまま駐輪していかれる方も見受けられます。また、乱

雑に駐輪されている自転車の中には、放置されたままの自転車もあります。 

 使用自転車と放置自転車を見分けるには、平日のみならず、土日も自転車の整理を行うな

ど、歩道に影響のない整然とした駐輪をしていただくために、今の簡易的な自転車車どめでは

なく、駐輪機材を設置するなどの対策が必要というふうに思っております。 

 今後、安全な歩道確保のためにも、利用者への駐輪マナーの啓発に努めますとともに、太宰
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府駅前を初め市内の駅前と似た形態で管理運営されている駐輪場を調査し、駐輪場の管理に生

かしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 公園の草刈りに関してですが、今現在でもかなりの草が生えて、多分そ

の公園の近くの子どもたちを遊ばせるのに、今現在、遊ばせる場所がないぐらいに、もう草が

茂っているわけですね。この状態をそのまま放っておくと、公園としての意味がないし、そう

いうことで、公園を使う利用者にとっても、やっぱり優しい公園づくりをしてあげないといけ

ないんじゃないかという気がします。 

 それで、今後今の状況をどのような形で整備していくか、また今現在そういう公園がたくさ

んある中で、それを一つ一つでもいいので、どのような形で処理していくかということをお聞

かせください。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 確かに舩越議員がおっしゃるように、公園によりましては草が生

えて、遊ぶスペースが少なかったり、なかったりという現状も私どもも見ながら、ただ業者の

ほうの委託のほうも、一応先ほどお話ししましたように、平場以外のところののり面とか、あ

と木が生えている周辺とか、そういうところの委託をしていますので、あと時期的なものもち

ょっと注視しながらということで、今ちょっと見ていたところでございますので、平場という

か、草が刈れるようなところは、また自治会のほうにもお話をしながら、確かに公園は今おっ

しゃったように、防災安全上も１つはありますけれども、まずは日々の子どもたちの遊び場と

か、近所の近隣の方の憩いの場ということで大事だろうというふうに考えていますので、そう

いう自治会等との協議をもう少し密にさせていただきたいと。それとあと、委託業者のほうへ

の指導というか、そういうことも含めてさせていただきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） この公園の草刈りに関しては、私、最近金沢のほうに視察に行かせてい

ただいて、金沢のほうで公園、道路を走っている中で公園を、かなりいろいろ公園があるのを

見てきました。その中で、道路沿いの沿線上の木が植わっているところとか公園を見てくる限

りでは、やっぱりかなり観光地であるということで整備が行き届いています。 

 それを見たときに、太宰府はもう少しそういう観光地であるならば、景観上のいろいろな問

題があるんであれば、やっぱり少しでも早くそういう整備を行き届くように、行政のほうでも

考えていただきたいと思っている次第でございます。これは要望ですので、なるべく早目によ

ろしくお願い申し上げます。 

 １項目めはこれで終わります。 
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 駐輪場の件ですけれども、太宰府駅県道沿いの自転車置き場が、今現在、毎日私もあそこを

今散歩がてら見ているんですけれども、130台ぐらいの自転車がとめてあります。その130台の

中に、バイクが四、五台あります。その中で、実際自転車、この自転車は乗っているのかなと

いうふうな自転車の数も20台近くあります。それによって、駐輪をするときに歩道にはみ出て

駐輪している、乱雑に置かれている自転車がかなりやっぱりあったりして、通行する方も何か

困ってあるみたいです。年寄りの方が前通ってあったけれども、何か嫌な顔して通ってあった

ことも伺いました。 

 そういう形で、やっぱり駐輪場というのは景観上も、余り乱雑に置くと、太宰府の天満宮周

辺の近郊においては、余り見た目のいいものではないんじゃないかという気がいたします。そ

れによって、今後ああいう駐輪場におきましては、都府楼南が駐輪場を料金的にとめるような

形をとっています。だから、そういう形で、幾らかでも整備と、それと駐輪の乗ってない自転

車はとめられないような仕組みをとるのも、市側としての一つの対策の方法じゃないかと思い

ます。 

 その駐輪場の料金化することによって、それは市民からの意見もいろいろあると思います。

でも、それを整備することによって、その整備するのにシルバー人材センターの方に依頼して

いるということで、その方がおられるときは、多分自転車はちゃんと整理してあります。しか

し、明くる日になると、また乱雑に置かれる状態が続いているわけですね。そういう人件費を

太宰府市のほうで支払っているわけですね。 

 その人件費を払うだけじゃなくて、太宰府も何らかの形でそういう駐輪を料金化することに

よって、その人件費をそこから発生させるというふうな、市税を払うんじゃなくて、そういう

形で払っていくような形をとるのも一つの案じゃないかと私は思っておりますので、今後とも

それについてはちょっとよくお考えの上、ご検討願いたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 回答は要りますね。 

○２番（舩越隆之議員） はい。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） ご提案ありがとうございます。実は私も現場を見に行く機会が

多々ありますので、その際には駐輪場を見させていただいて、確かに議員おっしゃるように、

平日といいますか、私が通るときには、大体整然と何か並べてあるようなイメージがありまし

たもんですから、まだまだ私自身も現場をもう少し、平日だけじゃなく、土日なんかも何かあ

ったときには現場の確認はさせていただきたいと思いますし、一番は担当者に任せるのではな

く、やはりいろいろ利用者の声とか、あとシルバーの委託をしてそれで終わりではなく、やは

り私を初め課長等で、やはりそういう利用状況の確認なんかも、やはりやっていく必要がある

のかなというふうに今考えているところでございます。 

 今提案していただいた料金化につきましては、二日市駅東とかＪＲの都府楼南駅とか、そう

いうところでは、させていただいていますけれども、今回提案いただいた案ですけれども、ま
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だまだ実は太宰府駅周辺、今もう議員ご存じのとおり渋滞対策で、非常に私どもも対策をしな

きゃいけないという状況でございます。朝夕の自転車が有料になることで、逆に車に変更され

るとか、そういう懸念もあるということも、ちょっと今考えているところでございます。 

 それと、どれだけ市民の方に理解が得られるかということもありますので、そこは先ほども

申しましたように、利用されている方の声を直接聞くのがまずは初め、最初の一歩といいます

か、初めなのかなという今私は気がしています。それの後に、人件費、シルバーにかけている

人件費と、あと機材を入れたときの費用対効果というか、その費用の効果、費用をかけること

によってどれだけの効果があるかとかということも含めて、検討はさせていただきたいという

ふうに今考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 駐輪場を有料化することに関しては、30台程度のそういう有料化のため

の機械をつけるんであれば、採算は合わないということは、私もちょっと調べた結果出ていま

す。あそこの県道沿いに関しましては、200台以上の自転車がとまるわけですね。200台以上の

自転車がとまるということは、そういう設備投資するにしても、割安でできるという話も聞い

ています。なので、今後そういう前向きな方向性で、いろいろな市民等の意見も聞きながら、

前向きになるべく考えていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 回答。 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 私どもも、先ほど公園の管理とも関係ありますけれども、やはり

観光地であり、お客様を迎えるということで、市長のほうも草刈りとか、そういう観光客を迎

えるのには、やはり草刈り等道路をきちっと整備しようということはいつもおっしゃっていた

だいているので、そういうものとあわせて、やはり駐輪場が乱雑であると、景観上、それとあ

とこれからの高齢化が進む中でバリアフリー、歩道の整備というのは、私どもの一番一つの目

標といいますか、しなきゃいけないことであるというふうに考えていますので、そこもあわせ

て考えさせていただくということで、やる、やらないということがなかなかここでは言えませ

んけれども、私自身がまずは現地を見て、確認をしていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） いいですか。２件目入っていいですね。 

○２番（舩越隆之議員） はい。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 市長。 

○市長（芦刈 茂） 次に、２件目の総合体育館と市民プールとの連絡ブリッジについてでござい

ますが、平成27年９月議会においてご説明しておりますとおり、将来にわたる全体的な交通体



－46－ 

系の必要性と、市民の皆さんのご意見を勘案した結果、設置についての判断を将来世代に譲る

ことにしておりました。 

 このことにつきましては、両施設間を横断する歩行者の安全性を確保する措置として、信号

機の設置に目途が立っているため、連絡ブリッジについては設置後の状況を確認しながら、必

要があれば検討してまいりたいと考えておる次第でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） ブリッジに関しましては、市長が去年の７月18日の日に市民との意見交

換会の中で、体育館はそのまま続行するという形で、その中では一切、ブリッジはやめるとい

う話は出ていませんでした。９月の議会において、突然ブリッジをやめるということで、その

中で信号機をつけるような方向性をしているということでしたが、今の市民のいろいろな意見

聞くと、なぜブリッジをやめたのかと、できるようになっていたじゃないかと、事故があった

ときに補償できるのかというような意見も多数聞きます。 

 それと、これは市民だけじゃなくて、警察、筑紫野あたりも、何でブリッジをやめたんです

かと、危ないんじゃないんですかと、大丈夫ですかと。 

 信号機はあくまでも交通整備をするための手段であって、子どもを守るための手段でもない

んです。市民を守るための手段でもないんです。やっぱり横断歩道、幾ら信号機ができても、

横断歩道を渡ったり道路を渡らなきゃいけないんです。その渡る中で、安易に体育館からプー

ルに移動したり、信号機のないところをわたる可能性もかなり予想ができるわけですね。その

中で、ブリッジがあることによって、市民にとっては物すごく安全性を確保できるわけです

よ。安心・安全なまちづくりを進めていく中で、市長も安心・安全なまちづくりをしていくと

おっしゃった中で、そのブリッジを外すということに関しては、これは大変市民に対して不安

を与えることになります。 

 それで、先送りということですが、その先送りを、もう１年半以上たちました。実際その先

送りというのはいつごろの予定にしてあるんですか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ご回答申し上げます。 

 いろいろな流れの中で、この問題しっかり考えていきたいというふうに私は思っておる次第

でございます。中止、取りやめということではなくて、先送りということを言いました。 

 いろいろな流れを見ますと、当初この体育館は、建設のことが問題になりましたときは17億

円でした。ところが、それが22億円になり、最終的に27億円という金額でもって、具体的に議

案書として出てきたということでございますし、そのことは皆様ご存じだと思います。 

 そしてまた、その27億円で実際議会で決まりまして、入札をしましたところ、落札業者があ

らわれなかったということで、５億何千万円か増やしまして、最終的に１つの業者に決まった

という流れがありまして、ですから27億円が32億円何がしかになったということでございま
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す。 

 ただ、私が市長になりまして、私の手元に追加の補正予算として空調施設、椅子、雨水の問

題ということで、３億3,000万円の補正予算の案が私の机の上にはありました。 

 いろいろな流れの中で、私としては箱物無駄遣いにノーと言った流れもありますし、前市長

が出される予定だったものを、私はそれはそのまま私が出すわけにはいかないというふうに考

えました。ただはっきりしているのは、体育館の内部の問題については、後づけするというの

は非常に困難ですから、私は現実必要なものをつくるということで、空調施設と自動の椅子に

ついては実現するということで、ブリッジについては先送りするということを決めたいきさつ

があるということは、よく皆様ご存じだと思います。 

 現実的にこの11月３日にオープンいたします。オープンに当たりまして、この夏も警備員つ

けまして、プールとの間の安全については細心の気を配りまして、事故が起こらないような形

にしましたが、具体的に言いますと、体育館完成し、330台弱の駐車場が整備されるわけでご

ざいますから、具体的にまた来年度の７月、８月、２万人のプールの利用者が来るというよう

な流れを見まして、いろいろなことは考えていきたいというふうに思っている次第でございま

して、そういう流れの上で、このブリッジについては先送りしているということで、決してつ

くらないということを言っているわけじゃありませんし、プール側には基礎の土台も一応確保

してはおります。そういうことをご理解いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 先送りという言葉はもう何回も聞いておるんですが、その先送りするこ

とによって、費用がかなりアップするわけですね。今回も前議会で話聞きましたが、１億

3,000万円かかると。今の状況で、でき上がった状態でブリッジをつくるということは、１億

3,000万円かかる。今度オリンピックができることで鋼材が値上がりする可能性、もう上がっ

ていますけれども、そういう形でそれが１億5,000万円になるかもしれない。 

 今現在、体育館ができる前に、もうプールのほうにはそのブリッジの基礎もできとったわけ

ですよ。体育館側の基礎ができております。またそれを掘り起こして、そういう形をとるとい

う。それで、市民のことを本当に考えてあるならば、あのまま続行するのが一番ベターじゃな

かったかと私は思っております。 

 要するに、その6,000万円がブリッジの金額で、警察から体育館のほうに階段をつくってく

れ、歩道のほうからも階段をつくってくれという要望があったはずです。そのプラスすると

9,000万円。9,000万円を削除することによって、万が一事故が、これは去年の９月の議会でも

言いましたけれども、もし大きな事故があったときに、ブリッジができるようになっていたじ

ゃないかと、そのおかげでこういう事故が起きたんだということを市に言うてきたときに、市

はその責任をとれるんですかと私言っているんです。 

 お金じゃ人の命かえられないでしょう。もう少し市民のことを本当に考えているんだった



－48－ 

ら、自分のことじゃなくて、市民のことを考えないかんとですよ。9,000万円で人の命が買え

ますか。もう少し市民のこと考えてください。 

 それは何十億円もかかるというんだったら別かもしれませんけれども、9,000万円のお金で

市民を危ない目に遭わせるようなことをさせたらいかんですよ。そういうことも考えて、もう

ちょっと判断してもらわないと。何も市民のためになってないじゃないですか、実際いうて。

それに対して答弁をお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 回答をお願いします。 

 市長。 

○市長（芦刈 茂） 済みません、ちょっと確認しておった次第ですが。 

 私は、私のことを考えているのではありません。いろいろな流れの中で、何が一番選択とし

てふさわしいかということで考えているわけでして、信号の問題もかなり県警と交渉しまし

て、あそこ、落合橋の橋がありますので、普通の形の信号機では無理だということで、かなり

大きな門型の柱をつけることでもって、信号については目途がついてきたということもありま

すので、当面はその信号機を活用しながら、また安全について配慮しながら、いろいろなこと

は進めていった上で、そのブリッジのことはまた考えたいというふうに思っているということ

を言いましたが、今でもそのように考えておりまして、私自身のこととかということではなく

て、市民の安全というのはしっかり考えていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） その流れによって判断されたと言いますけれども、したら、ブリッジつ

くることは大事じゃないんですか。流れの中では、ブリッジつくるのが先でしょう。計画が立

っていたんだから。それをやめて信号機をつくる、信号機はその分遅れるんですよ。今年中に

はできないんですよ。もうオープンするんですよ。流れ、流れと言わっしゃるけれども、流れ

でいくならば、ブリッジをつくるほうが先でしょう。その流れということはおかしくないです

か。 

 大体本当にどのように考えてあるんですか、流れ、流れって。お金のことだけですか。その

流れ自体が間違っているんじゃないですか。流れでいくならば、ブリッジつけるのが先です

よ。信号機は後でもいいんですよ。信号機はすぐできやせんのやから。ブリッジはすぐできと

るでしょうが。開館に間に合っとんですよ。その流れを間違えたらいかんでしょう、市長が。

そこのところもう少しよく考えてください。もう私の答弁それで終わります。 

○議長（橋本 健議員） この件はいいですか、回答は。 

○２番（舩越隆之議員） いいです。 

○議長（橋本 健議員） ３件目入りますか。 

○２番（舩越隆之議員） はい。 

○議長（橋本 健議員） ３件目の回答をお願いします。 
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 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） おはようございます。 

 次に、３件目の本市の地域防犯についてご回答を申し上げます。 

 警察交番の配置についてでございますが、交番を新設する場合は、世帯数や刑法犯認知件数

などを考慮されて設置することになっておりますが、用地取得や建築に係る費用など多額な予

算が見込まれることや、県内の刑法犯認知件数が減少していることなどから、現状としては難

しいとの報告を受けております。 

 このような状況の中、筑紫地区内では春日警察署が新設されたことによりまして、筑紫野警

察署の管轄区域は太宰府市、筑紫野市に変更されました。また、福岡県警では、犯罪を減少さ

せるため、警察署の管轄を超えての自動車警ら隊による活動や、犯罪現場への救急時間の短縮

などに取り組まれているところでございます。 

 ご質問の大佐野、向佐野、吉松地区は、団地造成や区画整理事業により人口が急増した地域

であります。この地区だけの犯罪発生件数は公表されておりませんけれども、ＪＲ水城駅の利

用でありますとか商業施設の立地など、人々が多く集まる地区でありまして、地域住民の方が

交番の設置を望まれていることは承知をいたしているところでございます。 

 しかしながら、減少傾向にある刑法犯認知件数や、平成15年度に県内で交番や派出所の再編

が行われたときから交番の新設が行われていない状況を見る限りにおきましては、交番の新設

は大変難しいのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 太宰府市におきましては、太宰府駅前交番と水城交番があります。この

２つの交番で一応太宰府市内を回っているわけですが、大佐野、向佐野、吉松に関しまして

は、あれだけ人口が増えているにもかかわらず、交番がないというのがおかしいということ

で、いろいろな市民から、それからまた自治会長さんからも意見をもらっております。 

 現に痴漢行為とか不審者、それからそういうのが、やっぱり警察に連絡が行ってない部分の

目に見えない部分がかなりあるように思われます。それによって、やっぱり交番ができること

は、その抑止をするということで、大事なことじゃないかというふうに思います。 

 私も一応今回、昨日、おとといか、筑紫野署に行って地域課の課長と話して、交番というの

は、去年も行きましたけれども、できにくいと、難しいという話は聞いていましたけれども、

実際どうなんですかという話を伺ってきました。地域課のその課長は、犯罪の件数とか人口の

割合によって、そういう派出所をつくるかつくらんかの判断を県のほうでするというような形

の話を聞きました。 

 太宰府の水城交番を、例えば大佐野、吉松、あっちのほうに移転できないのかという話も仮

にしました。それはちょっと難しいでしょうという話で、太宰府交番におきましては、今回改

修工事が、建て直すというような話がもう予算が組んであるんで、あそこは動かせませんとい
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う話であります。 

 事例として、須惠町に派出所が小学校の横にあったのが、志免市役所の横の角、大きな交差

点の角地に移転しています。それは新しく交番所をつくって、そこがそっちに移ったと多分思

っているんですが、そういう事例もあります。 

 事例があるということは、太宰府においても移転するのが難しければ、何とか交番を大佐

野、西校区のほうにできないかと言うたら、大体どこに設置してほしいんですかという意見を

質問されました。私は、西中学校とか小学校のあの相中あたりにつくったらどうですかという

意見を言うたら、ああ、悪くはないですねという話の中から、あそこも交通事故なんかも結構

あっているんで、そういうのも抑止できますよと。交番所があるだけで、そういう犯罪件数が

減るんですよと。警察官の方と話すときに、したら人件費がいろいろかかるからと。それは人

件費と人のそういう命とどちらを優先するんですかと言ったら、そこまで言ってもらったらと

いう形で言われていましたけれども、実際そうでしょうと。 

 だから、やっぱりそういう抑止するためには、そういう派出所も必要なんですということ

で、いろいろお願いもしてきました。したら、その地域課の課長は、一応この話は太宰府市の

ほうからも依頼があっておりますということで、一応上のほうには上げさせていただきます、

返事までもらっております。 

 あとは実際にそれをつくるかつくらないかは、設置できるかできないかはわかりませんけれ

ども、今後市としても、ぜひ設置できるように要望していってほしいという気持ちが私の中に

ありますので、そういう形で行政のほうも動いてほしいというのが、私の気持ちでございま

す。 

 太宰府市の、私も少年補導とかいろいろしていますけれども、やっぱりそれによっていろい

ろな小さな目に見えない部分がかなりあるんです。昔みたいに、もう十何年か前みたいに暴走

族みたいなのは減りましたけれども、それ以外でやっぱり陰湿なそういう犯罪件数も、やっぱ

りそういうことがあるんで、そういうのを含めて、やっぱりそれを抑止するのも、一つのそう

いう交番があることによって抑止できるんじゃないかという考えでおりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 先ほど痴漢とか不審者とか、そういったものも増えているというような

こともございます。一つの抑止力といたしましては、せんだっても議会のほうにもご報告させ

ていただいたと思いますけれども、地域見守りカメラですね、防犯カメラの設置のほうも、順

次そういった箇所には設置をしていくというような形で考えております。 

 繰り返しになりますけれども、要望する分については、設置の要望については今後も行って

はいきたいとは思いますけれども、それほど、平成24年、平成25年、同じような質問を小栁前

議員さんからされたときにも、すぐその後、筑紫野署の当時の地域課にも出向いて、そういっ

たような要望、口頭での要望ではございましたけれども、させていただいたところでございま
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すけれども、やはり毎年各市町村からもそういった要望が多々出されているということでござ

いますが、現状としては平成15年の再編以来、新設はないというような状況があるというよう

なところでございます。 

 そういったこともございましょうが、粘り強くといいますか、要望はさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 私が行ったときも、市のほうから要望があったということですが、それ

は逆に言えば、出向いていったわけじゃないと思うんですね。警察のほうは電話で受けたと。

だから、警察に対して電話でお願いしますということはないんじゃないかと。お願いする立場

であれば、出向いていって、頭下げてお願いしてこないかんちゃないかと私は思うんですね、

何事に対しても。 

 やっぱり電話やったら、はい、わかりました、上に言っときますで終わるんですよ。その課

長は、私が行ったときに、部下からその電話があったということをその日まで知らなかったん

ですよ。今聞きましたと。たら、その課長が、おまえ早く言えよという話で部下には言ったら

しいんですが、その程度なんですよ、電話の応対というのは。 

 電話で要望するんじゃなくて、行って、やっぱり切実にお願いしなきゃいけないということ

なんですよ、こういうことは。やっぱり市民にとって大事なことやから、だから安全・安心を

守るためには、そういう形で、警察に対しても電話でどうですか、ああですかじゃなくて、行

って、こういう要望が出ていますので、ぜひ、いろいろ県のほうでもあると思いますが、でき

ればつくってほしいんですよというようなやっぱり意気込みを見せないと、警察も動かないと

思うんですね、本気で。 

 だから、そこのところをちょっと、私が聞いたときにちょっとあっと思ったから、この場で

言わせてもらいますけれども、そういう電話の対応だけはやめていただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） ちょっと誤解があっているようでございますけれども、先ほど小栁前議

員さんからの質問に対して、その後の経過として要望したのは、電話ではございません。実際

に筑紫野署の当時の地域課に出向いてでのやりとりであるということは、ご回答させていただ

きたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） その行かれたというのは、いつの話ですか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 平成24年の小栁前議員さんの質問があった後ですね。その中で、毎年や

っぱりそういった要望書が各市町からも出されていますけれども、その平成15年の再編以来、

繰り返しになりますけれども、新設がないということで、非常に難しい、極めて難しいという
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ような回答でございました。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 平成24年のことじゃなくて、ここ四、五日前の話かな。私は３日前に行

ったと言いましたよね、今。だから、そのときに初めて地域課の課長が、何日か前に太宰府市

からもありましたよと、電話がありましたよと言ったから、私は今あえて言っているんです。

平成24年のことを言っているんじゃないです。 

 私も去年、やっぱり議員になって初めてですが、警察にも行きました。それは同じようにそ

っけない返事でした。でも今回行ったときは、またちょっとニュアンスが変わったんで、だか

ら少しは一部の望みでもあるんじゃないかという気持ちで、今言っとるんです。 

 だから、この何日かの話ですよ、この電話があったというのは。そこのところです。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） その電話をしたというのは、今回の舩越議員さんの一般質問がございま

したので、今現在の警察のほうの状況を聞き取りしたというようなところでの電話でございま

す。電話で新設してくださいというような問い合わせということではないと思います。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） その状況をお伺いするにしても何にしても、やはり私は出向いていくべ

きじゃないかと思うんだけれども。じゃないと、相手にその気持ちが伝わらない。それはそこ

で新設してくださいとお願いしなくても、こういう要望が上がっていますんで、今の状況を教

えてくださいというにしても、面と向かって、地域課の課長と面と向かって、目を向き合わせ

て話し合えば、いろいろな話ができるんじゃないですか。電話だけやったら、それだけの話が

できないでしょう、実際いうて。私自身が自分の耳で聞かないと気が済まないタイプやから、

警察にも行くけれども、そういうことなんですよ。 

 実際やっぱり何を聞くにしても、その状況を聞くにしても、実際その担当課の課長なり何な

りとやっぱり顔を向き合わせて話し合わないと、言いたいことも言えないし、電話じゃあやっ

ぱりもうそこそこで終わってしまうじゃないですか。そういうことをやめてくださいと言って

いるんです。行くときは時間を潰してでも行ってほしいと。そんな何時間もかかるわけじゃな

いから、１時間以内で終わる話ですから、そういうことをしてほしいと私は要望しているんで

すよ。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 今舩越議員さんのおっしゃるのを、本当に重く受けとめていきたいと思っ

ております。これも突き詰めますと、市民のいろいろな命、そういうものにかかわってきます

ので、できるだけ前向きの方向でしていきたいというふうに思っております。 

 それこそそれだけじゃなくて、各地域に安全・安心のまちづくりということで、防犯パトロ
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ールとかそういうものも非常にお願いして、西区のほうについては特に熱心に動かれておりま

して、実際犯罪件数も減ってきておるということでございますし、また警察のほうにも、私も

現役時代に警察に何回かしたことあるんですけれども、やっぱり警察に110番するということ

が非常に、今警察のほうは機動力がありますので、すぐさま現場のほうに来ていただいて、い

ろいろ処理した経過もございますので、基本的にはそういう、そして市民の語る会で西校区で

したときに、やっぱりそういう駐在所ですか、そういうほうがどうですかという意見も出てお

りまして、やっぱりおっしゃるとおり、つくるだけで抑止力、そういうものが出てくるという

のは承知しておりますので、できるだけそういう方向で進めてまいります。 

 ただ、いろいろな状況がございますので、そういうところをひとつご理解いただきたいなと

いうふうに思っております。前向きに進めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員。 

○２番（舩越隆之議員） 確かにいろいろな犯罪は減少しているのは確かでございます。ただ、青

パト、私も少年補導員していますけれども、青パトで回る日にちが決まっているんで、犯罪犯

そうとする人間はそのパトロールの日を知っているんですね。だから、その日はほとんど動き

ません。その第１月曜日、第３月曜日、月曜日じゃなくて金曜日にするようにしていますけれ

ども、その日は昔みたいに暴走族なんかもほとんど動きません。いませんけれどもね、今は。 

 だから、そういうこっちの行動する、青パトが動く日にちを知っているんですね。だから、

そういう形で、その何か起こそうとする、問題を起こそうとする人は、その日は動きません。

それ以外の日に、やっぱり夕方薄暗く、今から先、もう５時過ぎると薄暗くなってきますけれ

ども、そういうときにやっぱり犯罪を起こそうとするんですね。 

 だから、目に見えない部分でやっぱり起きている部分がかなりあるんで、今後はやっぱり前

向きにそういう形で要望書を上げながら、市のほうでも動いてほしいというのが私の希望でご

ざいます。これはもう要望で、これで質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） ２番舩越隆之議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時35分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時23分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時35分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番有吉重幸議員の一般質問を許可します。 

              〔５番 有吉重幸議員 登壇〕 

○５番（有吉重幸議員） 議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問

をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 熊本震災や、昨今地球温暖化の影響にて、各地区で集中豪雨など頻繁に起こっております。



－54－ 

平成23年に発生した東日本大震災に、首都圏各自治体において大量の帰宅困難者が発生し、大

規模災害時の帰宅困難者の対策の必要性が再認識されました。帰宅困難者に向けての一時滞在

施設が必要だと考えます。 

 災害対策基本法の改正により、減災の考え方、自助・共助・公助、ハード・ソフトの組み合

わせ等の理念が明確化されたことにより、社会全体で帰宅困難者の対策に取り組む機運が高ま

っております。 

 本市においても、災害により交通機関が停止した場合、駅周辺に滞留する外出者や観光客、

通勤通学者等が自力で帰宅することが困難な状況になることが想定されます。 

 そこで、お尋ねします。 

 １項目め、災害が発生し、帰宅困難者が発生した場合、どのような対策を考えておられます

か。また、観光客、特に外国人に対する災害状況や避難勧告など、どのような形で正確な情報

提供をするのか、市の対応を伺います。 

 ２項目め、情報提供の実施において、庁内、関係機関、事業者等の連携体制はどうなってお

りますでしょうか、市の見解を伺います。 

 なお、回答は１項目ごとにお願いいたします。再質問は議席発言席にて行います。よろしく

お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 災害時帰宅困難者についてご回答申し上げます。 

 まず、１項目めの帰宅困難者が発生した場合の対応についてでございますが、本市では平成

26年６月に太宰府市地域防災計画の改定を行いまして、これにあわせまして、毎年多くの観光

客がお見えになる太宰府天満宮、門前町地区における観光地区避難誘導計画を作成したところ

でございます。 

 この観光地区避難誘導計画につきましては、１年で一番人出が集中する正月三が日に地震が

発生した場合を想定した行動の素案でございます。しかしながら、その計画に基づく避難誘導

についての行動計画や関係機関との協議が、現在実施できていない状況でございますので、今

後はさらに詳細についての協議検討を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 また、外国人観光客への避難勧告等の正確な情報提供につきましては、言葉の壁が大きいこ

とから、インターネットやスマートフォン等の通信機器を介しての情報発信が威力を発揮する

ものと考えております。 

 しかしながら、災害発生時に気象庁から発信される緊急速報メールは、国内の携帯会社に対

してのみ発信をされております。気象庁へも確認をいたしましたところ、海外の携帯会社への

契約機器については、ほぼ受信できないだろうという回答でございました。同じく市から発信

する場合につきましても同様の結果となりますことから、その対応策といたしまして、入国時

に防災アプリ等をインストールしていただくことが必要となるため、今後旅行会社や観光事業

者に働きかけるように努めてまいりたいというふうに考えております。 
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 また、先日、太宰府市のハザードマップの英語、中国語、韓国語版の翻訳作業が完了いたし

ました。今後、配布に向けまして、またホームページへの掲載など、外国人に向けた情報発信

を行ってまいるようにいたしておるところでございます。 

 次に、２項目めの情報提供の実施においての庁内、関係機関、事業者等の連携体制について

でございますが、大規模災害が発生した場合におきましては、市の職員のみでは対応ができま

せん。そのため、関係機関、事業者の協力が必要不可欠であると考えておりますことから、太

宰府天満宮さんや観光協会、関係事業者への協力要請等を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 具体的には、避難所の周知や地震発生時の誘導避難マニュアルの作成、配布など、災害対応

に対しての共通認識のもとで、誘導などの行動をしてもらえるよう協力をお願いしてまいりた

い、このように考えております。 

○議長（橋本 健議員） ５番有吉重幸議員。 

○５番（有吉重幸議員） 回答ありがとうございます。 

 帰宅困難者といっても、地震とか災害の状況によってはいろいろ変わると思います。私もこ

の太宰府市が出しています観光地区避難誘導計画書ですかね、こちら持っておりますけれど

も、見させていただきました。こちらは見させていただいても、ちょっとわかりづらいなと。

これが毎日見ていればわかるんでしょうけれども、いざというときにこれは恐らく見る方もい

らっしゃらないし、まずどういうふうに動いていいかもわかりません。全然これじゃあ、恐ら

くいざというときには役に立たないと思います。 

 いろいろ避難の計画も立ててあるみたいですけれども、やはりもっとわかりやすい、やはり

シンプルですね、誰が見てもわかるような避難誘導計画、そういったものが必要だと思うんで

すが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） まさに有吉議員ご指摘のとおりだと思います。この中でもやはり平常時

の取り組みといたしまして、体制づくりが大事だというふうに考えております。 

 この観光地区避難誘導計画につきましては、正月三が日の３日間という期間に、約200万人

近くの方々が天満宮、門前地区のほうに訪れられています。そういった災害が発生した場合に

は、約５万人の帰宅困難者が発生すると想定をしているところでございます。 

 その中で、具体的に今後は一時帰宅の抑制でありますとか、一時滞留場所への誘導を行いま

す案内誘導担当をどなたにするのかとか、あと行政等の情報や避難支援拠点と連携を行う施設

は、情報収集、伝達担当というような担当というような形で位置づけられていますが、それを

誰にするのかというような問題。それとまた、太宰府駐車センターでありますとか避難支援拠

点の所有者及び周辺事業者には、一時滞留場所の開設とか運営担当になっていただきたいとい

うようなことも書いておりますけれども、じゃあ実際どんなふうにやるのかという部分が、ま

だまだ協議がなされていないというような状況でございますので、今後こういった実際の運営
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を見据えました各事業者との役割分担と合意形成が、まず必要であるんじゃないかというふう

に考えております。 

 早急にこういった役割分担を踏まえた観光地区の避難誘導対策協議会なるそういったものを

立ち上げまして、より詳細なシミュレーション、運用をしていくというような形で、今後進ん

でいければというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ５番有吉重幸議員。 

○５番（有吉重幸議員） ぜひそういう組織が必要だと思います。 

 あと、外国人の方ですね、たくさん中国人観光客の方がたくさんいらっしゃいますけれど

も、こちらを誘導する際はどのような形で誘導される、先ほどアプリとか言われましたけれど

も、それ以外の方法は考えてあるでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 具体的な対策というのは、まだまだこれからということで、まずはそう

いった、そこの場面場面にそういった語学が堪能な方たちが多数おられるということも、なか

なか考えられないということもございますので、まずそういったアプリから取り組みたいとい

うふうに考えております。それ以外につきましては、ちょっとこれからというところでござい

ます。 

○議長（橋本 健議員） ５番有吉重幸議員。 

○５番（有吉重幸議員） そうですね、例えばそういう参道におきまして、担当者というか、そう

いう事業者を決めていただいて、ただし決めたときにいわゆる、ただ日本語で言っても、多分

外国の方はパニックになって、多分もうわけがわからないような、特に日本人よりも特に中国

人とかアメリカの方はかなりパニックになりやすいと思いますので、そういうときにやはり簡

単な中国語とか簡単な英語とかという形をしゃべれる、簡単と申しましても、例えば今こうい

う状況、いわゆるぺらぺらしゃべるんではなくて、今こういう地震が起こっていますとか、今

こちらのほうに避難してくださいというような簡単な語学、そういった形をそういう事業所に

依頼しまして、その従業員の方にお勉強していただくとかという形をとりまして、そうしたら

いろいろな事業所の方も、やはりそのような私が担当だからということで、ちょっといろいろ

真剣に考えようかなというような形で考えていただけるのじゃないかなと思います。 

 こういう災害はいつ起こるかわかりませんので、常日ごろが大切でございます。その辺のと

ころはいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 議員おっしゃるとおりでございます。そういった観光に携わる方たちの

語学での伝え方もあろうかと思います。また、そうではない、簡単なフリップといいますか、

文字で伝えられるような避難誘導の方法もあろうかと思います。そういったところを今後検

討、協議していきたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ５番有吉重幸議員。 

○５番（有吉重幸議員） 本市太宰府市には、たくさんの大学があります。幸いにもたくさん留学

生がいらっしゃいます。この方たちと一緒に、もし語学勉強とかそういう講座を開いて、今国

際交流協会のほうでもいろいろやってあるみたいではございますけれども、やはりもっと簡単

な、余り語学といったら結構難しいなというところがありますので、もっと簡単な英語とか簡

単な中国語、韓国語、このような形でいろいろ国際交流協会もしくは単体の大学と一緒にコラ

ボしまして、交流を深めていくと、かなりまた違った形で交流が、また別の面でも交流が深ま

るんじゃないかなという気がしております。こちらは要望でございますけれども。 

 次に、東京都がこのような、この間一般質問でもありましたけれども、こういうハンドブッ

ク、これはコピーですけれども、こういった形でありまして、特に避難される場合は、男性も

そうですけれども、女性、女性のほうがかなりいろいろな、もし避難された方は大変だという

ふうにこのハンドブックは言っております。 

 特にやはり、このページを見ますと、東日本大震災の被災地では、女性専用トイレや更衣設

備など、女性特有のニーズに対応してくれる傾向が高まりました。これは、帰宅困難者の対策

を実施する上でも参考にしていただきたいポイントです。事業所の女性従業員だけでなく、来

訪者や受け入れた帰宅困難者の女性の配慮を念頭に置いておく必要があります。女性のニーズ

は繊細なものであったり、一見ぜいたくなものであったりしますが、それを踏まえて、ここは

女性特有の備品項目などいろいろ上げたほうがいいんじゃないかという形で、もちろん男性の

方もいらっしゃるんですけれども、女性は特にトイレの問題とかいろいろな生理的な問題があ

りますので、その辺のところは非常に大切かなと思っていますけれども、その辺の女性に対す

る配慮というのはいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 今議員おっしゃいました先進事例、そういったハンドブック等も作成を

されているところも多々ございますので、そういった先進事例を参考にしながら、今後煮詰め

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ５番有吉重幸議員。 

○５番（有吉重幸議員） ぜひともそういう横のつながり、また業者間との提携を結んでいただい

て、ぜひお願いします。 

 ちょっと聞いたところでは、京都の伏見稲荷ですかね、ここは京都市と提携して、何人受け

入れますよといった具体的な計画もあるみたいです。そのような形で具体的にないと、どうし

てもよくないと思います。もっと具体的に各業者、各施設に検討していただいて、そういう委

員会を設けていただいて、いつ来ても万全とは申し上げませんけれども、対策ができるという

形でやっていただければと思います。 



－58－ 

 そういった、「備えあれば憂いなし」という言葉がありますけれども、やはりこういう観光

地区のこういった形がちゃんと実施できればいいんですけれども、なかなか絵に描いた餅にな

りかねません。やはり実際にどうなったときにこうするというマニュアルというか、いわゆる

頭の中にも必要ですし、簡単な、やはり避難される方の誘導する方もマニュアルが、簡単じゃ

ないとだめだと思うんですよね。もうこれはこうこうこうですよみたいな感じで、一目で、冷

蔵庫に張っていてわかるぐらいのやはりマニュアルじゃないと、やはりなかなか浸透しないと

思いますので、そのところをぜひとも要望しまして、質問を終わりたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ５番有吉重幸議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時50分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番木村彰人議員の一般質問を許可します。 

              〔３番 木村彰人議員 登壇〕 

○３番（木村彰人議員） ただいま議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告しており

ました近隣市と連携したまちづくりの推進に向けてについて質問いたします。 

 先日のこと、菅原道真公が過ごされた南館があったとされる榎社境内の発掘調査の現地説明

会に参加しました。道真公が太宰府に在所された同時代の遺構が発見されたことは、まさに大

発見です。この説明会での解説によりますと、現地の榎社は、大宰府政庁から約600ｍ南、大

宰府条坊のほぼ中心にあり、政庁から真っすぐ伸びた朱雀大路の道沿いにあったそうです。 

 ちなみにこの大宰府条坊とは、朱雀大路を中心に碁盤の目状に街区を配置した古代の都市計

画のことです。1,000年以上もの昔、都市計画に基づいたまちづくりがこの太宰府の地で行わ

れていたことに驚くばかりです。 

 さて、現代に立ち戻りますと、本市では第２次となります都市計画マスタープランを策定す

る真っ最中であります。この都市計画マスタープランは、今後20年間にわたるまちづくりの設

計図、目標となる重要な計画です。このまちづくりの計画に直接携わることができる私たちと

しましては、本市の未来に対する重たい責任を感じるとともに、当然のことながら大きなやり

がいもございます。 

 そこで、まず１項目めとしてお伺いしなければならないのが、都市計画マスタープラン20年

計画を実現するための課題についてです。これは、さきの第１次都市計画マスタープランを総

括することでもあります。何ができて何ができなかったのか、またその原因は何だったのか。

計画といっても、構想に近い都市計画マスタープランを、20年間の限られた時間で確実に実現

するための押さえるべきポイントは何かということです。 
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 そして２項目め、まちづくりにおける近隣市との連携についてお伺いします。 

 本市は筑紫地区の真ん中に位置し、筑紫野市と大野城市及び宇美町に隣接しています。本市

の市域外周がこれらの２市１町と接する割合は、筑紫野市が何と53％、大野城市が26％、宇美

町が21％です。特に、市街化区域が複雑に入り組む筑紫野市と大野城市との行政境では、道路

や交通、土地利用等、さまざまなまちづくりの不整合が生じています。隣接する自治体同士、

連携したまちづくりの必要性、重要性を私ども頭では理解できるのですが、なかなか連携が進

まない状況が長らく続いています。 

 そこで参考にしたいのが、春日市と大野城市で計画、実行されたハイタウン構想です。春

日、大野城両市のまちづくりの方向を設定し、一体的な都市施設整備のマスタープランを作成

することを目的とする、まさに連携したまちづくりのモデルケースになります。この画期的と

も思えるまちづくりの取り組みなんですが、何と25年昔の話なんです。両市の連携したまちづ

くりのその後は、皆さんもご存じのとおりですね。 

 その中で計画された事業の一つが、西鉄天神大牟田線の連続立体交差事業になります。実現

するまでに20年以上の歳月がかかりましたが、事業は着々と進捗しています。 

 今こそ本市と筑紫野市、大野城市のまちづくりにおいても、このハイタウン構想で実際に行

われた自治体間連携ができないものか、ご提案する次第です。 

 そこでお伺いするのが、まちづくりにおける近隣市、大野城市、筑紫野市との連携について

です。両市とのまちづくりにおける連携の現状と、これからの展望についてお聞かせくださ

い。 

 以上、近隣市と連携したまちづくりの推進について２点お伺いします。再質問は議員発言席

にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 近隣市と連携したまちづくりの推進に向けてにつきましてご回答を申し上げ

ます。 

 国や県が推進する今後のまちづくりにつきましては、都市機能を集積し、いわゆるコンパク

トシティーを推進するよう求めています。今年度本市が策定いたします第２次都市計画マスタ

ープランにおいても、住居や都市機能を集積させ、市民の皆様の生活の利便性の維持、向上を

図ることにより、都市のコンパクト化への取り組みを進めるものとしております。 

 また、近年は都市機能の低下や地域経済の減速から、まちづくりを自治体単体だけでは取り

組むことはできない状況でございます。 

 現在もあらゆる分野で近隣市と連携しながらまちづくりを行っておりますが、今後もより緊

密に連携を図り、進めていかなければならないと考えております。 

 詳細については、担当部長から回答させます。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 詳細につきましては、私から回答させていただきます。 
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 １項目めの都市計画マスタープランを実現するための課題についてでございます。 

 もう議員ご存じのとおり、都市計画マスタープランとは、都市の望ましい将来像や土地利用

の方向性、各地域のあるべき市街地像など、都市計画の基本方針を定める計画でございます。 

 平成10年３月に策定しました本市の第１次都市計画マスタープランにおきましては、現在ま

で本計画で策定しました基本方針のもと、そこで示された土地利用等の方向性に即しながら、

本市の特性であります豊かな緑と歴史を生かしたまちづくりを進めてきたところでございま

す。 

 また、これまで社会経済状況や本市の土地の利用状況等を踏まえ、都市計画の検証を行い、

長期未着手の都市計画事業等の見直しや、新たな都市計画の決定を行ってまいりました。 

 都市計画は、都市計画施設の整備、市街地開発事業の実施、土地利用の規制・誘導を行い、

目指すべき都市像の実現を図るため、長い期間を要することから、都市計画には一定の継続

性、安定性が要求されます。 

 第１次計画の総括を行い、実現できた項目、例えば佐野土地区画整理事業や佐野東地区のま

ちづくりの一環としての通古賀地区、吉松東地区の土地区画整理事業、高雄公園を初めとしま

す公園整備事業、上下水道の整備、景観の取り組み等につきましては、維持、継続に努め、ま

た実現できなかった項目、例えば新市街地の整備、商業・業務施設の集積地における再開発事

業、交通ネットワーク整備等につきましては、継続的に第２次計画にも記載することとしてお

ります。 

 現在、第２次都市計画マスタープランを策定中でございます。また、市民の皆様からいただ

きましたパブリックコメントの精査を行っているところでございます。 

 策定後の計画を実現するための課題としましては、市民の皆様への情報発信を行い、成果等

を共有しながら進めていかなければならないと考えております。 

 また、策定中の第２次都市計画マスタープランにも、実現に向けての取り組みの方針も定め

させていただいております。この方針のもと、事業の選択と資源の集中を図り、また進行管理

等を適切に行うことにより、効果的なまちづくりを進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、２項目め、まちづくりにおける近隣市との連携についてご回答いたします。 

 近隣市との連携の状況でございますが、筑紫地区３市１町とは随時都市計画の情報共有を図

っているところでございます。特に、市の境界が入り込み、まちづくりにおいて共通の課題を

共有しております筑紫野市とは、平成３年より西鉄二日市駅周辺整備連絡協議会を立ち上げ、

二日市駅東口、県道観世音寺二日市線の延伸等の事業に取り組んでまいりました。今後も、特

に筑紫野市とは情報共有を図り、まちづくりを進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、大野城市とは、大野城市が進めております西鉄天神大牟田線沿線まちづくり計画に関

連し、都市計画道路下大利駅東線の整備を計画しているところでございます。本市におきまし
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ても、大野城市の事業の進展に伴い、事業化を予定しておるところでございます。 

 これからの展望でございますが、福岡県において進めております都市計画区域の見直しによ

り、筑紫野市、大野城市とともに福岡広域都市計画区域となる予定でございます。また、福岡

県において国が進めております居住機能や医療、福祉、商業等の都市機能誘導と、それに連携

した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を目指すために、福岡県まちづくり事業連絡

会議を昨年から実施していただいております。その中で、他市と連携を図ったまちづくりにつ

いて情報共有等を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） まず、１項目めの第１次都市計画マスタープラン20年計画を実現するた

めの課題についてですけれども、何ができて、何ができなかったのかと、またその原因は何だ

ったのかということですね。まず、できたことは、各種土地区画整理事業、上下水道、高雄公

園等の整備ができたということですが、非常に重要なのは、逆にできなかったことだと思って

います。 

 できなかったこととしては、新市街地の整備、中心市街地の再開発、交通ネットワークの整

備ということですが、これは都市計画、まちづくりの核となる重要な部分ですので、これがで

きなかったというのは、非常に残念な厳しい状況だと思っています。 

 そして続いて、ご回答としては、実現できなかったことは第２次計画に引き継ぐとのことで

すが、そのまま引き継ぐだけでは、同じ轍を踏んでしまうと私は思います。ここはしっかり、

そうならないように検証していかなければいけないと思っています。 

 そこで、ご回答にもありましたとおり、第２次都市計画マスタープランに記載の取り組みの

方針、方針に書いてあるんですね。そこで、私もそれをちょっといろいろ検証したところで、

都市計画マスタープランを実現するための３つのポイント、一番重要だと思う３つのポイント

をちょっと上げてみました。 

 まず１点目として、まちづくりの情報公開の推進。これ、いいことも悪いこともオープンし

ましょうということだと思います。その中で、都市計画マスタープラン、まちづくりの情報を

公開しますとあります。その方法として、ホームページ、市広報、パンフレットとあるんです

けれども、ここで市民説明会というのが入ってないんですが、これについては、なぜないのか

というのは非常に疑問に思っています。 

 同じような取り組みとして、市長が行っていらっしゃいます市民と語る会というのも、市民

説明会の一つだと思いますけれども、私も時間がある限り市民説明会のほうには出席させてい

ただこうと思っています。 

 そこで、執行部のほうからの報告というのは、余り各回そんなに変わりはないと思うんです

けれども、私が一番気にしているのは、会場での市民、地域地域ごとの市民の質問を非常に気

にしています。そこで、私、情報収集ということで、そこで非常にそれが情報収集源になって
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いるんですけれども。 

 この都市計画においても、そのマスタープラン、市民説明会というのが入ってないんですけ

れども、これについてはどうお考えでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 今木村議員おっしゃったように、一応ホームページとか、あと広

報とか、できましたというＰＲをさせていただいたり、先ほど市民と語る会のこともおっしゃ

っていただきましたけれども、市民と語る会の中でも、市長のほうから今年度の取り組みとし

て都市計画のこのマスタープラン、第２次作成していますというＰＲというか、そういうこと

もお話をしていただいているので、何らかの形で、確かにそういうふうに市長のほうから説明

をしていただくと、やはり質問とかも出てきますので、そういう、ちょっと今すぐやるという

ことではないんですが、ちょっともう少し市民と語る会の状況等を見ながら、やはり、そうで

すね、市民の熱を見ながらというのは失礼なんですけれども、やはりそういう要望に応えてい

くというのは、実際私どもの責務かなというのもありますので、もう少しちょっと状況を見な

がら検討していきたいというふうに、ちょっと今すぐできますと言うことはなかなかできませ

んけれども、一応また状況を見させていただくということで回答とかえさせてください。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 また、市民と語る会においても、この都市計画マスタープラン、地区地区の計画がございま

す。それはその説明会の中で説明されると、非常に市民としてはありがたいと思っています。 

 また、出前講座という方法も市民の取り組みの一つとしてはございますので、それについて

はしっかり対応していただくようにお願いしておきます。 

 続きまして、都市計画マスタープランを実現するための３つのポイントの２つ目ですね。２

つ目として、計画の進行管理と適宜見直しとございます。都市計画マスタープランはあくまで

構想ですね。構想ですので、これを実現するための計画が絶対必要です。その中で３つほど上

げられています。 

 都市マスを実現するための実施計画を作成します。計画を策定しないと、構想だけでは夢に

終わってしまいますね。 

 都市マスの進行管理を行い、適宜フォローアップ。当然計画というのは途中途中、事情によ

っては変わってきますので、それに応じて実現に向けてフォローアップしていくということは

大事だと思っています。社会情勢の変化や市民ニーズの変化に応じて、計画の見直しや充実を

図るとございます。まさにこのとおりだと思っています。２項目めはまさにこのとおりと思っ

ています。 

 最後に３項目め、実現するための３つのポイントの３項目めですね。これ実は私、一番大事

だと思っていまして、広域連携の推進とあります。その中で、近隣市町、国、県との連携とご



－63－ 

ざいまして、周辺市町との連携について、これは私特に、周辺市町と漠然と書いてありますけ

れども、太宰府市が接するところ、大野城市、筑紫野市、ここが非常に重要なのは、先ほど申

しました。特に筑紫野市、大野城市との連携が重要だと考えますが、これについてはいかがで

しょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 今最初の回答でもさせていただきましたように、本当に大野城

市、筑紫野市は、連携というのは重要だというふうには思っています。ただ、今のところ、実

はいわゆる担当者レベルといいますか、先ほども回答いたしましたけれども、定期的に都市計

画についてとかというお話はさせていただいていますし、先日も大野城のほうから、下大利東

駅の関係の計画で、まだ状況報告みたいなことも来ていただいたり、そういう連携、いわゆる

個別のといいますか、事業別の連携はやらせていただいているのかなというふうに感じている

ところでございます。 

 それは、ひいては先ほど第１次の都市計画のマスタープランの中でできなかったいわゆる広

域連携を、もう少し深めていこうという一つの反省ではないですけれども、総括からきている

ものかなというふうに私は見て、思ったりもしています。 

 それと、事業別でいいますと、それぞれ市長レベル、副市長レベルでいろいろ意見交換とか

していただいていると思いますし、私も４月に建設経済部長を拝命させていただいて、筑紫野

市の部長のほうとは、先日８月にも一応連携、事業についての連携とか、総合体育館ができる

ときの道路の状況のお話とかもさせていただいたりしていますので、そういう事業、事業では

やっているんでしょうけれども、こういう都市計画マスタープランについては、やはり私自身

もこの２次ができ上がったら、やはりお互い情報共有というか、筑紫野市のマスタープラン、

大野城市のマスタープランをきちっと見せていただいたり、うちのマスタープランを相手に見

ていただいたりという、そういうところからまず初めていく必要があるのかなというふうには

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） 特に周辺市町との連携ですけれども、特にやはり筑紫野市、大野城市と

は、特化して連携を深める必要があると思っています。 

 この広域連携の推進に関しましてもう一つ、国、県、周辺市町との連携についてなんですけ

れども、この連携の内容ですね、ちょっと私読み取るところですけれども、協議、連絡、相

談、調整とありました。どうもご回答でも情報共有というところでとどまっているような気が

するんですけれども、これについてはどうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 文言的には共有ということで、なかなか捉え方もいろいろあると

は思いますけれども、先ほど申しましたように、まず情報共有から始めて、それからお互い何
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が必要かということを模索していくというか、そういうことが必要なのかなというふうに今考

えてはおるところでございますので、その文言でなかなか共有だけじゃないということも、議

員おっしゃる意味もわかりますので、そこにとどまらず、一歩踏み出すという姿勢はさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） まずは情報共有なんですけれども、そこから共通の課題、また目標を見

つけて、それに向けて一緒に解決、取り組むというところまでいければ、本物になるのかと思

っています。 

 この第２次都市計画マスタープラン策定に当たって、ちょっとおもしろい取り組みをなさっ

ているというのを私ちょっと知りました。マスタープランの策定に当たって、情報公開の取り

組みの一つだと思いますけれども、太宰府市の未来予想図募集というのをなさっていらっしゃ

います。これ内容としましては、小学４年生を対象に、20年後の理想の太宰府市の姿を描いて

もらう企画ということでした。 

 ちょっとまず、小学４年生を対象にしたという理由と、その募集要項の中には、未来予想図

から要素を抽出して都市計画に反映するとありますね。これ具体的に何をその未来予想図から

抽出したのか、ちょっと知りたいところです。 

 ちなみにこの、忘れないように、この未来予想図というのは、第２次都市計画マスタープラ

ンの概要版の表紙になっています。これが見ると、最優秀作品で、タイトルが「太宰府ドリー

ムランド」って書いてあるんですね、これですね。これから我々の第２次都市計画マスタープ

ランに何が反映されたのかというが非常に気になるところです。よろしくお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） この概要版までＰＲしていただきましてありがとうございます。

私のほうからちょっと説明しようと思ったんですけれども、議員のほうからしていただきまし

たので。 

 実は、この未来予想図の４年生に各小学校から10名ずつお願いして70名、最終的には71名に

なっているみたいですけれども、応募があったというふうになっています。小学校４年生とい

うのは、ちょうど年齢的に９歳から10歳ですね。それとあと、学校の先生のほうからのアドバ

イスもいただきまして、４年生ぐらいになると、自分の身の回りのことや、まちというか、こ

の太宰府のこともよく知れるようになるというアドバイスもいただきましたし、それともう一

つは、私どものなるべく高学年ではなく、なるべく３、４年生ぐらいでできたらという思いが

合致したという形で、４年生にお願いしたというふうにお伺いをしています。 

 それとあと、その抽出された要素につきましては、いろいろこれが一番多いのが未来都市、

今言っていただいたこのマスタープランにも書いてあるような未来都市についての絵が多かっ

たと。それとあと、歴史資源とか緑、そういう何か太宰府市の未来を担う小学生にとって、や
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はり歴史資源とか自然ということが望まれているのかなということを、私どもとしては提出さ

れたものを見ながら総括をしているところでございます。 

 あと、生物と、今生き物とか川とか、商業、イベント、一番大きいのと言ったらあれですけ

れども、人というのが中心になっているのもあったということですので、やはり小学生もそう

いう建物とかというものだけじゃなくて、やっぱり人が中心の太宰府というのも、未来予想図

の中に描いているのかなということも感じたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） 小学４年生、10歳ということで、一番イマジネーション、想像力が旺盛

で、未来に対して非常に想像しやすいというところで選ばれたのかもしれません。 

 この都市計画マスタープランは20年計画なんですけれども、今から20年後といいますと、４

年生10歳が30歳になるわけですよね。30歳というのは、もう社会の一番根幹の働き盛りという

ことで、町の中心、働き盛りで、ばりばりやっていらっしゃるという時代かなと思っていま

す。そのときに、それこそ未来予想図を描いてくれた子どもたちですね、この第２次都市計画

マスタープランに描かれている構想が、20年後実現していることを私もしっかり願うところな

んですけれども、先ほどの都市計画マスタープラン実現の３つのポイントですね、これしっか

り実行していって、都市計画マスタープランを実現していかれることを非常に望みます。 

 続いて、２項目めですね。まちづくりにおける近隣市、大野城市、筑紫野市との広域連携に

ついて、先ほどの都市計画マスタープランを実現する３つのポイントの中で３番目ですね、最

も重要と思われますので、取り上げさせていただきました、あえて。 

 この広域連携につきましては、昨年度、私としては非常に残念なことがございました。それ

は、第五次総合計画基本計画の後期基本計画で、34番目の項目ですね、広域連携の推進という

のが大きな柱がなくなったということは記憶に新しいところです。 

 その総合計画34番目の施策、広域連携の推進に記述してあった内容をちょっと読み上げさせ

ていただきます。 

 今後も広域的な行政需要の増加が予想されることから、単独では実施困難な事業について、

他市町と連携して取り組むとありましたので、すごくこの34番目の施策、すごく重い施策だと

私は思っていたんですけれども、また、国、総務省においても、自治体間の広域連携を後押し

する方針を打ち出している。にもかかわらず、34番目の項目ですね、施策、広域連携の推進を

削除してしまったのが非常に悔やまれてなりません。 

 そこでまずお伺いしなければならないのが、総合計画における広域連携の推進について、こ

れは市政全般にわたる広域連携と考えますけれども、市長のご見解をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 広域連携は非常に重要な課題だと思っております。もういろいろな、消防、
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水道、ごみ、いろいろな分野で組み合わせは違いますが、実際に広域連携して進んでおりま

す。今年からは、福岡南部のごみ処理工場と埋立地という形で稼働を始めております。福岡

市、那珂川町、春日、大野城、太宰府という形で、具体的な動き始めている仕事の仕方もある

わけでして、非常に大事なことだというふうに考えております。 

 また、４市１町の市町長の連絡会的な組織があるわけですが、そこでもとりわけ各市町の意

向といいますか、どうやってそれぞれのまちの持っている課題だけじゃなくて、どうやって連

携を広めていくのか、それをもっと議論しようという方向で市町の集まりも進んでいるという

形でございまして、そのあたりは今後もいろいろな形で、各分野でいろいろな議論をしながら

進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） この市政全般にわたる広域連携の推進ということなんですけれども、太

宰府市の第五次総合計画後期基本計画には削除されました。けれども、前期基本計画にはあり

ました。ちなみに近隣の３市に、この広域連携という施策が柱として上がっているかという

と、実は上がってないですね。文言としては広域連携進めますと書いてありますけれども、実

はそんなに近隣の３市は重きを置いてないのかもしれないと、私ちょっと思い始めたんです。 

 しかしながら、この広域連携、ほかの３市は、実は広域連携、深い広域連携をしなくても、

近隣市と調整するというところで、十分実行できると思っていらっしゃるのかもしれないと思

い始めたところです。 

 しかしながら、本市におきましては、やはり広域連携、調整だけではだめですよね。もっと

内容まで深く入り込んだところでの本物の広域連携をしていかなければ、近隣する３市には到

底追いつかないと思っているところです。 

 ちなみに大野城市も10万超えましたね。人口だけの問題ではないんですけれども、やはり本

市としましては、近隣３市、表面的な調整だけじゃなくて、しっかり内容まで踏み込んだとこ

ろでの連携を、これちょっと難しいところです。近隣３市のほうが踏み込んだ広域連携を考え

てないんであれば、本市が主導権を握って積極的に広域連携進めていかなきゃあ、全然向こう

のほうから来てくれないと考えているところです。 

 続いて、近隣市、大野城市、筑紫野市との連携の現状を、先ほどのご回答では、各種、例え

ば大野城市でいいますと、下大利東線、県道の事業をやっています。筑紫野市とは、二日市駅

周辺整備で連絡協議会を立ち上げておりますと。あと、筑紫地区４市１町で随時都市計画の情

報共有を図っていますということですけれども、近隣市との間でいろいろな連携を取り組みな

さっているのはよくわかりました。わかりましたが、市域が接するところだけの調整だけに終

わってないかという感じがしてならないんですけれども、ここら辺についてはいかがでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 
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○建設経済部長（井浦真須己） 確かに今の現状はそうです。そのように見えるかもしれませんけ

れども、先ほどもちょっと回答しましたけれども、やはり今回の都市計画マスタープランを作

成していく中で、私自身もその連携についての重要性といいますか、やはり今までの20年間、

第１次で見たときに、いや、何が足りないかとか、何が今後必要なのかということを改めて確

認させていただいたということもあって、やはりもう少し広域のというか、その部分部分だけ

じゃない、先ほども言いましたように相手の都市計画のマスタープランを知ることもまず第一

歩だし、それからじゃあ何が連携できるかというものを探していくというか、私どもが何が連

携していただかなきゃいけないのかということを、近隣にもお話をしていかなきゃいけないの

かなという思いは持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） ちょっと関連しまして、ちょっともうちょっと具体的にお話をしたいと

思います。 

 西鉄二日市駅周辺整備の連携をちょっと例に挙げたいと思いますけれども、筑紫野市と西鉄

二日市駅周辺の整備で連絡協議会を立ち上げておりますけれども、これに関して、まず本市と

筑紫野市が接する駅周辺だけではなく、もうちょっと連携を深めたいというこれ一つの例です

けれども、例えば二日市温泉からＪＲ二日市駅周辺を経由して、西鉄二日市駅周辺、榎社横を

経由して政庁跡ですね、政庁跡から政庁通りを経由して天満宮、九博に至るといった、これ交

通とにぎわいの軸ですよね、それを両市で検討してみてはどうかと思うんですけれども、こう

いうことが本物の広域連携ではないかと私は今考えているところなんですけれども、この考え

についてご意見を伺いたいんですが。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 済みません、今お伺いしたので、それについての云々ではなく

て、ただ太宰府市としましても、西鉄の二日市駅から客館、それから榎社とか、それからそれ

を通って政庁跡という、それで政庁跡の横に今度は今の地区計画を出していただいて、やっぱ

り店ができて出店していただいて、にぎわいをつくろうということもあってやっていますの

で、そういう回遊性というのは私どもも、今は太宰府市内でとまっているのかもしれませんけ

れども、私はそこからまた天満宮まで行く、逆に言えば水城跡に行っていただくという、そう

いう市の全体の回遊性みたいなところは必要だというふうに考えています。 

 それプラス、もう少し二日市温泉まで延ばしてという意見も今日お伺いしましたので、そう

いう意味では、また連携の切り口として話をさせていただけるのかなというふうには思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） そうですね。政庁前通りについても、今回建築基準を緩和したというと
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ころで、太宰府市としては回遊性を高めるというところで取り組んでいるところなんですけれ

ども、これについても本市だけの施策だけにとどまることじゃなくて、それこそ筑紫野市も巻

き込んだところで、本市もこういう取り組みをしていますよということを筑紫野市に対して

も、それこそ一緒になってＰＲしていくという方法もありかと思います。 

 ちなみに筑紫野市でのＪＲの駅で配っていました。これ観光のマップなんだと思いますけれ

ども、びっくりしたことに天満宮、水城、書いてあるんですよ。筑紫野市じゃないのに。当た

り前ですよね。筑紫野市としては、それで観光資源というのはもう全然関係なくして、当然太

宰府市域にあるものも当然含めたところで観光マップつくっていらっしゃいます。 

 であれば、この政庁前のこの回遊性を高めるという取り組み、これも筑紫野市と一緒にやる

べきかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。これはまだ筑紫野市さんのほうには、ま

だお話はしてないのでしょうか、具体的には。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 先ほどもちょっとご回答しましたけれども、やはりいろいろ連携

の切り口といいますか、私ども都市計画のマスタープランだけではなくて、今言われました観

光とかそういうこともあると思います。その分につきましては、観光の担当部長もおりますも

のですから、一緒になりながら、そういう連携、ＰＲも、今も実際はいろいろなところと観光

についてはやっているというふうに思いますし、ＰＲじゃないですけれども、福銀の本店のほ

うにも古都の光のパンフレットなんかも置いているということも聞いていますので、そういう

意味でいえば、太宰府市内だけじゃなくて、市外とのそういうＰＲの場とか、観光を連携する

というのは、観光だけじゃなくて、それも一つの切り口かなというふうには思いますので、い

ろいろな切り口を持ちながら連携していくのは必要かなとは思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） そうですね、いろいろなものを盛り込んだところで、両市でその計画を

膨らませていけば、すごい効果があらわれるのじゃないかと私も思っています。 

 続いて、広域連携のこれからの展望ということなんですけれども、これについてちょっと質

問させていただきたいと思います。 

 連携効果がなかなか出てこない状況ですね、今ね。まだ先ほども、まだ情報共有の段階だと

いうことで、私もそれはよく理解しております。 

 しかし、本物の広域連携をしたいというのは先ほど言いました。近隣市同士、共通する課

題、共通する目標について連携して取り組むための取り組みですね。それこそ先ほど冒頭に言

いましたように、25年前に春日、大野城の両市が掲げたような、いきなり掲げているわけです

よね。ハイタウン構想という形で、両市の課題を共有しながら、ばらばらにやるんじゃなく

て、春日市・大野城市ハイタウン構想という形で、一緒に調査研究をやっています。 

 こういう方向へ、今情報共有の段階ですけれども、段階を追ってステップアップをするとい
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う方向、これはお願いなんですけれども、逆に、これについてはどうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 先ほどから申していますように、まだまだ私どももそういう連携

のあり方の具体的なものまで考えてないというところが本音といいますか、実情でございます

ので、私もハイタウン構想ですね、平成２年につくられたものを拝見させていただきましたけ

れども、やはり両市だけじゃなくて、国とか県ですね、特に国の動きが非常に大きかったのか

なというふうに見ています。しかも、西鉄さんとかＪＲさんとか、そういう交通機関も含めて

の大きな構想でしたので、なかなかそこまでやりますということではないんですけれども、た

だやはり国が主導すると大きいのかなというのも、１つ私も感じておりますし、国と県です

ね。 

 ですから、市域だけじゃなくて、県とか国とか一緒にやると、大きな力と言ったらあれです

けれども、やはりそういう組織的なものもつくっていく必要があるのかなというふうな感じは

持っているところでございます。 

 ちょっと回答になったかどうかわかりませんけれども、以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） そうですね、両市だけでは実は限界があることも、実は事実なんです

ね。ちなみにこれ、ハイタウン構想、これ大野城市の図書館から借りてきました。これ25年前

の計画なんですけれども、確かに策定調査委員会のこれ所属を見ますと、当時建設省だったん

ですね、建設省の名前ずらっといっています。それで、福岡県の土木部とか建築都市部、福岡

県のほうも名前を連ねております。当然両市の市長、部長、名前連ねている、すごい計画にな

っているんですけれどもね。どうしてここまで大きな計画になったのか、非常に不思議ですよ

ね。 

 ちなみに私は大野城市に聞いたんです。これどういうふうな形でここまで大きな計画に立ち

上がったのかと聞いたんですけれども、当然25年昔のことなんで、そのときの方はほとんどい

らっしゃいませんでした。何でなんでしょうねというふうに言われましたけれども、やっぱり

まず福岡県のほうに相談に行って、そこでその当時建設省ですね、そっちのほうにうまくつな

がったというふうなことをおっしゃっていらっしゃいました。 

 確かに両市だけではなくて、福岡県、国というところとしっかり一緒に動いていくというこ

とが重要になるのだと思っています。 

 もうちょっとこのハイタウン構想に関しまして理解を深めるために、もうちょっと突っ込ん

でいきたいと思いますけれども、ちなみに本市の第２次都市計画マスタープランにおいても、

すごく大きな目玉として取り上げてあります。西鉄天神大牟田線の連続立体交差、これは大き

な計画ですね。これについて、どうやって本市は進めていくかということですね。まだまだこ

れからと思いますけれども、その手順について、わかるところで結構です、どういうふうに進

めていくかをご説明いただければと思います。 
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○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） 今私どもが考えているのは、今の現時点ですけれども、まずはこ

こ何年かやっていません地域交通計画をまず策定するのが最初なのかなと。いわゆる道路だけ

じゃなくて、鉄道等を含めたそういう地域交通計画をまず策定して、道路と鉄道、それとあと

まちづくりといいますか、人の流れ、車の流れを把握した上で、そういう、ここに第２次都市

計画のマスタープランに書いてあります連続立体交差の検討等をやっていくということになる

と思います。 

 まずは現状を、いろいろ調査等々はやっていますけれども、今の現在の、特にクルーズ船が

多くなって、観光バスが非常に多く、渋滞対策が必要と言われる中で、まずはそういう地域交

通計画を、現在の把握、状況を把握することが最初なのかなと。そこからスタートするべきか

なというふうに私のほうは考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） この西鉄大牟田線の連続立体交差事業なんですけれども、非常に本市と

しては重要な事業、これをどう進めるかということで、まさにここに、春日、大野城市が行っ

たハイタウン構想的な手法を用いたらどうかなと思うんです。 

 このハイタウン構想の中でも、連続立体交差ということが項目として、大きい項目として上

がってきています。当然この中で、まず調査を一緒にやっているんですね。交通量調査もして

いるし、影響調査もしている。連続立体交差の鉄道を上げるだけじゃなくて、それに沿ったま

ちづくりもやっていこうと。ただの鉄道を上げるだけじゃなくて、下に町ができるわけです

ね。それを一緒にやっていこうということやっています。 

 調査をまず太宰府市から進めようということはわかります。わかりますけれども、もうこの

段階から筑紫野市と連携してはどうかなと思うんですね。 

 ちなみに筑紫野市の都市計画マスタープランにおいても、当然この西鉄の連続立体交差とい

うのは大きな課題になっていますね。ちなみに西鉄二日市駅から朝倉街道ぐらいまでですか

ね、それが連続立体交差で鉄道が上がったとしたら、すごいまちづくりができていくと思いま

す。まさにこれですね、筑紫野市と連携して、このハイタウン構想というところで一緒にまず

構想を描いてみてはどうかと思うんですね。 

 ただこれ、ハイタウン構想ですから、西鉄の連続立体交差だけじゃないですよね。ほかの交

通軸もそうです、町のにぎわいの軸もそうです。町の拠点もこのハイタウン構想の中には織り

込んであったんですよ。 

 今回、太宰府市と筑紫野市ハイタウン構想をつくるんであれば、西鉄の連続立体交差を軸

に、いろいろな各市の課題をその中に入れる。それで、共通の目標も入れるということで構想

を描いてみてはと思っています。どうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 
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○副市長（富田 譲） 今木村議員のご質問等、非常に重要なものと思っております。それで、基

本的にはもちろん市間の調整、大切でございますし、話を通しておかないといけないというこ

とでございますし、また県においては県レベルでのマスタープランがございます。そういう中

にきちっと位置づけて、それから進むというようなことがございます。 

 確かに東口をしたときも、県を通して、西鉄を通して、そして国土交通省のほうにいろいろ

なバリアフリーの関係、そういうものもございましたので、話を通してようやく実現いたした

ところでございます。 

 それで、今回は単独市のマスタープランで上げておりますけれども、もちろん筑紫野市のほ

うにはお話、そういうレベルはいたしております。今からそういう部分で実現のほうに向けて

段階を踏んで進んでいくということはこれからございますので、議員のご発言等重々踏まえな

がら進めていきたいと、そういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） 段階を踏んで進んでいくということですね、ありがとうございます。し

っかり進めていってほしいと思います。 

 ちょっとお話ですね、大宰府条坊、また初めに戻りますけれども、1,000年以上もの昔の古

代の都市計画ですね、私すごく不思議なんです。この当時でも大宰府というのは辺境だったと

思いますけれども、そこでなぜあのような大規模なまちづくりができたのかということは、非

常に興味深いところなんですけれども、恐らくですよ、強権的な国家体制と大宰府の長官の強

力なリーダーシップがあってからこそ、あのような都市計画、まちづくりができたのではない

かと思うところなんですけれどもね。 

 太宰府市におきましても、市域を越える大きなまちづくりをこれからしていかなければいけ

ないところで、まず聞かせていただきたいのは、芦刈市長のこのこれからステップを踏んで、

段階を踏んでいくと言われましたけれども、副市長が、この太宰府市版ハイタウン構想、これ

に向けてのお考えと、もしご賛同いただけるんであれば、意気込みまでいただければと思いま

す。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） とりわけ筑紫野市さんとは、西鉄の駅の開発の問題、あるいは下大利からの

二日市までの西鉄の高架の問題というふうなことを抱えております。具体的にいろいろな話、

話は始めているところというか、まだ二日市の駅については、もう西口と東口どういうふうに

するかということとあわせて、話が向こうからは出されておるような形でございますが、一つ

ずつ話を連絡協議しながら進めていきたいというふうに考えている次第でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員。 

○３番（木村彰人議員） もう一回ちょっと言いますと、その一つ一つの事業に取り組んでいらっ

しゃるというのはわかりますけれども、私がちょっとお願いしたいのは、パッケージでそれぞ
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れの課題、それぞれの市の課題、また目的をパッケージで共有して持っていくという方向を提

案している次第なんですよね。 

 できればそういう形で大きな計画にして、県、国を巻き込んだところで大きな計画にしてい

かないと、それこそ都市計画マスタープランに織り込んでいます西鉄の連続立体交差、これ自

体も今のところ具体的な計画がない、調査もないところで、ちなみに大野城、春日の連続立体

交差、これも25年間かかりました。計画があって、最速でも多分25年間かかると思うんです

ね。今ない中で、そういう形では、25年以上かかるんじゃないかと非常に危惧しております。 

 今すぐにでもそれこそ動いていただきたいところなんですけれども、最後にこのハイタウン

構想なんですけれども、これずっと読んでいきますと、一番最後に結びの言葉が実はございま

して、「計画の実現に向けて」と書いてあります。これちょっと読ませていただきます。 

 私がこれちょっとこのハイタウン構想をちょっとひかれたのは、最後のこの結びの言葉が、

ちょっと非常に私の心に響きました。どういうふうに書いてあるかというと、本調査は、まち

づくりの方向と都市施設整備の方針の設定を目的としており、これらを実施していくために

は、より地域に密着した詳細な調査検討が必要であると言っていますね。特に、幹線道路整備

等の基幹プロジェクトについては、まちづくりの起爆剤として直ちに検討に着手するべきであ

ると書いてあります。最後に、提案した都市施設の整備には多くの時間と事業費を要するが、

次世代に個性ある町を残す意気込みを持って進められることを期待したいという形で結んであ

ります。 

 最終的には両市、これを現実的な都市計画マスタープランに織り込んだところで、もう結果

は今見えていますよね。そういう形で進んでいます。 

 本市におきましても、太宰府版ハイタウン構想、これに一刻も早く踏み出していただきます

ようにお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） ３番木村彰人議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時５分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後１時51分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時05分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 11番神武綾議員の一般質問を許可します。 

              〔11番 神武綾議員 登壇〕 

○１１番（神武 綾議員） 議長より質問の許可をいただきましたので、通告しておりました３件

について伺います。 

 １件目です。今議会に上程された補正予算の債務負担行為補正に、10の施設の指定管理料が

提案されています。指定管理の契約更新の業者選定に向けて、これまでの事業者の事業内容、

実績、また改善すべき点などを整理することが必要です。選定までのスケジュール、選定方法
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などについて、先日の総務文教常任委員会で質疑をいたしましたが、その中の学童保育につい

て伺います。 

 学童保育所は、平成25年７月の年度途中に、市の直営からテノコーポレーションへと指定管

理となりました。直前に指定管理業者と担当課による保護者への説明会での意見交換や、保護

者、議会からの要望などもあって、移行後、指導員が大量に入れかわるなどの大きな混乱もな

く、また学童指導員と学校、行政担当課との情報交換の場も設定されるなど、子どもたちの生

活の場を保障するための努力がされていると聞いています。 

 しかしながら、子どもの特性が理解されず、やむなく退所を余儀なくされた、利用児童が増

えたことによって子どもたちが過ごすスペースにゆとりがなくなったなど、改善の必要を求め

る声などが聞かれるようになりました。 

 この約３年半、共働き、ひとり親家庭の児童の放課後の生活づくりを通して、子どもたちの

発達を促すこと、親の働く権利と家族の生活を守るという視点から、事業者としての管理運営

は適切だったのか、また今後の改善点について伺います。 

 ２件目は、保育園での主食費についてです。 

 認可の保育園で、２歳児クラスまでは国の保育所運営費の中に主食費の補助がありますが、

３歳児クラスになると補助対象外のため、主食費を保護者会または園が徴収をして提供をして

います。しかしながら、徴収せず、保護者負担がない園があります。保護者の負担なしで統一

することができないのか、伺います。 

 ３件目です。小・中学校でのノーメディアの取り組みについてです。 

 ２年前にＰＴＡ、校長会、教育委員会が共同して、携帯、スマホは夜10時から朝６時まで使

いません太宰府市宣言が出されました。子どもたちのスマートフォン所持率は増え、これを介

して子どもたちが巻き込まれる事件も後を絶ちません。また、子どもたちの体の成長への影響

については、日本小児科医会が警鐘を鳴らしています。情報モラル教育に取り組んではいるよ

うですが、これまでの宣言の推進の取り組み、成果などについて伺います。 

 以上３件を件名ごとにご回答くださいますようお願いいたします。再質問につきましては議

員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） まず、１件目の指定管理の更新について、私のほうからお答えいたしま

す。 

 まず、学童保育所の現状についてでございますが、平成25年７月の指定管理制度移行後にお

きましても、行政、指定管理者、学校が連携、情報共有等を図りながら、放課後児童の安全・

安心な遊び、生活の場の提供に努めており、当市の学童保育所は、指定管理者によって適切に

管理運営がなされているものと判断しております。 

 次に、改善策についてでございますが、学童保育所としての機能を備えた児童１人当たりに

必要な面積は、国の基準で定められており、現在当市にあります15の学童保育所全てがその基
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準を満たしているところです。 

 しかし、今後もさらに児童増加が見込まれること、各小学校における余裕教室が少なくなっ

てきていることから、新たな保育の場を確保することが今後の課題となっております。待機児

童が発生することがないよう、また学童保育所の質を確保する観点からも、学校敷地内に新設

することなども視野に入れ、学童保育所の整備について検討しながら、指定管理の更新事務を

進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 今壇上で申し上げました、子どもたちが学童保育を退所するケースが

幾つか私のほうにもお話がありまして、その中で幾つかちょっと紹介をしたいんですけれど

も、指導員の方から、やっぱり一人で過ごす、本を読んだりとか寝転がって、ちょっと遊びを

興じたりとかというようなお子さんがいるんですけれども、そういう子たちを見て、一人で過

ごしているから寂しそうだから、もう家で過ごしたほうがいいんじゃないかというようなこと

を言われたりとか、それからお友達とトラブルが多くて、指導員の言うことを聞かないから、

仕事中にお母さんの携帯に指導員が電話をしてきて、ここで叱ってください、電話で叱ってく

ださいと言われたりとか、それからやっぱりなかなか言うことを聞かない子に対して、指導員

が声かけをして、その声かけがやっぱりその子の存在を否定するような声かけがあって、もう

子どもが行きたくないと言うようになって、お母さんが解決しようと思って指導員の方と話を

するけれども、もう受け入れられませんと、手に負えないのでというような話があったりとい

うようなことがあっています。また、連絡帳にはそういうトラブルを毎日羅列して、こういう

ことがありました、こういうことがありました、指導してくださいというようなことが書かれ

て、もう嫌がらせのように思えて、もう退所をしたというようなお話とかを聞いています。 

 私が聞いただけでもこれだけあるんですけれども、先ほどの回答の中には、そういうトラブ

ルというか、問題はなかった、そういう話はなかったんですけれども、こういう例は聞かれた

りとかはしてないでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） 指定管理業者のほうからは、毎月報告書というものをいただいておりま

す。その中に、こちらのほうの中では記載されてなかったというふうに私のほうでは認識して

おります。ただ、いろいろ特別な突発的な事件というか、子どもさんの行動で連絡が入った場

合等については、その都度こちらのほうの職員と指定管理者と指導員のほう、あるいは学校の

ほうとも、情報の共有化と事実確認を行いながら、そちらについての対処はその都度行ってい

るつもりです。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 指定管理になる際、平成25年７月に移行しているんですけれども、そ

の前から私、この指定管理に関してはいろいろ問題があるということがほかの自治体でもあり
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ましたので、何度か一般質問で取り上げているんですけれども、やはり子どもがなかなか学童

でなじめなくて退所に追い込まれる、先生たち、指導員の方となかなかコミュニケーションが

とれないというようなことがあり得るというふうに聞いていましたので、そういう場合はそう

いうことがないようにということで質問したときには、今部長がおっしゃったように、月１回

の事業者との情報交換会をして解決をしていっているというようなお話があっていました。 

 それが今これだけのお母さん方から困った、困ったというか、やはり学童のほうで子どもた

ちが落ちついて過ごせるように改善してほしいということが解決されていないということは、

それだけではちょっと足りないのではないかというふうに思うんですけれども、この点につい

ては何か改善策は考えられないでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） 直営から指定管理に移行するときの要望と改善というところで、その当

時にもお話ししたかとは思うんですけれども、質の継続というところで、今までの経験豊富な

指導員をそのまま継続しての雇用をお願いするということ、それと保育料の軽減というとこ

ろ、それとあとは保護者会の負担ですね。その当時、直営でやっていたときには、おやつ代の

徴収とおやつの手配というのを保護者会のほうがするというところの、そこの改善がなされな

いかというところで、移行するときにそこにつきましては、できる限りの手だてを打ちまし

て、なるべく雇用していた指導員をそのままテノのほうで雇用していただいたという経緯があ

ることですね。 

 それと、保育料のほうも軽減をして、月額200円下がった状況。あとはおやつについての徴

収等、おやつ代の徴収とおやつの手配は指定管理の業者のほうが実施するというところで、そ

の点については保護者のほうに年に２回ほどとっていますアンケートの中で、非常に改善され

てよくなったというご意見をいただいております。 

 また、保護者のほうもいろいろご意見、ご要望がありますので、そちらについて事業者のほ

うがアンケートの実施ということと、あとは相談月間ですね、いろいろな指導員に対する要望

であったり、改善点についての相談月間というものを設けておりまして、それで状況を把握し

て、またそちらについての内容も、教育委員会のほうに報告書という形で上げていただいてお

ります。 

 やはりなかなか書きづらい内容とかも、保護者の方は持っていらっしゃるかとは思います。

そういう話は直接やはり教育委員会のほうに上がってくることがありますので、その都度こち

らとしては対応しているような状況です。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） そのような保護者の方たちが困るような状況にならないように、保護

者の意見を聞ける仕組みづくりを行って改善に努めたいということは、もう平成26年６月の私

が一般質問で取り上げたときに、そういうふうな回答をいただいています。 
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 それで、今相談月間を設けているというようなお話がありましたけれども、これ初めて聞い

たんですが、これは事業者が保護者の方とお話ができるような期間を設けているということで

しょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） 議員がおっしゃるとおり、12月に、済みません、週間ですね、保護者相

談週間ということで、事前に申込書を配った上で、いろいろその週で相談を受けているという

状況です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 指定管理になる際に、保護者会がなくなるのじゃないかということを

私はちょっと気にしていまして、今改善された点の中に、おやつ代の徴収が、保護者会が集め

ていましたので、その負担がなくなってよくなったというようなお話ありましたけれども、や

っぱりその保護者会が何か仕事をする中で、親同士がつながって、情報交換ができたりとか、

子どものこととかも相談ですよね、ちょっとしたことでも、今こんなことで困っているんだけ

れどもというようなお話がやっぱりできるような場があったと思うんですけれども、指定管理

になればそういうところがなくなるだろうということで、当時保護者会が継続できるように行

政のほうも支えてもらいたいということを私要望したんですが、保護者会は保護者のものなの

で、保護者が継続したいと言えば、それは拒まないというような回答がありました。 

 恐らく、ちょっとお母さん方に聞くと、やっぱりこの忙しい中、ＰＴＡの役員でもなかなか

決まらない中ですから、もう本当に学童の保護者会なんてする人いなくて、もうありません、

どこの学童も保護者会がありません。 

 やっぱり保護者会があることによって、さっき言いましたけれども、お母さんたちがちょっ

と子どものことを共有できてほっとしたりとか、あとは以前は市に対して要望書を保護者会と

して出したりとか、それと直営のときですけれども、担当課の職員さんと指導員と保護者で意

見交換会ですね、改善点などもお願いしたりとかというような場を設けることがありました。 

 そういうのがなくなってきているということで、相談週間を設けて、この１週間の間に来て

くださいというように、お話聞きますというようなスタンスではあるかもしれませんけれど

も、何かいつでも話せるというか、やっぱりそういう雰囲気づくりも要ると思うんですよね。 

 お母さんたち同士がやっぱりつながるということが、これからの自分が親として成長してい

くということの一つの力にもなりますので、そういうところで、今すぐ行政が保護者会をつく

ってとかということは、ですね、ということになれば、保護者の人に役員さんを集めないとい

けないわけですから、それはちょっと無理かもしれませんが、業者、指導員と担当課と保護者

と一緒に話せる場をつくって、もう何でも出してくださいというような場をつくっていただき

たいなと思います。 

 じゃないと、今いろいろお話、私聞いてきました。お伝えしましたけれども、ちょっと余り

にも子どもが悪いというようなスタンスで指導員の方が見られて、最後にはうちの子だけもう



－77－ 

我慢させれば、家にいてくれたらもうそれでいいというふうに引き下がるというか、退所して

しまって、長期の休みなんかも、夏休みずっと家で過ごしていると。 

 それも、指導員の方がトラブルがあるからとか、ちょっと指導がなかなか聞き分けがちょっ

と難しいのでと言っている子というのは、やっぱり家で過ごすことも難しいですよね。学校で

もそうだと思うんです。やっぱり大人がいて、何かしら声かけをしてというような生活をしな

いと難しいところがあるので、そういう子が家にいるということは、もうずっとゲームしてい

るとか、ずっとテレビ見ているとか、もう本当にお母さんは胸が苦しいというふうに言ってい

ました。 

 ですので、そういうことがないように、そういうことが自由に話せる場をぜひつくっていた

だきたいと思います。その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） 済みません、ちょっと私も１つ言い忘れたところがあるんですけれど

も、保護者の相談週間のほかに、保護者懇談会ということで、年に２回、６月と９月に行事と

して、個別の相談会という形でも実施しているというふうに、こちらのほうの報告書の中には

上がっております。 

 それと、先ほど議員がおっしゃられました、支援の必要な子どもさんが家庭の中で一人過ご

すようなことがないように、学童の中でもというお話なんですけれども、いろいろご相談があ

った場合については、子どもさんの学校の中での生活状況、家庭の中での生活状況、それと学

童に入所されて学童の中で過ごしている状況というのを私たちも確認に行きます。 

 その上で、やはり加配の指導員さんをつけたほうが、この子のためにはいいのではなかろう

かというところで、いろいろ検討する場をいろいろ設けておりますので、その状況によって

は、指導員さんを増やしていただくなりの対応はさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 年に２回のその相談会、意見交換会ですかね、もされているというよ

うなお話でしたけれども、実際に言えないまま、退所を余儀なくされたという方がいらっしゃ

っていますので、その持ち方も少し工夫していただいて、やっぱり学童で過ごせる、その加配

ですね、そういう状況があれば加配はその都度つけていくというようなお話は、もう前から聞

いていましたので、その対応はもちろんされていると思いますし、そういう意味では、今の状

況ですね、退所せざるを得ないという状況の方がやっぱりいらっしゃるということ。その方た

ちはやっぱり行政には言えなかった、行政というか、業者にも言えなかったというような状況

があるということですので、事業者に向けて言うのはなかなか難しいと、やっぱり子どもがい

ますので。ですので、担当課がきちんと話を聞くとか、そういうところ、窓口とかもきちんと

つくっていただきたいなというふうに思います。 

 そして、あとは子どもとのかかわりなんですけれども、指導員の質の問題です、保育の質の
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問題です。指定管理になると、やはりコストカットが進みますので、質も下がるのではないか

という懸念もしておりました。それがイコール、今回のこのいろいろな問題が出てきたときの

質の問題につながっているかというと、そこらのところはちょっと私もはっきりはわかりませ

んが、人件費が抑えられているのか、そこの変化ですね、やっぱりちょっと抑えられた結果に

今なっているのかということと、あとは直営のときには指導員の方が、子どもたちが過ごす時

間プラス、やっぱり準備とか子どもたちの様子を情報交換するとか、指導方法をみんなで指導

員同士で考えるとかというような時間をプラスした雇用になっていたんですけれども、そこの

部分が子どもたちが来る時間のみになっていないかということですね。 

 子どもたちがいる時間だけになると、子どもたちの様子を指導員同士で情報交換をして、こ

の子にはこうかかわろうと、担当の指導員がいるけれども、私じゃちょっともう手がいっぱい

というか、もうどうしようもないので、じゃあ私がかかわろうかとか、こういうふうにしよう

かとかというような相談ができる時間がやっぱり必要だということは、前から指導員の方おっ

しゃっていましたので、その点が今どうかということを少しお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） 子どもさん、同じ学童保育所の中では、当然そこら辺の情報共有であっ

たりとかする時間は、業務の合間にということではないとは思いますけれども、されていると

思います。あと、各学童保育所のリーダーの情報交換会の時間というのも設けられておりま

す。 

 あと、指導員の質というところなんですけれども、前期の研修が今のところ毎月行われてお

りまして、研修もこちらのほうには内容的には危機管理であったり、保育実習であったり、ス

キルアップ、マナー保育とか書類の書き方とか、そういう内容で実施をしましたという報告も

上がっております。 

 あと、先ほど賃金の関係で言われましたけれども、太宰府市が雇用していたときよりも高い

単価での雇用ということでの金額のほうは聞いております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 子どもについての情報交換や、どのようにかかわるかというような時

間のとり方ですけれども、業務の合間というのはもちろんあるでしょうが、本当に今の子ども

たちって、もうそれぞれ、学童に来ている子どもたちは特に親が働いているということが前提

ですので、いろいろな問題を抱えている子どもたちが多いと思います。ですので、そこら辺を

きちんと酌み取って、子どもたちがゆっくりと、家と同じように過ごせるような環境づくりを

進めていくために、業者への改善する点として、それは要望していただきたいと思います。そ

の点について、済みません、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） うちのほうとしましては、現状を把握した上で、次回の業者選定のほう
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について、いろいろ計画をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） そして、その業者選定なんですけれども、プロポーザル方式で行うと

いうことで、先日の総務文教常任委員会のほうで回答があっておりました。前回の指定管理に

なるときには、地域で運営する団体があれば、そこで随意契約でもというようなお話があった

んですけれども、３年以上という契約でしたので、そこも、それとそういう団体が今のところ

ないのでということで、指定管理で公募という形になりました。できればそういう地域で運営

できるようなものがあればいいんだがというようなお話もありましたので、今回の選定につい

ては、そういうふうな視点は今お持ちでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（緒方扶美） 現状を考えまして、こちらの考える理想的なというか、できるところで

の仕様書の中で募集をかけたいと思っております。地域でそのような活動で受けていただくと

ころがあれば、それは総務部門のほうとも協議の上で、指定管理のほうの業者として入れるか

どうかというところは、相談の上で考えていきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） その最初の指定管理のときに、春日市では学童の保護者会が連合会を

つくって、ＮＰＯをつくって運営をしたりとか、大野城でも子育てのサークルですね、団体が

ＮＰＯで運営をしているところが委託になったりとかというような流れがありましたので、で

きればやっぱり地域に根差したそういう大人たちが運営している学童ができれば、それが子ど

もたちの様子とかも含めて、運営にも安定したものが生まれるのではないかということで、私

はそういうところを期待したいと思います。 

 今のところそういう団体が市内にあるかというと、ちょっと難しいところはあるかとは思い

ますが、そういう市民の方たちによって学童も運営できるような、団体を支えるというか、何

かそういうことはもう学校教育課だけではなく、教育部だけではなくて、市全体のまちづくり

の一つとしてそういうことも考えていただきたいということを要望いたしまして、１件目は終

わります。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 次に、２件目の保育園の主食費についてご回答申し上げます。 

 認可保育所の運営につきましては、国で定められた保育の基準に基づきまして、国及び県並

びに市がその費用を負担をしております。しかしながら、この費用には３歳児以上の主食に係

る費用は含まれておりません。このため、現在保育所における給食につきましては、０歳児か

ら２歳児までは主食及び副食の完全給食、３歳児以上には副食のみの提供となっておりまし

て、ほとんどの園におきまして、主食の持参または主食費相当額の負担をお願いしている状況
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がございます。 

 なお、一部の園におきましては、その保育方針の中で、保育所が食育を含む乳幼児期の教育

の場であるとの観点から、３歳児以上につきましても完全給食を実施をしております。 

 議員からご指摘がございました主食費について統一すべきということに関しましては、保育

所における完全給食の実施ということで、保育所に求められる課題の一つであると認識してお

りますが、３歳児以上の主食費につきましては、市が交付しております運営費に含まれていな

いため、統一して主食費の保護者負担をなくすことは困難な状況にあります。 

 しかしながら、現在完全給食を実施している市町村もございますことから、今後も研究はし

てまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 今の回答が少し前向きな回答かなというふうに受け取っています。 

 今回このことが私が知ったのは、今回答の中にもありましたけれども、保育園での３歳以上

の主食費については徴収をしているということで、それが保護者会が徴収しているところと、

園が徴収しているところとばらばらでした。 

 保護者会が徴収しているところは、保護者の方からなかなか、保護者が保護者から主食費を

徴収するので、なかなか払ってくれない方が今いると。親同士なので、ちょっと気まずいとこ

ろもあるので、ほかの園がそういうふうにしているのだったら、園ではできないかというよう

なちょっと相談があったんですけれども、その後、主食費の納入がありましたので、そのこと

はちょっと解決はしたんですけれども、全園調べてもらったら徴収してないところがあった

と。10園のうち２園、徴収されていませんでした。 

 １つは南保育所なんですけれども、これは食育の観点でということでしたけれども、これは

市からの補助金という形でよろしいんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今言われましたとおり南保育所、こちらにつきましては食育の観

点、また人権保育、そういった大きな視点を持った中で、主食費の徴収はしてないような状況

でございます。これにつきましては、園の運営費の中で賄ってあるという状況でございます。 

 各園につきましては、それぞれ園独自の特色のある取り組みというのも当然なされておりま

す。その一つということで、これについての特別な補助ということはございません。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） もう一つの園は、徴収はしていなくて、保護者が毎日主食を持ってき

ているという状況だそうです。 

 １カ所だけ主食費を徴収してないということなんですけれども、運営費の中から賄っている

ということでしたが、この園の運営費というのは市の委託ですね。ですので、委託料の中に入
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っているというふうな解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 民間の保育所であれば、運営費ということで交付をしておりますけ

れども、南保育所につきましては、同額を委託料という形で交付をしているところでございま

す。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） やはり保護者の方からすれば、同じように認可保育園に通っていなが

ら、主食費がこっちは要らなくて、私たちはもう月700円とか、月額1,250円とか、園によって

ばらばらなんですけれども、負担をしているのはおかしいというような声も聞いています。 

 この点について、完全給食を推進していく、それから全国的にもそういう流れがあるという

ことは、今部長の回答でもありましたけれども、今太宰府市で３歳以上の子どもたちが、調べ

ていただいたら762人、この10園で３歳以上の子どもが762人いるというふうに聞いています。

主食費が月に、一番低額なところで700円ぐらいなんですけれども、700円をこの１年間負担し

た場合が640万円ぐらいの金額になります。 

 それぞれ園によっては、無添加のものをとか、産直のものをとかというようなこだわりがあ

って、金額も先ほど申しましたけれども1,250円とか1,000円のところもあるということですの

で、金額はちょっとばらばらになるかと思いますけれども、もうこの点についても、市のほう

でこの主食費について、保育所の子どもたちに対して支援をしていくという点で進めていただ

きたいことを重ねてお願いしたいと思いますけれども、方向性として、もう一度回答をお願い

します。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今３歳児以上、今保育園の人数ということで言われましたけれど

も、市内で３歳児以上、大体2,200名ぐらい全体で子どもたちがいます。その中には保育園に

通っている子どももおれば、届け出保育施設に行ってある子ども、また幼稚園に行っている子

どもというのも多数おられます。子育ての推進という意味におきましては、子どもたちの完全

給食というのも一つの考え方としてはあろうかと思っておりますけれども、全体的な問題とし

てこれは考えていく必要があろうかと思っております。保育所だけでどうなのかというところ

も当然ございます。 

 ですから、そういうことも含めまして、先ほど言いましたように今後の研究の一つとさせて

いただきたいというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） この件については、私はもう率直に、無料のところがあるんだという

ことでちょっとびっくりしたもんですから、今回取り上げたんですけれども、やはり保育園だ

けじゃなくて、今部長がおっしゃったみたいに、今幼稚園などに通っている子どもたちも含め

て、子育て支援という点で前向きに検討していただくことを重ねてお願いしたいと思います。 
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 以上で２件目終わります。３件目で。 

○議長（橋本 健議員） ３件目、回答をお願いします。 

 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） ３件目の小・中学校でのノーメディアの取り組みについてご回答いた

します。 

 平成26年度の太宰府市宣言を受けて、各小・中学校におきましてはさまざまな取り組みを行

っております。具体的には、ＰＴＡの新家庭教育宣言にノーメディア週間の実施を位置づけ

る、毎月特定の日をノーテレビ、ノー携帯、ノーゲームの日として、家庭での徹底を図る、生

徒会が強調月間を設け、全校生徒に呼びかけるなど、各学校で家庭と連携した取り組みが行わ

れております。 

 取り組みの成果についてですが、児童・生徒や保護者の意識が高まったということは各学校

から聞いておりますが、各学校とも太宰府市宣言を実践できている児童・生徒数を把握できて

いるわけではありません。 

 これはあくまでも参考として捉えていただきたいのですが、文部科学省が行っております全

国学力・学習状況調査における児童・生徒調査紙に、携帯やスマホで通話やメール、インター

ネットを使用している時間を尋ねている質問項目があります。調査は平成27年度、市内の小学

６年生、中学３年生を対象としたものです。小学６年生で１日に２時間以上、通話やメール、

インターネットをしている児童の割合は、全国平均より2.7％低くなっており、中学３年生は

全国平均より2.8％低くなっております。一部の児童・生徒への調査結果ではありますけれど

も、本市児童・生徒の携帯、スマホの使用時間については、全国平均に比べ短くなっていると

いうことがわかります。これは太宰府市宣言の一つの成果のあらわれではないかというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） ３年前になりますけれども、いろいろな自治体でこういう宣言が出さ

れまして、近いところでは春日市なんかが早かったんですけれども、そういうこともあって、

太宰府市としても何かしらアピールしたほうがというか、推進するようなことをしてはどうか

というようなことを提案をしていたんですけれども、ＰＴＡ、校長会、教育委員会がそういう

ふうな宣言を出されて、私もＰＴＡの役員していましたけれども、そこでいろいろな調査をし

てみたりとか、お母さんたちのご意見、子どもと携帯、ゲームを使うときにどういう会話をし

ているかとか、約束事決めていますかとかというようないろいろな調査をしたこともあるんで

すけれども、それからもう３年近くたっています。学校でも情報モラル教育なんかはされてい

まして、事業者が来て、中学なんかは親子で全員で話を聞いて、使い方について学習するとか

というようなこともあっていますし、ＰＴＡでそういう使うことに対して考えようということ

で、ＮＰＯ団体を呼んで学習会をしたりというようなこともあっているということは、私も参
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加などをして学習もさせてもらっています。 

 今年、そのＮＰＯ法人で子どもとメディアというのが福岡にあるんですけれども、その全国

フォーラムが福岡でありました。そのときに参加したんですけれども、現場からの報告、それ

から研究者からの調査結果などが出されました。子どもたちがメディア、ゲームとかスマホと

か電子機器に接触することによって、モラル教育についてはもう随分されていると思うんです

けれども、子どもたちの体にどういう影響があるのかということを話される機会がなかなかな

かったんですが、そういう研究者の方たちからの報告があっていまして、その中では、やっぱ

り夜遅くまでゲームやスマホに接することによって、脳が覚醒して睡眠不足になるとか、それ

からそのことによって、もう朝から二日酔い状態の子どもたちが増えてきているというような

こと。 

 それから、中学生での調査では、野球と卓球をさせると、空振りの率がスマホの接触率に影

響があっていると。これはどうしてかというと、立体視が育っていないというような結果も出

てきています。肺活量が60歳の大人と同じぐらいだと、これは走ることがなかなか減ってきて

いるので、そういう結果が出ている。骨密度が低いというのは、もう日に当たってないという

ことですね。 

 というような結果が出ているというのを私は聞きまして、本当に何か子どもたちの体がちょ

っと弱くなって、これからまた大人になって成長していくときに、影響があるのではないかと

いうふうにちょっと心配をしたわけなんですけれども、その中で、教育委員会、そのときの先

生は、教育委員会がやっぱり先頭を切って、ある程度の政策なり施策を打っていくべきじゃな

いかというようなお話があっていました。 

 子どもたちがメディア、スマホ、ゲームから遠ざかる、できるだけ接触しないようにするた

めに何をするかということなんですけれども、子どもたちが外で遊べる環境をつくるとかとい

うことが、メディア以外の楽しみ方ですね、時間の使い方についての提案、それからその場所

の確保などが、やっぱり市内全体で行われるべきじゃないかというような提案があっていまし

た。 

 太宰府市宣言が出て３年たって、一定の効果もあったというふうに私も思っています。宣言

が出されたことによって、親が子どもたちに、こういうのが教育委員会から出て、校長先生た

ちも言っているよということで言いやすくなった、指導しやすくなったという声も聞いていま

すので、こういうことをまたさらに前進させていただきたいと思います。 

 子どもたちだけじゃなくて、親に子どもの体がこんな変化を起こしていると、これは今の子

どもたちの体が、ゲームなどのメディアによってどういうふうになるかというのは、もう本当

にわからない。人体実験だとも、極端に言うとですね、というようなことも言われていました

けれども、そういうこともちょっと頭に入れて、子どもとかかわることが必要じゃないかと思

いますので、そういうところも含めて、またさらなる宣言の推進ということをお願いしたいと

思います。その点について回答をお願いします。 
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○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） この太宰府市宣言の特徴というか、いいところは、家庭だけではな

く、いわゆるＰＴＡの連合会だけではなくて、学校、それから教育委員会、３者で宣言してい

るところだろうというふうに思っているんですね。 

 というのは、この宣言の中に、スマートフォン、携帯電話、正しく使えば便利なのですけれ

ども、一歩間違えると危険なものになると。その危険な要素を考えたとき、例えば１つはＳＮ

Ｓ等を使ったいじめ等がありますよね。それからもう一つは、基本的な生活習慣の乱れがある

と思います。それから、今おっしゃったような身体への影響、例えば、これは全てが携帯、ス

マホが原因ではないと思うんですが、やはり視力が年々下がっている等のデータはあります。 

 この３つの危険を考えたときに、いわゆる家庭では基本的な生活習慣を中心に、それは家庭

がやらないと、なかなか学校で指導できるものではないし、教育委員会がそれを見とることは

できないというような性格のもんだろうと思います。 

 ただし、学校が入ることによって、今度は今おっしゃったような情報モラル教育、これには

やっぱり学校は取り組まなくてはいけないんだなというような意識は強くなると思います。 

 そこで、太宰府市の小・中学校を調べますと、親子で学ぶ規範意識の中に、すごくこの情報

モラルを保護者と一緒に話を聞くというような学校が大変多くあります。そういったあらわれ

ではないかなと思っています。 

 教育委員会としましても、例えば道徳の中に情報モラルが入ってきたりとか、先ほど言いま

した規範意識教育の中に、きちんとどういった内容が位置づいているかということを、毎年学

校の状況を確認したりとか、また学校の話を聞いたりするようにしておりますので、これから

もおっしゃるように３者で連携しながら、この問題は取り組んでいきたいなと思っておりま

す。 

 それから、身体への影響につきましては、これからいろいろなことが調査研究されて、いろ

いろなデータが出されてくると思いますので、いろいろ確認されたデータとかいろいろな事例

につきましては、その都度提供していくようにして、子どもたちにとってよりよい成長につな

がるようにしていきたいなというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 子どもたちの成長とか、いじめの問題についても、このメディアだけ

の問題ではないということはもちろんわかりますけれども、一つの要因として、やっぱり大き

な位置を占めているのではないかというふうに思っています。 

 子どもたちがメディアから離れて生活する、活動するというような、これはもう、これは松

江市の「子どもとメディア」対策協議会というのが平成27年度に立ち上がって、進めてあるみ

たいなんですけれども、これはもう保健医療専門機関とか、そういう医療関係、それから教育

関係、そして教育行政、社会教育、警察とか報道関係とかもあるんですけれども、そういうと

ころが全部手をつないで、子どもたちのことを考えていこうという、メディアでの影響が根本
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にあるんですけれども、そういうふうな取り組みをされている自治体もあります。 

 これをまた立ち上げてしたらどうですかというのは、また大変な話だとは思うんですけれど

も、今の子どもたちには、もう何か全てのことが絡まっていると思うんですね。いうのは、も

う子どもの貧困もそうですし、体の成長もそうですし、精神的な欠如というか、そういうとこ

ろの成長を拒んでいるものはあるでしょうし、だからそういうところで、このメディアだけに

限らず、メディアが中心であればとは思いますけれども、遊び場だったりとかということの保

障をしていくための考える場をつくっていくということも、一つの提案として提案をしたいと

思います。 

 これはもう要望で終えたいと思いますので、今後とも子どもたちのために、いろいろな施策

を市全体で出し合ってつくっていただきたいというふうに要望いたします。 

 以上で終わります。 

○議長（橋本 健議員） 11番神武綾議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時05分まで休憩いたします。 

              休憩 午後２時51分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時05分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １番堺剛議員の一般質問を許可します。 

              〔１番 堺剛議員 登壇〕 

○１番（堺  剛議員） 議長より許可をいただきましたので、通告に従って２件質問させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず１件目の地域防災の取り組みについて伺います。 

 まず、１項目めの被災者台帳「被災者支援システム」の導入についてお尋ねします。 

 被災者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための

基礎となる台帳であり、災害対策基本法第90条の３第１項において、市町村の長が作成するこ

ととされています。 

 被災者台帳を導入することによって、被災者の状況を的確に把握し、迅速な対応が可能にな

るほか、被災者が何度も申請を行わずに済むなど、被災者の負担軽減が期待されています。こ

のため、近年、東日本大震災や広島土砂災害、熊本地震等大規模災害のみならず、災害が多発

する中、被災者台帳の作成への認識が高まりつつありますが、その作成は必ずしも進んでいま

せん。 

 このシステムの最大の特徴は、家屋被害ではなく、被災者を中心に据えている点です。住民

基本台帳のデータをベースに被災者台帳を作成し、これをもとに罹災証明書の発行、支援金や

義援金の交付、救援物資の管理、仮設住宅の入退居など、被災者支援に必要な情報を一元的に

管理します。これによって、被災者支援業務の効率化はもとより、被災者支援業務の正確性及
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び公平性を図ることができます。 

 システム導入に当たっては、厳しい財政事情の中、システムの経費まで捻出できないとか、

いつ起こるかわからないことにお金も労力もかけられない、またはコンピューターに精通した

職員がいないなど、消極的な意見もあると思いますが、しかし被災者支援システムは、阪神・

淡路大震災のさなかに職員が被災住民のために開発したもので、必ずしも高いＩＴ能力のある

職員がいなければできないわけではありません。 

 また、導入に当たって、地方自治体からの求めに応じて、被災者支援システム全国サポート

センターから講師派遣することも可能です。仮に民間企業に導入支援を委託したとしても、

20万円から50万円弱程度しかかかりません。平成23年では、当時埼玉県桶川市は約21万円、福

井敦賀市では約46万円、新たな設備は特に必要なく、既存のパソコンがあれば十分対応できま

す。 

 被災者支援システムは、市民の孤立化を防ぎ、犠牲者ゼロを目指す重要なシステムです。ぜ

ひ導入いただきますようお願いいたします。 

 次に、２項目めの地域防災に関する今後の取り組みについては、６月議会で市長、所管より

ご答弁をいただいたばかりで恐縮ですが、以下の項目を確認させていただきたい事項がありま

したので、よろしくお願い申し上げます。 

 ①強靱化計画策定時期について、最近の災害状況を考慮すると、早期な対応が必要ではない

でしょうか。策定期間をご提示ください。 

 次に、②関連計画が今後複合する中で、市民目線としてはわかりづらい点があります。そこ

で、予定されている（仮称）太宰府市地域強靱化計画と地域防災計画との関連性について伺い

ます。 

 次に、２件目として、高齢者の困窮対策の取り組みについて伺います。 

 総務省は、６月29日に2015年国勢調査の抽出速報集計結果を発表しました。その抽出速報集

計結果によると、総人口に占める65歳以上の割合、いわゆる高齢化率は、1920年の調査開始以

来最高の26.7％となり、初めて高齢者が４人に１人を超えたことになります。15歳未満は

0.5ポイント下がり、12.7％で最低を更新しています。少子・高齢化が一段と進み、社会保障

の財源確保や地域の維持に大きく影響してくることになります。 

 高齢者の増加に伴い、公的年金の役割に期待が寄せられる一方で、高齢者の貧困問題が深刻

になっています。高齢者における持てる者と持たざる者の格差をどう解消するかは、喫緊の重

要な政策課題になっています。また、高齢者における生活保護制度の利用者の増加も、大きな

問題になってきています。 

 高齢者を中心とした医療費などの社会保障支出が膨張し続ける中で、社会保障制度を支える

現役世代の減少は、極めて深刻な問題となっています。 

 一方で、厚生労働省の調査で明らかになった生活保護の実態によれば、生活保護の受給世帯

のうち、65歳以上の高齢者を中心とする世帯が、今年３月時点で過去最多の82万6,656世帯、
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50.5％となり、初めて半数を超えたことが厚生労働省の調査で明らかになりました。この10年

で1.7倍に増えた計算です。 

 困窮する高齢者の実態を直視し、貧困拡大を防ぐ手だてを早急に講じる必要があります。生

活保護に至る手前の新たなセーフティーネットとして、昨年４月に始まった生活困窮自立支援

制度も道半ばです。そして今回、26.7％だった高齢者人口の割合は、2060年にはほぼ40％に達

すると推計され、このままだと高齢者の９割が困窮化する現実が予測されます。 

 以上のことから、以下の項目をお伺いします。 

 ①今回の抽出速報集計結果から、本市の高齢化率、世帯人数等、本市の実態について。 

 ②本市の生活保護世帯の実態や高齢者の受給世帯の実態、高齢者の生活実態についてお願い

します。 

 ③生活困窮者自立支援制度による高齢者の困窮対策の取り組みについて。 

 以上２件の質問をお尋ねいたします。なお、回答は件名ごとにお願い申し上げます。再質問

は発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） １件目の地域防災の取り組みについて、私のほうからご回答申し上げま

す。 

 まず、１項目めの被災者支援システムの導入についてでございますが、大規模災害において

は、自治体が被災者に対して、迅速に生活復興に必要な業務を遂行しなければならないと承知

をいたしております。この被災者支援システムを運用するに当たりましては、住民情報との接

続を行い、常に正確な住民情報をもとに運用する必要があるため、住民情報システムと被災者

支援システムの構築、改修が必要であり、多額の費用を要しますことから、現在太宰府市にお

きましては導入をしていない状況でございます。 

 また、このシステムは、地方公共団体情報システム機構から提供され、サポートも受けられ

るものでございますが、導入自治体の情報が公開されていないこと、また近隣自治体でのシス

テム導入が普及していないため、住民情報の接続などの詳細な情報が入手しにくい状況でもあ

ります。 

 今後、当市の住民情報システムを構築、管理している業者等とも協議をしながら、このシス

テムの調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２項目めの本市の地域防災に関する今後の取り組みについてでございます。 

 まず、地域強靱化計画の策定時期につきましては、去る７月25日に県による地域強靱化計画

の研修会が開催をされたばかりでございます。地域強靱化計画の遂行により、災害時の人命保

護や地域経済の持続など多方面にわたる減災が図られ、地域社会の迅速な復興を可能にすると

の説明を受け、早い時期の策定に取り組まなければならないというふうに感じております。 

 今後、先行策定をいたしております市町村の計画や策定の過程を参考にしながら、取り組ん

でまいりたいと、このように思っております。 
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 次に、地域強靱化計画と地域防災計画との関連性についてでございますが、地域強靱化計画

は、自然災害の危険を見据え、人的被害やライフラインの被害、産業の被害など最悪な被害を

想定して、平常時から災害被害を最小限に抑えるさまざまな対応方策を検討し、方策の重点化

や優先順位づけを行いまして、実施、評価、見直し、改善というＰＤＣＡサイクルを考慮した

計画であるため、あわせて地域防災計画も見直しが必要になるというような認識でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 済みません、被災者支援システムの導入につきましてですけれども、今

所管のほうからご説明あった内容の中で、私がちょっと不審に思ったのは、１つは、これはも

う新聞記事の問題なので、これは先ほどご説明したように、これは兵庫県の西宮市のほうの職

員が被災したときの当事者として立ち上げたシステムで、導入することによってどういう効果

が得られるかということなんですけれども、これは今回データベースのこの被災者台帳の整

備、これが一番問題だと思うんですね。この被災者台帳をつくり込みをするときに、物すごく

時間を要するもので、結局災害後に物すごく時間がかかったというのが、今まで被災してこら

れた地域の方々の大きな仕事の負担になっています。これを迅速かつ速やかに、正確に行わせ

るために、効果としては、いわゆる罹災者証明の発行とか、義援金、支援金が回ってきたとき

の内訳とか、過重払いとか、そういうことがないのかとか、災害状況とか。 

 先ほど所管のほうからご説明ありました地方公共団体情報システム機構のほうからは、いろ

いろなバージョンで今出てきております。これは本当にバージョンアップしながら今やってい

る中で、うちの市のほうで導入できる検討を具体的にどういう精査の仕方をされたのか、１回

ちょっとお聞きしておきたいと思いますが。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 議員おっしゃいますように、このシステムについては、被災者の負担軽

減、これが期待されているというようなシステムでございまして、罹災証明書の発行でありま

すとか、あと支援金、義援金の交付、あと救援物資の管理、仮設住宅の入退居など、被災者支

援に必要な情報を一元的に管理するものでございます。これについては重々認識をいたしてい

るところでございます。 

 ただ、この被災者支援システムと太宰府市の住民情報システム、こちらの接続に全く支障が

ないのかというところがございまして、住民情報システムのプログラムの関係で、被災者支援

システムが正しく動作しないとか、また想定していない操作をしたときに動作がとまるなど、

プログラムの修正の必要が生じるということで、ここにちょっとお金がかかるというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 



－89－ 

○１番（堺  剛議員） そこで、今回ちょっとご意見申し上げたいのは、この地方公共団体情報

システム機構、通称Ｊ－ＬＩＳですかね、というところのサポートセンターでございますが、

この中の閲覧の中にＱアンドＡという閲覧がございます。部長も見られたかどうか知りません

が、これは結局、うちのＯＳのサーバーはウィンドウズが基本であるのかなというふうに私は

認識しております。そんな中で、向こうのサーバーはＬｉｎｕｘというサーバーを使っている

んだろうというふうに思います。いわゆる互換性の問題ですね。 

 このＱアンドＡをちょっと見させていただいたときに、その質問は出ています。システム導

入には、サーバー機が必要か、スペックはどの程度のものかということでありまして、回答の

ほうを見てみますと、パソコンにＬｉｎｕｘサーバー環境を構築しての運用も可能ですという

ことになっております。このあたり専門的な話になりますので、ちょっと後でまたご紹介しま

すけれども、ちょっと提案がございます。 

 それと、もう一つあるのが、うちに例えばそのサーバーの利用が不可能である、要するにそ

の互換性がないと先ほど部長がおっしゃいましたけれども、そしたら自治体レベルでの共同利

用、いわゆる県にサーバーがあれば、うちはもう窓になるウィンドウズで対応可能と。共同利

用という考え方もあるんではないかと、私はそのように思います。 

 なぜここまで私が申し上げるかといいますと、被災者支援システムを導入することによっ

て、今日はもう時間が限られた時間ですので、新聞記事は幾つか持ってきましたけれども、実

際のところこの記事で読ませていただくと、当時事務レベルで７時間ぐらいかかっていた作業

が、１時間程度で済んだという話なんです。 

 だから、被災後は時間が物すごく大事になります、人命に係っていますので。だから、スム

ーズな連係プレーで速やかな対応、これを求めるときに、これはどうしても必要なシステムで

あると、このように私は認識しております。そのあたり、部長の所感どうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） おっしゃいますように、全くこのシステムを検討しないということじゃ

なくて、１答目でもご回答を申し上げましたけれども、私どもの住民情報システムを構築、管

理している業者とも十分にそこら辺のところを協議しながら、現在ではウィンドウズサーバー

では動作しないとかというような問題も、そういった共同管理でできないかというようなご提

案もありましたので、そういったところも含めまして、協議を重ねた上で検討していきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） そこで、これは専門的になるので非常にあれなんでしょうけれども、こ

れは所管のほうにも申し上げましたけれども、このサポートセンターのほうから派遣講師とい

う内容もお伝えしていると思いますが、これぜひ実施してもらいたいんですね。自治体のほう

から申し入れしないと、多分サポートセンター受け付けませんので、私たちでは受け付けませ
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ん。それで、よかったら所管のほうから講師派遣の要請を、これが問題なのが、申込期限が来

年の１月までなんですよ。だから、早急にちょっと対応していただきたくて、この中につくり

込みに弊害のある問題、効果的な問題、いろいろなものを計画性を持ってしっかりと受けてい

ただきたいというふうに思いますけれども、このあたりどうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 私、今手元にもその講師派遣の申込書の用紙をいただいております。こ

ういったところの講師派遣もあわせながら、先ほども申し上げました、私どものほうの住民情

報システムの業者とも連携をしながら、検討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） じゃあ、被災者支援システムを導入されていく方向性で検討されている

という認識でさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは続きまして、強靱化計画でございますけれども、実は最近、２日前もたしか福岡、

余震があったというふうに私は認識しておりまして、岩手のほうでは豪雨災害、東北震災から

もう５年がたちました。熊本震災からも５カ月以上がたちました。 

 そういったところで、今ずっと日本列島見てみますと、どこかで何かの災害が起きている。

こういった状況下の中で、やっぱり国土強靱化地域計画は非常に大事であるというふうな認識

のもとで、改めてまたご質問させていただくことに対してご了解いただきたいというふうに思

います。 

 そこで市長、芦刈市長、お尋ねなんですけれども、国土強靱化計画と今の本市の地域防災計

画の関連性についてどういうご認識にあるのか、市長のご認識をちょっと１回お伺いしておき

たいと思いますが。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 先日９月１日、防災訓練を松川施設で行いました。警固断層で実際に地震が

起こったという設定の上で訓練をしたわけですが、ご指摘のとおり、警固断層、宇美断層とあ

るわけでして、４月以来の熊本の地震が本当に余震を含めて2,000回ある。そしてまたさらに

は、朝鮮半島では地震なんてあるはずがない慶州、キョンジュで随分大きな地震があって、福

岡までその地震のときの震度が伝わってくるというか、そういうふうなところで、全体的にや

はり日本列島、あるいは韓国でも地震がないと言われながら、釜山で揺れることが二、三回あ

ったり、慶州で揺れるというようなことで、この地域自身がそういう非常に活性化している状

況にあるんじゃないかというふうに思っております。 

 そういう意味で、そういう先ほど言いましたような９月１日の防災訓練もしたわけですが、

いろいろな取り組みでの防災の取り組みの指針あたりも、備蓄も含めていろいろなことの見直

しをしなければいけないというタイミングに来ておりますし、災害に強いまちづくりを進めて

いくということで、この地域強靱化計画というのは、予防とか災害発生後の対応の計画である
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地域防災計画の指針にもなり得るものではないかというふうに考えて、福岡県は福岡県として

進めておりますし、私たちもしっかり考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに認

識しております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 市長、ありがとうございました。この強靱化計画は、国がなぜ言い出し

てきたのかという大きな理由の一つの中に、私が認識しているのは、今まで地域防災計画見ま

すと、災害が発生した後の計画。要するにそういうことですよね。今回の強靱化計画というの

は、発生前から、ある意味災害に対する姿勢というか対応、準備、こういったものをリスクマ

ネジメントしていく計画性を持った、ただこれは産業とか事業とか地域とか、いろいろな方に

協力をいただかないと構築できない内容になっています。 

 私もガイドラインちょっと見させてもらいました。そうしたら、もう80ページから成る、大

変複雑な大きな事業計画になるんだなというふうに認識しております。 

 そこで、所管長にお願いしたいんですが、この国土強靱化計画に関する緊急講座、これは出

前講座がございます。これもすぐ登用していただきたいなという、今日この思いで質問席に立

たせていただいているんですけれども、これも出前講座のほうも、一応問い合わせ先は内閣官

房の国土強靱化推進室というところが出しておりまして、一応旅費費用について１回だけは向

こうが見ていただけるような内容になっておりまして、この内容は、今回の計画の概要説明で

すけれども、一番ポイントとするのは、私は脆弱性の評価、いわゆる太宰府市にとって一番弱

点は何なのかという。これあたりの計画性の中でつくり込む大事な要素がしっかりと６項目入

っておりまして、あと国土強靱と地域のイメージと、他の計画との関連整理、地域計画の策定

推進の支援等ございます。 

 こういったものを国土強靱化計画を策定されるに当たって、ぜひ出前講座をやっていただい

て、うちに合った形のベストの計画性をつくり込んでいただきたいと思うんですが、このあた

り来年度から計画に対する取り組みが始まるという認識を持っとってもよろしいんでしょう

か、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 強靱化計画につきましては、議員おっしゃるように脆弱性の評価、考え

方でありますとか、また事前に備えるべき目標と、起きてはならない最悪の事態、シナリオ、

これはもう多岐にわたる計画でございまして、そこら辺のところを今おっしゃいました出前講

座等も活用しながら、取りかかりを、ちょっとあれですけれども、来年度からはちょっとそこ

ら辺の方向性を見据えた上で、あわせて計画に取り組んでまいりたい、来年度から取り組んで

まいりたいというようなところで今考えているところでございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 災害は突発的に起こるという事案でございますので、これが早いのか遅
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いのかよくわかりませんが、本当に速やかに計画進めるように、出前講座も取り入れながらや

っていただきたいというふうに思います。 

 本当に災害については、うち断層が、市長も市民と語る会の中でしっかりと防災については

語っていただいている中で、やっぱり住民の方も市民の方も、皆さん防災に対する意識は物す

ごく高いです、今。ですので、しっかりとしたこのあたり、市長、来年度からしっかりこの防

災計画、そして強靱化計画進めていくというご答弁をひとついただけませんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 今ご指摘いただきました、今後の太宰府市としての地域防災に対する取り組

みまして、しっかりその問題は取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） じゃあ、１件目はこれで終わりますけれども、最後、所管のほうにこれ

要望で上げときます。 

 国土強靱化地域計画と、今後、今やられています地方創生の地方総合戦略がうちあると思い

ますが、これの互換性、両制度の活用の仕方ですね、このあたりも視点に置いて、取り組みの

策定をやっていただきたいと、このように要望して、１件目は終わります。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 次に、２件目の高齢者の困窮対策の取り組みについてご回答を申し

上げます。 

 最初に、１項目めの本市の高齢者世帯等の実態についてでございますが、高齢者人口は平成

27年度末で１万8,663人、高齢化率は26.1％となっております。５年前と比較いたしますと、

高齢者人口は3,745人増加しており、高齢化率も4.7％増加しております。 

 また、高齢者世帯は平成28年４月１日現在で、全世帯数３万738世帯に対して１万2,839世帯

となっておりまして、41.8％を占めております。５年前の高齢者世帯数と比較いたしますと、

2,256世帯、21.3％の増加となっております。 

 さらに、その中でもひとり暮らしの高齢者世帯数は、3,303世帯から4,382世帯と、1,079世

帯、32.7％増加をしております。 

 次に、２項目めの本市の高齢者の生活実態についてでございますが、平成27年度末で生活保

護世帯633世帯のうち高齢者世帯数は262世帯でございまして、高齢者世帯率は41％となってお

り、５年前と比較いたしますと、高齢者世帯数は102世帯増加をしております。 

 次に、３項目めの生活困窮者自立支援制度による高齢者の困窮対策の取り組みについてでご

ざいますが、平成25年に生活困窮者の自立支援制度が制定され、平成27年４月１日に施行をさ

れております。この法律は、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るために、生活困窮に

対しまして自立相談支援事業の実施や住宅確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要
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の措置を講ずるために制定をされたものでございます。 

 本市におきましても、この制度の趣旨に基づき、包括的な支援、個別的な支援等を実施する

ため、窓口での自立相談支援事業や住宅確保支援を実施しておりますが、高齢者のみを対象と

した困窮対策事業としての実施という内容ではございません。 

 高齢者を取り巻く諸問題の解決につきましては、さまざまな要因が複雑に絡まり合っている

ケースが多々ございますので、生活困窮や介護など、その内容に応じて適切な窓口を紹介しな

がら、庁内におきましてもその連携を図っているところでございます。 

 今後は福祉の総合的な相談窓口の設置等、高齢者はもちろんのこと、高齢者のおられる世帯

の総合的な支援体制につきましても検討を行ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ご回答ありがとうございます。市長、この福祉に関するサービス窓口

で、総合窓口ですけれども、今所管長のほうから前向きに検討するというお返事なんですが、

これは大体どのような形で、いつごろから始めるのかというのを、ちょっと市長のほうからご

答弁少しいただければ助かります。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 今機構改革を進めておりますので、そのあたりとあわせて、具体的には機構

改革は来年４月からスタートしますので、そういう目途になるかというふうに思っておりま

す。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ありがとうございます。うれしい答弁です。本当に市民、特に福祉に関

する窓口というのは、高齢者の方が、当事者がなかなか来られないケースも多々あります。高

齢者のかわりにご家族の方が来られたり、代務の方が来られたりするケースが多々ありまし

て、諸種がよくつかめないこともよくあると思いますので、しっかりわかりやすいサービス提

供ということで、その窓口の設置、一括的な受け付け機能というものをしっかりとつくってい

ただきたいというふうに思います。 

 今回私がこういう一般質問に取り上げた背景といたしまして、なぜこういうことを私が申し

上げたかと申しますと、実は市民の皆様から貴重な市民相談というご意見を私も拝聴させてい

ただいております。そういった中で、最近目立って大きくなってきているのが、高齢者の諸先

輩方々の生活困窮者という、余り言いたくないんですが、こういった方々が、結局は生活保護

予備群的なふうになっている現状が目立ってきています。そこで、今回所管のほうにお願いし

て、数値を出させていただいたという形状でございます。 

 市長、この実態をしっかりと、ただ高齢化、高齢化だけじゃなくて、どういう現状の課題が

あるか、ニーズがですね、そのあたりのあえてお示ししていただくことによって、新たに認識
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していただきたくて、今回１答目でさせていただきました。 

 高齢者のじゃあそういった困窮対策において、問題が１つ、ここに通知がありますけれど

も、これは去年の３月に出された、これ厚生労働省の老健局のほうから通知が多分所管のほう

にも行っていると思いますが、生活困窮者や高齢者等の支援を要する者に対して、地域で包括

的な支援を行うためには、両制度が連携し取り組みを進めることが重要であるというふうに書

いてあります。この観点から少しお尋ねしたいんです。 

 庁内で例えばそういう窓口に支援を求めてこられる方々が、当事者の方々がいらっしゃれ

ば、それはそれでいいんですけれども、庁内において例えば納税の係とか、いわゆる国民年金

の係とか、そういったところからの情報連携ですね。いわゆる生活保護になるんじゃないでし

ょうかというところの情報共有化の連携は、庁内で行われているんでしょうか、そのあたり確

認させていただきたいと思います。どうぞお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 先ほど答弁の中で言いましたように、特に高齢者の生活困窮という

のは、本当にいろいろな条件といいますか、そういったものが複雑に絡まっておりまして、そ

れぞれやっぱり一番気になる窓口に最初に行かれることと思っております。その際、その窓口

で受け付けをまずは行うわけでございますけれども、その方について、例えば税の滞納状況が

あるのかとか、あと国保がどうなのか、そういったことも含めまして、関係所管とは情報の共

有をするようにはしております。 

 また、詳細が必要な場合につきましては、直接そこそこの担当課と直接協議をしながら、共

同で対応すると、そういう対応を図っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ありがとうございます。その情報の共有を、部長行われていると言いま

すけれども、どのぐらいの頻度で、それで大体対応できているのかどうか、そのあたりご認識

はいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 具体的に申しますと、非常に個人情報というのがまず１つございま

して、なかなかその部署で保有している情報を全て共有できるかということには当然なってま

いりません。ただ、個人情報保護条例に基づきまして、共有できる情報、そういったものはき

ちんと手続を踏んでやっている部分がございます。 

 例えば先ほど言いました滞納状況でありますとか、そういったところにつきましては、それ

ぞれ各関係する所管のところでは閲覧ができるような体制も整えております。どうしてもそこ

に載ってこない情報というのが当然ございますので、そういった部分については、先ほど言い

ましたような直接協議を行うというような形で対応しております。一定の部分につきまして

は、各所管で関係する情報というのが見れるような状況というのもつくっているところでござ
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います。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 何で私がこういうことを申し上げましたかといいますと、やっぱり所管

と縦割り行政のやっぱり弱点だと思うんですね。だから、情報の共有化というのは物すごく大

切なことです。なぜかといったら、早期に発見することによって、複雑化、固定化するんで

す、そういう世帯の方々はですね。だから、そういうことがないように、早目に要するに把握

をする。いわゆる専門的に言われるのはアウトリーチと言うんですけれども、早目早目に手を

こちらから差し伸べるというやり方です。 

 そこで市長、お尋ねします。先ほど、今機構改革が行われているというふうにお伺いしまし

たけれども、こういった中で、庁内でのそういった横断的な組織の構築的な、福祉においてで

すね、高齢者福祉に特化しなくても、福祉において横断的な組織づくりという方向性で、もう

本当に機構を改革されるおつもりなのかどうなのか、１回ちょっとご答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 所管のいろいろな意見を聞いて、できるだけそういう形で共有できるよう

な方向での機構を今考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） 機構改革のことは言っていませんので、今回制度的なところで組織編成

していく上で、本当にこの今まで時代をつくってくださった諸先輩方々が、もう一日でも長く

楽しく過ごせるまちづくりのためには必要な組織ではないかなと、私はこういう認識のもとで

言わさせていただいていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは続きまして、今度は実際問題、私が担当させていただいた市民の皆様のご相談の内

容は言えませんけれども、どういった大まかな概要と申しますのは、大体高齢者の方で、中に

はＤＶがあったり、そして経済的な困難があったり、障がいがあったり、ひきこもりがあった

り、借金があったり、もうとにかく複合して、１つの所管では対応できないんですね。これが

現実だと思います。 

 いろいろなところの所管に行って、相談に来て、窓口をたくさん回るという、これが現実だ

と思いますが、そういった中で、庁舎内ではそういう形で進めていただくということで安心し

ましたが、これから先、市長、私たちが考えなきゃいけないのは、地域資源をどう活用する

か。 

 包括支援センターとか社会福祉協議会とか、もう本当、皆さん一生懸命されていると思いま

すが、今の現状でいいのか、拡充が必要なのか、そういう連携はどういう形が望ましいのか、

このあたりの構想が市長の中でおありであれば、ご提示ください。よろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 今言われた問題は、とても大きな問題だと思っておりますし、市政運営の大

きな柱にしなければいけないんではないかというふうに思っております。この高齢者の貧困問

題等々を含めまして、私としては大きく市の柱として、総合福祉ということと健康というこの

２つの、つながっているわけですから、総合福祉と健康という一つの大きな柱は、あらゆると

ころで考えていく必要があるんじゃないかというふうに思っております。 

 いろいろな都市計画、まちづくりの課題としても、もう40年近くたっとる建物も出てきてい

ますし、それの統合、集約、どういうふうに図るかという課題も非常に大きい問題ですし、ま

た長い期間にわたって随分なお金が必要であるということもありますし、その費用をどこから

毎年どの程度捻出できるのかという、やはり太宰府自身、非常に史跡が15％だったり、学校法

人、宗教法人という形の分もありますし、何度も言っておりますが、法人市民税あたりのやっ

ぱり収入も、とてもほかの町に比べるとウエートが低いというふうなことの中で、私は大きい

問題として、具体的にどうするということは何もまだ言えませんが、検討していく課題、ある

いは議員の皆様と一緒に考えていく課題として、総合福祉ということと健康というふうなこと

の考え方というのは、とても大事なことだと思いますし、給食自身も、やはり子どもたちの健

康を中心に考えるということにつながっていきますし、将来的にはやはり健康な子どもたちが

健康な大人になっていけば、いろいろな意味でのプラスのところもあるんじゃないかというこ

とで、一緒になって考えていきたいところであるということをお伝えしたいと。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員。 

○１番（堺  剛議員） ありがとうございます。その姿勢をそのまま施策のほうに反映していた

だきますよう強く申し上げて、私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １番堺剛議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時55分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後３時44分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時55分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 15番藤井雅之議員の一般質問を許可します。 

              〔15番 藤井雅之議員 登壇〕 

○１５番（藤井雅之議員） 議長から発言の許可をいただきましたので、通告しております国民健

康保険税に関連いたしまして３点、９月議会におきましては質問させていただきます。 

 まず、共同事業拠出金と保険給付費の関係についてお伺いいたします。 

 今定例議会に提案されております平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計決算認定に
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ついて、市長は本会議初日の提案理由の説明におかれ、歳出の共同事業拠出金が対前年度比

115.9％、10億3,331万6,294円の増と述べられました。 

 共同事業拠出金とは、高額の給付が発生した場合やインフルエンザ等の大規模な流行への対

応など、それぞれの保険者である市町村単独では対応が難しい場合に備えるものとして理解し

ておりますが、平成26年度までは30万円以上のレセプトが対象に行われていましたが、平成

27年度からは全てのレセプトに拡大されたことが、今回の大きな伸びになったのかとは推測い

たしますが、しかしその一方で疑問になるのは、平成27年度国保会計の決算において、保険給

付費が前年とほぼ同水準の金額です。共同事業が拡大することで、市町村単独の部分の給付が

減少するものとして認識しておりましたが、なぜ今回提案されているような決算の内容になっ

たか、お伺いいたします。 

 あわせて懸念するのは、共同事業は2018年からスタートする国保の県レベルでの運営モデル

になる側面もあると認識していますが、県レベルの運営の際の保険税への影響と関連するのか

もあわせて伺います。 

 次に、基盤安定制度負担金についてお伺いいたします。 

 ６月定例議会におきまして、国民健康保険税について一般質問を行いましたが、国が新たに

整備した基盤安定制度負担金の保険者支援分の使途について質問をした際、執行部の答弁で、

保険税率が同じであっても、保険税の税収に開きが生じる、その不均衡の是正措置として財政

支援というふうに思っており、低所得者世帯被保険者のための財政支援という趣旨ではないと

いうふうに理解しておりますと述べられていますが、厚生労働省の資料を見ても、今回の基盤

安定制度負担金については、低所得者対策強化のため、被保険者１人当たり１万円の財政効果

改善ということが打ち出されています。少なくとも６月議会における答弁では、国の同制度の

負担金について、低所得者対策という側面を否定するように感じてしまいますが、同制度負担

金についての認識を改めてお伺いいたします。 

 ３点目に、保険税の滞納状況について伺います。 

 厚生労働省保険局国民健康保険課が作成した2009年から2014年の６年間のデータによる全国

の国保滞納世帯差し押さえ件数、差し押さえ金額の推移を見ると、滞納世帯は336万世帯、そ

して国保滞納世帯に対して全国の市町村が執行した滞納処分は27万7,000件、差し押さえ金額

は943億円に上っています。 

 税や社会保険料など公的債権の中で金額が最も大きいのが、国民健康保険税、保険料です。

2018年度の国保の広域化に向けて、2018年以前から累積赤字を持つ自治体は、現年度の給付金

分の保険料収入に加え、赤字分を過年度の滞納分の収納で解消するため、滞納世帯への差し押

さえが増えてくる懸念が言われていますが、まず太宰府市における国民健康保険税の滞納状

況、そしてその要因についてどのように考えておられるのか伺います。 

 再質問は発言席で行います。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（濱本泰裕） 国民健康保険事業及び国民健康保険税についてご回答を申し上げま

す。 

 まず、１項目めの共同事業拠出金と保険給付費の関連についてでございますが、共同事業拠

出金につきましては、平成18年度に国の制度に基づき、県内各保険者からの拠出金を財源とし

て、県内各保険者に対し、保険給付費の支出額に応じて交付される再保険的意味合いのものと

して、保険財政共同安定化事業が創設をされました。 

 議員ご指摘のとおり、平成26年度までは事業の対象がレセプト１件当たり30万円を超えるも

のが対象でございましたが、平成27年度から１円以上の全てのレセプトが対象となりましたの

で、平成27年度から歳出項目の拠出金及び歳入項目の交付金ともに、前年度に比較して大幅に

増加をしたところでございます。 

 保険給付費につきましては、太宰府市国民健康保険被保険者の医療費に対する保険者負担分

として、医療機関等への支払い分でございまして、医療の高度化や高齢化等に伴いまして、保

険給付費は年々増加をしております。 

 ご質問の共同事業と保険給付費の関連についてでございますが、共同事業分の交付金につき

ましては、保険給付費として直接充当されるということではございませんで、国民健康保険事

業特別会計の歳入項目として計上されておりますことから、保険給付費の決算額がその分減る

ということではございません。 

 また、共同事業の拠出金につきましては、過去３年間の保険給付費の実績と被保険者数をも

とに算出をされますので、保険給付費に直接的には連動いたしませんが、傾向といたしまして

は、保険給付費が増加すれば、共同事業拠出金も増えるという傾向がございます。 

 また、平成30年度からの県との共同運営の際の保険税への影響につきましては、現時点では

未定でございます。 

 次に、２項目めの国保財政基盤安定のため国が整備した補助金の認識についてでございます

が、保険基盤安定制度負担金につきましては、低所得者被保険者に対します７割、５割、２割

の保険税軽減による保険税減収分の補填に係る保険税軽減分と、低所得者を多く抱える保険者

に対する財政支援措置としての保険者支援分の２つから成り立っております。 

 このため、国保特別会計の予算書、決算書の中におきましても、保険税軽減分と保険者支援

分に分けてそれぞれ計上をしているところでございます。 

 ６月議会におきましては、国の1,700億円の財政支援の追加に係る分についてのご質問でご

ざいましたので、保険者支援分に係る説明をさせていただいたところでございます。 

 保険基盤安定制度の保険者支援分につきましては、保険税の軽減対象となる低所得者の被保

険者数に応じた保険者への財政支援でございまして、低所得者を多く抱える保険者ほど財政支

援が厚くなるというものでございます。このため、保険者である市町村間の財政基盤の格差是

正、財政安定化のための支援と認識をしております。 

 次に、３項目めの国民健康保険税の滞納状況についてでございますが、平成27年度の国民健
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康保険税につきましては、平成27年度分15億511万円の調定に対しまして、14億2,490万

6,306円収納しており、収納率94.67％で、平成26年度と比較いたしますと0.04％の減、収納未

済額につきましては8,020万3,694円となっております。 

 滞納繰越分につきましては、４億3,713万1,109円の調定に対し、7,391万3,233円収納してお

り、収納率16.91％で、平成26年度と比べますと4.09％の増、収納未済額につきましては３億

2,723万1,675円となっております。 

 滞納の要因といたしましては、自営業の営業不振、収入の減少、退職、再就職先がない、病

気により就労できない、借金返済等が主な理由でありまして、所得の少ない方が多くなってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） １からまた３、順を追ってちょっと再質問をさせていただきますが、

まず共同事業との関係なんですけれども、大体ご答弁でも共同事業の仕組みというのは今ご説

明いただいて、私の認識の部分と若干ずれがあったのかなとも思いましたけれども、今回議案

として決算関係の資料も配付をされておりますが、やはり目を引くのは、歳出の部分で前年度

比が増えているということですけれども、やはり同じように歳入の部分も見ても、歳出が増え

ている分、歳入も増えているんですけれども、これは共同事業だけに限らず、例えばその他の

給付ですね、療養の給付ですとかそういった部分も含めて、そういうまず構造になっているの

か、基本的なところでそういうふうになっているのかということをお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今言われましたように、保険給付費につきましても、わずかではご

ざいますけれども、年々増加をしている傾向というのがございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） ただ、そうなると、まず保険給付費に関してなんですけれども、平成

26年度と平成27年度の歳出を比較いたしますと、約2,000万円ほど増えているような、歳出の

部分はですね、ありますけれども、その部分の歳入に当たるこれは、他の、国からの支出金等

の関連もあるので、一概に比べられないのかもしれないですけれども、療養給付費に対する交

付金は、平成26年度が３億8,600万円あったのに対して、平成27年度の決算では２億6,100万円

と、約１億2,000万円減っているんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この療養給付費交付金につきましては、退職者医療交付金、これが

その主なものとなっておりますけれども、その対象につきましてが、平成26年度は61歳から

64歳までが対象であったものが、平成27年度につきましては62歳から64歳が対象となったこと

によりまして、その額が減っておるという状況でございます。 
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○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） そうなると、ちょっと歳出、歳入の関連の部分で、若干ちょっと複雑

になってくるのかなとも感じますけれども、まず傾向としまして、この共同事業の部分です

ね、今回提案の理由の形になった支出の大きな伸びというのは、これは太宰府市だけに特化し

たことだけじゃなくて、福岡県下の各市町村といいますか、保険者のところですね、そういっ

たところも大体おおむねこういう傾向になっているのかという、その傾向が福岡県下というと

ちょっと幅が広いですから、例えば筑紫地区の４市の中での比較した動向はどうなっているの

か。 

 単純に国保に加入しておられる方の数も違いますので、比較が難しいところもあるかもしれ

ませんけれども、大体増減率とかそういったところでは示すことできるんじゃないかと思うん

ですけれども、その上で比較したときに、太宰府市と大体同じなのか、それとも太宰府市は低

いのか、それとも太宰府市はちょっと筑紫地区の中では伸びているのか、そこら辺はどうなっ

ていますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この共同事業拠出金ですね、これにつきまして、歳入と歳出の差に

ついてでございますけれども、筑紫地区全ての市町村で拠出金のほうが多いという状況はござ

います。ただ、その額で申しますと、筑紫野市が約2,600万円、平成26年度でなんですけれど

も、春日市が1,700万円、大野城市が5,100万円、那珂川町50万円、太宰府市は１億800万円と

いうことで、太宰府市が一番多い状況となっております。 

 平成27年度につきましては、まだ他市の状況というのがはっきりとこちらのほうで決算がま

だ最終的に確定しておりませんのでわかりませんけれども、大体同じような状況になるのでは

ないかというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） この太宰府市１億800万円というのは、数字が１桁違うというのは、

ちょっとこれは今お聞きして、ちょっと私もびっくりしたんですけれども、この数字が大きく

なった要因というところまでは分析されていますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） これにつきましては、当然医療費の実績額でございますとか、そう

いったもので交付金額が決定をされます。本市の場合につきましては、保険者１人当たりの医

療費がほかに比べて低いということが、その大きな要因だというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 確認ですけれども、その医療費が低いということは、これまでもいろ

いろその医療費削減の取り組みですね、議会の中でも議論あって、いろいろ執行部、長年継続

してやられてきた部分の成果があるというふうに認識されているのか、それともその年、年で

当然医療費のいろいろ水準というのはまた違ったりもしますよね、病気の流行だったり、いろ
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いろそういったものも含めてですけれども、偶然なったのか、それとも長年の取り組みが具体

的な何か成果として出てきたものがあるのか、そこら辺はどういうふうに分析されています。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この傾向でございますけれども、太宰府市におきましては、平成

22年度が一旦拠出金のほうが少ないという事態がございましたが、平成23年度以降は大体拠出

金のほうが多いというような傾向がずっと続いております。これは当然医療費の適正化に太宰

府市につきましてもいろいろな形で努めてまいっております。そういった成果のあらわれだと

いうふうに認識をしております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） それともう一点は、この項目でお伺いしないといけないのは、広域

化、2018年に向けての保険税の関係ですけれども、県が医療給付の基準を定めて、市が納める

納付金が定められますので、それが保険税にはね返るといいますか、保険税で算出されるとい

う形で理解しておりますけれども、県のその部分が算定されるときには、共同事業への拠出、

給付費だけでやられるのか、それとも共同事業まで含めた部分も算定の根拠になるのか、その

辺はどういうふうな見通しになります。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 広域化に向けての詳細なことにつきましては、現在福岡県国保共同

運営準備協議会におきましてさまざまな議論がなされているところでございます。まだそのあ

たりの結論が出ておりませんので、現在のところそのあたりの取り扱いについては未定のまま

が続いております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） まずその辺はわかりましたら、きちんと議会にも報告をいただきたい

ということを要望しておきたいと思います。 

 その上で、２項目めの国の補助金の関連に移らさせていただきますけれども、まず冒頭確認

いたしますけれども、これは前回６月議会でも冒頭質問をいたしました消費税率引き上げの延

期との関係で、財政支援ですね、その部分が削減といいますか、縮小される、あるいはその部

分で2018年度の広域化そのもののスタートが遅れるのではないかという情報が、６月議会の直

前に報道もされまして、その際質問もしたんですけれども、その後の状況でここら辺はどうい

うふうになっているのかお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この件は新聞報道等にも載っておりますけれども、消費税の引き上

げの財源とはしてないというところも発表されているようでございまして、計画どおりに進む

ものというふうに私どもは今考えているところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 
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○１５番（藤井雅之議員） じゃあ、その上で幾つかお聞きいたしますけれども、まずこの低所得

者対策、私と認識の問題ですね、その部分ですけれども、これは厚労省が首相官邸のほうに、

会議に提出をした資料を首相官邸のホームページから引っ張ってきましたけれども、オレンジ

の線ではっきりと低所得者対策強化というところが厚労省は打ち出しています。 

 その上で、先ほど認識の部分の、ちょっと若干お互い認識が一致してない部分が６月議会で

はあったということですけれども、では今回の９月改めてお聞きしますけれども、その低所得

者対策において、保険税の引き下げが、太宰府市の国保加入者の方におかれて保険税の引き下

げといいますか、国が言われる5,000円あるいは１万円というような財政効果ということを受

けられた保険者の方はおられるのか、改めてお聞かせください、その部分で、先ほどの答弁の

部分です。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今年４月から７割、５割、２割の保険者軽減分につきましては、一

定の拡大がされたところでございます。そういったところの部分と、大きくは保険者支援分と

いうことで考えておりまして、太宰府市の場合、ここ数年といいますか、ずっと国保につきま

しては赤字が継続しているような状況でございます。現在この赤字がありますものですから、

どうしても保険税率にまでこの保険者支援分の負担金ですね、基盤安定制度負担金、これが税

率にまで転嫁ができていないというのが現状でございます。 

 この国保財政が黒字決算であるとか、赤字でなければ、そういったところにおきましては、

当然この税率に転嫁するというところも考えられるのではないかと思いますけれども、先ほど

も申し上げましたように、太宰府市の場合、赤字となっておりますので、今のところ税率の転

嫁まではできないというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 赤字だから、今まではその部分の対応として繰上充用という形で、そ

の専決が毎回議会で出されてきました。それは理解しておりますが、実際この部分を使って、

静岡市などでは２年連続引き下げということをやってきましたけれども、繰上充用は引き続き

やられている中で、この部分は赤字のほうに回したから引き下げができなかったというのは、

ちょっと正直ひっかかるんですね、その使い方といいますか、使途の部分で。 

 赤字の解消は、解消といいますか、赤字への対応は従前いつも繰上充用でやられてきました

けれども、そこをあえてこの国の交付金を、引き下げではなくそういう形で使われたというの

は、それは本来引き下げに使われるべき形ではなかったのかなというのがひっかかるところと

いうか、大きな疑問点なんですけれども、６月議会でもお伺いしたいとき、法定外の繰り入れ

に関しては財調のほうから対応したということで、こちらの国の負担金は使っていないという

ことでありました。しかも、前年も普通に繰上充用もされてきました。 

 それなら、少なくともこの国の補助の部分については、少なくとも国の趣旨としても低所得

者対策ということがはっきりうたっておられるわけですから、そういった形で使うという選択
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肢があったのではないかと思いますけれども、その辺についてのご認識はいかがでしょう。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） これは６月議会でも私も、国保の独立採算制というのを１つお話を

させていただいたと思います。ただ、長年続きました繰上充用、これによりまして十数億円の

累積赤字が生じたところでございます。平成30年からの広域化に向けましては、やはりこの赤

字については当然解消をやっぱりしていく必要があると。そういうところから、一般会計から

の法定外繰り入れというのを平成27年度初めて行ったところでございます。 

 これまで累積してまいりました赤字、これは全て保険税やこういった共同基盤安定制度の負

担金、こういったもので賄うというのは、当然額的にも追いつかない部分がございます。です

から、これまで累積した分については、一定そういったところ、法定外の繰り入れなども行い

ながら解消はしていきたいというふうには考えておりますけれども、基本的には独立採算とい

う形で、単年度収支を基本的に赤字を減らしていきたいというような考えがございまして、こ

の負担金につきましては、そういうふうな保険者の支援という形で活用をさせていただきたい

というふうに考えているところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 現実にはもうそういうふうに使われているわけでありますけれども、

じゃあそのまず法定外に関しては、まだ今年度の部分は上がってきておりませんけれども、繰

上充用の専決の承認までは国保に関しては行っておりますが、法定外の部分は、これは12月に

補正が上がってくるというふうに理解しておいてよろしいですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この法定外繰り入れにつきましては、当然一般会計との協議という

ことになってまいりますけれども、当初から平成30年に向けて、これまで累積した赤字を解消

していこうというような市の方針として大きなものは持っておりますので、まずその方向性で

動いていくものというふうに私は認識をしております。これはまた12月補正の前に、一般会計

のほうとも十分に協議をしたいというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） もう国のほうも、国レベルでいっても概算要求が出たとか、そういう

ニュースが言っておりますから、当然役所の中でも予算編成に向かっては、いろいろ今いろい

ろ査定等が動いているんじゃないかなというのは、私も認識いたしますけれども、じゃあ法定

外の部分は12月に上がってくるだろうというふうに想定して、またそれが上がってきたとき、

じっくりとお話をさせていただきたいなというふうに、その辺は前もって予告をさせていただ

きたいと思います。 

 その上で、次に滞納の状況ですね、先ほど、３項目めのほうに移りますけれども、滞納の状

況のところも数字出していただきましたけれども、とりわけ、先ほど届いた決算の関係の審

査、追加審査資料の中にも載っておりましたけれども、資格証明書の発行状況の中で、やはり
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所得200万円未満の方が資格証が発行されておられます。201世帯のうち194世帯ですね、これ

が５月末の段階でという数字も先ほど届きましたけれども、この滞納の状況が、今国保の滞納

の状況の要因というのは幾つか上げられましたけれども、じゃあ今、これはあくまでも平成

27年度ですけれども、現在進行している滞納の状況という部分において、国保の、平成28年度

はとりわけ保険税の介護と後期の部分が引き上げが行われましたけれども、それに対する保険

税の滞納の状況というのは何か分析をされておりますか、保険税そのものの収支といいます

か、収納の状況。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 平成28年度につきましても、この滞納状況といいますのは、昨年度

と同じような傾向で推移をしております。ですから、最初の回答で申し上げましたようなさま

ざまな要因、これは今も引き続きそういった状態になっているものというふうに認識をしてお

ります。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その滞納の状況が昨年と同じというのは、具体的に言えば金額です

か、それとも件数ですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 状況が同じといいますのは、件数として昨年度と同じような推移を

しているということでございます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） つまり、件数が同じということは、やはり保険税の引き上げの影響と

いうのは出ているんじゃないですか。平成27年度のベースで見れば、保険税の引き上げは行わ

れていませんでした。平成28年度は介護と後期の部分が引き上げられました。それで、納期

は、１回当たりの負担をそれで緩和するために納期は増えましたけれども、保険税の滞納の件

数は同水準ということは、これはもう引き上げの影響が出ているということじゃないですか、

違いますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） まだ、平成28年度というのはまだ全てが終わっておりませんで、同

じような傾向ということでございますけれども、ここ数年の推移を見ますと、ずっとこの資格

証明書の発行件数というのは減少をしているという状況もございます。 

 平成28年度から保険税ですね、これについては引き上げになったということは、私たちもこ

の国保を運営するに当たって判断をしたところでございまして、これにつきましては今後も積

極的にお支払いをしていただくといいますか、徴収をしていくというような形、姿勢に変わり

はございません。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 滞納対策ですね、徴収等に動かれているというのは、私も実際そうい
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ったところを現場、もう夜７時、８時とかに訪問されているのも見たことありますので、それ

はされているというふうに思いますけれども、ただ実際にその保険税が、国保税本体といいま

すか、国保税だけじゃなくて、介護と後期の部分が上がった年に、前年と同じような、しかも

緩和の措置ですね、納期の１回の負担の緩和の措置をされた上でも、前年と同じような滞納の

件数の状況というのは、やはり明らかにその引き上げの影響が出てきていると思うんですけれ

ども、その上でやはり懸念いたしますのは、さらにこの上に保険税を引き上げるというよう

な、そういうようなことは計画はされていませんよね。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 平成29年度の国保税の話になろうかと思いますけれども、これにつ

きましては今年度も太宰府市の国保運営協議会、これを開催いたしまして、現在諮問をしてい

るところでございます。その答申を受けまして、平成29年度の税率をどうするかというのは、

最終的に判断をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） その運営協議会にどういった形の資料が、資料といいますか、出され

て、諮問といいますか、議論されているのかというのが、ちょっとじゃあ気になるところでは

あります。医療費の伸びですとか、そういったものをベースに、それで保険税、国保の経営の

状況とか、そういったところで保険税が決められて、仮に引き上げというような答申が上がっ

てきた場合どうされるのか。 

 それをそのままされるのかということも気になりますし、やはりまず保険税を引き上げたそ

の年度の部分を見て、平成29年度にスタートする運営協議会の中で議論するというのならわか

るんですけれども、平成28年度に引き上げというか、保険税率の介護と後期の部分が行われた

上で、今またその部分の分析もされない中で、同時並行で運営協議会でそういったことも議論

されているということですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 平成28年度から保険税の引き上げというのは行ったわけですけれど

も、平成28年度の決算見込み、これにつきましても現在のところ赤字になるだろうという予想

をしております。そういった状況を見た中で、平成29年度の保険税をどうするか、こういった

ものを議論をしていただきたいというふうに思っております。 

 国保運営協議会につきましては、まだ現在のところ、来年度をどうするかということでお話

をしている状況でございまして、もう少し今年度の推移、そいいったものを見ながら、数値的

なものは出していきたいというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） じゃあ、数値的なものということですけれども、昨年というか、今年

度の今保険税引き上げが行われた部分の状況と加味して、その滞納の件数といいますか、そう

いった部分もこういう状況だというのは言って、年度で区切るのは当然難しいというか、不可
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能ですけれども、一定何月、保険税引き上げた今平成28年の何月現在でこういうものが起きま

したということは含めた上で、運営協議会にその資料として提供されるというふうに理解して

よろしいですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 先ほども申しましたように、平成28年度の決算の見込みといいます

か、平成28年度の収支がどうなるかという見込みを立てて、それに基づいて議論をしていただ

くということになってまいります。当然その中には、今言われましたような滞納の状況である

とか、そういったものも一定含んだ中で、この決算の想定、見込みというのは行っていきたい

というふうには思っております。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） そのところをきちんと踏まえた上で、運営協議会からの答申を受けて

判断をしていただきたいというふうに、これはもう要望しておきますけれども、少なくとも今

回もこの間、今回の一般質問の中でも具体的に、はっきりとお認めにはならなかったけれど

も、若干今年度の保険税の引き上げの影響が、今のところは少し出ているというような認識は

私は受け取りましたので、それがさらにこの部分がまた保険税のほうを来年度も上げて、また

さらに滞納が、何とか今一生懸命払っておられる人が払えないようになるというような、そう

いう悪循環だけは絶対に起こしてはいけないというふうに思っておりますので、その辺のとこ

ろも踏まえまして、国保のほうの運営していただきたいということを要望いたしまして、一般

質問終わらせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 15番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月15日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時31分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔平成28年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成28年９月15日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
上     疆 

（10） 

1. ごじょう保育所の今後と現状等について 

 （１） 入所できていない待機児童数は、６月議会では市全体で

    222名だったが、現在は何名なのか伺う。 

 （２） ごじょう保育所の入所児童数は６月議会では177名だった

    が、６月議会の答弁では不足する保育士をあらゆる方法にて

    確保に努め、200名定員までの入所ができるよう考えている

    と言われていたが、そのように200名定員とできるのか伺

    う。 

 （３） ごじょう保育所の保育士確保を十分行い、職員の休暇等が

    取れない過酷な状態の職場環境を充実すべきと考えるが、こ

    の現状をどのように考えているか伺う。 

2. 西鉄バス二日市「二日市東口駅～西鉄五条駅」の増便等について

 （１） このバス路線は、昭和58年に団地バス「東ヶ丘、星ヶ丘、

    梅香苑線」が開通し多くの利用者があり、便数も多くなり長

    い期間順調だったが、近年ピーク時の時刻表は把握していな

    いが、平成23年にダイヤ改正後、再度減便され、平成23年時

    の便数で比較すると１日48便から24便の大幅な減便を強いら

    れている中、高齢者が市役所をはじめ、買い物や病院等に外

    出することができなくなってますます大変困っている。 

     そのような中で、西鉄バス二日市株式会社においては、太

    宰府高校への通学区間には大型・小型バス43便を運行してい

    る。 

     この現状について市長の所見を伺う。 

２ 
徳 永 洋 介 

（８） 

1. 子育て支援事業について（発達障がい児（者）支援） 

  太宰府市発達障がい児（者）支援の組織について 

  ① 発達障がい児（者）支援の目的・基本理念について 

  ② 発達障がい児（者）の支援のための施策について 

  ③ 今後の発達障がい児（者）支援の計画と方向性について 

  ④ 療育相談室の現状について 



－108－ 

３ 
村 山 弘 行 

（17） 

1. 長浦台公民館の地震対策及び長浦台５号公園の活用関係について

 （１） 長浦台共同利用施設（公民館）は玄関と道路は橋になって

    いる。地震で橋が落ちた場合入れなくなり避難所としての役

    割が果たせない。又、駐車場側からの道路も狭く車いすでは

    通れない。改善の余地はないのか。 

 （２） 長浦台５号公園はかつて、ゲートボール等利用されていた

    が、現在は、その活用がなかったため、子ども会等自治会で

    芋畑にしていた。 

     その後目的外使用で他に移るようだが、その進捗状況はど

    うか。 

2. 市発注の公共事業の金額はどのようにしているか、予算の積算の

 裏付けはどうしているか。一般競争入札と指名競争入札の利点と問

 題点、併せて最低制限価格の設定は。 

 （１） 市の発注する様々な公共事業又は金額はどのようにして決

    めているのか。専門的な知識は必要ないのか。専門的な人材

    の期限付き職員採用の考えはないのか。 

 （２） 任意の団体が様々あるが、受注する企業の差はないか、一

    般競争入札と指名競争入札の利点と問題点はないか、その基

    準はどうか。 

４ 
小 畠 真由美 

（12） 

1. 財務戦略からみる公金の調達、運用について 

 （１） 資金管理の改善に、調達運用の両面から一体的に取り組む

    必要があると考える。公金管理運用方針の策定について伺

    う。 

 （２） 的確な金融市場動向への対応と、リスクマネジメントを実

    現する財務戦略が重要であると考える。起債活動の効率性、

    資金調達の効率性等本市における取り組みの現況を伺う。 

 （３） 戦略的財務活動のための体制整備、人材育成について伺

    う。 

５ 
森 田 正 嗣 

（４） 

1. 「障害者差別解消法」（平成25年法律第65号）実施の取り組み状

 況について 

  同法は平成28年４月１日施行となっている。上半期を過ぎようと

 している現在、障害者を理由とする差別の解消に向けた市の取り組

 みについて伺う。 

６ 
笠 利   毅 

（７） 

1. 中学校「完全」給食の早期実現について 

 （１） 学校給食改善研究委員会からの答申、教育委員会からの報

    告、議会からの要望書について 

 （２） 市長及び教育委員会の考えについて 

 （３） 実現までの課題と道筋について 
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７ 
門 田 直 樹 

（16） 

1. ＩＣＴ推進と情報公開について 

  市のホームページが新しくなったが、改善された点などを伺う。

 また議会審議や各種計画の策定経過などは積極的にＩＣＴを推進し

 情報をわかりやすく公開するべきと考えるが市長の所見を伺う。 

2. 手話言語条例の制定について 

  手話を言語として位置づけ、普及をめざす手話言語条例の制定が

 各地の自治体で進んでいる。条例により手話通訳者をタブレット端

 末で呼び出したり、聴覚障がい者による手話授業を小中学校で行う

 などの取り組みを行っている。本市での条例制定について所見を伺

 う。 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２８名） 

  市    長  芦 刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  地域健康部長  友 田   浩                原 口 信 行 

  建設経済部長  井 浦 真須己        市民福祉部長  濱 本 泰 裕 

          藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  上下水道部長  今 村 巧 児        教育部理事  江 口 尋 信 

  総 務 課 長  田 中   縁        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  文書情報課長  百 田 繁 俊        管 財 課 長  寺 崎 嘉 典 

  地域づくり課長  藤 井 泰 人        元気づくり課長  伊 藤   剛 

  文化学習課長  木 村 幸代志        市 民 課 長  行 武 佐 江 

          菊 武 良 一        保育児童課長  中 島 康 秀 

  建 設 課 長  山 口 辰 男        都市計画課長  木 村 昌 春 

  学校教育課長  森 木 清 二        上下水道課長  古 賀 良 平 

総務部理事
兼公共施設整備課長 

観光推進担当部長 
兼観光経済課長 

福  祉  課 
障がい福祉担当課長 
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          小 島 俊 治        監査委員事務局長  渡 辺 美知子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  力 丸 克 弥 

        

 

  

会計管理者 
兼会計課長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 10番上疆議員の一般質問を許可します。 

              〔10番 上疆議員 登壇〕 

○１０番（上  疆議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、通告いたしております２件について質

問をいたします。 

 １件目に、ごじょう保育所の今後と現状などについて、３点についてお伺いいたします。 

 まず、１点目に、入所できていない待機児童数は、６月議会では市全体で222名でしたが、

現在は何名なのか、伺います。 

 次に、２点目についてでありますが、ごじょう保育所の入所児童数は、６月議会では177名

でしたが、６月議会の答弁では不足する保育士をあらゆる方法にて確保に努め、200名定員ま

での入所ができるよう考えていると言われておりましたが、平成29年４月には200名定員とで

きるのか、ご答弁ください。 

 次に、３点目についてでありますが、ごじょう保育所の保育士確保を十分行い、職員の休暇

等がとれない苛酷な状態の職場環境を充実すべきと考えますが、この現状を具体的にどのよう

に考えておられるのか、伺います。 

 ２件目に、西鉄バス二日市、二日市東口駅から西鉄五条駅の増便等についてお伺いいたしま

す。 

 この件については、平成23年12月議会で一般質問いたし、当時の前市長と議論いたしました

が、西鉄バス二日市に対して積極的な要望をされた経緯は全然ありませんでしたし、何の回答

もありませんでした。このバス路線は、昭和58年に団地バス東ヶ丘、星ヶ丘、梅香苑線が開通

し、多くの利用者があり、便数も多くなり、長い期間順調でしたが、近年、ピーク時の時刻表

は把握はしていませんが、平成23年にダイヤ改正後、再度減便され、平成23年時の便数で比較

すると、１日に48便から24便と、50％の大幅な減便を強いられている中、高齢者が市役所を初

め、買い物や病院などに外出することができなくなって、ますます大変困っております。 
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 そのような中で、西鉄バス二日市においては、太宰府高校への通学区間には大型や小型バス

43便を運行されていることから、この太宰府高校口から１台を西鉄五条駅に運行していただ

き、その便を五条駅から五条台、東ヶ丘、星ヶ丘、梅香苑線、梅香苑入り口、君畑、西鉄二日

市東口までと、西鉄二日市東口から五条駅までの往復間について、せめて１時間に最低でも２

便にダイヤ改正ができるようにしていただきたく考えておりますが、この件については、市長

は具体的にどのように考えておられるのか、ご所見を伺います。 

 なお、回答は件名ごとにお願いいたします。 

 以下、再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 １件目のごじょう保育所の今後と現状等についてご回答申し上げます。 

 本市におきまして入所できていない児童は、９月１日現在、244名となっており、今後とも

保育所の定員増の取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。 

 また、ごじょう保育所の保育士確保につきましては、８月１日付で３名の保育士を市職員と

して採用し、嘱託職員についても１名の採用をしております。 

 その後も、嘱託職員や臨時職員の採用につきまして取り組みを継続しており、この間、数名

の面接や相談も行っている現状です。しかしながら、依然として保育士は不足しており、今の

ところ200名定員までの入所決定は困難な状況が続いております。 

 なお、３名の正職保育士の採用によりまして、職場環境の充実につきましては、大きく改善

が図られたものと考えております。 

 詳細につきましては、担当部長から回答させます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） おはようございます。 

 それでは、詳細につきまして私からご回答申し上げます。 

 まず、１項目めの待機児童数についてでございますが、本年９月１日現在の入所できていな

い児童数は244名となっておりまして、６月から22名の増となっております。 

 次に、２項目めのごじょう保育所の入所児童数についてでございますが、嘱託保育士の採用

は、これまでの広報や市のホームページ、ハローワーク等に加えまして、新たに新聞折り込み

広告の活用やごじょう保育所での嘱託保育士採用説明会開催など、不足する保育士の確保に努

めてまいりましたが、依然として保育士は不足をしておりまして、200名定員までの入所内定

はできておりません。このため、今後とも不足する保育士の確保に努めてまいります。 

 次に、３項目めのごじょう保育所保育士の職場環境についてでございますが、保育士の人数

に見合う入所決定を行うなど、職場環境にも配慮した上で、今後も入所児童数を検討してまい

ります。 
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 なお、保育士の不足につきましては、十分認識しておりますので、引き続き募集をしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） １点目の９月の時期で、現在で244名、待機児童数ということでござ

いますので、これにつきましては、そういう指導であればいいと思いますが、今後まだまだ増

えてくる可能性が多いことでありますので、その辺は十分に保育所関係の皆さんは対応を十分

していただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 次の２点目、これが、先ほど言いましたように、前回６月議会に部長のほうから、６月議会

の答弁では不足する保育士をあらゆる方法にて確保に努め、200名定員までの入所ができるよ

う考えていると言われておりましたよね。そういう中で、今現在は200名は困難というのが問

題であって、来年の４月１日まで、困難じゃなくて200名が入れるように、入所できるように

できるのか、その辺をもう少し詳しく説明ください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 回答の中でもお答えいたしましたけれども、これまで以上に、先ほ

ど言いました新聞折り込み広告、また、採用の説明会、そういったものも開催したところでご

ざいますけれども、思ったほどの相談、また来所者がいなかったというのが現実でございま

す。私どもといたしましても、やっぱり一人でも多くの保育士を採用して、200名定員に近づ

けたいという気持ちは当然持っておりますけれども、今後、どういう方法ができるのか、これ

につきまして、また内部でも十分検討して、新たな方策、そういったものも考えていきたいと

いうふうには思っております。ただ、現実問題といたしましては、やっぱりどこの保育所も保

育士の確保には随分苦慮をしてあるようでございます。また、他市の状況を聞きましても、や

はり保育士の確保というのが、今大きな課題になっているというのはお聞きをしております。

そういった中で、今不足している保育士、これが確保できるのかというのは非常に難しい面も

あろうかと思いますけれども、できる限りのことはやっていきたいというふうには考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） そういうことに大体なっていくのが問題であって、やはり早急にそう

いうふうにしていかないかんと思うんですよね。前回は私が言いましたが、市内には３カ所大

学があって、そういう保育士ができ上がっている方があると思うんですよね。そういった部分

でのやっぱり市長を初め担当者のほうから、そこのそれぞれの学校に協議をしていただいて、

できるだけこちらに入ってもらえるように、その辺はやっておったんですかね。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 各大学等につきましては、今回も、こちら、人事のほうからの働き
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かけということになりますけれども、それぞれ各大学の担当者のところを回りまして保育士の

確保についてお願いをしてきているような状況もございます。また、太宰府市内だけではなく

て、近隣の大学等へも今回の採用のパンフレットを送付するなど、そういったところは行って

おるところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） 問題は、来年度に保育士を２人程度確保するということで、採用する

ようにしていますよね。それも危ないんですか。その辺はどうですか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 来年度、議員おっしゃいますように２名程度の採用予定をいたしており

ます。第１次試験が今度の９月18日に行われる予定でございますけれども、現在、申込者数と

いたしましては９名申し込みがあっているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） ９名ということで、中身は私どもが聞くわけにいきませんけれども、

基本的に保育士を２人程度採用ということのようですけれども、ごじょう保育所の200名を入

所するためには、やはりこの２名程度ではできないわけでしょ。その辺はどうですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 現在、私どもが想定をしております中では、200名定員に対する保

育士の不足数、これは９名ということで考えております。ご存じのとおり、ごじょう保育所に

は、特に配慮を必要とする子どもたち、こういう子どもたちも多数来ておられます。その子た

ちの状況によりまして、この人数というのは変わっていくとは思いますけれども、現時点で

200名入れるとすれば、あと９名ほど保育士が必要であろうというふうに思っているところで

す。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） そこでは、やっぱり200名定員を入れるために来年度に保育士を２人

程度ということじゃなくて、９名今来ておるのであれば、中身的にこの保育園の子どもたちに

ついては、指導者、保育士はとにかく子どもが好き、子どもやったらもう何てもしていきたい

という部分を含めて保育士さんは頑張っておられる、勉強しておられると思うんですよ。そう

いう中で、２人程度じゃなくて、９名が来ているようですから、そういった部分を数字を私は

９名なら９名入れてもらいたいと思うんですよね。そうすると、もう200名は全然できるわけ

でしょうが。そういう部分で含めて、これは総務のほうと協議いただいて、保育士を、最終的

に５名は確保してもらいたいと思うんですね。そのうち４名残りますから、４名も、何ですか

ね、補助というか、次の部分でしてもらえるような形で残すというたらおかしいんですが、４

月までに保育士ができないならば、この時期に９名採用することが大事じゃないかなあと思い

ます。そうでないと、困っているのは子どもと保護者ですよね。そういう分では、ぜひ200名
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が定員、できますように保育士を確保をお願いしたいなと思います。そういうことで、これに

ついては市長、どう思いますかね。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ご質問ありがとうございます。 

 先ほどの話ですが、私自身も、大学２校、担当者と話をするなり、あるいは責任者と会うな

りしまして、いろいろな形でお願いしているいきさつもあります。かねてから申し上げており

ますように、当面の一番の課題は保育士確保、渋滞問題、給食問題というふうに思っておりま

すし、これについては私の責任を持って、というか、全部私の責任なんですが、最大限の責任

を持ってやりたいというふうに思っている次第でございます。 

 いずれにしましても、もともとごじょう保育所が前の体制では90人で、それが嘱託等を採用

する形でうまく回っとったというか、そういう体制だったわけですが、200人になった形でも

って、いろいろなことを考え直さなきゃいけない、体制をつくらなければいけない。あるい

は、200人に対して必要な保育士さんは約50名ということで、ほかの保育所に比べると、やは

りハンディキャップを負った子どもさんたちが入ってくるということの中で、やはり市の市立

の保育所として果たす役割というものは、私は大きなものがあるというふうに十分認識してい

るつもりでございます。 

 私としては、もうそういうことでは、やはり保育士確保という問題は大きい問題だと思いま

すので、私の責任において、来年４月からの、先ほどの上議員がご指摘していただきましたい

ろいろな方法、あるいはいろいろな形での方法でもって200人の定員確保については全力を尽

くしたいというふうに思っております。それと、またいろいろな形で、保育所の新設の問題、

新設の提案等も出てきております。やはり働くお母さんを支えるためには必要だと思いますの

で、保育の問題、保育所、保育士確保の問題、しっかり取り組んでいきたいふうに決意してい

る次第でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） ありがとうございました。 

 次に、３点目のことですが、この職員の休暇等がとれない苛酷な状態の職場環境があるとい

うふうに言われておりまして、私どもそういうふうに耳に入ってきておるんですが、そういっ

た部分で、少しちょっと聞きたいんですが、ごじょう保育所は、先ほど市長も言われました

が、50名ぐらいいるということですけれども、今の現在は、現在、正職保育士が22名、嘱託保

育士が19名、臨時職員さんがフルタイムで１名、及びパートが６名と、合計で48名おられるよ

うですが、この中で非常に厳しいと前から言われておりましたけれども、３名というか、１名

はこの間入った３名は、１人はやめられた方があって、２名ですよね、結局増えたのは。だか

ら、そういうことで、２名この中に入ってきたことによって、非常に苛酷な状態が少しは緩や

かになったということだろうと思うんですが、これは、総務のほうに聞かにゃいかんとでしょ
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うけれども、正職の保育士22名が１カ月でどのくらい休暇日数をとられているのか教えてくだ

さい。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 平成28年度の統計ではございませんが、平成27年度の状況で申し上げま

すと、平成27年度は正職保育士は17名おったわけでございますけれども、年平均でいきますと

3.7日というところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） 恐らくこの3.7日ぐらいが休まれるということはあろうと思うんです

が、非常に少ないっちゃ少ないんですよね。そういいながら、この市役所の中の職員も、やっ

ぱりなかなかそれぐらいでしょ。基本的には、もう少しやっぱり休暇がとれるような環境、こ

れは、もう保育所だけではなくて、市全体の職員の皆さんの分で、週休ではないけれども、そ

ういう休暇がとれるのが十何日かあるんですから、そういった部分では、せめて５日ぐらいと

いうか、５日ぐらいというんですかね、５日ぐらいは休暇ができるような形を十分とってやり

ますと、職員は十分活動ができるだろうと思います。そういった部分では、そういった職場環

境を十分今後ともやっていただいて、その辺を含めて職員を、今度数が少ないんですが、もう

少し来年の中に入るようになっておりますが、分けていくんでしょうけれども、そういった部

分でもう少しやっぱり職員を増やさないと、こういうことが残ってくるので、できたらこの

際、正職というか、その中での保育士さんは９名確保していただきたいと私は思うし、どうし

てもだめなら５名ということになりますが、プラス、職員を、パート15名、全体で20名ぐらい

は追加していかないと、今、本当に職員は少ないですよ。そういう中で、仕事をすることは大

変な部分だろうと思います。そういうことで、その辺は十分考えていただいて、検討中でしょ

うから、そういう部分で出せるものは、この際予算、９名出ているということでしたが、その

部分を含めて増やしていただくようにしていただければと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

 じゃ、２件目をお願いします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 市長。 

○市長（芦刈 茂） 次に、２件目の西鉄バス二日市、二日市東口駅、西鉄五条駅の増便等につい

てお答えいたします。 

 この路線は、ご存じのように、西日本鉄道株式会社が運行されております営業路線であり、

バス利用者の状況や路線の経営状況により、運行ダイヤも設定されているものでございます。 

 運行開始以来、利用者の高齢化等で通勤手段としての需要が減少したことなどにより、段階

的に減便されてきた経緯があるようです。 

 現在の運行状況は、路線全体で平日は、151便、そのうち五条駅発着の便は63便であり、五
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条駅発の便につきましては、西鉄二日市東口行きが24便、太宰府高校入り口行きが７便で、合

わせて31便が運行されております。 

 また、高齢者の皆様が主に外出される時間帯であります午前８時台から午後４時台までの運

行状況を見てみますと、五条駅から14便、平均して37分間隔で運行しております。 

 この路線は、早朝から夜遅くまで運行している点や、筑紫野市の西鉄二日市駅まで直通で行

くことができる点など、民間の営業路線ならではの利点がございます。 

 市といたしましては、このような貴重なバス路線を地域の皆様方に積極的にご利用いただ

き、路線を維持していくことが大変重要であると考えております。そのためにも、地域の皆様

方のご意見、ご要望は、西日本鉄道株式会社へお伝えさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） ありがとうございます。強く要望していただけるということですが、

ちょっと少しだけ中身を言って、話をしたいと思いますが、このバスについては、昭和58年に

団地バスとして東ヶ丘、星ヶ丘、梅香苑線が開通しまして、今日まで34年間運行してもらいま

したが、民間企業といえども、公共交通機関が市や地域の関係者に協議もなく一方的にダイヤ

改正をされてきておるんですよね。また、その上、星ヶ丘の間近の太宰府高校への通学区間に

は、大型と小型バスが43便運行されているなど、青山地区住民は大変不便を感じ、大きな不満

を持っておられます。地元企業として、もっと地域に密着し、寄り添った運営をされるよう、

市長からこれ、先ほど言っていただきましたけれども、こういうことを含めて市長から強く要

望していただきたいと思いますので、これもあわせてそういうことでよろしくお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ありがとうございます。本当に先ほど申し上げましたように、語る会でも、

とりわけそちらの地域の方からは、やっぱりバスの問題を大変強くといいますか、いろいろな

市民と語る会の中で聞いております。ただ、全体的に、先ほど申し上げましたように、高齢化

に伴い、やはりお勤めに出る方が変わってきているという状況もあるような形もあるようでし

て、ただ、いろいろな形で足という、買い物に行く、いろいろなところに行くということは非

常にやはりふだんの生活をする上で大事なことでございますので、いろいろな形のことについ

てはちゃんと伝えていきたいというふうに思っている次第です。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） せっかくですから配付資料を配らせていただいていますので、そのこ

とについて少しだけ配付資料を見ながらしていきたいと思いますが、配付資料の中で、資料下

側、これ、上と下ありますが、上側が五条駅バス停留所出発ですね。下側が西鉄二日市東口バ

ス停留所、東口からバス停留所へ出るんですが、これ、下側のほうが問題なんで、西鉄二日市

東バスから五条駅まで来るバスがどうなっているかということがはいっておるわけですよね。
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この部分でいきますと、この下側ですね、西鉄二日市東口バス停留所の時刻表の左側、緑がつ

いていますが、平日、月から金曜日の関係ですが、西鉄五条駅には26便来るんですね。来るこ

とは来るんですが、これが、上側になりますと、帰りがけが24便しかないという、何かよくわ

からないんですが、これは、高校生に入っていく部分があるのでこういうふうになっているん

だろうと思いますが、こういう形ですね。それから、二日市東口のもう一つ下側の、これ、ち

ょっとマルポツがちょっと見にくいですが、太宰府高校の高校口ですね、これが43便出るんで

すね。合計出すと、これ、69便あるんですよ、本当。昔は、もう高校がなかったら全部五条ま

で来ようったんですけれどもね。そういう部分で、ちょっと説明いたしますけれども、資料下

側の西鉄二日市東バス停留所の時刻表の西鉄二日市東口の緑の平日、月曜から金曜の運行時刻

表、行き先の太宰府高校行きのバスは43便もあり、西鉄五条行きは26便しかありません。しか

も、１時間に１便しか運行していない時間帯が10カ所あるため、先ほど言いましたように、太

宰府高校口から１台を西鉄五条駅に運行していただき、これは、もう本当に私どもの星ヶ丘か

ら高校の近くですので、そこにとまっておりますから、その１台を西鉄五条駅に運行していた

だき、その便を五条駅から五条台、東ヶ丘、星ヶ丘、梅香苑、梅香苑入り口、君畑、西鉄二日

市東口まで、それからそういう西鉄二日市東口、五条駅前の往復について、せめて１時間に最

低でも２便にダイヤが改正できるようにしていただきたく、市長から西鉄バス二日市バス会社

に対し、増便されるよう、これも要望していただきたいと思っていますが、市長が行かれると

きには、私、ついていきたいと思いますが、そういう部分で、前の市長は、全然、言うだけで

した。全然、私は一緒に行ったことはありませんし、何ね、あんたたちがせにゃいかんちゃな

いのというぐらいでした。ぜひ二日市バス会社に、こちらの太宰府駅までのバスはどんどんこ

こに来ますけれども、そういうことで、結構市長も大分協議されておると思いますので、この

ことについて、よかったら私も一緒についていきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思いますが、再度いいですか、もう一度。再度、してください。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ご趣旨、しっかり承り進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員。 

○１０番（上  疆議員） これで終わります。 

○議長（橋本 健議員） 10番上疆議員の一般質問は終わりました。 

 ここで10時40分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前10時29分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前10時40分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ８番徳永洋介議員の一般質問を許可します。 
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              〔８番 徳永洋介議員 登壇〕 

○８番（徳永洋介議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従って

質問させていただきます。 

 1970年に現在の障がい者支援体制の基本である障害者基本法が成立しました。2004年に障害

者基本法が改定され、都道府県及び市町村が障がい者支援のための施策を制定することが義務

づけられました。発達障害者支援法は、同じく2004年に制定され、その目的は、発達障がい児

の早期発見、教育と就労支援の法律です。 

 これまでの障害者基本法と発達障害者支援法の大きな違いは、その対象者がこれまでの法律

では障がい者と見なされてこなかった注意欠陥多動性障がい、学習障がい、高機能自閉症、ア

スペルガー症候群などの知的障がいや身体障がいを伴わない障がいを持つ子どもや成人が対象

であるということです。 

 これらの発達障がいは、従来の障がいの概念外であったために、支援の対象になっていませ

んでした。現在、注意欠陥多動性障がい、学習障がい、高機能自閉症、アスペルガー症候群

は、いずれも生育環境による後天的な障がいではなく、生得的の障がいであることがわかって

いますが、近年、そうした理解が得られるまでは、生育環境やしつけ、本人の努力不足などに

よって社会適応の不全状態と考えられてきました。しかし、発達障がいの本能の理解ととも

に、生まれつきコミュニケーションや社会適応の困難さを来す障がいであることがわかってき

たと言われています。 

 発達障がいのもう一つの特徴は、その頻度が６％前後と、従来の他の障がいに比べて高いこ

とです。従来の障がい概念の中の一つである知的障がい児の頻度が２％前後であったことを考

えると、発達障害者支援法の対象である発達障がい児がその３倍の６％前後であることの意味

は、極めて大きいと考えます。 

 発達障害者支援法では、障害者基本法に準じて、発達障がい児の早期発見体制と学校や職場

での支援体制にかかわる施策を都道府県、市町村が責任を持って施行することが義務づけられ

ています。発達障がい児支援の施策は、医療・保健・福祉、教育、労働の全ての分野で施行す

る必要があると言われています。 

 しかし、発達障害者支援法は、発達障がい児への支援を都道府県、市町村の義務と位置づけ

た法律ですが、その理念の実現にはまだ問題があると言われています。 

 第１に、本法は、理念を定めた法律であり、その履行に関しての罰則等がなく、また、施行

されてからの年数もまだ短く、多くの都道府県、市町村では、その実行に必要な予算や専門的

な人員確保に苦労している実態があることです。 

 そこで、太宰府市での発達障がい者支援の施策について、４件伺います。 

 １、太宰府市における発達障がい児支援の目的と基本理念。 

 ２、発達障がい児支援のための現在の施策。 

 ３、今後の発達障害児支援計画と方向性。 
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 ４、療育相談室の現状です。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 子育て支援事業、発達障がい児（者）支援につきましてご回答申し上げま

す。 

 発達障がいに関しましては、平成17年４月１日に施行いたしました発達障害者支援法により

まして、発達障がいの定義と法的な位置づけがなされ、乳幼児期から成人期までの地域の一貫

した支援の促進、専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保が求められております。 

 本市におきましては、発達障がいを早期に発見し、医療機関や療育機関につなげていく必要

がありますので、乳幼児健診を担当いたします保健センターと就学前の子どもの発達に関する

相談を担当いたします療育相談室のさらなる充実と連携を図る必要があると考えているところ

でございます。 

 なお、詳細については、担当部長から回答させます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 詳細につきまして、私からご回答申し上げます。 

 まず、１項目めの発達障がい児の支援の目的、基本理念につきましては、市長が先ほどご回

答いたしましたとおりでございます。 

 次に、２項目めの支援のための施策についてでございますが、就学前の子どもの発達に関す

る相談の窓口といたしましては、保健センターの隣にあります療育相談室におきまして対応し

ておりまして、必要に応じまして医療機関や療養機関へとつなげております。 

 そのほかといたしましては、市内にあります児童発達支援センターすみれ園への通所や障害

者総合支援法によります障がい福祉サービスの利用が可能となっております。 

 次に、３項目めの今後の発達障がい児支援の計画と方向性についてでございますが、第３次

障がい者プランが今年度をもちまして５年間の計画期間が完了いたしますことから、現在、第

４次障がい者プランを策定中でございます。 

 第４次障がい者プランの作成に当たりましては、当事者アンケートや障がい福祉サービス事

業所の福祉専門職に対しての課題把握調査等を実施しながら、計画に反映していく予定でござ

いまして、今後の方向性などにつきましては、このプランの中でお示ししたいと考えておりま

す。 

 次に、４項目めの療育相談室の現状についてでございますが、現在、療育相談室のスタッフ

といたしましては、常勤の保育士４名、うち２名は嘱託の保育士となっております。このほか

週２日勤務の臨床心理士が２名、週１日勤務の臨床心理士が１名、週２日勤務の言語聴覚士が

１名の計８名の専門職にて相談業務に対応しております。 

 平成24年度に解説しました療育相談室でございますが、開設当初は年間91件の相談件数でご
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ざいましたが、年々相談件数は増加をしておりまして、昨年度は333件と、開設当初の約3.6倍

の伸びを示しております。 

 このような中、今後、子育て支援センターやごじょう保育所等とのさらなる連携強化が必要

になると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） １番でもあったように、基本理念で就学前から就労まで一貫して市のほ

うでも義務づけられていますけれども、担当となる課というか、トータル的に見る行政の中心

的な課というのはあるんですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 就学前、これにつきましては、今、療育相談室を担当しております

障がい福祉担当課、そちらのほうで担当していくことになってまいります。また、小・中学校

時期におきましては、学校、そういったところで対応ということになってこうかと思っており

ます。この発達障がいの支援につきましては、就学前、就学中、また就学後と、それぞれの時

期に応じてそれぞれ必要な支援というのが異なってまいります。そういったこともございます

ので、それぞれの立場で支援、そういったものは行っていくような形になっていこうかと思っ

ております。 

 最後の就学後ということに一つはなってこうかと思いますけれども、これにつきましては、

当然、障がいとしての認知をしておりますので、これにつきましても障がい福祉課のほうでい

ろいろなサービス、そういったところについての提供をしていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 就学後は、いろいろまた課題もいっぱいあってなかなか難しい問題ある

と思うんですけれども、基本的には子育て支援センターとかが全体的に見ていくとか、そうい

うことではないんですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 子育て支援センター、こちらのほうは、ひとつ子育て支援という大

きな目での支援ということになってまいりますので、その中で当然、そういう特に配慮の必要

な子どもたち、そういった子たちに向けての教室とかも開催はされておりますけれども、基本

的には療育相談室がまず基本になってくるだろうというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 就学前ですね、療育相談室とかありますけれども、実際、発達障がいの

疑いのある子とか、障がいのある子とか、かなり差はあると思うんですけれども、幼稚園とか

保育園、施設以外でのそういう受け入れ態勢は、今、どうなっていますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（濱本泰裕） 幼稚園や保育所、そういったところで受け入れができる部分につい

ては当然受け入れというのは行っております。先ほどの質問でも申しましたように、ごじょう

保育所、こちらにつきましては、特に配慮の必要な子どもたち、そういった方の受け入れも行

っているような状況でございます。療育相談室の相談ですけれども、もちろん幼稚園や保育

所、そういったところからの相談というのも、こちらで受け付けを行っているような状況でご

ざいます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 度合いにもよると思うんですけれども、やはりその子を預かるに当たっ

て加配職員とか、そういったことはなされているんですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 支援を必要な子どもたちを受け入れる場合につきましては、その加

配につきまして、市からの補助というのを出しております。また、ごじょう保育所につきまし

ては、支援保育士という形で１名の配置を特別にしているような状況でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 次、就学中ですけれども、小・中学校において、今回特に小学校で特別

支援学級がかなり増えたと思うんですけれども、特別支援学級をつくるに当たっての何か条件

とか、どこが判断するのかというか、かなり今回増えて、筑紫地区で担任がいないような状況

になったんですけれども、そういう特別支援学級をつくるルールというか、何人以上とか、学

校判断とか、結局最終は県教委が認めるとか、そういったことをもし今、お答えできればお願

いします。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 特別支援学級につきましては、基本的に、例えばそれまで肢体不自由

のお子さんがいないとかというところに入学していたというような状況があれば、当然市のほ

うから県のほうに要望しまして、１名でもそこの学級が開設するということはあります。基本

的に、例えば、今現在あるところで人数が増えていけば、例えば８名、９名、これはなかなか

子どもさんのそれぞれの状況があると思うんですけれども、今の１学級では難しいという状況

であれば、学級の増設を要望して開設されるということがあります。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） あと就労の実態なんですけれども、太宰府の特別支援学校とかあります

けれども、自分の知り合いの教師が東京のほうでそういう特別支援学校勤めていろいろ苦労し

ている話は聞いたんですが、ただ、自信持って言っているのは、100％の就職、進路で、東京

ですけれども。やっぱりどうしても企業、大企業が多いし、国の補助もあって、自信を持って

言っていたんですけれども、例えば、太宰府特別支援学校とか、太宰府市、みんな何らかの障

がいを持たれた方の進路の実態とか、そういったことがもし今わかればお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 
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○市民福祉部長（濱本泰裕） 申しわけありませんけれども、そういった数字というのは、今のと

ころ市のほうで把握はできておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 今後のということで、ちょっとお聞かせ願いたいんですけれども、就学

前の診断によってその子が施設に行くのか、地元の小学校の特別支援学級を選ぶのか、そうい

う決定する過程というのはどういう形で行われていますか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 就学前の子どもが、例えば公立の小学校に行くとか、特別支援学校に

行くというのは、基本的には就学支援委員会のほうで決定いたします。その過程といたしまし

ては、特別支援教育コーディネーターというのを教育委員会のほうには位置づけておるんです

けれども、そちらが随時まずは年間を通して保護者の教育相談を受け付けております。学校生

活や学習面においての不安とか悩みを伺いながら情報提供を行うとともに、必要に応じて発達

心理検査を実施いたしております。発達心理検査については、結果も実施するにとどまらず、

結果までもきちんと保護者に伝えるようにしております。それとともに、６月、９月から学校

の要望等も受けまして、これまた、臨床心理士による発達心理検査を実施しまして、保護者と

直接面談を行いまして、先ほど言いましたように、面談を行った結果を伝えるようにしており

ます。 

 それから、保護者の同意が得られたケースについて、先ほど述べました就学支援委員会、こ

れは10月から11月ぐらいにかけて開催するんですが、その場において専門家の方の意見を聞き

ながら、その子に適した就学先を決定する、決定するというか、それはあくまでも専門家のご

意見として保護者に伝えるということになります。それで、最終的にはどういうふうに決定す

るかというと、保護者にその専門家の意見をお伝えしまして、保護者の方が最終的に判断する

というふうになっております。 

 それから、例えば、保育園、幼稚園においても、気になる子とか何か相談があるということ

になれば、先ほど言いました特別支援教育コーディネーターが保育園、幼稚園のほうに出向き

ながら、別のところで検査等を行っていれば、その検査結果をもらいまして就学支援委員会の

ほうにそれもかけるようにしております。ですから、実際に小学校、中学校だけではなくて、

幼稚園、保育園のほうにも出向いて、子どもたちの様子を実際に見とるようにしております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 例えば、就学前で検査ではわからなくても、入学した後、発達障がいの

疑いがあると。そういった場合には、どういう方向でされていますか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 今のは、あくまでも小学校に上がるときのことなんですが、途中で
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も、学校生活を送っている中で、例えばそれが何年生であろうと、学校のほう、もしくは保護

者のほうから相談があれば、先ほど言いました特別支援教育コーディネーターもしくはスクー

ルカウンセラーのほうが、途中でも発達心理検査等を保護者の同意のもと行うようにしており

ます。そして、就学支援委員会の中に、その子たちも必要があれば専門家の意見を伺うと、そ

の中に入れていただいて、どういうふうに就学先、来年度の就学先を決定していくかというこ

とを協議しております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 済みません。そのコーディネーターの方の勤務というのは、毎日です

か。週２日とか３日とか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 基本的に週２日です。ただし、どうしても、例えば先ほどの保護者へ

の説明をフィードバックといいますけれども、相手の保護者の方が決まった勤務日ではない日

を希望された場合とかは、そこは融通をきかせて保護者の方と必ず直接面談しながら説明する

ようにいたしております。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） この質問をするに当たって、障がいをお持ちの方の保護者の方にお話を

させていただいたんですが、非常に不安を感じていらっしゃいます。施設に行くのか、地元の

小学校に行くのか、保護者の方選べていいじゃないかと思われますけれども、結局どっちに行

くかによって生活が変わる、弟さん、妹さんがいれば保育園を幼稚園に変えたり、仕事も変え

なければいけない。やっぱりその決断するに当たって、物すごく、どっちにしますかだけでは

なかなか保護者の方の不安。やっぱり就学して、小学校入学して、我が子が発達障がいの疑い

があると。まず、それを認める、保護者の方が、で、教育、専門的な知識を得て教育するとい

う、そこの辺の不安ですね。できる限りのことされてあると思うんですけれども、できれば、

就学前と就学中の療育相談室、その辺の連携というか、何かもし不安に思われることがあれば

療育相談室に行かれませんかとか、できるだけ多くのいろいろな部分を使っていただいたら。

保護者の方が言っておられるのは、うちの子も見てないのに何で施設ですかとか、アンケート

書いて終わり、年明けて決まる。物すごく不安に感じていらっしゃるんですね。やっぱり専門

的な情報をできるだけ与えて、やっぱりできるだけいい教育環境を、そういう状況で選択とい

うか。そういう意味では、療育相談室の役割というか、かなり件数も増えてきて、やっぱりま

ずそこから保護者の方と接して一緒に考えていくことができているんじゃないかなあと思うん

ですけれども。そういう意味では、子育て支援センターと療育相談室が機構の中、ちょっと離

れて見えるんですよ。ホームページを見ても、やっぱり太宰府市の子どもたち全部を見るのが

子育て支援センターの中で、ホームページでも子育て支援センター開いたら療育相談室も入っ

とっていいんじゃないかなあと思うんやけれども、障がいのほうを開かないと出てこないとい
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うか、そういう部分で、何か太宰府市の機構というか、今回、機構改革とかも考えていらっし

ゃるみたいなんで、ぜひ市長の今のお考えをお聞かせ願えたらと思います。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 徳永議員の質問にお答えいたします。 

 確かに、今おっしゃるとおり、機構改革の検討中でございます。おっしゃいますように、こ

の障がいの部分につきましては、ご承知のとおり、今年、発達障がいの次の計画を立てるとい

うことで強化いたしまして、担当課というところでいたしております。それから、来年度に向

けて、できるだけ、今言われましたような連絡のとりやすいような組織に今検討いたしており

ます。できる限り、今のようなことがないようにしたいと思います。今、組織、部が分かれて

おりましたりして、そういうところもありますので、なるだけ一つのところに集めて連携をし

やすくしたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） やはり、少子・高齢化に向けて高齢者問題、保育園問題、子どもの貧困

問題、いろいろな課題抱えて、事務処理は大事なんですけれども、やっぱり人、市民の方とす

る部分で、やっぱり人を増やす部分は増やさなくちゃいけない。何か市役所の方も働きにくい

状態があるんやないかなと、整理されて、ぜひ機構改革した後に市民サービスがよくなったと

市民の方から言われるようにしていただきたいんですけれども。そのため、市長、もっと現場

の職員の方の意見を聞かれたらと思うんですけれども、そういう努力はなされていますか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 今年度、市役所改革元年ということで、一番大事なのは、コミュニケーショ

ンというふうなことを考えまして、朝礼を回ったり、いろいろなところでのヒアリングをした

りしているということです。私が末端まで把握できているかというと、本当にまだそれにはほ

ど遠いというのが正直なところでございまして、やはりいろいろな形での運営の仕方というの

を、ひとつ私としては考えなきゃいけないというふうに思っておりますが、その前提としての

コミュニケーションはとても必要なことだと思いますし、まだ全部回れておりませんが、朝礼

等も回っておったりしておるということでございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 次ですけれども、療育相談室の件を保護者の方から非常に感謝している

というお言葉、いっぱいもらったんですけれども、ただ、やはりどうしても自閉を持っている

お子さんとか、あそこが窓がない、狭い。保護者の方が言うと、においがというようなことを

おっしゃっているんですけれども、そういう実態ありますか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 建物の構造上、今の保健センターの奥側という形になっておりまし

て、窓がないというのは現実でございます。においにつきまして、ちょっと私、感じたことは
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ないんですけれども、やはり空気が循環しないというのは、確かにあの場所、あろうかと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） ぜひ、施設をつくるというと物すごくお金かかると思うんですけれど

も、今度機構改革もあって、体育協会とかも地域包括支援センターのほうにずれますし、ぜ

ひ、今１階の部分を２階に移動して、せっかくかなりいい効果を上げられていると思うんで

す。それ以上に、お子さん、保護者の方、環境って大事じゃないかなと思うんですよ。ぜひ早

急に、これはやっぱり現場の声だし、市民の声なんで、早急に市長にお願いしたいんですけれ

ども、市長、お願いできますか。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 先ほどの機構の中でも申しましたとおり、そういうところは検討している

段階でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） 機構のほうも検討ですけれども、これはもう早急じゃないかなと思うん

ですよね。かなり多くの方が言ってらっしゃいます。健康面の部分でもって言われる保護者の

方もいらっしゃいます。物すごく、やっぱり長時間そこにいらっしゃるとわかるみたいで、か

なり気分を害してある方がいらっしゃる。その場が療育相談室にそのまま放置されるというの

は、大変に問題じゃないかなと思うんですよね。この部分だけは、今度予算も伴って動きます

し、施設を新しくつくれということじゃないんで、何とか早急に市長のリーダーシップででき

ないか、もう一度お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 副市長答えましたように、機構改革の中で考えていきたいと思っておりま

す。いろいろなところ、見直すところ、しっかり考えてやっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員。 

○８番（徳永洋介議員） やはりそういう現場の声というか、いろいろな市役所の方もいろいろ現

場の声があると思うんですよ。ここをこう変えてほしいとか。ただ、名前だけ変えて、何か昔

に近いやんとか、そういうレベルの機構改革ならやる意味がない。やはり現場の声を、そのた

めに働きやすい、それが結局市民サービスにつながっていくんで、ぜひ期待していますので、

市長の強いリーダーシップで機構改革を行ってください。 

 以上で終わります。 

○議長（橋本 健議員） ８番徳永洋介議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時20分まで休憩をいたします。 
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              休憩 午前11時09分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時20分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 17番村山弘行議員の一般質問を許可します。 

              〔17番 村山弘行議員 登壇〕 

○１７番（村山弘行議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従

い、２項について質問を行います。 

 まず、長浦台公民館の地震対策及び長浦台５号公園の活用関係についてお伺いをいたしま

す。 

 長浦台共同利用施設、以下、公民館というふうに言わせていただきますが、玄関階段は、通

路との間にすき間がある状態であります。近年、我が国は、かなりの頻度で地震が発生をして

おります。東北大震災や、本年４月の熊本、大分での大地震では、いまだに復旧活動が続いて

おりますし、避難生活はいつまで続くのか、現地の方々は不安の毎日と思います。多くの人々

は、この東北大震災や熊本の大震災は、マスメディアで全国に流れておりますことから、地震

の怖さや被害の大きさは十分知っておられると思います。その危機意識は当然ありますし、本

市に住んでおられる市民の方々も同じであろうと思います。 

 そこで、長浦台や大佐野周辺は、ご承知のとおり警固断層が走っておるところでございま

す。長浦台公民館は、市の避難指定場所にされております。皆さんのお手元に配付をしておる

と思いますが、写真の１番をごらんいただきたいと思いますが、この１番の写真が玄関でござ

います。その下の２番目の写真を見ていただければおわかりと思いますが、ここが空間になっ

ております。このような状況で地震を想定した場合、これが落下するのではないかと思うのは

当然でありますし、大変気になるところであります。仮にこれが落下をするようなことになり

ますと、この１階の部分といいますか、駐車場から玄関に入ろうという通路が確保されると思

いますが、№３の写真を見ていただければわかりますように、70㎝も満たない、非常に狭隘な

道路でありまして、やっと人が１人通れる幅でありますし、車椅子では全く通ることができま

せん。これらに対する対策を早急に実施しなければならないと思いますが、市のご所見をお伺

いをいたします。 

 次に、長浦台の５号公園についてお伺いをいたしますが、かつてこの５号公園は、ゲートボ

ール場として地元の人々が大変活用されておりましたが、現在はゲートボールをされる方はほ

とんどなく、また、何か催し物をするにしても少し狭過ぎることから、ほとんど活用がされな

い状態でありました。そこで、地元の自治会や子ども育成会、保護者の方々が、この公園の活

用ということと、子どもたちの食育を兼ねて、この一部を芋畑として苗植え、草刈り、水や

り、そして収穫をし、その芋は暮れの自治会の餅つきの際に焼き芋として大いに楽しんでおら

れました。しかしながら、これは、あくまでも公園としての使用目的からすれば、目的から外



－128－ 

れておるわけでありますから、これは、結局廃止というふうになったところであります。その

後、市のほうが肝いりをしていただきまして、新たに違う場所を見つけていただきましたが、

現状では、まだ手つかずの状態になっております。これらについての早急な整備をお願いをし

たいと思いますが、その時期などについておわかりになれば明らかにしていただきたいと思い

ます。 

 次に、市発注の公共事業の金額というものがどのようにして予算の積算が裏づけされておる

のか。また、一般競争入札と指名競争入札の利点、あるいは問題点、あわせて最低制限価格の

設置について具体的にお伺いをいたします。 

 市は、さまざまな事業を企業に発注をしておりますが、その際の金額はどのようにして決め

ておられるのか。例えば、受注者側が参考になるような数字あるいは金額みたいなものを実態

として出しておるのか、そういうことは全くないのか、発注の金額の裏づけ、積算チェックと

いうものが行われているのかないのか、あるいはそういう必要はないのかお伺いをしたいと思

います。 

 それから、さまざまな企業は、任意の友誼団体を持っていると思いますが、それらの団体と

の市は災害時などに際しての協定みたいなものを結んでると思います。昨日も、有吉議員の質

問の中でも、市役所だけではなかなか災害復旧はできないということで、関係機関あるいは企

業の協力を得なければならないと、こういうご質問回答があったと思いますが、全くそのとお

りでありますし、大変市としても、あるいは我々市民としても、そういう団体の協力はありが

たく思っております。市は、その任意団体との災害における協定を結んでおられるのか、ある

いはそれぞれの企業と個別に市が協定を結んでおられるのかお伺いをしますし、その協定の際

の協定を結んでおる企業は、例えば指名競争入札の際などの点数の加算になるのかどうなのか

も、あわせてお伺いをしたいと思います。 

 最後に、今後余りないとは思いますが、例えば大型のプロジェクト、金額の大きなものが発

生をした場合には、大抵設計会社などに例えば建物であれば競争入札を行い、そして、その設

計会社の積算した金額が、ほぼ市が発注する金額になっているのではないかというふうに思い

ますが、そういう場合、市としてその積算の裏づけというか、チェックをするような、その種

の専門的な人材を有期限づきの職員として採用し、市としての金額を積算する。そうすれば、

より高質で安価なものが出るのではないかというふうに思いますが、見解を求めるわけであり

ます。 

 回答は項目ごとにお願いし、以下、再質問については発言席にて行わせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） １件目の長浦台公民館の地震対策及び長浦台５号公園の活用関係

についてご回答を申し上げます。 

 まずは、１項目めの長浦台公民館の地震対策につきましては、議員がおっしゃるように、長

浦台公民館の玄関と道路は１ｍ程度のすき間があり、地震等で階段が落ちた場合は玄関からの
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出入りができなくなること、また、公民館１階側からの出入り口はため池と公民館の通路幅が

狭隘であることは、議員ご指摘のとおりでございます。災害時の第１次避難場所でございます

ので、その階段部分の補強や通路の拡幅につきましては、今までも地元自治会と協議をしてい

た経過がございますので、その経過を踏まえながら、今後は具体的に協議を進める必要がある

ということを考えています。ですので、自治会、水利関係者、それと建設経済部だけでなく、

教育部などの関係部署でしっかりと協議をしてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 次に、２項目めの長浦台５号公園の活用関係についてでございますが、長浦台５号公園につ

きましては、長浦台自治会が地域の交流や子どもの食育のための畑として使用されていました

けれども、これは、公園の目的外使用となりますことから、本年５月に本来の公園の形に戻し

ていただいたところでございます。 

 しかしながら、地元自治体との話し合いの中で、これまでの地域の方の交流の場や子どもの

食育の場をなくしてしまうということは、地域の活性化に与える影響を大きいと判断しました

ことから、現在は市が所有する未活用地で、現在は市と長浦台自治会との間で協定を交わして

おります長浦台公民館臨時駐車場をその代替地とすることで自治会役員の方と協議を今させて

いただいており、既にもう実施に向けた準備ということは整っておりますので、あと、自治会

と協議をしながら進むという形で考えさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員。 

○１７番（村山弘行議員） ５号公園の件についてはよろしくお願いをしておきたいと思います。 

 公民館の件ですが、これ、先ほどお手元にも来ていると思いますけれども、左側が池、金網

のところが池でして、当初池を少し埋めていただいて、公民館の横の今、駐車場みたいになっ

ているところを広場にしたいという前の自治会長さんの要望などもあったんですが、それはち

ょっと大変な金額がかかるということで、当時の担当者とのお話し合いで、ちょっと困難かな

あというふうに思っていますが、ただ、金網とのり面は市の所有地じゃないかなあというふう

に思っております。金網を、あと50㎝なり、あるいは１ｍも広げる必要はないと思います。そ

うすると、駐車場側から１階の玄関に入れる。これ、玄関の階段といいますか、すき間の対策

と、あわせて対応していただけるのかどうなのか、別々なのか。 

 それともう一点、市の第１次避難所に指定をされておる公民館は、これは市側としては、こ

れはもうここが第１次避難場所ですよという程度なのか、何かあった場合に対策など講じられ

るのか、ただ指定しているだけなのか、それもあわせてと思いますが。 

○議長（橋本 健議員） 建設経済部長。 

○建設経済部長（井浦真須己） １点目につきまして私のほうから回答させていただきます。 

 今、私ども考えていますのは、通路といいますか、階段につきましては、私ども建設経済部

の中でも判定といいますか、そういうこともできると思っているので、まずはそういうことを
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私どもでさせていただきたいと。地震に対する判定ですよね。それとあと、通路といいます

か、１階の公園駐車場からの入り口につきましては、もうご存じのとおり公園を快適に使って

いただくという必要もございますもんですから、私のほうで今回答をさせていただいている部

分もありますけれども、そういうことも含めて、まずは公園のほうの出入り口というか、１階

の狭隘な拡幅のほうを協議をさせていただきたいというか、まず、実施させていただきたいと

いうことで、今、進んでるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員。 

○１７番（村山弘行議員） 私は、地元に来たときに、ちょうど今の公民館が建っておって、それ

まで上のほうにある平家の、今、いこいの家になっているところが公民館でして、新しい公民

館ができるということで、当時余り気にもしなかったんですけれども、最近の地震の報道など

を見ておりますと、この玄関はちょっと危ないなと。それと、車椅子の人たちなり、体の不自

由な方々が公民館に行こうとするときに、もしあそこの玄関がなくなっておればなかなか入れ

ないというのと、かつて市のほうからお聞きしたんですけれども、地層が縦に入っておるとい

うことで、非常に危険性もあるということでありますので、これ、地震災害がもういつ来るか

わかりませんので、これは、ぜひ地元の心配されている方々もおられますので、早急に対策を

していただきたいということを、まずはこの件についてはお願いをしておきたいというふうに

思いますので、１件目めについてはこれで終わらせていただきたいと思います。 

 ２件目の回答をお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いいたします。 

 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 次に、２件目のご質問にお答えをいたします。 

 まず、１項目めの市が発注する公共工事に係る予算の積算や契約に必要な予定価格の積算に

ついてお答えをいたします。 

 初めに、予定価格につきましては、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例

価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短及び支払い時期等を考慮し

て適正に定めなければならないと規定をされておりまして、工事の発注に当たっては、各発注

担当部署の職員が福岡県土木工事標準積算基準書や国土交通省公共工事積算基準などの公共歩

掛かりに基づきまして、予算の積算や工事の入札契約に必要な予定価格の積算を行っておりま

す。 

 積算に必要な単価につきましては、公共工事設計労務単価並びに市場調査等による単価資料

を基本として積算を行っているところでございます。 

 また、特殊な工法等で公共歩掛かりや市場単価資料等に記載されていないものにつきまして

は、複数の見積もりを徴収をいたしまして、工事費の積算を行っているところでございます。 

 工事費の積算に当たりましては、土木、建築、電気、機械、設備工事のいずれも専門的な知
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識と経験が必要不可欠でありますので、公共工事を発注する各担当部署には、土木や建築など

の技術職員が配置をされております。各部門の公共工事に係る業務を遂行している状況でござ

います。 

 ご指摘いただきました専門的な人材の期限つき職員採用につきましては、今後の研究課題と

させていただきたいというふうに思っております。 

 次に、２項目めの入札における企業の受注の状況と一般競争入札と指名競争入札の利点と問

題点というご質問につきましては、初めに、一般競争入札と指名競争入札の利点と問題点につ

いて回答させていただきます。 

 まず、一般競争入札についての利点は、一定の参加資格などの制限はございますが、幅広く

参加できる公平、公正な方法であるとともに、競争性が確保できるということがございます。

一方、問題点といたしましては、入札に係る公告や審査などの事務手続に期間を要することに

よる事業発注の遅延でありますとか、不誠実な業者の参入などが考えられます。 

 次に、指名競争入札につきましては、信用、実績、履行能力、手持ち契約状況、不当行為の

有無等を総合的に判断し、選定することにより、工事の品質と円滑な施工確保が期待できると

ともに、入札公告や審査といった手続に係る期間が短縮されることが考えられます。 

 建設業者につきましては、建設業法による経営事項審査の総合数値が県によって定められて

おりまして、点数によってＡ、Ｂ、Ｃランク等と格付され、工事金額によってランクごとに入

札できる業者が限定され、入札に参加できる業者の数も設定されるという仕組みになってござ

います。 

 次に、災害時における支援協定は、団体と締結しているのか、それとも各企業と締結してい

るのかというようなことでございますけれども、これにつきましては、物資支援等を除き、団

体との締結となってございます。 

 また、受注の関係でございますけれども、我が国では頻発する災害と雇用の危機が深まって

いる中で、市民生活の安心と安全を確保するためにも、建設業につきましては、災害時におけ

る応急対策業務に関する協定などを締結をいたしております太宰府市内に本店等がある業者を

地場企業育成の観点からも優先して指名をしているのが実情でございます。 

 次に、最低制限価格設定につきましてご回答いたします。 

 本市では、太宰府市契約規則において、最低制限価格を設ける場合は予定価格の100分の

90から100分の70までの範囲で定めるという条項はございますが、実際に設定した案件は、平

成24年度の建築工事に係る一般競争入札の１件のみでございまして、これ以降に最低制限価格

を設定した入札はございません。 

 最低制限価格設定につきましては、発注形態及び工事内容を考慮しつつ、過去の入札結果等

も踏まえながら、個別に判断を行っていきたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員。 
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○１７番（村山弘行議員） 少し丁寧にお聞きしたいと思いますが、ちょっと団体と災害時等につ

いての協定というのは、団体とやっていて、それ以外でも太宰府市内に本社があれば、そこと

も個別に協定を結ぶということもあり得るということでいいんですか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 先ほどお答えいたしましたように、団体との締結しか行っておりません

で、災害時の支援では、やはり団体としての協力体制、そういったものが得られることが必要

になるためということで、団体との締結というような形になっています。個別企業では、ちょ

っとそこら辺の対応が限定されるというようなこともありまして、そういった形をとっている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員。 

○１７番（村山弘行議員） 指名競争入札の際に、それらの協定を結んでるところも若干の加算と

いうか、計算点数で参考にされるではないかという話を聞いたんですが、そこのところはどう

でしょう。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） そういった締結をなされてない、そういった団体に入ってないというと

ころを指名しないということではございませんで、そういった優先であり、加盟しなければ指

名しないというようなことではございません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員。 

○１７番（村山弘行議員） これは、なぜかというと、指名競争入札であれば、指名業者は委員会

で決めるというふうに思いますけれども、任意の団体に入っていれば、それは個別企業じゃな

くて団体と協定を組んでると、その団体に入っていないところは、やや不利になるのじゃない

かという感じがします。これは、私がいろいろ調べてというか、全く職種や業種は明らかにし

ないという前提でありますが、この５年間で市が発注をしました仕事が20億505万7,200円ぐら

いの中で、その団体に入っておる企業が大体87％ほど入札で落としておる。金額にすると18億

4,800万円程度、20億円の中から。団体に入っていないところは、１億5,700万円程度という具

体的な数字から見ると、職種は明らかにしないということですが、これ、一般的に言います

と、やっぱり友誼団体に入っているほうが入札などでは非常に有効にというか、有利に落とさ

れておるような感じがします。極力、透明にやっていくべきだというふうに思うことは、それ

は私のほうも執行部の皆さんたちも、血税でありますから安い金額で質のいいものをというふ

うに思いますが、一般競争入札を全てすると、地場産業が非常に苦しくなるというのは理解を

しますので、そこは当然配慮があってしかるべきだろうとは思います。ただ、それとて、地元

の企業だからといって点数にげたをはかせるというようなことも、これまたどうかなというの

がありますが、地場産業を育成しながら、そして入札が透明化されていくというような方法を
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極力とってもらいたい。 

 全国市民オンブズマンの見解などを聞きますと、落札率が90％を超えたら競争原理はもう働

いてないんじゃないかと、こういうお話もあるようでありますし、今年の８月である市町村で

は95％以上が８割を超えている。中には99％の入札率があったというようなことなどからする

と、これは本市ではありません、そういうようなことなどが、今、我々議員も政務活動費の使

い方なり、領収証の問題が問われておりますが、この入札の問題というのは、非常にわかりに

くいところがありますし、我々議員もなかなかわからんところがありますので、極力わかるよ

うにしていただきたいという要望はしておきたいと思います。 

 それから、これは先ほど最後のほうに冒頭申し上げましたんですが、一例として申し上げま

すと、今からなかなかそんな大きな仕事は出ないのかなと思いますが、今回、11月に落成しま

す体育館を一例として申しますと、体育館などというものは、１年後に建てるとかというよう

なものでは本来ないと思います。５年だとか６年だとか、事前に議論をし、春日市などでは市

民なども入れてどういう体育館をつくっていくかとかという、要は数年かけて大きなものはつ

くり上げていくと。これは、冒頭申し上げましたように、演台で申し上げましたように、体育

館をつくるために当然設計会社に入札を依頼をする。それを出した、その設計会社が持ってき

た金額が、そこまでの専門的な知識、先ほど総務部長のご回答では、それなりの専門的な技師

のほうでチェックをされるということでありますが、大きい物になるとなかなか専門的な職員

さんはいないということで、例えば５年後に体育館を建てるというときに、５年後にこういう

ものをしたいという入札が発生しましょうが、そういう場合、設計を専門的な、例えば体育館

であれ何であれ、プールであれ、専門的な職員を有期限つきで採用、例えば３年間なら３年間

採用をして、そしてその方たちに３年ほどかけて、その設計の金額がどうなのかということを

チェックを積算をしておくと、設計会社から出た積算の金額と、それを比較して、これは余り

にも高いんじゃないかとか、あるいはどうだこうだというのが言えるし、そういうデータを持

っとけば、そういう設計会社が出してきた金額をチェックなり裏づけができるのではないか

と、より安価で質のいいものができるのではないかという思いを私はずっとしておりましたの

で、その辺についての見解をもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） コンサルタント等へ設計、外部委託ということもございます。そういっ

た基本設計の外部委託により概算工事費等の算出をそのコンサルタントが行うことありますけ

れども、最終的な金額の確認等は担当部署のほうの技術職員が改めて行うというような形にな

っています。 

 それと、先ほどからご質問であります、ご提言してあります期限つき職員の採用の件でござ

いますけれども、ご質問の中にも特殊工法とか大規模工事が、そうそうそういった案件がめっ

たにあるものではございません。それで、それらの案件が発生して、必要が生じるちょっと前

に３年なりの期限つきの職員採用の考え方はないかということでございますけれども、一方で
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は、同じ行政職員でございます福岡県の技術職員が派遣されておる公益財団法人の福岡県建設

情報センターといったような、こういったところもございまして、そういったところへ依頼す

るという方法もあるのではないかというふうに思っております。そういったことも含めまし

て、今後の研究課題とさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員。 

○１７番（村山弘行議員） 私どもが昨年来、市民との意見交換会をしておりまして、その際に体

育館の関係で補正予算の金額が５億円補正予算が出たときに、私が５億円の内訳をあんた言う

てみろと言われて、わかるわけないやないかというふうに言いたかったんやけれどもわかりま

せんと言うたのが、そういうのが裏づけがあれば、その５億円の補正はこういう中身ですよと

いうて執行部にかわって言うのもあれなんですが、そういう意味では、極力、今、総務部長言

われましたように、そういう機関を使って明確な予算編成などもしていただきたいというふう

に思います。要は、地場の企業が育って、そして使う税金が極力透明になるように、今後とも

引き続き努力をしていただきたいということをお願いしまして、私の一般質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） 17番村山弘行議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時50分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 12番小畠真由美議員の一般質問を許可します。 

              〔12番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１２番（小畠真由美議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従

い質問をさせていただきます。 

 財務戦略から見る公金調達運用についての質問をさせていただきます。 

 平成27年度決算報告によりますと、市債残高は238億5,600万円、そのうち地方交付税で措置

されるもの、補助金で賄われるものを除く実質負担割合は約21％で、50億9,800万円。一方、

基金残高は、総額で45億7,873万6,000円となっています。 

 健全な市政運営を行う上で、また、自主性を高めていく上で、さらなる自主財源の確保が必

要であることは言うまでもありません。しかしながら、歳入の大幅な増加が見込まれない中

で、安定して市民の皆さんへサービスを提供していくためには、基金運用や起債の活用は避け

て通れないことです。これまで以上に資金調達を含めた資金管理、運用への市の責任は大きく

なっていると言えます。 

 そこで、幾つか質問をいたします。 
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 まず、本市においては、約10年前に資金管理運用方針が策定されていますが、先進自治体で

は、この運用方針の中で中期、長期にわたる基金運用計画の策定を明記していたり、調達、運

用の両面から一体的に取り組む姿勢がうかがえる内容のものもあります。本市の運用方針の内

容についてお伺いいたします。 

 また、既に方針を持っている自治体の中には、近年改正を行っている自治体も少なくありま

せん。本市としても、今後、改正の必要があるのか、その見解を伺います。 

 次に、起債をする際のその借入先についてお伺いします。 

 本市におきましては、借入先を決める際、どのような基準で決定されているのでしょうか。

現状を伺いします。 

 ３つ目に、現在の体制や人材の面についてですが、他の自治体では、資金運用に関してノウ

ハウを持つ職員が運用を行い、一定の成果を上げているところもあるようですが、本市として

今後、戦略的な財務活動を行うためにどのような体制整備、人材育成をしていくのかお伺いい

たします。 

 以上、再質問につきましては議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） お答えいたします。 

 財務戦略から見る公金の調達運用について回答いたします。 

 本市の将来像であります「歴史とみどり豊かな文化のまち」を実現していくためには、長期

的に将来を見据え、各種施策を着実に実行していくことが重要であり、持続可能な財政基盤の

構築が必要になるものと考えております。 

 健全な市政運営を行った上で、限られた公金をいかに活用し、今後、社会保障費や公債費、

また既存施設の老朽化に伴う改修費等の増加による厳しい財政運営を乗り越えていくかが求め

られているところでございます。 

 このため、地方自治法に規定する最少の経費で最大の効果を上げるよう、効率的かつ安全性

を確保し、公金の運用管理に努めてまいる所存でございます。 

 なお、詳細については、担当部長に回答させます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） それでは、ご質問の詳細につきまして、私のほうから回答させていただ

きます。 

 まず、１点目の公金の資金管理運用方針についてでございますが、地方自治法第235条の４

第１項及び地方自治法第241条第２項にも規定をされておりますように、公金及び基金につき

まして、より確実かつ効率的な保管を図り、管理運用することは、市の責務でございます。 

 このような中で、平成17年４月１日のペイオフ全面解禁の対策といたしまして、平成17年度

に資金調達を行えるように、太宰府市資金管理運用方針を定めたところでございます。 
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 この資金管理運用方針につきましては、適正な資金計画を策定した上で、支払い準備に支障

がない範囲におきまして、確実に元本を確保できる資金調達の方針を定めたものでございま

す。 

 内容についてでございますが、主に各基金を原資としておりますが、基金取り崩しをもって

事業予算に充てていることから、事業に支障がない範囲で安全性を最優先の原則といたしまし

て、預金と地方債等の借入金との相殺可能額を超えない範囲内での定期預金等や国債等の元本

償還及び利息の支払いが確実で、資金元本が損なわれることがないような債券での運用を行う

ことといたしております。 

 しかしながら、現在の国のマイナス金利政策の影響もあることから、思うような資金運用や

調達ができていないのが現状でございますので、今後は効率的で幅広く資金の管理運用が図れ

るよう、資金管理運用方針の見直しに向け、研究してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の起債についてでございますが、市債につきましては、臨時財政対策債のよう

に、後年度の元利償還に対し、その全額が地方交付税措置されるものや、史跡地公有化事業債

のように元利償還の約95％が補助金で賄われるものなどがございまして、各事業を行っていく

上で、効率的な起債を積極的に活用することで歳出削減に努め、財政負担を最小限に抑えるよ

う努力をいたしております。 

 また、市場公募資金や銀行等引受資金の借り入れにつきましては、金融市場の動向を調査す

るとともに、資金管理運用方針に沿って、定期預金を預けている複数の金融機関から、元利均

等での償還を基本に貸付利率の見積もりをいただきまして、効率的かつ安全性のある借入先を

考慮し、起債の借り入れを行っているところでございます。 

 ３点目の現在の職員体制や人材育成についてでございますが、現在、基金残高が約45億

7,000万円ほどでございますが、目的を持って基金積み立てを行っていることから、基金ごと

に例年支払い準備に必要な事業資金を確保しておかなければならないこと、また、災害等で緊

急に必要な資金を準備しておく必要があることなどから、基金全額を運用できていない状況で

ございます。 

 このような状況ではございますが、限りある公金をいかに活用し、資金の管理運用を効果的

に行い、財政健全化を図っていくことが市民サービスの向上へとつながっていくことと考えて

おりますので、今後は先進自治体の状況等も調査をしながら、資金管理体制の強化を図るとと

もに、資金管理に係る職員のさらなる研修を行うなど、人材育成を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） ありがとうございました。 

 公金の運用については、資金の運用と、それから資金の調達とがあります。資金の運用は、

市民の財産とも言えますし、また、資金の調達は市民の負債とも言えます。今、市長のご答弁

にもございましたように、地方自治法でも定められているとおり、最少の経費で最大の効果を
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上げることは市の責務であると私も思っております。地方自治法第241条第２項に、基金は確

実かつ効率的に運用しなければならないと、先ほどもありましたが、この安全性を担保するの

は当然として、もう少し効率的に運用ができないか。まず、基金の運用についてから質問をさ

せていただきたいと思っています。 

 先にお聞きしたい数字がありますので、済みません、お示しをいただきたいと思うんです

が、基金残高は、今、お話がありましたけれども、平成15年の大災害から、底をついた状態か

ら、今、今日まで平成20年に大体20億円台に乗せて、それからようやく倍以上になってきたか

なというところであると思っています。しかしながら、この直近の基金残高と年間の運用利回

り、そして、運用収益を教えてください。そして、逆に、今度は負債のほうの市債の支払い利

息について、決算書を見ると約２億円近くあったと思うんですが、数字を教えてください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 平成27年度末での基金残高につきましては、財政調整資金が31億

4,227万3,025円でございまして、これを含めまして総額で基金残高は45億7,873万6,279円でご

ざいます。基金流用については、総額33億6,969万円を運用いたしまして、0.13％の利回りで

452万5,707円の収益があったということです。 

 それとあれですかね。もう一つ起債の残高ですかね。起債の利息については、たしか２億

1,000万円ほどだったと記憶いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） ありがとうございました。負債のほうが２億1,000万円で、それか

ら運用収益のほうが452万円ということで、本当にこのバランスをどう埋めていくか。市債の

ほうの残高も減らしながら、この利払いについても圧縮できるところもあればしっかりと圧縮

をしていく。そして、運用利回りを大きく上に持っていくことができれば、ここを努力してい

く。こうやって財務戦略を立てていくということは非常に大事なことでありまして、今まで余

り日が当たらなかったような戦略なんですが、今回、私もしっかり勉強させてもらいながら、

質問させていただいている次第でございます。 

 それでは、ちょっと質問させていただきますが、先ほどご説明いただいた資金管理運用方針

というのなんですけれども、これについてちょっとご質問させていただきますが、この方針の

中での管理また運用の方法についてお伺いをいたしたいと思うんですが、ほかの自治体では、

証券会社や銀行から購入した利付国債等の債券で運用して効果を上げているところもございま

す。これは、もう元本の保証はちゃんと保証はしていますので、この資金管理運用方針にも定

められているかどうかをお聞きしたいのと、債券でのをもし定められてあるのであれば、ちょ

っと最初の答弁がよくわからなかったんですが、債券での運用を選択肢に入れられないのかど

うかというところをもう少し説明お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 
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○総務部長（石田宏二） 資金管理運用方針の中には、基金を基金の性格に応じて短期の運用が可

能な資金については元本の安全性を確保した上で、定期預金等での運用を行うというのが１点

でございます。それと、あと定期預金等での運用は、預金債権と借入金、地方債債務ですね、

との相殺額を超えない範囲とするということ。それと、３点目に、相殺に係る借入金が不足す

る場合は短期、中期の国債等の債券での運用を行うというような形になっております。 

 議員ご指摘のとおり、債券運用により効果を上げている自治体も多くございますので、本市

でも、そういった債券での運用方法について、今後、調査研究をいたしまして、確実かつ効率

的な運用に向けて、先ほども申し上げましたように、必要であれば、この資金管理運用方針の

見直しも含めて考えてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） 債券については、すごく研究の余地がある状況で、債券といっても

たくさんあるんですが、短いところでいえば、政府保証債から国債に至るまで、20年ものまで

あるんですが、今、国債には新発債だけじゃなくて既発債というのもありまして、これ、償還

があと何年か残したままの利付国債なんですが、その中には、額面の100円に対して101円とか

50銭とか、いわゆるオーバーパーのものもあるんですが、このオーバーパーでも償還差損が発

生すると思われて、元本が保証じゃないんじゃないかというふうに思われているんですが、そ

うじゃなくって、運用利回りを全部オンをしていくと、運用収益が上がるということも、今、

非常に金融市場の中で行われていて、先進自治体では、こういう債券を買ったりして運用収益

を上げているというようなことでございます。こういう市場に出回っている国債で大きな収益

を上げるというのも一つの大きな手段ですし、選択肢を広げていくということに対しては、貪

欲なまでになっていただきたいなというふうに思っています。 

 というのも、今回、地方公営団体金融機構主催の地方公共団体ファイナンス賞というのを受

賞した自治体が幾つかあるんですけれども、その中に大分県国東市におきましては、基金運用

利回りが1.96％。本市が先ほど0.13％でしたので、驚いていたんですが、先週でしたか、一般

紙のほうに、宗像市が３％をたたき出したということだったんですが、これは、ちょっとでき

過ぎかなとは思うんですけれども、張りついとかないとなかなかこういう数字は上がってこな

いと思いますし、専門的な知識も中にしっかりとないと、そればかりにかかっとくわけにいき

ませんので、ここまでは求めませんけれども、例えば、やはりこの国東市さんがやっているよ

うな債券である長期国債とか、超長期国債の債券の取得がえとか、短期政府保証債とか、また

金融債、それから社債とか、元本の保証を見ながら幾つかの選択肢を広げていくというような

ところをしながら、情報収集を図っていくことというのは非常に大事なことだと思います。 

 0.13％ってさっきおっしゃいましたけれども、今度、運用利回りを、例えば１％上げるとし

たら、運用資金、いわゆる基金の全部を運用するわけにはいかないのでということなので、

0.13％なんで、大体33億円か35億円ぐらいかな、この辺で計算をして、マックス、基金の満
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額、46億円までで、大体１％上がったら3,500万円から4,300万円、そのくらいぐらいの金額が

純利益を生むことができるというような、要するに市長の今財務戦略の中で、もうけよう、太

宰府ということで、原資自体を増やすことも非常に大事なんですが、今あるお金の中で、また

今ある大事な資金をいかに有効に増やして、それを市民サービスに充てていくことができるか

ということは非常に大事なことで、多くの自治体がここに今、向かっているところなんです

ね。 

 流動性を確保しておくために、先ほどのお話の中で、銀行等での短期預金を中心に運用する

ことが常であるというようなお話がありました。銀行とかでの短期預金を中心に運用するとい

うことは、非常にわかります、それは。10万人以下の自治体では、本市に限らず、資金不足時

に柔軟な運用、繰りかえ運用等を使いながら重視をしているところは多いんですけれども、し

かし、やはり的確な金融市場動向を研究して、指定金融機関だけで短期で回すだけというよう

な従前以前のやり方というのは、どこかで脱皮をしないと、この0.13％というのが、これでい

いんだろうかというようなことで、452万円というぐらいの運用利益しか上がらないというこ

となんですね。やはりここの運用方法というのは、しっかりと知識をつけながら、研究をして

いく余地があるのではないかというふうに思っています。 

 基金からの繰りかえの運用については、今後研究が必要だと思いますけれども、短期資金の

借り入れの方法として、先ほど取り崩しということがありましたけれども、債券売り現先取引

という手法があります。この自治体での採用が大きく増えてきておりまして、先進地では、特

にこの債券売り現先取引というのをしているんですけれども、本市におきましても、この現先

取引というのを採用ができないかお伺いをいたします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 繰りかえ運用の件もそうなんですけれども、過年度の状況から、資金需

要が高まる時期や特殊な要因がない限り把握できますことから、補助金とか交付金などの歳入

と各事業に対する歳出の時期、金額について的確に管理を図って、一時的に資金が不足するタ

イミングを推測することといたしておりまして、年度末から５月ごろは、ちょうど工事費の支

払い料が高くなることでありますとか、あと10月近く、起債の償還時期にもかぶさってくるこ

とから、この辺については、金利については、この時期は換金性の高い普通預金で今、基金の

繰りかえ運用をするなどして対応しているというような状況でございます。 

 先ほどの現先取引のことでございますけれども、今のところ、本市では債券の運用を行った

実績はございませんけれども、現在の資金管理運用方針におきましては、満期償還期限までの

保有を原則としております。このため、短期での取引を前提とはいたしておりませんで、実際

に債券の運用をするために、この運用方針を見直す際にそういったところを参考にさせて、見

直しをかけていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 
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○１２番（小畠真由美議員） また、この短期の年度末から５月ぐらいまでの運用方針というのを

どういうふうに立てられて、また、何か基準とかがあれば、またお示しをいただきたいと思う

んですが、その辺は何かありますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 先ほども申しますように、基準といいますか、資金の需要が高まる時期

は、先ほども申し上げましたように、年度末から５月ごろと、それと９月末から10月にかけ

て、ここのタイミングが一時的に資金が不足するということは、もう例年のことでございます

ので、そこのところで判断をしているというところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） 実は、この川崎市なんですけれども、川崎市は繰りかえ、または一

時借り入れ、現先取引、歳計現金や歳計外現金での資金繰りを含めた、こういった短期のお金

をどうやって回せば一番運用率がいいのかということをずっと６パターンぐらいにシミュレー

ションをされているそうです。一番効率的だったのが一時借り入れということだったようなん

ですが、そういったものの資金繰りとか短期運用を図っていく上で、調査研究をやっぱりして

いくべきじゃないかなあと思いますし、毎年毎年同じリズムでやってくるわけで、資金が底を

つくというか、本当に５月までがどういった話し合いをするのかとか、５月以降にはどういっ

たことをするのかというリズムというのが、お金の出し入れの中というのは、市があると思う

んですが、そこに合わせて、やはりきちっとした運用計画を立てていかないと、なかなかしっ

かりとした運用はできないんじゃないかなというふうに思います。 

 最後に、ちょっと基金については提案させていただきたいというか、意見を述べさせていた

だきたいんですが、目指すべきポートフォリオとして、公金運用であることから、安全性を重

視して資金調達と整合性を図っていくというのは、ずっとおっしゃっているとおりでございま

すが、各年度一定額を購入し、やっぱり金利変動リスクの分散を行っていく上でも、各年度一

定額を購入していくという、債券をです、購入していくというようなことをやっていただきた

いと思います。金利変動リスクの分散を行うということもそうなんですけれども、安定した資

金運用を行うための効果的なポートフォリオをまず10年、20年とこれから老朽化してくるよう

なところでの方針の中で、この基金の毎年毎年の積み立てというところのポートフォリオを考

えていくべきじゃないかなあというふうに思います。 

 基金の取り崩しがあるからということであれば、本当に目の前の資金繰りのための基金かと

いえば、全くそうじゃないわけで、そこら辺はしっかりとしたポートフォリオをしっかり構築

をしなければ、そう言われても仕方がないようになってしまいますので、ぜひこの件をお願い

したいと思いますし、資金需要が最低となる５月末の資金残高から、今後廃止が見込まれる基

金などを除いて、一般会計の財源不足から来る財政調整基金の取り崩し要素も加味をして、今

おっしゃったところを加味して、今後10年間の長期運用可能額を計算をして、ボトムラインと

いうところをしっかりと決めていただきたい。そこを決めないと、要するに出るお金と入って
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くるお金のバランスだけで、毎年毎年やってしまって、結局長期的な展望に立てないというの

が、この運用のやり方のまずさじゃないかなあというふうに思いますけれども、この辺、しっ

かりとお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 基金のほうは、この辺の見解を述べさせてもらったんですが、今度は資金の調達、市債のほ

うでございますけれども、これについてお伺いをしたいと思いますが、部長より先ほど定期預

金を預けている複数の金融機関から元利均等で借り入れているとの答弁がございました。あっ

たと思います。起債の引受先について、そういった元利均等という言葉が出たんですが、この

償還条件についてなんですけれども、たしか公的資金は、確かに元利均等方式というのは、一

つのパックになっていて、一つ設定をされているんで、これはいたし方ないとは思うんです

が、市中銀行では、元利均等と元金均等というのがあるんですね。元金均等のほうが、どう考

えても元金が減っていくスピードが速いわけですから、利払いの総利払いについては、元金均

等のほうが有利だと思うんですね。今後、民間資金とか市中銀行などにシフトしていくことに

ついても含めまして、この辺の見解をちょっともう一回お聞きしたいんですが。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） ご指摘のとおり、元金均等での償還の総額でいえば少なくなります。元

金均等方式は、借り入れ直後の負担が大きくなることから、今まではこういった負担の平準化

をするために元利均等方式を多く採用してきたところでございます。公的資金についても、元

金均等での借り入れを行うことは可能でございますので、借り入れの方法につきましても、今

後研究をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） 最初の支払いがちょっと高いということで、そのとおりなのかもわ

かりませんが、市長もよくおっしゃっていますけれども、将来世代に極力負担を残さないよう

な起債の起こし方をしていくということでいえば、ツケを回さないというような基本方針のも

とで起債活動を行うのであれば、元金均等償還のほうが絶対いいと思います。元金均等償還の

償還額は、徐々に減少して、10年目、後期、20回目には元利均等償還の償還額より少なくなる

んです。逆転をします。先ほどおっしゃったように、そして総合的には利払いがこの元金均等

のほうが少なくなっていくような形で、一つのシミュレーションなんですけれども、これはネ

ットで幾らでもシミュレーションできるんですね。例えば、借入金を10億円、20年の償還で、

償還回数は年の２回、半年ということで、据置期間がなくて、年利が２％の条件でちょっと起

債をしたとしました。そういったときに、初年度の償還額は、元利均等が6,100万円、元金均

等が7,000万円、ここは先ほど部長おっしゃったと思います。900万円の差で元金均等償還が高

いんですけれども、総利払い額は、元利均等が２億1,800万円、元金均等方式が２億500万円、

元金均等のほうが1,300万円総利払いが安く上がるんです。これは、10億円でこの金額ですの

で、総合体育館等の大きな起債をしたときに、どれだけちょっと、もう少しお勉強して起債を
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していただきたかったかなあというふうに思いますけれども、もう少しこの元利均等方式、元

金均等方式だけ変えただけでも、これだけの金額の違いが出てくるということで、これは今の

お金の負担を見るのか、先々の負担を見るのかで全然違うのはもちろんなんですが、市長の方

針としては、後世にツケを回さないようなというようなことをよくおっしゃっていますので、

この元金均等方式のほうが私はより有利じゃないかなというふうに思いますし、特に公債費が

ピークアウトしている段階、こういったところは、総利払い額がもっと下がっていくというこ

ともありますので、この元金均等方式に変えてもらいたいな、これからは、というふうに思い

ますので、この件はちょっとよろしくお願いいたします。 

 それから、据置期間について見直し廃止をするべきだと思うんですが、この決算報告書の資

料を見ますと、学校教育施設なんかも全部、据置期間が１年とられていて、非常にもったいな

いなというふうに思っているんですが、この据置期間について、見直し、廃止するべきだと思

いますし、これは供用開始までの期間とありますけれども、これは原則、事業系の起債と期間

があっていなかったり、臨財債に当てはまるものかどうかというのも少し疑問がありますの

で、単純に10億円借りて、0.5％では500万円削減できて、0.3％では300万円という、やっぱり

３桁の削減ができるわけですので、この据置期間についての見解をお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 議員ご指摘のとおり、元金償還を据え置かないことで、即時に元金を償

還することから、償還総額は少なくはなりますが、借り入れの手続は、事業が完了した後に行

うのが原則となりますことから、当初予算編成時において、その借入額でありますとか借入時

期を見込むことはちょっと難しいということもあって、そういった対応をするためには、あら

かじめ償還元金の予算を多く確保するか、多く組んどくか、償還額が確定するたびに補正予算

を計上していくか、どちらかになろうかと思います。しかしながら、予算編成の考え方から、

このような対応することは望ましくないということで、元金については、原則として償還額が

確定した後に予算を計上し、償還することとしているため、１年間、少なくとも１年間は元金

償還を据え置くこととしておりますが、今後、ご指摘のようなこともございますので、そこは

検討する余地はあろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） 事業の起債の内容によっては全然据え置く必要もないものもあれ

ば、この据置期間というのも、もともとは公的資金が１年据え置いているから、そこの横並び

として金融、市中銀行もこういった措置をされているわけで、あくまでも原則ですので、これ

は交渉できるんです。ここはしっかりと交渉していただきたいし、事業の内容を見きわめて、

この１年据え置きというところは、もう廃止をしていただきたいと思います。ここで３桁の、

大体３桁ぐらいの削減ができるんですね。これをしっかりとやはり研究していただきたいと思

います。 
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 続きまして、利率の見直し方式についてお伺いをしたいと思いますが、利率見直し時の見直

し方法については、この決算書の報告書によりますと、大体利率見直し方式になっているよう

なんですけれども、この利率見直し方式は、自動的にこの算定がされているのか。もしくは、

交渉によって、その都度決定をされていくのか。もし交渉であれば、交渉方針の策定はされて

いるのかを教えてください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 現在のところは、利率の見直しについては、各金融機関への借り入れ率

の見積もりの際に、利率見直し時におけるＴＩＢＯＲ、東京市場銀行間取引金利とか、ＬＩＢ

ＯＲ、ロンドン市場銀行間取引金利などの金利変動を反映できる基準をもととする提案をして

いただいておりまして、交渉によるものではございません。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） そもそもの最初の借入利率というもののつくられ方の仕組みという

のは、最初の標準利率と、そこに上乗せをする専門用語でスプレッドというんですけれども、

この上乗せ部分が決められて、ここのスプレッドの部分に、上乗せの部分に金融機関の本店、

支店レートが重なってくるんですけれども、これは、この上乗せされたものに関しては、外に

出ることは発表されることはないというのが原則なんですね。そこで、本市から見ると、市民

への説明という観点から、国債の金融市場でのレートを基準にして交渉していくというやり方

が、今、先進地では行われ始めています。やはり、ここに行くまでには知識も必要ですし、対

等のやはりスキルを持って臨んでいかないといけないということもあるんですけれども、ここ

をしっかりとやっていく上で、必ずやってくるこの利率見直し方式であれば、このときに５年

か７年かの後に、このときになったときに、こちらから提案をするのか、要するに銀行のほう

が仕切った仕切りレートで持ってくるのか、ましてや、そのままもうよくわからないまま利息

が決まるのかというふうなことになりますので、非常にここ、見直し方式を採用されているの

であれば、このことをすごく重視をしていただきたいなあというふうに思います。実際、先進

地の岐阜県の各務原市は金融機関との交渉で5,000万円の利払いを圧縮をしたというようなこ

ともあります。 

 財務部局は、予算編成では予算措置をするまでに各所管に事業効果とか、所要額の積み上げ

根拠というものを聞き取ったり、厳しくか優しくかはわかりませんけれども、求めるのだと思

いますけれども、それと同じで、財政部署とか会計というところは、みずからの業務の中身を

しっかりと把握をして、やはりスキルを磨く必要がある、市庁舎の中でも心臓部だと思いま

す。お金の動きがあるところですので、しっかりとここら辺の自覚と、また体制を組んでいた

だきたいなというふうに思っているんですが、今までちょっとるる質問させていただきました

けれども、市長は、議員の時代から、また市長になられたときから行財政改革を訴えてらっし

ゃいましたが、市長よりこの件についてご見解をお願いします。 
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○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ありがとうございます。 

 私も議員時代に、例えば今回、公債費の元金が21億円、金利が２億1,000万円という形にな

っておりまして、議員時代から、会社経営の基本はどうやって支払い金利、割引金利の総額を

減らすかということを会社経営者はもう常に心がけて、いろいろな形のことをやっているわけ

ですが、市債があれば、それに、最近の金融市場の傾向で、元金に対するその金利、総額に対

する金利等は、少し減ってきていると思いますが、やはりそこは大きな課題だと思いますし、

市民から預かっているお金、あるいは市役所全体の運営の費用をどう組み立てていくかという

ことは、とても大きい問題だと思いますので、今、議員から提案がありました元利均等、元金

均等という問題、あるいは利率の見直し方式というふうな問題等につきまして、どう安定的、

効率的な資金運用ができるかということについては、これまで以上に調査研究していきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員。 

○１２番（小畠真由美議員） ありがとうございました。 

 起債活動というのは、今は低金利、歴史的な超低金利ですので、借方優勢というか、これ

は、うまく起債も活用していくべきだとも思いますけれども、あとは起債のやり方だと思いま

すし、また、運用するところも、指定金融機関との関係は協力体制もありますのでよくわかる

んです、ペイオフのこともありますけれども、もう少し分散投資というか、もう少しいろいろ

なところで広げていきながら、もっと言えば、最終的には入札というような形で透明性を持っ

て利率競争をしていただければいいなあというふうにも思うんですが、何せ、これ、相手先が

あっての話ですので、一概には、利率だけの問題ではないということも承知していますので、

その辺もお含みおきいただきながら進めていただきたいと思いますが、一番大事なのは人材育

成だと思います。この利率見直しにしても、５年たったら職員は人事で異動していて誰もいな

いというようなことで、結局知識の継承というのも、一つの大きな問題でございますし、その

前に、このファイナンス賞をとった国東市とか各務原市とか川崎市は、地方公共団体金融機構

が行っている出前講座とか研修をしっかり受けられているそうです。ここは、出前講座でしっ

かりとしたスキルを教えてくれるし、市の財政状況をアドバイスもしてくださるということな

ので、ここをしっかり使い倒すことがいいですよというふうなこともおっしゃっておりました

けれども、こういうことも非常に大事かなと思いますし、資金を調達したり運用していく際

に、一番大事なことは、妥結する利率のよしあしとかを見きわめ、金融機関との交渉力をつけ

る職員のスキルだと思います。そのスキルを磨いて、すぐに結果が出るのがこの部署なので、

先ほども言いましたが0.5％上がれば、すぐ何千万円という形で純利益が上がるわけですか

ら、そこから各波及効果が出ていくというか、そういったところもありますので、この知識を

継承していくことが大事なことでありますし、業務を続けていく中で、金融市場の動向に的確
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に対応して、市民の血税ですので、一円でも有利に運用する力を職員が身につける重要なポス

トに位置づける組織の体制を強化していただきたいということをお願いして、一般質問を終了

いたします。 

○議長（橋本 健議員） 12番小畠真由美議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時55分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後１時42分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時55分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４番森田正嗣議員の一般質問を許可します。 

              〔４番 森田正嗣議員 登壇〕 

○４番（森田正嗣議員） 議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告をしておりました

テーマにつき、質問をさせていただきます。 

 この夏は、障がい者をめぐる記事が大きく取り上げられました。１つは、リオデジャネイロ

で行われておりますパラリンピックに太宰府市在住の道下美里選手が視覚障がい女子マラソン

の日本代表として出場されることで、大変喜ばしいことでもあり、太宰府市民の期待も大きい

ものがあろうかと思っております。ほかは、事件、事故でございます。本年８月５日に神奈川

県相模原市の知的障がい者施設で19名の入所者を刺殺するという事件が起きました。また、８

月15日には、東京地下鉄線のホームで盲導犬を連れた視覚障がい者が線路に転落して死亡した

という事故がありました。記事の大きさに目を奪われがちですけれども、道下選手も含めて、

社会に生きる障がい者の方々の日常生活を支える環境について大いに考えさせられた出来事で

ございました。 

 この太宰府市においても、多くの障がい者が日常生活を送っておられます。その方々に障が

いを持たない市民と同程度の生活上のサービスを提供することは、共生社会を目指す太宰府市

にとって、当然の責務と考えます。このことは、第五次太宰府市総合計画後期基本計画の施策

03、障がい福祉の推進の中でも、はっきりうたってあります。 

 さて、障がいのある方々が日常生活を送る上で直面するさまざまな社会的な壁、それは障が

いを持たない市民が意識しないままつくってしまっている生活上のルールが、障がいのある

方々の生活を侵害しているという事実ですが、それが是正されないまま時を重ねておりまし

た。しかし、2006年12月、国連総会本会議で採択された障がい者の権利に関する条約を批准す

るために、国内法の整備が必要と考えた政府は、内閣に障害者制度改革推進本部を設置し、結

果として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律案をつくり、それが2013年、平

成25年の第183回通常総会で法律として成立する運びとなり、さきの条約をその後、批准した

という経緯をたどっております。 

 ここに登場しましたいわゆる障害者差別解消法、平成25年法律65号でございますが、この平



－146－ 

成28年４月１日から施行されております。その特色は、差別解消の方法を示したということで

ございます。 

 そこで、障がいを理由とする差別解消に関する市の取り組みについてお伺いします。 

 第１に、まず、この法律の目的について伺います。 

 この法律は、究極的には共生社会の実現を目指していますが、直接的には、これは法律上の

文言ですが、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項、行政機関等及び事業

者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障がいを理

由とする差別の解消を推進することと理解しておりますが、これでよろしいでしょうか。 

 次に、この差別解消法、いわゆる差別解消法２条の定義について２点伺います。 

 まず、１号の障がい者とは、これも法的な文言ですが、心身の機能の障がいがある者であっ

て、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態

にある者とされております。この点につきましては、確認的なことですが、これは、先天的で

はなく、後天的に事件、事故、発病後障がいが残ってしまい、継続的に日常生活または社会生

活に相当の制限を受ける状態にある方も含むと理解できますが、それでよろしいでしょうか。 

 また、第２号の社会的障壁とは、これも法律文言ですが、障がいがある者にとって日常生活

または社会生活を営む上で障がいとなるような事物、制度、慣行、観念、その他一切のものと

されています。 

 例えば、これはどういったものがこれに当たるかということについて、お答えを伺いたいと

思います。 

 最後に、この法律の最も眼目とするところでございますけれども、社会的障壁の除去につい

て、どのように規定されていますでしょうか。また、この法律に基づいた市の取り組みという

ものはどういったものがありますでしょうか。お答えをお願いいたします。 

 再質問は議員発言席でさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） お答えいたします。 

 障害者差別解消法、平成25年法律第65号、実施の取り組み状況についてのご質問にお答えい

たします。 

 ご承知のとおり、障がい者を取り巻く施策関連につきましては、障害者権利条約を批准した

ことなどもありまして、国内では、ここ数年新たにバリアフリー法、障害者虐待防止法等さま

ざまな法律が施行されました。さらに、障害者基本法の改正、障害者総合支援法施行等、順

次、法整備がなされているところでございます。そして、平成28年４月から障害者差別解消法

が施行されています。 

 今後は、これらの法律の趣旨にのっとり、障がいの有無にかかわらず、住みなれた地域で自

立した生活を送ることができるよう、障がい者施策の充実に努めていきたいと考えておりま

す。 
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 詳細は、部長が回答いたします。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 詳細につきまして、私からご回答申し上げます。 

 まず、法律の目的についてのご質問についてでございますが、森田議員が考えられておられ

ますとおり、私たちも同じ理解をしているところでございまして、この法律では、障がいを理

由とする差別を解消するための措置といたしまして、行政機関と事業者に対して、障がいを理

由とする不当な差別的取り扱いの禁止と社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な

配慮を求めたものとなっております。 

 次に、障がい者の定義についてでございますが、この法律でいう障がい者とは、先天的な障

がいか事故や疾病等の原因による後天的な障がいかを区別するものではなく、さらに言います

と、障害者手帳所持者に限らず、身体、知的、精神に障がいのある人や発達障がいのある人、

また難病の方々も対象としたものであると理解をしております。 

 次に、社会的障壁についてでございますが、事物につきましては、例えば、施設内での段差

等であり、制度につきましては、例えば申請資格そのものから正当な理由もなく、障がい者を

排除するといったもの、また、慣行や観念につきましては、無意識に障がい者に対する偏見を

抱いたり、差別的感情により、障がい者の権利、利益を侵害するような障壁を指すものではな

いかと考えております。 

 次に、社会的障壁の除去についての規定でございますが、先ほど申し上げましたように、さ

まざまな社会的障壁を除去するために必要かつ合理的な配慮を誠実に行い、その社会的障壁の

除去に可能な限り努力することを求めることだと考えております。 

 最後に、本年４月１日に施行されました障害者差別解消法を受けまして、市といたしまして

は、まず、各課にコミュニケーション支援ボードを配付いたしまして、聴覚障がい者等への対

応に活用できるようにしたところでございます。 

 また、障がい者が求める合理的配慮等のポイントをまとめた職員対応要領を作成し、職員に

周知をいたしました。 

 この職員対応要領につきましては、障がいの種類や程度はさまざまであり、また外見からは

障がいがわからない場合もございますので、職員が窓口等で対応する際の注意点について、事

例等を用いながら説明した内容となっております。 

 このほかには、障がい者に対する差別解消の取り組みを実効性のあるものとするため、障害

者差別解消法の趣旨のほか、手話やコミュニケ－ション支援ボードの活用方法等の研修を全職

員対象に実施する予定としております。 

 さらには、行政機関及び障がい者福祉関係団体、保健・福祉・医療関係機関等で構成されて

おります筑紫地区地域自立支援協議会におきまして、障害者差別解消支援地域協議会の設置に

向け、現在、協議を重ねております。 
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 今後は、関係部署とも連携し、社会的障壁の除去のための公共施設等のバリアフリー化など

にも努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。 

 まず、お伺いしたいのは、障がい者の定義は、部長おっしゃるように、いわゆる障害者手帳

を持とうが持つまいが、あるいは先天的であろうが後天的であろうが、生活上、あるいは社会

生活上、困難をきわめると、そういった恐らく概括的な捉え方で問題はないんだろうと思いま

すが、むしろ社会的障壁と言われるものについてお伺いをしたいのですが、実は、神奈川県で

起きました19人の刺殺事件という事件が起きたときに、これを褒めそやすようなものが流れた

経緯がございます。といいますのは、あってはならないことですけれども、排除したというこ

とについて、それを賛成するというふうな見方ですね。こういった見方というのは、障壁では

ないんでしょうか。それから、もう一つ、一番感じることでございますけれども、例えば、社

内で、例えば中国語とか外国語をしゃべっている方、向かい合うときは、いわゆるそれなりに

私どもも考えなきゃいけないことだと思っておりますけれども、例えば手話で会話をされてい

る方を見かけるとき。この方たちにとって、私どもはアクセスというのは、意外と外国語ほど

には考えていない。これは、他県ではございますが、既に小学校の段階から教育のレベルで手

話を取り入れていると。副読本的なものかもしれませんけれども、そういった形で距離を縮め

ていくというふうな形のものを持っていらっしゃいますが、つまり教育の中で、いわゆる手話

を使われる方というのは、もう別のものというふうに理解すること、それ自体が障壁ではなか

ろうかと思っておりますが、この点はいかがでございましょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 本当に前回起こりました殺人事件、本当に痛ましい事件でございま

して、これを受けまして、福岡県としましても、各施設への通知とか、そういった対応を行っ

たところでございます。この部分につきましては、先ほどの回答の中で申しましたように、無

意識のうちにも障がい者に対する偏見を抱くであるとか、差別的感情、そういったもの、ま

た、障がい者の権利、利益、これ、当然共生をしていくという、地域で生きていく、そういっ

た人としての権利というのは、当然みんな同じでございまして、そういったところを侵害する

事件だというふうに私も考えております。 

 また、次に言われました手話についてでございますけれども、これにつきましては、言語と

しての認知を今回権利条約であるとか、障害者基本法、そういった中でも明記をされておるこ

ともございまして、これにつきましては、しっかりと私たちも考えていかなければならない。

また、先ほど言いました職員の対応要領、これも、ずっと見ておりますと、ふだん私たちが気

がつかなかったこと、あっ、こういったことにも配慮をしなければならないんだというような

ことがやっぱり気づかされる部分も多々ございました。そういった部分も含めて、障がいを持
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つ方を理解していくというのは非常に大事なことだと思っております。実際には、今、小学校

の総合学習、そういった時間の中で、例えばアイマスク体験であるとか、車椅子の体験、そう

いった体験の授業とかも実際に取り入れられておりまして、そういった中でも十分にこの障が

い者に対する理解というのを深めていく必要があろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。 

 そういったことを大前提にの話でございますけれども、社会的障壁の除去について、部長の

ほうで個別具体的な取りかかりの事項をご説明していただきましたけれども、法律上は、一般

に障がいを理由とする差別を解消するための措置として、３点用意されておると思います。そ

れは、１点は７条の行政機関等における障がいを理由とする差別禁止と社会的障壁の除去義

務、それから２番目には事業者における障がいを理由とする差別禁止と社会的障壁の除去実施

の努力義務、３番目に地方公共団体の関係機関等の対応要領作成努力義務第10条ということで

すが、まず、この３つの措置義務といいますか、実施義務があるというふうに理解してよろし

いんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 差別を解消するための措置といたしまして、まず、国や地方公共団

体、また事業者につきましては、不当な差別的取り扱いの禁止、これが法定な義務となってお

ります。 

 次に、合理的配慮の提供ということで、国や地方公共団体につきましては義務、また事業者

につきましては努力義務という形で規定をされておるものと理解をしております。 

 また、第10条の職員対応要領、これにつきまして、努めるということにはなっておりますけ

れども、ほとんどの自治体でこの部分については取り組んでおるというような実態でございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 本市におかれましては、職員の対応要領作成については努力義務ですけ

れども、早々に作成をされたということでございますが、これも一種努力のもう一つのほう

で、公表する努力という規定もこの法律の中にはございますけれども、公表についてはお考え

になってらっしゃいますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今のところ、この要領が職員の窓口対応、そういったものを中心と

して掲載をしておりますので、今のところ一般市民への公表ということは考えておりません。

職員の中でしっかりと研修をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 努力義務ですけれども、結局最終的には第７条の行政機関等における障

がいを理由とする差別の禁止と社会的障壁の除去実施義務という、この義務が基本的には課せ

られておりますので、恐らく職員の方の対応要領作成というそういう一覧リストといいます

か、その文書が果たして妥当なものかどうかということについては、どこからかの基準といい

ますか、そういうものはあってしかるべきかなと思います。そして、ましてそういった声が聞

かれたときに、ある程度の期間を放置するということになると、まさにいわゆる除去義務に反

することになろうかと思いますので、その点は、まだまだ努力義務のレベルでございますの

で、本市における取り組みそのものは、私もそれで非常に適切だと思いますけれども、今後は

ぜひとも考えていただきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきますが、その前に、実施する除去義務ということ

がある関係では、例えば、太宰府市役所には、いわゆる多目的トイレというのはございますで

しょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この庁舎ができたときから障がい者用のトイレという形では整備を

しておりますけれども、その後、いろいろな障がいへの対応ということで、今となりましては

総合トイレという形で、そういったものの設置が求められております。ただ、この建物が非常

に古かったこともございまして、今では１階にオストメイトとおむつ交換シート、これを備え

たトイレは設置はしておりますけれども、それぞれが別のトイレ、東側のほうがオストメイト

が対応できる障がい者用トイレ、西にありますのがおむつ交換台がついた障がい者トイレとい

うような形で、分散した形での設置ということになっております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 物理的な可能性といいますか、そういったことも含めて、恐らくこれも

期限つきのものだろうと思いますので、このあたりも配慮をよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 いわゆる公の建物の中には、当然この第７条の社会的障壁の除去義務と、実施義務というの

がございますので、当然のことながら今度できる体育複合施設とかというところは当然完備さ

れていると思いますし、それから、ほかの公共施設の中にも、そういったものが順次備わって

いくと思いますけれども、そういった見通しにつきましてはいかがでございましょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部理事兼公共施設整備課長。 

○総務部理事兼公共施設整備課長（原口信行） 市の施設全体は、当然のことながらバリアフリー

化を図っていかなくちゃならないというふうに考えておるところでございます。特に声の上が

ってきているのが、太宰府市のプラム・カルコアの市民ホールですね。市民ホールのホワイエ

と市民ホールの舞台がバリアフリーになってないという形で、ご指摘もいただいているような
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状況でございます。それにつきましては、どうしても構造躯体を扱わないとバリアフリーにな

らないというような状況も実はございまして、ただ、本年空調関係の改修の設計もやっており

ますので、それに含めて今検討しているところで、できるだけ早期に実現するような形で考え

ているところでございます。 

 あと、それ以外の全体的なものについては、例えばエレベーターがないとか、それから階段

の中央部分にトイレがあってバリアフリーになってないというようなところも現実的にござい

ますので、それにつきましては、最終的に老朽化して、また施設の改修、複合化とかそういう

ふうな問題もございますので、全体的な見通しを立てながら確実に進めていけるような、今、

計画を策定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） なかなか第７条というのは上っ側に乗っかっておりますので、そういっ

た除去義務という、そのテーマがありますので、なかなか大変だとは思いますけれども、ぜひ

ともお願いをしたいと思います。 

 次に、この実質的に社会的障壁の除去実施義務という、行政機関の場合は義務、事業者につ

いては努力義務という形でうたわれておりますけれども、これよりも実はもっと大事なものが

あるのではないかというのが私の考えでございますが、同じ差別解消法の中に、障がいを理由

とする差別を解消するための支援措置というのが置いてございます。この中に、啓発は、もう

当然そういうふうなものになりますし、相談や紛争防止のための体制の整備ということも、当

然そうなるでしょうけれども、一番注目をしておりますのが、これは努力義務なんですが、法

令用語に従いますと、差別に関する相談及びこれにかかわる差別を解消する取り組みを効果的

かつ円滑に実施するために、医療・介護・教育その他の障がい者の自立と社会参加に関連する

分野の事務に従事する地方公共団体機関、関係機関と書いてございますが、これから構成され

る障害者差別解消支援地域協議会の組織化をうたっております。私は、これを重要性が大きい

と考えておりますのでは、例えば、視覚障がい者が、道下選手もそうですけれども、通勤で信

号のある横断歩道をわたるときに、現実にはさまざまな不都合がございまして、例えば車が多

くて信号チャイムが聞き取りづらい。あるいは、信号チャイムが夜の８時ごろには消えてしま

っている。ところが、ご当人は、通勤から帰ってくるときに、それが鳴っていないので渡るの

が怖い。こういった問題は常々起きてきますし、これを実は市役所の窓口に持っていきます

と、それは警察の所管ですと言われて、ここでは解決ができないという話になってしまいま

す。当然のことながら、警察は警察で原則を変えないということで、事態は一つも改善しない

と。こういったことが、今までも起きておりますし、現実にそういったことがあっておりま

す。 

 したがって、何が原因か。つまり、これ、端的に言いますと、警察がその相談機関の中に繰

り込まれていないといいますか、例えば市役所がこういった要望が出ておりますけれども、警
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察の対応というのを変えてもらえませんかと言ったときに、警察が部外者であるということが

大問題になっております。 

 そこで伺いますけれども、この先ほど申しました障害者差別解消支援地域協議会、これは、

それ自体は行政機関で構成すると言われておりますけれども、この地域協議会の構成機関等に

警察は入っておりますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） この障害者差別解消支援地域協議会の設置につきましては、現在、

４市１町の中でこの設置について協議をしているところでございます。その中にどういう人た

ちを入れていくのか、それについても今後検討をしていくことになろうかと思いますけれど

も、今考えておりますのは、相談支援事業でありますとか、保健福祉医療機関、また、療育と

か就労関係の機関、障がい者の団体、また、障がい福祉サービス事業所、あと県とか社会福祉

協議会、そういったところを基本的には考えておりまして、警察を入れるかどうかというの

は、今のところそこまでの検討はされておりません。ただ、この地域支援協議会の役割といた

しまして、こういったさまざまな問題、障がい者に対する問題があったときに、この支援協議

会の中で検討をいたしまして、関係機関等に意見、そういったものを申し立てるというような

機関でございますので、そういったところで対応ができればというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） これ自体は努力義務なのですけれども、基本的には、市には社会的障壁

の除去義務があるというのは、常に基本的な義務としてありますので、このいわゆる努力義務

の組織だけというのも、恐らく時間の問題で、恐らくこれは義務のほうへ転化していく推移、

そういうものがあるだろうなとは思っております。問題は、そこのとこの、いわゆる差別解消

の支援地域協議会の構成機関でございますけれども、これは、内閣府のほうから出されており

ます文書といいますか、それによりますと、一般に地方公共団体の機関と言われる中に、目を

引きますのが、予定されているものとして教育委員会、学校、警察署、消防本部、これが入っ

ております。そのほかに国の機関として法務局、そのほかに教育関係としてはＰＴＡも入って

おりますし、当事者として障がい団体、福祉は先ほどおっしゃいました。それから、医療の関

係も先ほどおっしゃいましたが、あと事業所として商工会議所と交通機関、事業者、それか

ら、法曹も、弁護士、司法書士、行政書士といった形で、かなり幅広く差別解消に向けての基

準立てをしようという国の意向といいますか、これは、社会的障壁を除去する場合にどれだけ

の調整をしなければいけないかというその幅の広がりを示すようなものだと思いますけれど

も、そういったものが必要ですよといったふうに考えて出されているリーフだと思います。 

 そこで、再度お尋ねいたしますけれども、警察とか消防署とか、完全に権限を交通規制と

か、そういったことの権限を握ってらっしゃる方々をこの協議会の中に繰り込むというふうな

ご予定のことは考えていらっしゃいませんでしょうか。 
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○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今、森田議員が言われました内閣府が示しておりますこの地域支援

協議会の構成関係、これを見ますとかなりの幅の広い内容となっております。これを全て当然

取り組むというのは、非常に難しいんじゃないかなというふうに思っております。この件につ

きましては、先ほど言いましたような筑紫地区地域自立支援協議会におきまして、この障害者

差別解消支援地域協議会の設置に向けて、現在検討しているところでございます。これは、４

市１町で構成しておりますけれども、その中で、こういった内閣府が示しております想定され

るメンバー、この中からどういった方を選出していくのかということも含めまして、今後検討

していく課題となっております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） お願いをしておきたいと思います。 

 もう一つは、今の時点で４市１町の形で、恐らく発展的なというふうな意味合いだろうと思

いますけれども、協議会の設置を考えていらっしゃるということですけれども、実は平成28年

４月１日施行という段階で、既に福岡県の中にこの協議会を設置してあるところも既にござい

ます。実は、福岡県では、既に福岡市や北九州市、それから八女市、うきは市、それから直方

市、大牟田市、筑後市、宗像市、そういったところでは、もう既にこの協議会ができて、稼働

しているというふうに発表されておりますので、ぜひとも急いでつくっていただきたいと思っ

ております。 

 私がこれにこだわりますのは、先ほど申しましたように、例えば信号機一つめぐって視覚障

がい者の方が通れるかどうかということを、いわゆる警察の管理という側面で考える場合と、

当事者、あるいは社会福祉関係の方が同席して、その基準を考える場合は、当然のことながら

違ってくるだろうと思っています。恐らく、警察がつくった管理体制というのは、それはそれ

で合理性がありますけれども、それが社会的障壁であるという認識は、多分警察のほうはお持

ちじゃないんじゃなかろうかと思います。これは、そういった協議会でそういった基準を是正

されていかないと、社会的障壁の除去についてはほど遠い話ではなかろうか。そういった意味

を込めまして、協議会、それから協議会のお互い合意形成、あるいは合意ができた場合にはそ

れを各部署で実施していただくというふうな取り決めについて、協議会の中で意思決定をして

いただければ、社会的障壁の除去ということについて一歩も二歩も進むことになろうかと思っ

ております。 

 最後に、市長のこの協議会形成とその協議会のあり方についての、今明確な、こういきます

という形ではお返事ができないかもしれませんけれども、こういった方向でぜひともやってみ

たいというふうなお考えがございましたらお答えをお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ありがとうございます。 
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 あらゆる人が、人として生きる権利があるわけでございますし、この太宰府でも共生社会の

実現に向けてあらゆる取り組みをしていきたいというふうに基本的に考えている次第でござい

ますが、先ほどのちょっと協議会等についての認識、ちょっと私もまだまだ不十分でございま

して、今すぐどうする、こうするということは言える立場にはありませんが、いろいろな形で

の障がい者差別解消に向けて努力はしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。 

 最後になりますけれども、実は体育複合施設、今回が初めてアーチ型の青信号ができるとい

うお話を伺っております。しかし、あの近くには障がい者団体の施設というよりは、事務所が

たしかあったと思います。そこの、その方々が通勤としてそこへ、恐らくその通路を使われる

と思います。そのあたりの配慮もぜひ警察と交渉をいただいて、社会的障壁を感じさせないよ

うな、そういう太宰府市であってもらいたいと思います。 

 では、これをもちまして私の質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） ４番森田正嗣議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時45分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後２時31分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時45分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ７番笠利毅議員の一般質問を許可します。 

              〔７番 笠利毅議員 登壇〕 

○７番（笠利 毅議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に基づき

質問をさせていただきます。 

 中学校の給食実施は、太宰府市民の長年の強い要望であり、芦刈市長の公約でもあります。

当選後、市長は、中学校の給食実施に向けて、積極的な姿勢を示し続けてこられました。教育

委員会は、学校給食改善研究委員会を設け、市民調査を実施し、給食実施に向けてさまざまな

検討に取り組んでこられました。この８月には、学校給食改善研究委員会の答申が出て、市長

に報告もなされたところです。議会からも、要望書として中学校給食調査研究特別委員会の成

果が市長に伝えられています。答申は、また議会からの要望書も、完全給食実施が望ましいと

する立場を明確に示しています。 

 私は、詳細なデータを収集し、丁寧に検討を重ねてこられた当該委員会の皆様と教育委員会

に敬意を表したいと思います。その上で、この中学生全員を対象とする完全給食の実施を支持

する立場から幾つかの質問をしたいと思います。 

 無論、解決していくべき課題があることは承知しておりますし、答申の中にも、委員の個別
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意見としても述べられています。しかしながら、中学校の完全給食をめぐっては議論は出尽く

していると思います。あとは、政治的な決断こそが重要であると考えています。そして、解決

されるべき課題があるからといって、実施が先送りにされてはなりません。中学校給食の早期

実施を前提として、そのタイムスケジュールの中で着実な解決が図られていくべきだと考えて

います。 

 以上を前置きとして、市長に対し、次の項目に対し質問いたします。 

 一つ、既に述べた答申、報告、要望書、それらを踏まえた上で、完全給食の実施及び実施の

時期について、市長としての見解をお答えください。 

 とりわけ、実施すること自体については、初日の長谷川議員に対する回答にあると考えてお

りますので、時期について見解をいただきたいと考えています。 

 完全給食を実施する方式には、幾つかがあります。また、検討されてきました。太宰府市の

小学校の自校式の給食は、全国表彰もされたことがあるすばらしいものです。私事になります

が、我が家の子どももアレルギーを持っておりました。転居してくる前の福岡市のセンター式

の給食では、食べるものが間引かれるだけで、対応がかないませんでしたが、太宰府に来てか

らは、医師の判断に従い、アレルギーの程度に応じ、おいしい代替の料理をつくっていただき

ました。添加物が少ないせいもあり、息子のひどかったアレルギーはこちらに来てからどんど

ん治っていきました。大変感謝しています。そのような子どもたちは、今もたくさんいること

でしょう。 

 太宰府市の小学校のすぐれた給食は、長年にわたり教育委員会、栄養教諭、栄養士の皆さん

が力を合わせてつくり、育ててきた太宰府市の財産だと考えます。中学校に完全給食を導入す

るに当たっても、この大切な財産を生かしていくこと、太宰府らしい給食のあり方を考えてい

くべきこと、私は、そのことを切に願っています。 

 さて、手元に20年間の全体コストを比較する資料があります。小・中合わせてセンター化し

てしまうということを除けば、中学校の自校方式はデリバリー方式の次に安いものとなってい

ます。方式を選択するに当たっては、経費が重要であることにかわりはありませんが、絶対的

な金額そのものだけではなく、費用と効果、その関係で考えるべきです。デリバリー方式も、

設備投資は少ないのですが、運用経費は高くなっています。良質な給食を提供することが教育

の一環として次世代育成に果たすべき役割の大きさを考慮すれば、自校方式に比べて圧倒的に

有利とは考えられません。 

 私は、中学校でも自校方式を目指すべきだと考えていますが、給食室の準備等時間を要する

ことを思えば、当面の間はデリバリー方式を拡充し、給食として実施していくことが現実的で

あろうと考えています。太宰府市の小学校給食は、全国に誇れるものです。長年にわたり、時

間と労力、知恵を愛情をかけて育ててきたものです。その蓄積されたノウハウを中学校の給食

にも生かしていく必要があります。市長におかれましては、小学校給食を守り育てていってい

ただきたい。とともに、その基盤の上に中学校の給食も考えていただきたいと思います。 
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 そこで、２項目、現在、小学校で行われている給食と、今後導入される中学校給食をどう接

続させていくのか。市長、あるいは教育委員会のお考えをお示しください。 

 最後に、３項目、中学校給食実現までの課題と道筋にかかわることとしてお尋ねします。 

 どのような形態の給食であっても、すぐれたメニューを給食として提供していくためには、

栄養教諭あるいは栄養士の確保を進めていく必要があると考えます。そのために栄養教諭もし

くは栄養士を増員する意思はおありでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。 

 また、昨今、子どもの貧困が問題になっておりますが、全員喫食を始める時期において対応

することはもちろんですし、当面、選択式のランチサービスの拡充が図られる間においても対

策を講じる必要があると考えます。 

 就学援助を市として拡充する、あるいはランチ代への補助の増額を図るなどして、喫食率の

向上を図り、もって選択式のランチの状態であっても給食としての位置づけ、意味づけ、教育

上の効果を高めるということを考えてほしいと思います。市長の考えはいかがでしょうか。 

 また、小・中を通じた給食を導入するに当たっては、市民の合意が形成されることも大切で

す。今回の答申をもって終わりとすることはなく、市民参加と市民の理解の上に立って、私た

ちのまちの給食が実現できるように進んでいっていただきたいと希望しています。市民との対

話を一層促進し、市民の理解と納得を深めていくことについて、市長のお考えをお聞きしま

す。 

 再質問は発言席にて行わせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ご質問の中学校完全給食の早期実現についてご回答申し上げます。 

 実施方法、実施時期についてでございますが、本年６月議会で長谷川議員のご質問に対し、

多方面からのご意見をいただきながら現実的な対応を行うということでご回答申し上げていた

ところでございます。 

 先月19日、議長と中学校給食調査特別委員会委員長の連名で要望書をいただきました。ま

た、31日には、学校給食改善研究委員会の答申を踏まえた教育委員会の考え方も報告書という

形で示されております。その中で、現在、他の自治体で実施されている給食方式につきまして

は、それぞれ一長一短があります。私としましては、今回報告されました教育委員会としての

考え方、議会中学校給食調査特別委員会からいただきました要望書を踏まえまして、現在、ど

のような給食方式がいいのか、生徒の皆さん、保護者の皆さん、また、現場の先生方、それぞ

れの思いなどをどう酌み取っていくか考えているところでございます。 

 今後についてでございますが、給食となりますと、実施後は、皆様もご承知のように、一過

性ではなく、経常的に多額の経費がかかることでもありますので、慎重に検討する必要がござ

います。このため庁内でプロジェクトチームを立ち上げまして、内容をよく検討させた上で、

方式や実施時期を最終的に私が決定し、12月議会に、議会の皆様に表明いたしたいと考えてい

る次第でございます。 
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 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 再質問、じゃあ。 

 ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） では、１点目について再質問をさせていただきます。 

 まず、これは、教育委員会からの報告書にもあった文言だったかと思いますけれども、昨

日、長谷川議員の質問に対して、プロジェクトチームについて市長が言及されましたが、その

ときはっきりとはちょっと聞き取れなかったのですけれども、プロジェクトチームを既に立ち

上げたのか、これから立ち上げるとお答えになられたのか、その点をお教えください。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 今、答申等いただいたところでございますので、立ち上げについては今から

です。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） だとすれば、そのプロジェクトチームは、いつをもって立ち上げると。

今、気持ちの上でというか、市長の心づもりとしては考えてらっしゃるでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 議会終了後といいましても、今回は決算委員会がありますので、月末まであ

るということですが、私としては９月中にはと考えております。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） それと同じく、時期に関することですが、12月議会には市長のお考えを

表明したいということでしたが、議会でというような表現でしたけれども、可能であればその

時点で一定の予算措置を補正を上げるというようなことも念頭に置きつつ、12月というのを考

えてらっしゃるでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） そのとおりでございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） であるとするならば、改善委員会からの答申、内容的には１枚ほどの比

較的簡易なものであったかと思いますけれども、教育委員会から市長に報告がなされるに当た

っては幾つもの資料が添付され、かなり具体的な検討を踏まえた上で教育委員会としては報告

を作成していると思います。その中で、既にデリバリー方式というものが現実的には選択肢と

して考えられているような、というふうに読まざるを得ないように考えているのですけれど

も、12月の補正で上げるということで、最終的に、形態は問いませんが、全体を見通した上で

の予算案として補正を組みたいと考えてらっしゃるのでしょうか。それとも、補正ということ

なので、年度内でできる取りかかりをまずは始めたいというようなことで12月というのを念頭

に置いてらっしゃるのでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 
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○市長（芦刈 茂） その点もプロジェクトチームで検討させていただいて回答させていただきた

いと思っております。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） 壇上で質問させていただいたときに、原稿と一部言いかえたんですけれ

ども、実施については考えは既に表明されているも当然なので、特に時期についてお答え願い

たいというふうに申しましたが、昨年の選挙の際の公約、その後、教育委員会に、言葉は悪い

かもしれませんけれども、一旦げたを預けるような形をとって、それ自体は仕方ないこととも

思いますけれども、その間も、教育委員会はもちろんですけれども、市長部局でも一定の検討

は続けてこられたと思います。総合教育会議というものが現在あることを思えば、当然のこと

としてそう考えていいかと思うんですけれども、だとするならば、市長の任期が、ちょっとそ

れを言うのは早いかもしれませんが、４年であるということと、この公約の持つ重要性、ま

た、今日でしたか、渋滞と保育士の問題と給食というのを３つの責任を持ってなし遂げたいこ

ととして取り上げられていましたけれども、それを思うならば、市長が具体的な検討はこれか

らプロジェクトチームに委ねていくとしても、いついつまでに、ここここまではということ

は、当然のことながら考えていらっしゃると思うし、また、考えてなければならない事柄に属

すと思います。これは、内容を問わないものなんですね。市長の意思にかかわることだと思い

ます。現実的にそれがどうなのかというのは、現実的な判断というのが今後もあるかもしれま

せんが、現時点で市長としては、もし可能な限り早目に導入すると考えるのであれば、いつと

いうようなことを念頭に置かれて、市役所をリードしていくお心づもりでいらっしゃるでしょ

うか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） なかなか難しい問題でございまして、私の思いと、実際に検討してみて本当

にいろいろな多方面から検討する必要があると思います。 

 まず第１に、いろいろなことはしましても、決めたとしましても、議員の皆様、あるいは保

護者の方々、学校、先生という形でのコンセンサスというのが必要になってくると思います

し、具体的にちょっと今、いつからということを今申し上げる状況にはないということでご理

解いただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） では、その点については、今あえてもう一回は聞きませんが、私として

は、遅くとも再来年の４月は目標にしていただきたいかなと思いますし、多くの市民がそう思

っているのではないかと考えています。この点については、とりあえずここまでというふうに

しておきたいと思います。 

 次の回答をお願いいたしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 小学校給食との接続ということでご回答いたします。 
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 教育委員会といたしましては、８月31日にお渡しいたしました報告、太宰府市中学校給食の

あり方についてにおいて、給食の実施に当たって本市小学校給食同様、３つの点に留意するよ

う述べておりますので、そのことでご回答とさせていただきます。 

 まず、１点目といたしましては、当然のことでありますが、安全性を重視するとともに、栄

養のバランスのとれたものを提供するということです。 

 ２点目は、学校給食を生かした食育を充実させていくことです。現在、各小学校において食

育推進の中核を担っておりますのは、栄養教諭、それから学校栄養職員等でありますので、各

中学校への栄養教諭の配置も提言をさせていただいたところです。 

 ３点目は、給食の実施において経済的な援助を行うことです。現在、小学校においては、給

食費を就学援助の対象としております。中学校においても、適切な経済的な援助が必要となる

のではないかと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） ありがとうございます。今の３点は、中学校で給食を実現するに当たっ

ても引き続き大切にしていきたい項目であると考えていいかと思いますが、他方で、報告書の

中にもあったかと思いますけれども、中学校で実現していくに当たって、課題、解決しておか

なければいけないものというのも幾つか上げられたかと思います。私の口から言ってもいいの

ですが、その点、ご返答願えればと思います。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（江口尋信） 改善研究委員会の実は答申の中に課題は上げられております。改善研

究委員会というのは、栄養教諭とか校長先生方とか、それから保護者の方とか、総合的に考え

られた中で、協議の過程で出ました課題を、実はこの答申の中には上げていただいておりま

す。もう具体的に上げるということでございますので上げさせていただきますが、１点目は、

保護者の希望が高いというそのアンケート調査の結果がある一方、当事者である小・中学生は

現状のように選択制を希望している割合が高いということ。２点目は、食物アレルギーを有す

る生徒に対して、現状の体制では十分な対応が難しいという点。３点目は、全生徒を対象とし

た完全給食を導入することによって、中学生の学校生活にゆとりがなくなる。教員の負担増に

つながるという懸念があるという点。４点目が、給食費の未納により、学校事務職員や教員の

負担が増える。それから、最後になりますが、中学校給食の実施により、新たな施設等を建設

することで、老朽化が進んでいる小学校給食施設の改修が遅れるのではないかという懸念があ

るということが、研究委員会の中で課題として出されました。そのまま上げさせていただきま

した。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） どうもありがとうございます。 

 １点目に続いて、このような形で教育委員会に２つに分類した上でお答えをいただいたの
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は、私なりには意図があります。先ほども少し言及しましたが、今年の12月でしたか、教育長

がおかわりになられる予定で、その後、教育委員会制度も新しいものになっていく予定であっ

たかと思います。新しい教育委員会制度というものの眼目は、いろいろなところで語られます

が、市長部局のリーダーシップを強く発揮できるようにと、それをもって学校施設等の整備の

スピードアップであるとか、あるいは、ここではちょっと話は違いますけれども、緊急の事態

が起きたときに、よりスピーディーに対応できることというようなことが幾つか掲げられたか

と思います。ちょうど太宰府市にとっては、既に総合教育会議そのものは始まっております

が、中学校給食を実現するというこの時期に、まさに新しい制度というのが形の上でも始まる

ところなので、市長部局としても、力の発揮しどころというのになってくるかと思います。そ

の点について、市長にお考えというか、お気持ちをお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 新しい総合教育会議になるということでございまして、もう半年、１年前か

ら実際にそういうような会議はやっておるわけでございまして、それが教育大綱という形で出

されておりますし、私は、やはり太宰府は教育と文化のまちだと思いますし、教育について

は、やはりさすがと思えるような内容は打ち出していきたいというふうなことを考えておる次

第でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） 私が期待していた答えというものを言うなれば、あえてあらかじめ整備

の問題というのを言ったのですけれども、教育現場としてよりよい中学校給食を実現するため

に、市長部局といいますか、市役所全体となって後押しをするというぐらいのことを言ってい

ただきたかったなとは期待はしておりました。この点についてはここまでにしておいて、最後

に少し具体的なことになるかと思いますけれども、ご回答をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 質問の内容がちょっとわかりませんが。 

○７番（笠利 毅議員） と申しますのは……あっ、よろしいですか。 

○議長（橋本 健議員） はい、どうぞ。 

○７番（笠利 毅議員） ３点に分けて私質問いたしましたけれども、項目としては１つですが、

そのうち１点目が終わった段階で再質問を促されたと理解しましたので、最後に栄養教諭の問

題であるとか、就学援助のことについて、まだ直接には回答をいただいていないと思います。 

○議長（橋本 健議員） ３項目めを回答いただきたいということですね。 

○７番（笠利 毅議員） はい。 

○議長（橋本 健議員） １件目の回答で全部触れていると思うんですよね。市長と教育部理事が

回答しましたので、もう全部触れていると思うんですが、そこに対してまた再質問をしていた

だくというのが、笠利議員の質問になります。再々質問でも。 

○７番（笠利 毅議員） ちょっと私も件と項目を勘違いして今、用語を使ってしまいまして失礼
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いたしました。 

 では、再質問という形でさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） はい、どうぞ。 

○７番（笠利 毅議員） 今、理事のほうから教育委員会サイドからのお考えはいただきましたけ

れども、栄養教諭もしくは栄養士というのを増員していくと、その必要性に関して市長として

はどのようにお考えでしょう。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） プロジェクトチームでいろいろ検討する過程の中で、当然その課題も課題と

して上がってきますし、その回答もまた、あわせて後日というか、12月議会に出したいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） 検討を待つということ自体は、それはそれとして、もう何回も聞いてい

るのでわかるのですが、答申を受けたからには、一定程度は市長部局としての姿勢というもの

を示していく必要もあろうかと思いますし、最後に市民との理解、対話を求めると、必要性も

あるのではないかと。そのことは市長としてももちろん、教育委員会としても認めていただい

ているものと思っておるんですが、であるならば、やはり対話をするためには意思表示という

ものが必要ではあろうかと思います。 

 改めて聞きますが、その前に私自身の考えを述べるならば、給食は、つくり手と食べ手とと

もに食べる、会食相手といいますか、食事全体がそうだとは思いますけれども。これに関して

言えば、食べるのは子どもたち、つくるのは、直接はもしデリバリーであるならば業者さんか

もしれませんが、献立は太宰府市の教育委員会が責任を持って考えなければならない事柄に属

すると思います。あえて、私も栄養教諭もしくは栄養士というものがもう少し必要ではないか

と考えたのは、やはり何百人もの中学生が食べる食事というものを行政として責任を持って提

供していくためには、現状１人の栄養士さんがいらっしゃって、一生懸命やってくださっては

いるんですけれども、たとえ彼女にどのように力量があったとしても、１人に任せる性質のも

のではないというふうに私は考えています。ですから、最低でも４校、各校にいきなりとは申

さないのですが、せめて１人の増員は、具体的な方式の選択等を考える前からも、仮に来年度

から現状のデリバリー方式を拡充するという、それ以上のことができなかったとしても、内容

の充実を図っていくために、とりわけ献立を考える人に力を入れて、市として考えていくべき

ではないかと思っております。これは、私自身の考え方ではありますが、市長としてどのよう

に考えられるか。感想でも結構ですから聞かせていただければと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 今、お答えしましたが、当然考えなければいけない課題だと考えておりま

す。 
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 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） それでは、考えてくださいというふうに言っておいて、12月に予算が計

上する予定であるということであれば、ぜひ12月の段階ででも人の確保については動き始めら

れるよう考えていただきたいなと述べておきます。 

 続いて、就学援助を市として拡充する、もしくはランチ代について補助増額を図るなど、こ

れも検討を経てという回答が出てくるのかもしれませんが、念のため見解をお尋ねしておきた

いと思います。市長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 当然、その問題は一番考慮している問題でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） 考慮しているとおっしゃいましたけれども、では、具体的にどのような

形で考慮されているのかをお聞かせ願えればと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ちょっとなかなか言える段階まで来ておりませんので、そういうところでお

許しいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） であるならば、12月に向けて極めて集中的に仕事をしていただかなけれ

ばならないのかなという気はいたします。既に、先ほども申しましたが、一定程度のさまざま

な数値計算というものは教育委員会からも市長のもとにも届いているかと思います。それを直

ちに数日の間に検討しろというふうには申しませんが、そうした検討が進んでいるいことは既

に承知おきのことではあったかと思うので、12月までとおっしゃいますが、12月を待たずにこ

れでいけるというようなものがあれば、早目早目に、議会に対してもというのはありますが、

市民に対しても納得してもらえるような形をとっていただきたいなと思います。 

 そのことが、最後のことになりますけれども、今後は時間はかかるというようなことを市長

の口から聞いている限りは思わざるを得ないのですが、時間がかかるのであるならば、その時

間を有効に使って、市民、税金の払い手である市民、また、給食の実現を待っている、主には

お母さん方、理解をいただいて納得をしてもらう必要があるかと思います。待った分だけ、待

つのにも限りはあろうかとは思いますが、よりよい給食がまずは実現し、かつ、その先に展望

が持ているようなものをつくっていく責務が、待たされれば待たされるほど市役所の側にはか

かってくるかと思います。 

 12月までとりあえずでいいですけれども、一方で検討をしながら、市民の理解と納得を得

て、また可能ならそうした意見をプロジェクトチームへの意見、プロジェクトチームの見解に
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も反映させていく方法を、これは市長に尋ねるしかないですね。市長としては、何かしら構想

を練っていられるか、お聞かせ願えればと思います。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 笠利議員の中学校給食について、また、議会から本当にたくさん研究視察

していただいて、ご意見いただきまして本当にありがとうございます。今、教育部のほうか

ら、教育委員会のほうからそういう形で市長部局のほうにこういう提案があったということを

いただきました。それで、今、今度から、おっしゃるように市長部局のほうがどういう形で実

施していくかということを、ロードマップといいますか、そういうのをしっかり立てていって

いるところでございます。そして、市長部局のほうは、特に工事関係、予算関係の形、そうい

う計画、それと教育委員会のほうでは、学校現場、先ほど市長が言いましたように、校長先生

を初め、コミュニティスクールの委員の方、あるいは保護者、それから、今度新しく中学校に

入学してくるような子どもたちにも説明していかなければいけないと思っております。市民ア

ンケート調査の結果もあります。そういう形で、しっかりと市民、あるいは保護者とボールの

やりとりをして、ある程度そこのところを把握した上で進めたいというのが基本でございま

す。しかしながら、市長の公約でございますので、でき得る限りそこのところを短縮してでき

ないかなというところを模索しているところでございます。できる限り、実施していくという

ことは変わりはございませんので、そういうところを今、市長部局のほうでこれから検討して

いくというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） それでは、今、特に市長部局としては工事関係のことをという言及があ

りましたので、先ほどあえて言わなかったんですけれども、教育委員会のほうからも懸案事項

として出ていたことではありますので、小学校の調理室が老朽化が進んでいるということです

が、先ほど私も言いましたけれども、小学校の給食を大切にするためには、これはおろそかに

はできないことではあるので。例えばの話ですが、小学校に使える予算と中学校の給食に使え

る予算と一まとめにして、小学校にこれだけ要るから中学校はその分ちょっと後回しにせざる

を得ないなというような考えが出てきたとしたら、その場合には、市長としてはどういう姿勢

で臨みたいか。全く別物として小学校は小学校、中学校は中学校と、きちんとやっていくとい

う姿勢で臨みたいのか、お考えをお聞かせ願えればと思います。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） そもそもでございますけれども、今、要望書が出ている中で、それから市

のほうがいろいろな形で試算している中で、基本的に将来を見据えてどういう形でいくかとい

うところもしっかりと検討せねばならないと思っております。長期、どういう形でするかとい

うのを、まだ市のほうで検討しかねているところでございますので、そういうところも含めて

いきたいと思っております。 
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 それと、小学校の分は、小学校を改善しなければならない部分がありましたら、それはそれ

で進めていくということは間違いないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） その点については、一定それで安心したところなんですが、どうも先ほ

どから聞いておりますと、12月には方針を出し、かつ予算も出したいということではあります

が、これはできることなら聞かずに済ませておきたかったんですけれども、将来にわたって現

状の小学校の給食のあり方というものにも手を加える可能性というのを市長部局としては否定

し切れないのかどうか、というか、否定していないのかどうかですね。そのつもりだとはおっ

しゃる必要がありませんが、小学校の現状の方式も抜本的に変えてしまうことも含めて検討す

るという姿勢で臨んでいるのかお聞かせ願えればと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） 当面の課題は中学校完全給食に向けての課題でございますんで、そっちをあ

れするから小学校がどうするということは、ちょっと今のところ、それとの関連では考えては

おりませんが、ただ、いずれにしても、実現する流れの中で、小学校と中学校はまた関連、笠

利議員もおっしゃってあるように、非常に関連がある課題だと思いますので、そういう時期も

出てくるかもしれませんが、当面はそういうふうな形で、中学校給食がどうなるから小学校給

食をどうするということは考えておりません。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員。 

○７番（笠利 毅議員） 一応そういうものとして理解しておきますが、なぜ念のため聞いたかと

いうと、試算書の中には、経費の、小・中合わせてセンター化をするという試算も入ってい

て、当然のことながらそれも数字を見た上での検討がプロジェクトチームで行われるだろう

と、先ほどまでの答弁を聞く限り、考えざるを得ないので、一応お聞きしておいた次第です。 

 これ以上聞いてもという感じは若干思いますので、率直に言いまして、実は、ほかにも言い

たいことは幾つかあり、また、聞きたいこともありますが、また、既に聞くつもりのなかった

こともお聞きしたのですけれども、具体的な回答が思った以上に少なかったので、であるなら

ば、腹づもりだけでも、こちらも腹づもりを口にすることで、やはり語ってもらわなければな

らないと感じます。12月に一定のということでありましたが、予算措置とともにこうこうこう

いうふうにしますというものがいきなり出てきて場合には、まず、一つには議会が納得するか

どうかと。ここまで議会が出してきた要望書、もしくは教育委員会、あるいは改善委員会から

の答申や報告、それを踏まえた延長上の判断、かつそれを超えるような内容が市長部局でのプ

ロジェクトチームの中から出てきたのであれば、それは大変喜ばしいというふうにはなります

が、抜本的に変わっているような内容、もしくは、先ほど真ん中の段階で教育委員会に、ここ

は大切にしたいところ、ここは懸念しているところ、分けてお聞きしたのは、大切にしたとこ

ろは、もう市長部局にそこにもっと資源を入れて、もっといいものにしてみたらと。これが大
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切だと思います。懸案の事項、学校現場のことであるとか、保護者と子どもの意識の乖離であ

るとか、それについての解釈は、私は今ここではしませんが、そうした懸案事項を解決するた

めに３カ月必死で取り組むというのも、また市長部局の仕事になるかと思います。今回の９月

の議会の答弁を聞く限り、12月に向けて議会と市民の目は少し厳しくなっていくだろうという

ことは、私としては感じざるを得ません。ですが、先ほど言いかけましたが、12月にいきなり

決定案としての方針と、かつ予算措置も伴ってその姿をあらわすという形になるよりは、少し

ずつででも議会や市民に進行過程というのがわかるような形で事を進めていって、待っている

気持ちが給食の実現に向けての希望に変わるような、そういうような道筋をできれば考えてい

ただきたいなと思っております。 

 当初は、いろいろ聞いたあげく、最後に、では、もう一度、市長、いつ実現をしたいと思い

ますかと聞く予定でしたが、それはおさめておきますので、12月までの市長部局と教育委員会

と率直な意見を交換した上で、本当に子どもにとって、市民にとって、できれば言いたかった

ことではありますが、太宰府の将来のまちづくりにとってプラスになるような給食が実現され

ることを願っております。 

 これで質問を終わりにしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） ７番笠利毅議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時40分まで休憩をいたします。 

              休憩 午後３時29分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時40分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 16番門田直樹議員の一般質問を許可します。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） 議長より質問の許可を受けましたので、通告に従い、質問します。 

 まず、ＩＣＴ推進と情報公開についてお尋ねします。 

 市のホームページが新しくなりましたが、改善された点などについてご説明ください。 

 私も、サイト構造や掲載内容などを確認しましたが、市政情報については発信が十分でない

と感じました。また、議会審議や各種計画の策定経過などは積極的にＩＣＴを推進し、情報を

わかりやすく公開すべきと考えますが、市の取り組みと市長のご所見をお聞かせください。 

 次に、手話言語条例の制定についてお尋ねします。 

 手話を言語として位置づけ、普及を目指す手話言語条例の制定が各地の自治体で進んでいま

す。 

 条例を制定した自治体では、手話通訳者をタブレット端末で呼び出したり、聴覚障がい者に

よる手話授業を小・中学校で行うなどの取り組みを行っているようです。 

 本市での条例制定についてのお考えをお聞かせください。 
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 以上、再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） １件目のＩＣＴ推進と情報公開についてご回答申し上げます。 

 本市のホームページにつきましては、市民の皆様を初めとする閲覧者の皆様方から、情報が

探しにくいとのご意見をいただいておりました。今回、旧システムの保守期限が切れたことに

伴い、本市の公式ホームページのトップ画面を中心に見直しを行い、９月１日にリニューアル

を行いました。 

 主な変更点としましては、トップページに扉ページを設けることで、くらし・行政サイト、

観光情報サイト、文化財情報サイトの入り口を設け、利用者の目的に応じた入り口から入るこ

とで、それぞれの目的に応じた内容をいち早く閲覧できるようにいたしました。 

 また、それぞれのトップページのレイアウトを決める際には、以前のホームページと比較し

まして、全体的にすっきりとしたイメージとさせることで、見やすく、わかりやすいように心

がけたところでございます。 

 リニューアルしたばかりで、まだ調整等必要な部分もございますが、今後、さらに利用しや

すいホームページとしてまいりたいと考えております。 

 改善点の詳細につきましては、担当部長より説明させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 詳細につきまして私のほうからご説明をいたします。 

 まず、先ほど市長も申し上げました公式ホームページのトップページに扉ページを設けるこ

とで、くらし・行政サイト、観光情報サイト、文化財情報サイトの入り口を設け、利用者の目

的に応じたサイトへ直接入れるようにいたしております。 

 また、以前のホームページと比べると、比較的すっきりとしたイメージとし、検索に必要な

見出しをわかりやすくいたしております。さらに、くらし・行政サイトにおいては、閲覧者の

利用傾向にあわせてキーワード検索ボックスを一番目立つ画面上部の中央にこれまでより大き

く配置するなど、利用者の利便性にも配慮いたしております。 

 また、近年、スマートフォン、タブレット端末などの普及が進んでいることから、これらの

端末でも見やすく、操作しやすいように、画面を縦に長く、指で操作しやすい、スマートフォ

ンやタブレット端末専用のサイトに切りかわるようにいたしております。 

 さらに、災害の発生時などには、トップページを通常のページから緊急情報サイトへ切りか

えることで、災害情報のみを取りまとめた画面にするとともに、アクセスが集中するような場

合でも耐え得るシステムといたしております。 

 また、今回のリニューアルに合わせまして、平成26年３月議会で議員からご要望がありまし

た各種計画書につきましても、市政情報の中に市の計画・施政方針の中に掲載しておりますほ
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か、キーワード検索では、検索結果にはサムネイル表示を行ったり、ＰＤＦファイル検索で

は、検索結果後に検索ワードに一致する部分に黄色の背景色をつけるなど、探しやすくなるよ

うに改善を行っております。 

 しかしながら、先ほど議員ご指摘のように、市政情報について発信が十分でないところもご

ざいます。特に種々の計画書の公開につきましては、各課の詳細ページには表示はしています

けれども、この計画の見出しページの中に表示をしていないものがあったりします。今回、ご

指摘いただきましたものの中には、計画書自体が期限が切れているものもございますけれど

も、再度、担当課に確認をとりながら、公開が必要なページにつきましては、早急に公開をし

てまいりますし、全てのことを総合的に再点検をいたしまして、その他不備なところもあわせ

て改善してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） ありがとうございます。 

 貴重な時間とっていただいて、最後の質問ですが、私も、何度もこういった質問やってきた

んですが、このホームページに関しましては、まだまだ私自身、隅々まで精査したわけではあ

りません。また、質問のまとめ方も、ちょっと準備不足で、少しかみ合わんところがあると思

いますけれども、よろしくお願いします。 

 まず、改善点、いいところですね、トップページの扉をつくったり、すっきりしたのは、市

長もおっしゃいましたけれども、私もそう思います。デザインも、いわゆる古都大宰府にふさ

わしい、何か落ちついた、いい感じだなと思っております。くらし・行政へのキーワード検索

とか、スマホやらタブレット対応をされてあるということは、先進的というか、今から必要な

ことで評価いたします。また、災害等の緊急対応もされているということで、これは、特に県

の情報等々と今後よくリンクされていかれるといいかと思ったりもいたします。 

 そういった中で、私が一利用者として気がついたというのは、昨日一生懸命見たぐらいの話

なんですが、その中でちょっと細かいこと、先に細かいことをちょっと幾つか、指摘まではい

きませんが、意見として言いたいと思いますが、まず、何といいますか、便利サービスとかを

まとめたのがすごくいいと思うんですよ。場所もいいなと思う。ただ、そのバナーの位置なん

か、もうちょっと工夫したほうがいいと思うんですが、まあこれはそれぞれの感性ですから

ね。 

 細かいことですが、検索済みの色が変わらんですね。あれ、わざとしてある。ちょっとまた

ヘッダーとかタグでテキストデコレーションをノンにしたりとか、そういうことをわざとやら

れると。これなんかは、いわゆるそれぞれのブラウザの設定で自由に変えられるんだけれど

も、よくおわかりにならない方がやっぱりおられて、これがいつまでも色が変わっているから

嫌だというふうな声があって、それでこっちの、何ていいますか、サーバー側というか、今言

ったような、じゃあ変わらんようにしようということでされているのかなと思うんですよね。



－168－ 

少なくとも、私、これをＩＥ、インターネットエクスプローラーとかクロームとかエッジとか

３種類ぐらい、あともう一つあるんですが、で見て、特に標準の設定をしているので、こちら

側の原因じゃないと思うんですが、色が変わらない、あれ、変わったほうがいいですよ。だっ

て、行政、いっぱいあるところで、あれ、どこ見たかなということになるから、あれはそのた

めの色が変わるんですよね。その標準がいいと私は思います。 

 サイトマップについて、まず、どこかといったら右の上側にありまして、実は印刷したやつ

を忘れてきちゃって、ちょっと頭の中で不確かですけれども、たしか右上のサイトマップがあ

りました。ただ、これ、サイトマップというよりも、それぞれのリンクを張った文字列をグル

ーピングして並べているだけですよね。私ができたら欲しいと思うサイトマップというのは、

視覚的に、いわゆるツリー構造になって、何がどこにあるというのがわかる、そういうサイト

マップがあったらいいなと思いました。幾つかそういうことをされているところもありますの

で、参考にしてください。 

 字の大きさですけれども、小さい。高齢者に限らず、やっぱりもうちょっと字は大きいほう

がいいと思う。ただ、字の大きさを変えられるところがありますよね。確かに変えられる。そ

うすると、フォントが大きくなったりするけれども、ところが、デザインがちっちゃいのでつ

くっているから、何か今度は桁ずれがして、見づらいんですよ。だから、やはり、今さらかも

しれないけれども、大きな字でデザインするべきだった。あの辺の細かいすき間なんか要らな

いんですよ。 

 先ほどすっきりしたデザイン云々言いましたけれども、要するにサイト、ホームページです

ね、ホームページというのは、大体トップページという意味ですけれども、この前、ファイル

の集合全体のことをサイトと、あるいはホームページといいますけれども、それは、一つの家

みたいなもんで、あるいはデパートとか、あるいは役所とか役所かもしれませんね。お役所と

か、そういったもんで、玄関が物すごく立派でも中身が全然だめだったらだめですよね。中身

が必要な人、例えば役所に来られる方というのは、例えば病気のこと、あるいは生活のこと、

学校のこと、いろいろなことで困ったなあといって来られることで、玄関が立派だから安心は

されると思う。でも、中入ったら、何かあっち回し、こっち回しで、どこ行っていいかわから

んで帰ってきたら、玄関ばっかり立派でってやっぱりなっちゃうんですよね。ですから、玄関

が立派なのは大変いいことなんだけれども、やはり中身が大事と。要するにコンテンツです

ね。コンテンツがないところにサイトなんか意味がないと思うんですよね。もう少し言うなら

ば、お客様あってのお店というかな、来場者があって、レストランで言うたら、まずはいらっ

しゃいませですよね。いらっしゃいませ、どうされますかって、サービスがあるわけですよ。

もちろん費用もかかる。だけれども、社員食堂は自分でやらにゃあいかんですよね。自分で持

ってきてこうしたりとか、みそ汁と自分でついでとか、そういうやり方もあるかもしれんけれ

ども、やはりどうせつくるなら、一回つくってしまえば、動かす費用というのはほとんどかか

らないんだから、やはりレストラン、お客様という気持ちのサイトをつくっていただきたい
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と。 

 そんなふうな、こんなふうなで、文字サイズとか言いましたが、バナーが下のほうに、多分

お金取っている部分と思いますが、ありますよね。あれは、よく見ていませんが、ちっちゃく

てよく見えないんだけれども、あれはお金取っている分ですよね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 有料広告としてお金は取っております。ただし、今後もそこのバナー部

分を続けていくかって、サイト自体の美観の問題といいますか、そういったこともありますの

で、そこら辺のところは今後の検討課題というところでなっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 承知しました。それであったら、今度リニューアルしたんだから、カ

ウンターは今、ついていますかね。カウンターがついてないのなら、カウンターはつけるべき

ですよね。それで、どんどんカウンターを上げていって、あそこに出したほうがいいぞと言わ

れるような。カウンター、せっかくですから。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） ホームページ本体そのものにはカウンターついてないんですけれども、

内部でどのくらいのアクセスがあっているかというのは把握できております。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 当然、アクセスログは各ページ単位でとられていると思いますけれど

も、それは内部の把握のためですね。というよりも、これだけ見ているんだぞということで、

太宰府という知名度、そしてそういうふうな立派な新しいホームページ、そしてこれこれっ

て、つまり太宰府市民だけじゃなくて、よそからもいっぱい見てもらって、カウンターがどん

どん、どんどん伸びていくと、あそこにちょっとバナー張らせてもらおうかなと、当然。ま

ず、七社会ぐらいからずっとやっぱり張っていただきたいですね。そんなふうなこともだんだ

んに進めていただきたいということと、あと二、三点、検索についてです。例えば、あとのほ

うでちょっとまた言いますけれども、広報「だざいふ」は、どこだったかなと、見たかったん

ですよ。そうしたら、なくて、なくて、あれ、何か、あっ、ここか、あれっ、ないな、ないな

って、こうしょうったら下のほうにぽっとあったんですね。あるじゃないかと。それ、いいん

ですよ。ただ、そういうふうなバナーって、ただリンクをどう張るかだけの話だから、必要な

ところにあっちこっち張ればいいと思うんですよね。ここにあるからというのは、つまり、今

度、新しく変わったというのはインターフェースが変わるわけですよね。なれるまでが大変

と。多分、今は何かいろいろ苦情が多いと思うんですよ。何か要はなれてないからさ。なれて

しまえば、こういって、こういって、あっ、これ、ここにあるということでわかるんだけれど

も。だから、でも、よそから来た人というのは、わからないんだから、だから、その辺のリン

クは、いっぱいあったほうがいいと思いますね。これも参考までに。 
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 最後というか、市政への提言ということで、太宰府市へのお問い合わせは、またこれも、こ

れも以前もありましたけれども、ちゃんとありますね。ここで、いろいろ質問とか提言とか何

かいろいろ、苦情もあるかもしれない、というのはすると思うけれども、実はこれ、なかな

か、これはホームページの話じゃなくて、これ、やっても、回答が必要な方はというのも、な

かなか来なかったり、私、一市民として何回かやったことあるんですけれどもね。そういうの

もあるけれども、ぜひこれは生かしていただきたい。せっかくホームページにこういうものあ

るんだから、これはホームページだけの話じゃなくて、市の皆さんがね。ただ、この中で、各

課へ直接のメールの案内が前はあったですよね。ＬＧＷＡＮの。例えば、経営やったら、ｋｅ

ｉｅｉ－ｋｉｋａｋｕｄａｚａｉｆｕとか何か、ありましたよね。今回はなくて、ここの太宰

府市へのお問い合わせ一本、つまり各課へのメール案内がなくなったような気がしますが、そ

の辺のことをちょっと聞かせてください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 市長の部屋の下に市政への提言というようなところで、一つ一つの課の

ところ、今まであったところをここで集約化させていただいて、一番わかりやすいようなとこ

ろに提言をしていただくというところで変えたというところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） ええ、わかるんですが、やはり各課に確実に届くという安心感がある

ので、あったほうがいいかなと思いますが、ただ、何ていいますか、例えば議員はそこそこの

いろいろな、例えば部長さんとかの個人のアドレスとかを知っている場合もある。大事なのは

そこに送ったりもするけれども、課に対して送ることもある。ただ、こういう太宰府市へのお

問い合わせで一括した、あのページがきちっと機能するならば、それでもいいと思う。 

 細かい点の、最後に、対市民、細かい点というか、中身をざっと言うと、市民に対する部分

がほとんどですよね。これ、大事なところですよね。いろいろな、今度子どもが学校に上がる

けれどもどうしたらいいのかいなと、引っ越してきたけどどうするのかとか、そういうふう

な、病気になったらとか、そういうのをまず一生懸命調べられるというもので、それがまず。

それから、市政情報ですよね、さっき言った。特に財政の情報とか、それと、議会はまた議会

ということであります。議会ということで見ると、情報としては、議会の、自分たちのことを

褒めたらいかんけれども、非常に充実していると思うんですよね。まず、量的にも。私も、よ

その自治体、そこに議会も一緒にあるから、ちょっと大体近隣とかざっと見たんですけれど

も、量も質も非常にいいと思う。ただ、平成16年からの分を載せるかどうかというのは、もう

必要ないかなと思うんですが。せめて前の期、４年間ぐらいでいいんじゃないかと思うんです

が、それぐらい十分に載せていますね。これは、やっぱりちょっとなかなかすごいなと思いま

す。 

 それで、私、この資料を配付していただいとるんですけれども、ちょっとこれを説明します

が、まず、これに関して、これ、どっから持ってきたのかというと、簡単に総合計画から持っ
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てきたんですね。総合計画の33ある施策のうち、それにそれぞれ関係ある計画を、こんだけあ

るんですよ。ただ、外郭団体等のは外しています。例えば社協の活動計画であるとか、そうい

ったものは外していますが、こんだけあると。マルはちゃんと掲載されていいと。三角は、こ

れ、後でちょっとやりますけれども、テキスト検索ができない部分ですね。単なる画像、利用

はできますけれどもね。バツは見当たらないということですが、ちょっとこの資料に関して、

まず、何というか、感想というか、こんなもんだというのを。それで、もし、私もちょっとば

たばたまとめたんですが、マル、バツの間違いとかあるかもしれません。あるいは、項目の過

不足があるかもしれませんので、もしあったらご指摘ください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） ありがとうございます。この中には、実際に移行作業において、移行作

業途中のものもあります。そしてまた、計画書自体が、もう既に期限が切れている、失効して

いるような計画もこの中にはあって、それについては、先ほど第１答目のほうでご回答申し上

げましたように、再度担当課に確認をとりながら、そこら辺のところを、もう載せなければい

けないものは全部全て載せるように指示をしたいというふうに考えておりますので、そこら辺

のところをご了承願いたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 承知しました。 

 ただ、切れた部分というのは、今度の第五次太宰府市総合計画の後期基本計画にこれが載っ

ていたから、じゃああの部分ももう削らんといかんということにはなりますけれどもね。そこ

は置きまして、この中で、ちょっと私、ざっと見よって、昨日の木村議員の都市計画に関する

質問ありまして、あれっと思うて、ちょっとこれ、関連しますんで一緒に言いますと、真ん中

辺からちょっと下のところに、都市計画のマスタープラン、これを今、つくっているわけです

が、私も都市計画の審議会委員やっておりまして、平成27年３月19日が私も最後の審議会です

が、その時点で、当時の市長が平成27年度までに策定すると。それで、事務局も、事務局は、

辻部長さんとか、都市計画課長さんとかおられて、議会からは私と渡美穂議員が出とったん

ですが、たしかこれ、これ、議会側の理由ですが、総務委員会の正・副の充て職みたいな形で

出とった記憶があるんですが、４年間やったわけですよ。それで、事務局も目標年次を2035年

度、平成47年度とし、平成28年度を初年度とする20年間計画ですと。この資料の第１章３項の

目標年次のを明記されているんですよね。ということで、もう当然、もう平成27年度にでき上

がっとるんじゃないかというけれども、ふと考えると、いつ報告を受けた記憶はないし、もら

った記憶もないし。それ以降、だから、平成27年の選挙がありましたけれども、６月議会以降

の議員協議会、全員協議会等、全部もう一回確認したけれども、報告はあってない。ただ、こ

れ、事務局は、いわゆる地方人口ビジョンと地方版総合戦略を平成27年度中に作成するので、

するのでというか、そういう流れになっているので、もしかすると調整が必要になってくるか

もしれんということを言ってありますので、そういったことも関係しているのかなとは思うん
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ですけれども、報告は受けてない。ただ、議会からはお二人、審議会の委員に出ていますか

ら、条例の中では３人ですけれども、２人出ている。その関係で、別に報告がなくてもいいと

いうことかと思うんですが、そもそもその委員も、ちょっとあれですが、私の任期は平成28年

10月、来月までなんですよね。委嘱状をいただいております。どうなっているのか知らんけれ

ども、第４条で委員の任期は２年とする、再任は妨げないということだけで、交代に関する規

定がないんですよ。この件はちょっと話がずれますので、確認しとってください。 

 ちょっともとに戻ります。ということで、都市計画等はそういうことなんですが、ぜひ、何

というか、こんな計画がいろいろあるのであれば、やはり出したほうがいいと。ただ、出せな

いものは出さんでもいいと思う。それだけの理由があるならばですね。その前に、議会と情報

をやはりデータで共有をしていただきたいというのがすごくあるんですよ。我々市会議員も本

とかもらいますけれども、なかなかやっぱりああいうのって活用が難しいんですよ。市のホー

ムページにあるものを見ています。例えば例規集なんかは、もうあの分厚いやつをロッカー

に、あんなん持っているの見たことないしょ。あんなん現実に扱わんと、やっぱりホームペー

ジからの例規集を見ています。ただ、更新されてないときがありますね、これも。ちょっと関

連しますけれども。もう最終日にきちんとした議決で条例が可決されたと。もちろん附則の施

行日というのはあるんだけれども、何かそれから大分たっとるのを見たら前のまんまというの

はあるので、マンパワーというのがあると思うけれども、それはやっぱりきちんとしていただ

きたいということ等があります。 

 それで、ちょっと進みます。もう一問あるんで。 

 それこれで、今度少しちょっと、少し技術的なことをまた言わせてもらう。大した技術的な

ことじゃないですけれども、ファイル名ですね。いろいろなダウンロードするファイルです

ね。先ほどの行政情報、いろいろなＰＤＦなんかでずっと掲載されていますね。あのときのフ

ァイル名が、何か統一基準がどうもないと思う。例えば、広報「だざいふ」なんかは、もう昔

は、言うたらなんだけれども、何か思い思いに好きな名前をつけていましたね。何でこんなん

つけたのかなという。ここ数年は、何となくページに合わせたやつですね。だけれども、例え

ば、細かい話すると、ｐの１とｐの２やったらｐの２が下ですよね。pの３が下と。だけれど

も、じゃ、pの10というのがあったら、どっちかいうとｐの10が上に来たりするんですよね。

フォルダーの中で。そういうのは、分割して載せるんだったら、やはりユーザーのことを考え

ると、名前の前にゼロを入れるとか、ちょっとした工夫をされると、非常にやりやすい。

後々、使うほうがです。 

 立川市にこの前、５月やったですか、議運で視察に行かせてもらって、クラウドにアップロ

ードするときの命名基準というのがつくってあるんですよ。立派な基準、クラウドへの情報共

有システムというものをつくってありまして、議会、議員がみんなタブレット持って、ペーパ

ーレスまではいってないんですけれども、それに近い活用をされてあります。それで、職員さ

んも、幹部職員から全員持ってある。ただ、ご自分のパソコンですけれどもね。そこでいろい
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ろな情報共有をすると。そして、それぞれがアップロードして、クラウドでいろいろな情報の

交換をするということで、当然ルールが必要になってくるということで、ファイルの名前づけ

に関してきちんとした基準をつくってあるんですよね。こういったものをぜひ参考にされて、

今後のやはり情報公開とも大きくかかわってくると思うんですよ。 

 また、今ちょっと分割ファイルのことを言いましたが、例えば広報「だざいふ」で、一括し

て落としたいわけですよ。我々、例えば会議録は、あれは一括で落とせるんですよね。結構な

ボリュームなんですけれどもね。ところが、どういうわけか、広報「だざいふ」はもうペー

ジ、ページで分割しているんですよ。くっついとるところもあるし。恐らく各課、課で担当さ

れてあるところで、ああなって、こうなってと推測するんですけれども、要は、一般的にです

よ、一般的な設定で、一般的なスキルの方で言うと、いっちょいっちょ、ああって、もういら

いらして、こうして、こうしたのをいっちょいっちょ見るか、そういうのが結合、マージす

る、ソフトなんかでくっつけたり、あるいはもちろんいろいろな設定でそういうふうなフリー

ソフトもあるんですけれども、まとめて一括ダウンロードするのもあるけれども、しかし、や

はりさっきのレストランと社員食堂の話じゃないですけれども、クライアントに、利用者にそ

こまで求めたらいかないと思うんですよ。それは、やっぱりサーバーサイドでやるべきだと思

う。サーバーサイドでそういったことができるように。あるいは、あっ、それと大事なことを

一つ聞かないけない。サーバーの容量は、一度聞いたことあるんですが、現在どれぐらいです

か。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（石田宏二） 今こちらの手元に資料ございません。ちょっとご回答しかねます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 了解しました。ただ、もう何年前ですか、大分前ですけれども、相当

な、何ギガ、何十ギガだったと思うんです。とにかく図書館の本が幾つ、全部入るぐらいある

と思うんですよ。ですから、そこに全体部分を入れてもいいと思うし、つまり、そちらのほう

で公開する側で工夫をしていただきたいということがあります。 

 最後に、この文書というか、情報発信についてとても大事なことで、先ほどのこの中で三角

がありますよね。この三角は、これはもうおわかりと思いますけれども、いわゆるイメージで

もうＰＤＦになっている部分ですね。もうスキャンしてそのままＰＤＦにしたりとか。つまり

文字情報がない部分。テキストがない部分ですね。これに関しては、例えばもうもらった部分

とか、紙しかない部分は仕方ないですよね。仕方ないこともないけれども、仕方ないとしてス

キャンしてそれでいいけれども、市が直接かかわって作成した部分であれば、文字情報を入れ

た、残したままでＰＤＦにできるというのは、例えば今のオフィスファミリーで言えば、あれ

は標準でそういう機能がついています。ただ、市のところ、少し古いですけれどもね。かなり

古いバージョンではあったけれども、ついているんじゃないかな。ついてなければ、その変換

することに関しては、いろいろなソフトがある。あるいは、印刷関係、業者に頼んだ部分に関
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しても、そういうふうなファイルでもらったときに、それを残せという指示はできると思いま

す。それをぜひやっていただきたい。それが、もうできないと非常に困るのと、もう一つは、

透明ＰＤＦというのがあるんですよね。透明テキストというものがくっつける。１点、普通

の、例えばこれをスキャンして、ただの検索したって、公式サイトというのは全然載らないけ

れども、ここに文字情報、いわゆるＯＣＲでこれを文字情報をつかみ出して、そしてここにく

っつけるという技術もあるんですよ。調べてください。ただ、ＯＣＲですから、100％じゃあ

りません。何というかな、活用が乱用になったりすることもあるみたいだけれども、それはそ

れとして、役に立たないわけじゃない。かなり役に立つ。そういったことをぜひ進めていただ

きたいということで、そろそろこの辺は終わりますが、最後、最後から１つ前ですが、いつも

もう平成15年からこういった、この質問をやってきとるわけですが、たまに忘れたころにやる

んですが、今回ホームページが新しくなったんでやったんですけれども、いわゆるＣＩＯ、情

報統括責任者ですね、こういうふうなＩＴ関連の責任者、要するに当時、当時の助役さんは誰

ですかと言ったら私ですというけれども、そうじゃない、そういう意味じゃないんですよっ

て。その次の今度は市長さんに聞くと、今度は私ですって言って、どうもＣＩＯとＣＥＯを間

違えてあるような気がするんですが、いわゆる情報に関して責任ある答えが、情報に関してで

きるかということなんですが、そのことは置いときまして、結局そういう専門の部署をつくる

べきじゃないかということを前からずっと繰り返して申しております。部署というのはどうや

ってつくるのかというのは私どもわかりませんが、例えば、例えて言うたらあれですが、スポ

ーツ課というのができましたね。これは、スポーツ振興法を改めスポーツ基本法ができたんで

すよね。つまり法律によって、よし、じゃあつくるかということに格上げになったと、係か

ら、と思います。あるいは、介護保険法ができたから介護保険課ができたんでしょ。というふ

うな法律の後押しがあってできるのかなと思うんですが、じゃあ、このＩＴという本当に今か

ら取り組まないかんものに関して何かというと、余りないんですよね。例えば、高度情報通信

ネットワーク社会形成基本法って長ったらしいのがあるんですが、目的はいいとしても、第

11条に公共団体の責務として、地方公共団体の特性を生かした施策及び責務を有するって、何

か何なの、わからんものなんですよ。これは何かというと、要するにもうどんどんやるのが当

たり前ということだと思うんですよ。だから、法律ができるのを待っとって何かするんじゃな

くて、もうとにかく先にどんどん進むのが当たり前じゃないのというスタンスじゃないか。だ

から、逆に言うと、今ある法律というのは、何かを制限すること、余りやったらいけないよ、

いけないよということのほうがあるような気がします。スポーツは逆、そうじゃないでしょ。

スポーツはやったらいけないんじゃなくて、どんどんやりなさいでしょ。ですから、そういっ

たものをそろそろ、市長のお話によると、来年機構改革をやられるということで、当然市長の

リーダーシップでやられると思うんですが、ここは副市長が長いおつき合いで私のこういった

話も昔から聞いていただいとりますので、この機構改革に当たり、また、そろそろそういった

部署の検討もいただきたいと思うんですけれども、ご見解をお聞かせください。 
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○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（富田 譲） 以前からこの情報の推進については議員さんのほうにおかれましては大変

詳しくて、市のほうにいろいろなご意見をいただいているところでございます。今回、ホーム

ページを新しくしたということで、いろいろお話を聞いてみますと、一定評価を得つつも、そ

れからまだまだ改正していくところがあるんじゃないかというご意見でございまして、非常に

参考にさせていただきたいというふうに思っております。ここを充実しますことで、住民サー

ビス、そういうものへ非常に推進になっていくということであろうと思います。それで、今、

組織の分でお尋ねでございます。それで、今のところ、文書情報課というところで推進してお

ります。それで、新しいセクションをというようなことでございます。現状を見てみますと、

大体、普通の一般の職員がそこに配置されて、いろいろなそういう技術、情報、そういうもの

を得て今に至っているというところでございます。今のことは、研究、そういう部分はさせて

いただきたいというふうに思っておりますが、一般職の中にもそういう分野で非常に詳しい職

員もおります。ですから、そういうところも考慮して、そういう経験、技術を積んで、できる

だけ期待に応えるような方向で進まさせていただきたいと。現状のところはそういうことで、

一応前向きに考えていきたいとは思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） よろしくお願いします。何というか、何でも業者というか、確かにＩ

Ｔというのはブラックボックスみたいなところがありまして、難しい面もあるけれども、出て

きたデータというのは自由に扱えるんであるから、何でもかんでも業者じゃなくて、職員の中

には詳しい方もいっぱいおられて、いわゆる汎用ソフトを使っても、アクセス等を使って立派

なシステムつくったりとかというのは、ほかの自治体なんかでもよくあられるわけですね。や

はり大変な効果があると。ＩＴ推進課ざっと見ても、静岡市、小松市、室蘭市、川崎市、宇部

市等々あちこちあります。非常に何か役に立っているような感じではあります。ぜひ前向きに

進めていただきまして、最後に、先ほどちょっと議会のことも触れましたけれども、議会は、

今からやはりＩＴ推進化を進めていこうということで、タブレットの導入、あるいはいろいろ

な情報の共有をしていこうということで、まだまだ任意の研究会ではございますけれども、来

月は壱岐市に先進地でありまして視察に行く予定もあります。 

 そこで、市長に最後に一言。そういうことで、議会もこのＩＴに取り組んでいきますので、

ぜひ行政と、先ほどの市民への情報発信はもちろんですけれども、例えば決算書一つでも、決

算もあれだけ見たって、決算も予算もあれだけ見てもみんな何のことかわからんと思うんです

よ。我々は、決算、事務報告書であるとか監査意見書であるとか、いろいろな資料と一緒にあ

れを持って事前に説明を受けて、ようやく、ああ、なるほどと少しわかるぐらいでしたよね。

だから、まず我々が必要な情報をきちんとした形でいただいて、そして、我々が市民に説明す

る責任がまずあると思う。そういうことで、情報の共有に対してご尽力いただきたいと思いま
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すが、ご所見をお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（芦刈 茂） ありがとうございます。 

 ９月からホームページリニューアルしまして、早速いろいろなご意見が、結構早いピッチで

入ってきているというのが正直なところでございます。やはりいろいろなところでアクセスし

て、いろいろなご意見、提案を受けやすくなっているのかなという感じがいたします。議員の

おっしゃいました、議員の皆さんに一番情報公開といいますか、そういう提供というのは必要

なことだと思っておりますし、その上で市民への情報公開等々、よく考えながら進めていきた

いというふうに思っている次第です。 

 以上です。 

              （16番門田直樹議員「次、お願いします」と呼ぶ） 

○議長（橋本 健議員） 次ですね。 

 ２件目の回答をお願いします。 

 市長。 

○市長（芦刈 茂） 次に、２件目の手話言語条例の制定について、ご回答申し上げます。 

 聴覚に障がいを持たれた方々にとりまして、手話は貴重なコミュニケーション方法の一つで

あるとともに、情報収集手段の一つでもあると考えております。 

 この件につきましては、平成26年12月議会におきまして、手話言語法（仮称）制定を求める

意見書の提出を求める請願書が提出され、全会一致で採択されたと記憶いたしております。 

 現在、条例制定している地方公共団体は、県レベルでの条例制定を含めまして全国で52団体

ほどあり、福岡県内では、まだ条例制定している市町村はございません。 

 このような中、本市といたしましては、現在のところ条例制定までの考えには至っておりま

せんが、今後の福岡県や近隣市町の動向に注意し、適切に対応していきたいと考えておりま

す。 

 詳細は、部長から回答させます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 詳細につきまして、私からご回答申し上げます。 

 本市での聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいにより意思疎通を図ることに支障があ

ります聴覚障がい者等の方への対応といたしましては、福祉課窓口に手話通訳員が常駐いたし

まして、必要に応じて手話対応や筆談等による支援を行っています。あわせまして、今年度か

らは、各課にコミュニケーション支援ボードを配付いたしまして、その活用を図るようにいた

しております。 

 また、コミュニケーション支援事業といたしまして、意思疎通を図ることに支障があります

聴覚障がい者等の方々に対しまして、通院や公的機関等に外出する際に、そのサポートを行う
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ために手話通釈者や要約筆記者の派遣を行っております。なお、この派遣に要する利用負担は

ございません。 

 ちなみに、このコミュニケーション支援事業を利用いただきました件数といたしましては、

昨年度実績といたしまして、手話通訳が41件、要約筆記が５件の支援を行ったところでござい

ます。 

 今後もこれらの事業の充実を図りますとともに、これからのサポートを担われます手話奉仕

員養成講座の開催につきましても、継続して行ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） ありがとうございます。 

 41回で、要約筆記が５回で、条例制定しているところを見ると、石狩市が手話事業に

100回、だから半分ぐらいですね。ここが５万9,000人でうちよりも少ないんですけれどもね。

条例があるかないかということで、その後押しがあるのかなあという気もいたします。 

 ところで、今日、森田議員の質問で、いわゆる障害者差別解消法の施行に伴いまして協議会

の設置に関しまして、部長は４市１町で協議を重ねているということを聞いておりますが、こ

れは、確かに設置が義務づけはされてはおりませんが、つくったほうがいいんじゃなかろうか

と思うんですけれども、そもそもなぜ４市１町なのかと。こういうのって、いいと思えばどん

どん、何で４市に縛られないかんのかなって、ちょっと聞かせてください。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 筑紫地区、こちら自治振興組合の中にありますつくしぴあ、そうい

ったところを中心といたしまして、共同で現在も地域の自立支援協議会というのを設けてお

り。その中で議論をしているということもございまして、４市１町でやったほうが効率的では

ないかと、それぞれの市町村というよりも。そういうところで、その協議会の延長線上にこの

支援協議会というのを位置づけておるという関係からでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 先ほど森田議員の質疑の中では、もういろいろなさまざまな、商工会

であるとか警察であるとか、もういろいろなものというふうな考えもありますが、逆に、その

障がい者さんの団体と民生委員と、それぐらいで、あるいは就労支援団体、のほうが身軽でや

れるんじゃないかと。いっぱい構成団体が多くなると、もう動くのもよっこいしょで迅速に動

けんのじゃないかという危惧もあるわけです。そもそもこういうふうなことに対して前向き

に、今、理由は聞いて、その件に関しては納得するんですが、確かにみんなでつくった部分で

すからそこを中心にやっていこうというのはわからんでもないけれども、どちらかというと４

市１町でやるときに、何か先に行くなよみたいな感じが少しあるんですよね。だから、そこは
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そこで、一緒にやるならやるで、協議の中で、ぜひ引っ張っていってください。太宰府がそう

いうなら先に進まないかんなという感じでぜひやっていただきたいと。その件は了解しまし

た。 

 手話動画に関して、ＡＲってお聞きになったことないかもしれんけれども、拡張現実です

ね。要するに写真とか、スマホなんかこうかざすと情報が入っているわけですよ。それで、何

か動くのが見えると。例えば、人間がおるのがぽっと見えると、その人間が走ったりするとい

うのが見えるとかというやつですね。あるいはＱＲコードということで、いろいろなものが出

たりとか、工夫がいろいろあるわけですよ。そういったことを先ほどのＩＴとも関連しますけ

れども、やったらどうかということで、あっちこっちですが、菊池市とか、どこですか、埼玉

県の三芳町ですか、手話講座なんかをやっていると。最初私もちょっとぴんとこんかったの

が、例えばこうして、手話の講座があるわけでね。ところが、それを見れるということは、文

字情報も見れるということですよね。だから、情報を伝えるだけだったら、手話じゃなくても

文字を出せばいいじゃないかと思うわけですよね。ところが、何といいますか、そうじゃなく

て、手話というのが独立した言語で、手話を使われる方にとっては、それがまさに体感である

ということであるようです。例えば、我々も講演会を聞きに行って、わざわざ言って話される

んだけれども、原稿だけもらって帰ればいいでしょ、別に聞かんでも。でも、その人の口から

聞かれる、あるいは全体見たそのものが、いろいろな情報になるんだと思うんですよね。それ

と同じで、手話というのは、もうそれ自体が独立した言語であるということで、先にそういう

ふうな形で進んでいったらいいんですけれども、さっきちょっと気になった面で、コミュニケ

ーション支援ボードですね。窓口の支援ですね。もう余り時間ないんでちょっと短くします

が、これ、結局筆談ボードのことですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（濱本泰裕） 今、門田議員言われたように、ホワイトボードでございまして、筆

談を交わすというような形で利用していきたいと思っております。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員。 

○１６番（門田直樹議員） 了解しました。 

 先ほどちょっと例として言いましたが、例えば、タブレット端末ですね。常駐されておられ

るということを言っておられましたんで、そうすると、例えばあっちこっち、要所要所に市の

関連団体とか出先、出先といいますか、もちろん社協であるとか何であるとか、事務所のある

ところにはタブレットを置いて、緊急時にはその方を呼び出して、そこでやりとりをやるとか

ということもできますよね。そういうふうなことは、条例ができて後押しになる、予算づけ

等々も後押しになると思うんですよ。あるいは、当事者福祉推進委員会、ちょっと時間がない

けん、いっぱいあるんですが、要は、手話条例をつくることによって、そういった施策がやり

やすくなるということがあります。その前提で、手話というものが何なのかというのをもう一

度言いますと、いわゆる聾者は手話で夢を見ると、この場合の聾者というのは、聴覚障がい者
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の方で、手話を生活で使ってある、主な伝達手段として使ってある方のことを指しているわけ

ですけれども、そういうふうな方々にとっては、もう手話というのは、単なるこれを見ればわ

かるじゃないかという問題じゃあないということをまず理解していただいて、そして、この障

害者差別解消法に基づく協議会をつくって、そして、手話に関する条例をつくって施策を進め

ていただきたいことをお願いいたしまして、終わります。 

○議長（橋本 健議員） 16番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月28日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時29分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔平成28年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成28年９月28日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第76号 市道路線の認定について（建設経済常任委員会） 

 日程第２ 議案第77号 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例について（環境厚生常任委員会） 

 日程第３ 議案第78号 平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について（分割付託） 

 日程第４ 議案第79号 平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について

（環境厚生常任委員会） 

 日程第５ 議案第80号 平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について（環境厚生常任委員会） 

 日程第６ 認定第１号 平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について（決算特別委員

会） 

 日程第７ 認定第２号 平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て（決算特別委員会） 

 日程第８ 認定第３号 平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

（決算特別委員会） 

 日程第９ 認定第４号 平成27年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

（決算特別委員会） 

 日程第10 認定第５号 平成27年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について（決算特別委員会） 

 日程第11 認定第６号 平成27年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計歳入歳出決算認

定について（決算特別委員会） 

 日程第12 認定第７号 平成27年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（決算特別委員会） 

 日程第13 認定第８号 平成27年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について

（決算特別委員会） 

 日程第14 認定第９号 平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について

（決算特別委員会） 

 日程第15 意見書第１号 返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意

見書（総務文教常任委員会） 

 日程第16 意見書第２号 教職員定数改善、義務教育費国庫負担拡充を求める意見書（総務文教常

任委員会） 
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 日程第17       議員の派遣について 

 日程第18       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  堺     剛 議員         ２番  舩 越 隆 之 議員 

  ３番  木 村 彰 人 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ５番  有 吉 重 幸 議員         ６番  入 江   寿 議員 

  ７番  笠 利   毅 議員         ８番  徳 永 洋 介 議員 

  ９番  宮 原 伸 一 議員         10番  上     疆 議員 

  11番  神 武   綾 議員         12番  小 畠 真由美 議員 

  13番  陶 山 良 尚 議員         14番  長谷川 公 成 議員 

  15番  藤 井 雅 之 議員         16番  門 田 直 樹 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

  市    長  芦 刈   茂        副  市  長  富 田   譲 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  石 田 宏 二 

  地域健康部長  友 田   浩                原 口 信 行 

  建設経済部長  井 浦 真須己        市民福祉部長  濱 本 泰 裕 

          藤 田   彰        教 育 部 長  緒 方 扶 美 

  上下水道部長  今 村 巧 児        教育部理事  江 口 尋 信 

  総 務 課 長  田 中   縁        経営企画課長  山 浦 剛 志 

  地域づくり課長  藤 井 泰 人        市 民 課 長  行 武 佐 江 

  都市計画課長  木 村 昌 春        社会教育課長  中 山 和 彦 

  上下水道課長  古 賀 良 平        監査委員事務局長  渡 辺 美知子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  山 浦 百合子        書    記  髙 原 真理子 

  書    記  力 丸 克 弥 

        

 

  

総務部理事
兼公共施設整備課長 

観光推進担当部長 
兼観光経済課長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第７６号 市道路線の認定について 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、議案第76号「市道路線の認定について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 上疆議員。 

              〔10番 上疆議員 登壇〕 

○１０番（上  疆議員） 皆様、おはようございます。 

 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第76号「市道路線の認定について」、審査内

容と結果を報告いたします。 

 今回認定する路線は、宅地開発行為により道路用地の帰属を受けた道路御垣野４号線及び宅

地造成において太宰府市道路採納規定により道路用地の寄附を受けた道路金山１号線の認定を

行うものです。 

 担当課長から提案の説明を受けた後、現地調査を行い、審査をいたしました。 

 本議案に対して委員から、金山１号山の寄附を受けた部分に、現地に転回広場があったこと

についての質疑があり、執行部より、今回寄附の後に業者により転回広場はつくられたもの

で、現在のところ転回広場の寄附の申し出はあっていないとの回答がありました。 

 討論はなく、採決の結果、議案第76号「市道路線の認定について」は委員全員一致で可決す

べきものと決定しました。 

 以上で議案第76号の報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第76号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第76号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第７７号 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す 

              る条例について 

○議長（橋本 健議員） 日程第２、議案第77号「太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する

条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小畠真由美議員。 

              〔12番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１２番（小畠真由美議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第77号「太宰府市ひ

とり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について」、その審査の内容と

結果を報告いたします。 

 本議案は、児童扶養手当法施行令が改正されたことに伴い、根拠法の項にずれが生じたこと

により改正するものとの説明を受けました。 

 委員からは、支給を受けておられる方は現状と変わりはないのかとの質疑がなされ、執行部

から、所得の基準額自体に変更はないとの回答がなされました。 

 討論はなく、採決の結果、議案第77号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第77号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第77号「太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第77号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時05分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第７８号 平成２８年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第３、議案第78号「平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２

号）について」を議題とします。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） おはようございます。 

 各常任委員会に分割付託された議案第78号「平成28年度太宰府市一般会計補正予算（第２

号）について」の総務文教常任委員会所管分について、その審査内容と結果を報告いたしま

す。 

 補正予算の審査に当たりましては、歳出より審査を行い、歳出の中で関連する歳入等の項目

については、あわせて説明を受け、審査を行いました。 

 歳出の主なものとしましては、２款２項１目ふるさと納税関連業務委託料760万円の増額補

正。これは、ふるさと納税制度を活用した寄附金を少しでも増やすため、返礼品制度を設ける

ためのもので、委託の内容としては、ホームページサイトを活用した寄附金の受け付けから返

礼品の配送まで代行するものです。関連としまして、この制度を設けることにより、寄附金の

目標額として1,000万円をふるさと太宰府応援寄附として歳入に計上しているとの説明を受け

ました。 

 委員から、集まった寄附をどう使うのか決めているのか、実際に新しくシステムで開始する

のは来年４月からの予定なのかなどの質疑がなされ、執行部より、細かい区分については決め

ていないが、どういったものに使ってほしいというのを申し込みのときに選んでいただくよう

な形にしたいと考えている、できるだけ早急にやりたいと考えている、年末の駆け込み寄附が
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多いようなので、そこに間に合うような形で何とか立ち上げたいとの回答がありました。 

 次に、10款２項１目小学校施設整備費1,844万9,000円の増額補正。対象校は水城西小学校

で、平成29年度には教室不足が生じる可能性があり、その後も児童数の増加が見込まれること

から、当面の教室不足の解消を図るために、仮設教室６クラス分を建設する。また、上下階の

移動が困難である肢体不自由の児童・生徒にとって快適な教育の環境を確保するため、エレベ

ーターの整備を行うものとの説明を受けました。また、関連のある項目として、債務負担行為

補正についてもあわせて説明を受けました。 

 委員から、仮設教室を建てる場所、また教室のクーラー等についてなどの質疑がなされ、執

行部より、正面を入って昇降口の奥のスペースに、学校のほうとも相談をして建設する予定

で、エアコン等も完備する予定との回答がありました。 

 次に、歳入の主なものとしましては、14款２項１目地方創生加速化交付金1,580万7,000円。

交付申請をしていた空き家等調査委託料、観光客滞留型時間等調査業務委託料の２つの事業に

ついての交付金が採択されたことに伴い、財源の組み替えを行うものとの説明を受けました。 

 次に、第３表債務負担行為補正については、14件が計上されており、計上の根拠について説

明を受けました。 

 その他審査につきましても、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠等につい

て質疑を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第78号の当委員会所管分については、委員全員

一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小畠真由美議員。 

              〔12番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１２番（小畠真由美議員） 次に、議案第78号の環境厚生常任委員会所管分について報告いたし

ます。 

 補正予算の審査に当たりましては、歳出より審査を行い、歳出の中で関連する歳入等の項目

についてはあわせて説明を受け、審査を行いました。 

 当委員会の所管分の主なものとしましては、３款１項１目社会福祉総務費、地域福祉関係費

5,000万円の増額補正。これは、平成27年度一般会計の決算において剰余金が確定したため、
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地域福祉基金へ5,000万円積み立てるものとの説明を受けました。 

 委員から、昨年と積立額が異なるが、何か背景があるのか、また基金はどのような形で使う

のかとの質疑があり、執行部から、地域福祉基金については２億円から３億円の積立額を常に

維持している状況で、今回は今年度当初予算の繰入予定額と年度末の基金残高、それと決算の

剰余金の額などを勘案し、5,000万円と決定したものである。また、使途については、高齢者

等の保健福祉の増進を図るためのものであり、基本的には３款民生費予算の調整を図るために

活用しているとの回答がなされました。 

 次に、５款１項１目労働諸費、シルバー人材センター関係費1,543万2,000円の増額補正。こ

れは、13節工事設計監理等委託料として、ＪＲ都府楼駅東側の市の上踏切及び都府楼団地５号

線道路改良事業に伴い、太宰府市シルバー人材センターの建物移転先の土地に対する開発設

計、用地測量、開発申請及び建築設計監理費等の関係経費であり、移転候補先は市街化調整区

域の大佐野30番１を予定しているとの説明がなされました。 

 次に、10款５項２目施設管理運営費のスポーツ施設管理運営費1,100万円の増額補正。内訳

としまして、15節工事請負費1,000万円は、総合体育館施設内にある旧包括支援センター建物

の２階に事務室機能を持たせるための改修工事を行うための費用であり、現在上下水道事業セ

ンター１階に事務室があるスポーツ課及びいきいき情報センターにある一般社団法人太宰府市

体育協会を移転するものである。また、18節備品購入費100万円は、建物２階の改修後に事務

所を移転する際、一般貸出用備品の保管用倉庫を総合体育館施設内に購入するための費用であ

るとの説明を受けました。 

 委員から、工事請負費ではどの程度の改良工事を行うのか、また事務室の移転に伴い、太宰

府市体育協会に負担は生じるのかなどの質疑があり、執行部から、旧包括支援センター２階部

分に壁をつくり、３分割してスポーツ課や会議用の事務室とする、太宰府市体育協会には以前

から移転の話はしているが、具体的な金額の協議は今後進めていきたいとの回答がなされまし

た。 

 次に、第３表債務負担行為補正７件が計上されており、計上の根拠について説明を受けまし

た。 

 その他の予算審査につきましても、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠な

どについて質疑を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第78号の環境厚生常任委員会所管分は、委員全

員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で議案第78号の当委員会所管分の報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 上疆議員。 

              〔10番 上疆議員 登壇〕 

○１０番（上  疆議員） 各常任委員会に分割付託された議案第78号「平成28年度太宰府市一般

会計補正予算（第２号）について」の当委員会所管分について、その審査内容と結果を報告い

たします。 

 歳出としましては、７款１項４目観光費、14節使用料及び賃借料124万8,000円の減額補正及

び18節備品購入費729万8,000円の増額補正。これは、毎年暮れに実施している観世音寺戒壇院

の史跡地ライトアップ事業で使用している照明器具をＬＥＤ化し、買い取りすることで経費節

減を図るものとの説明を受けました。その補正財源として、歳入に18款１項１目３節歴史と文

化の環境整備事業基金繰入金が補正されております。 

 委員からは、ＬＥＤの買い上げということは、いろいろな場面で使えて、市としての利点が

あるということかとの質疑があり、執行部からは、災害時の活用や菜の花、桜の時期の水城跡

のライトアップに活用できると考えているとの回答を受けました。 

 次に、８款２項１目道路橋梁維持費、13節委託料420万円、15節工事請負費3,463万9,000円

の増額補正。これは、市道関屋・向佐野線の落合橋西側交差点の信号機設置のためのアーチ型

をした柱及び交差点照明のための柱の設計委託料と、その柱及び交通誘導看板等の工事費との

説明を受けました。 

 委員からは、アーチ型信号機の内容がよくわからない、また連絡ブリッジが将来設置される

ことになった場合、アーチ型の信号機は変更する必要があるのかとの質疑があり、執行部から

は、アーチ型信号機とは、普通の信号機の柱では届かない距離であるため、両側から門型の柱

を立てる信号機であり、もし連絡ブリッジが設置されることになってもそのまま供用できると

の回答を受けました。 

 次に、８款４項１目都市計画総務費、19節負担金補助及び交付金600万円の増額補正。これ

は、木造戸建て住宅耐震改修補助の上限額60万円の10件分であり、本年４月14日、16日の熊本

地震の影響により問い合わせが急増し、補助金の予算が６月末で終了したので、増額補正する

ものとの説明を受けました。その補正財源として、歳入に14款２項４目２節防災安全社会資本

整備交付金として国の補助金150万円、15款２項６目１節木造戸建て住宅耐震改修促進事業補

助金として県の補助金300万円が増額補正されております。 

 委員からは、申し込みの基準は設けているのかとの質疑があり、執行部からは、昭和56年５

月31日以前の建築物が対象との回答を受けました。 

 また、委員から、60万円という金額の根拠はとの質疑があり、執行部からは、国や県の補助

基準が決まっており、それに基づいて上限額を定めているとの回答を受けました。 
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 その他、繰越明許費１件、地方債補正変更が１件計上されています。審査では、執行部に対

して説明を求め、計上の根拠等について質疑、確認を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第78号の建設経済常任委員会所管分について

は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を各委員長の報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時19分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４と日程第５を一括上程 

○議長（橋本 健議員） 日程第４、議案第79号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」及び日程第５、議案第80号「平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸

付事業特別会計補正予算（第１号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小畠真由美議員。 

              〔12番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１２番（小畠真由美議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第79号及び議案第

80号について、その審査の内容と結果を一括して報告いたします。 
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 まず、議案第79号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」報告いたします。 

 今回の補正は、国、県、支払基金の精算に関するもので、精算返還金の財源として前年度繰

越金を充て、残りの分を基金に積み立てるものであり、歳入歳出それぞれに5,852万1,000円を

計上するものであるとの説明を受けました。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第79号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、議案第80号「平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）について」報告いたします。 

 今回の補正は、平成27年度決算におきまして1,030万9,000円の繰越金が確定したことに伴

い、歳出の積立金に同額の1,030万9,000円を計上しているものとの説明を受けました。 

 委員より、国、県からの補助金を使わなかった結果、余剰金の積み立てとなるものについて

は返還や貸し出しは行わないのか、また弁護士費用が計上されているが、その進捗状況はなど

の質問があり、執行部から、補助金に関しては、償還が全て終了した際に、基金積立金と合計

して黒字になった場合に返還をすることになっており、滞納などがある現状では黒字になる見

込みはないため、今回の補助金を返還することにはならない。また、弁護士費用については、

今後とも福岡県の住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金の申請を行うために、現在法的な

確認等を弁護士に相談しているところであるとの回答がありました。 

 討論はなく、採決の結果、議案第80号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 以上で議案第79号及び議案第80号についての報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第79号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第80号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これより討論、採決を行います。 

 議案第79号「平成28年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 
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 採決を行います。 

 議案第79号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時24分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第80号「平成28年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第80号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時24分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６から日程第１４まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第６、認定第１号「平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程

第14、認定第９号「平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

決算特別委員会の報告を求めます。 

 決算特別委員長 門田直樹議員。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） 決算特別委員会に審査付託されました認定案件の審査結果について、

一括してご報告いたします。 

 本定例会におきまして審査付託を受けました認定第１号「平成27年度太宰府市一般会計歳入

歳出決算認定について」及び認定第２号から認定第９号までの各会計の歳入歳出決算認定につ

いての審査につきましては、９月２日の本会議初日に市長の提案理由説明及び本会議散会後の
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特別委員会初日に各担当部長の概要説明を受けた後、９月21日及び23日の２日間にわたり、市

長ほか副市長、教育長及び各部長、課長出席のもとに審査いたしました。 

 審査に当たりましては、決算書に付随して提出されました事務報告書、監査委員の各決算審

査意見書、施策評価を参照し、さらに各委員からの資料要求がありました審査資料もあわせ、

各委員からの質問とそれに対する所管部課長の説明をもとに、慎重に審査いたしました。 

 この決算審査に当たりましてご協力いただきました各委員及び執行部の皆様に対しまして、

改めてお礼申し上げます。 

 市長や担当部長からの説明では、平成27年度は前年度より市税は増加し、一般財源全体も増

加した。予算執行に当たっては、あらゆる補助メニューを積極的に活用しつつ、限られた財源

の重点配分と各種施策、事業の効果的、効率的な推進に努めたという報告がありました。 

 なお、各会計ともに、審査の詳細な内容につきましては、全議員構成での審査であったこ

と、また後日、決算特別委員会会議録が配付され、またその他の関係資料としての事務報告書

並びに各委員からの要求された審査資料等も配付されておりますので、ここで逐一報告するこ

とは省略いたします。 

 執行部におかれましては、委員会審査の中で出された問題点、指摘事項、意見、要望等につ

いて十分に整理検討され、新年度予算の編成に反映させるとともに、今後の事業執行にも積極

的に対応されることを強くお願いしておきます。 

 また、各会計においても、まだまだ厳しい財政状況が続いており、今後とも行政の効率化、

財政の健全化をより一層進め、行政サービスの低下を招くことがないよう、職員が一丸となっ

て行政運営に取り組まれますよう要望いたします。 

 それでは、各会計の実質収支の状況を主に報告いたします。 

 なお、各会計とも、金額につきましては1,000円単位にて報告いたします。 

 まず、認定第１号「平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」報告いたしま

す。 

 平成27年度の一般会計決算額は、歳入総額255億2,569万1,000円、歳出総額240億1,993万

9,000円で、歳入歳出の形式収支額は15億575万2,000円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき

財源８億4,956万1,000円の黒字決算となっています。 

 なお、平成27年度の実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額において

は、１億87万7,000円の黒字決算となっており、財政調整資金積立金と繰上償還金を加え、財

政調整資金取崩額を減じた実質単年度収支は9,267万1,000円の赤字となっています。 

 普通会計における市債残高は、平成27年度末までは238億5,635万円であり、前年度より11億

159万4,000円増加しています。また、経常収支比率は87.5％で、前年度に比較して2.4ポイン

ト好転しています。執行部にあっては、今後とも行政の効率化、財政の健全化に向けて、より

一層の努力をなされるよう要望しておきます。 

 質疑、討論を終わり、委員会採決の結果、認定第１号は多数をもって認定すべきものと決定
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しました。 

 次に、認定第２号「平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告いたします。 

 平成27年度の決算額は、歳入総額88億6,734万1,000円、歳出総額95億6,624万円で、歳入歳

出差し引き６億9,889万9,000円の赤字決算となっています。このため、この歳入不足は、平成

28年度繰上充用金で全額補填されています。また、単年度収支額も１億4,251万6,000円の赤字

となっています。 

 歳入の基礎となります国民健康保険税を見てみますと、現年課税分の収入率は94.81％で、

前年度に比較しますと0.04ポイント低下し、保険税収入総額は15億97万6,000円で、前年度に

比べ2.4％、3,697万5,000円の減となっています。 

 また、収入未済額は、現年分、滞納繰越分合わせて４億743万5,000円となっており、前年度

に比べ8.0％の減となっています。 

 歳入において、前年度に比べ国庫支出金が8.0％、１億2,931万6,000円の増、繰入金が

121.7％、６億649万2,000円の増となっているものの、歳出において、歳出総額の53.0％を占

める保険給付費や共同事業拠出金が増加しています。 

 平成27年度も国保会計は歳出の増加に歳入額が及ばず、10年連続の赤字決算となっており、

国民健康保険事業は今後も厳しい財政運営が続くものと思われます。 

 平成30年度から都道府県が財政運営の主体となることから、医療費の節減と適正化に向けた

取り組みに、より一層の努力をお願いしておきます。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第２号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第３号「平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告いたします。 

 平成27年度の決算額は、歳入総額11億4,194万9,000円、歳出総額10億8,589万円で、歳入歳

出の形式収支額は5,605万9,000円の黒字であり、前年度実質収支を差し引いた単年度収支は

1,284万6,000円の赤字となっています。 

 執行部におかれましては、今後とも健全運営に努力されますようお願いいたします。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、認定第３号は全員一致で認定すべきものと決定いた

しました。 

 次に、認定第４号「平成27年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」

報告いたします。 

 平成27年度の決算額は、保険事業勘定においては、歳入総額45億9,373万8,000円、歳出総額

45億3,831万9,000円で、実質収支額は5,541万9,000円の黒字決算となっています。また、単年

度収支額は2,525万7,000円の黒字となっています。 

 介護サービス事業勘定においては、歳入総額4,485万7,000円、歳出総額2,565万4,000円で、
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実質収支額は1,920万3,000円の黒字決算となっています。 

 保険事業の歳出総額の94.6％を占める保険給付費については、高齢化の進展に伴い今後も増

加するものと考えられます。執行部におかれましては、今後とも介護予防対策などに努力され

ますようお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第４号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第５号「平成27年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」報告いたします。 

 平成27年度の決算額は、歳入総額1,190万1,000円、歳出総額159万1,000円で、実質収支額は

1,031万円の黒字決算となっています。 

 償還金については、平成27年度末で収入未済額は9,183万2,000円となっており、その回収率

は2.3％となっています。執行部におかれましては、滞納解消に向けて、今後ともさらなる努

力をお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第５号は全員一致で認定すべきものと

決定しました。 

 次に、認定第６号「平成27年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計歳入歳出決算認

定について」報告いたします。 

 障がい者に対する標準的な支援の度合いを示す障がい支援区分を審査決定する事業につい

て、平成18年度から筑紫地区４市１町で共同設置し、運営を行っています。平成26年度からの

２年間は、太宰府市が本事業の当番市となっており、会計については単年度清算となっていま

す。 

 今回の平成27年度決算額は、歳入歳出ともに総額1,032万円となっており、実質収支額は単

年度清算であることから０円となっています。 

 執行部におかれましては、この事業における共同設置の趣旨に基づき、今後とも適正な運営

をお願いいたします。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、認定第６号は全員一致で認定すべきものと決定しま

した。 

 次に、認定第７号「平成27年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」報告いたします。 

 介護認定審査会事業について、平成11年度から筑紫地区４市１町で共同設置し、運営を行っ

ています。平成27年度からの２年間は、太宰府市が本事業の当番市となっており、会計につい

ては単年度清算となっています。 

 今回の平成27年度決算額は、歳入歳出ともに総額9,575万1,000円となっており、実質収支額

は単年度清算であることから０円となっています。 

 執行部におかれましては、この事業における共同設置の趣旨に基づき、今後とも適正な運営
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をお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第７号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第８号「平成27年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について」

報告いたします。 

 平成27年度の年間総給水量は558万2,441で、前年度に比べ4.2％の増となっており、有収

率については91.6％となっています。行政区域内人口に対する給水人口普及率は、前年度に比

べ0.5ポイント増の83.1％となっています。 

 経理面では、収益的収入及び支出において、収入総額は給水人口の増加等により給水収益が

増加したものの、既存の開発団地等の加入がほぼ完了したことで、加入負担金収入が減少した

こと等により、前年度に比べ0.9％減の13億5,673万8,000円となっています。 

 支出総額については、今回の寒波に伴って大量の給水を要したこと、活性炭取りかえ作業の

前倒しが必要になったことなどがありましたが、特別損失が減少したことにより、前年度に比

べ0.2％減の11億5,178万7,000円となっています。 

 この結果、平成27年度は２億495万円の純利益が生じています。 

 次に、資本的収入及び支出について、収入総額は、榎寺地区における井戸水ポンプ所有地の

売却代金を計上したことなどにより、前年度に比べ940万5,000円増の1,433万4,000円となって

います。 

 支出総額は、前年度において比較的大型の開発団地等による市水道への切りかえがほぼ完了

となったことにより、配水管新設工事の箇所が減少したことにより、前年度に比べ１億

1,048万5,000円減の３億6,078万3,000円となっています。 

 この資本的収支での不足額は、資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補填され

ています。 

 水道事業経営においては、今後とも水道の普及率向上、また営業収益の根幹である水道使用

料の収納率向上に努められまして、経営の効率化と安全で良質な水の安定供給をお願いするも

のであります。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第８号は全員一致で原案可決及び認定

すべきものと決定いたしました。 

 次に、認定第９号「平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につい

て」ご報告いたします。 

 平成27年度の有収水量は、水洗化人口の増加により、前年度に比べ1.2％増の629万1,864

となっています。なお、行政区域内人口に対する水洗化人口は0.1％の増となっております

が、水洗化人口普及率及び水洗化率は、それぞれ前年度と同率の96.6％及び97.4％となってい

ます。 

 経理面では、収益的収入及び支出において、収入総額は、他市への派遣人件費負担金収入が
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減少したことにより収入総額が減少し、前年度に比べ0.2％減の17億4,827万5,000円となって

います。 

 費用総額は、除却資産が発生しなかったことによる資産減耗費の減、企業債の支払い利息の

減少などにより、前年度に比べ4.3％減の13億9,828万9,000円となっています。 

 この結果、平成27年度の純利益は３億4,998万7,000円となっており、黒字決算を維持してい

ます。 

 資本的収入及び支出において、収入総額は、国庫補助金等が減少したことにより、前年度に

比べ11.2％減の６億5,100万8,000円となっています。 

 支出総額は、雨水幹線整備費の減少などにより、前年度に比べ8.4％減の15億6,740万

4,000円となっています。 

 この資本的収支での不足額は、損益勘定留保資金等で補填されています。 

 下水道事業は、健康で快適な生活環境の実現に不可欠な都市基盤整備事業であります。災害

に強いまちづくりのためにも、今後とも雨水管渠整備事業など計画的な事業推進とともに、営

業収益の根幹であります下水道使用料の収入確保と経費節減を図りながら、健全経営に努力し

ていただきますようお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第９号は全員一致で原案可決及び認定

すべきものと決定いたしました。 

 以上で決算特別委員会に審査付託されました認定第１号から認定第９号までの平成27年度各

会計の決算認定案件についての委員会審査報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 質疑は、全議員で構成された特別委員会で審査されておりますので、省略します。 

 これから討論、採決を行います。 

 認定第１号「平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 11番神武綾議員。 

○１１番（神武 綾議員） 平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、反対の

立場で討論させていただきます。 

 平成27年度は、当初予算で骨格予算が組まれ、新しい芦刈市長の体制のもと、６月議会以

降、政策的補正等で補強し、施策を進めてこられました。 

 決算審査ではさまざまな質疑、要望をさせていただきました。ここで３点にまとめ、述べた

いと思います。 

 １点目は、国の地方創生事業についてです。 

 政府が少子化対策として子ども・子育て応援事業メニューを盛り込み、太宰府市においても

子ども・子育て事業として赤ちゃんの駅の設置、子育て地域サポーターの育成、私立保育園の

看護師配置の補助を行いました。 
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 この中の私立保育園の看護師配置は、毎年の補助金を置きかえただけで、実質子育て応援の

拡充になっていません。国の補助金に置きかえるのであれば、その分を喫緊の施策、子育て環

境の改善につながるような補正予算を立てるべきではなかったでしょうか。 

 充てられる予算は約1,000万円。200人を超える待機児童がいる太宰府市にとって、待機世

帯、届け出保育所に通園している世帯に補助をすることも考えられたはずです。決算審査資料

で明らかになった届け出保育所の児童数は156人、１人当たり月5,000円を１年間補助した場

合、ちょうど1,000万円になります。 

 当初見込んでいた予算に余裕ができたとき、今市民に何が必要か、何があれば市民の皆さん

の毎日の生活が少しでもゆとりが生まれるのかを判断すべきです。 

 ２点目、同和対策事業費についての支出についてです。 

 運動団体への補助金、地域対策費の扶助費では、介護サービス費や老人医療費などの事業、

また南児童館、南隣保館の利用については、一部の市民、世帯が優遇される状況が続いていま

す。 

 児童館につきましては、子育て中の保護者から、地域に児童館をという要望が根強くありま

す。子どもたちの集いの場、遊びの提供など、ひとしく利用し、子ども時代を謳歌できるよう

な改善が必要です。 

 最後に３点目は、平成27年度の不用額についてです。 

 平成27年度の不用額は13億7,000万円。入札での差額、事業の縮小の結果と考えますが、予

算の見積もりの甘さもあるのではないでしょうか。 

 近年、地方創生を推進する国の補助金は、住民の声をもとに計画を立てる準備期間すら持て

ないほど時間的余裕がなく、有効活用につながりづらい状況もあります。しかし、その年の歳

入は、その年に市民の皆さんに還元するという立場をとり、不用額が発生した場合には、早急

に手当てできる施策はないか、また余裕ができれば、優先事業がないか、常日ごろから精査を

し、スピード感を持って住民福祉の向上に配分できたと考えます。 

 よって、平成27年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定につきましては、同会派の藤井雅之

議員とともに反対することを表明し、討論といたします。 

○議長（橋本 健議員） 賛成討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第１号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              （多数起立） 
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○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、認定第１号は認定されました。 

              〈認定 賛成15名、反対２名 午前10時47分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第２号「平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第２号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第２号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時48分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第３号「平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第３号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第３号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時48分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第４号「平成27年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第４号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 
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              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第４号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時49分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第５号「平成27年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第５号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第５号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時49分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第６号「平成27年度筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別

会計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第６号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第６号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時50分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第７号「平成27年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計歳

入歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第７号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛
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成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第７号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対０名 午前10時51分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第８号「平成27年度太宰府市水道事業会計剰余金の処分及び

決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第８号に対する委員長の報告は原案可決及び認定です。本案を委員長報告のとおり原案

可決及び認定することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第８号は原案可決及び認定されました。 

              〈原案可決及び認定 賛成17名、反対０名 午前10時51分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、認定第９号「平成27年度太宰府市下水道事業会計剰余金の処分及

び決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第９号に対する委員長の報告は原案可決及び認定です。本案を委員長報告のとおり原案

可決及び認定することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、認定第９号は原案可決及び認定されました。 

              〈原案可決及び認定 賛成17名、反対０名 午前10時52分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１５と日程第１６を一括上程 

○議長（橋本 健議員） 日程第15、意見書第１号「返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利

子奨学金の拡充を求める意見書」及び日程第16、意見書第２号「教職員定数改善、義務教育費

国庫負担拡充を求める意見書」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔16番 門田直樹議員 登壇〕 

○１６番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された意見書第１号「返済不要の「給

付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書」及び意見書第２号「教職員定数

改善、義務教育費国庫負担拡充を求める意見書」について、その審査内容と結果を一括して報

告いたします。 

 まず、意見書第１号について、意見書に対する意見等はなく、討論については、給付型の奨

学金の創設等については、本当に早急に進めてもらいたい。教育費にかかわることで、差別化

が進学、就職というところまで行き及んでいくので、これは是正しなければならない。教育費

というのが、家庭がお金を出す部分がよその国に比べ多いので、奨学金については早急に変え

たほうがいい。卒業後の収入が安定せず、奨学金の返済に悩む人も少なくないので、早急にし

ていただきたいなど、４件の賛成討論がありました。 

 反対討論はなく、採決の結果、意見書第１号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、意見書第２号について、提出者である委員から、教職員定数改善について10年間余り

大きな動きはなく、小学校１年生のみ35人以下学級であるが、今の子どもたちの教育環境を考

えたときに、35人以下学級のほうがいろいろな部分で教育効果が上がると思っている。また、

教育の機会均等というか、どの地域においても義務教育なので、教育の無償が基本だと思うの

で、ぜひ承認していただきたいとの補足説明を受けました。 

 委員から、去年も同じような内容で出され可決され、今年も同じような内容で出されている

が、それはいかがかなどの質疑があり、提出者より、国の施策で急に変わることはないと思う

が、文科省と財務省の考えが少し違うところもあって、こういう課題を上げるという意味で承

認していただけたらと思っているとの回答がありました。 

 その他、質疑を終え、討論については、教育条件格差が生じているのはよくないことである

ので、全国どこでも一定水準の教育を受けられることが大事だと思う。中身については毎年同

じような内容なので、今後国がもっと真剣に考えられるような内容にすることを要望として、

賛成するなど、２件の賛成討論がありました。 

 反対討論はなく、採決の結果、意見書第２号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 意見書第１号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 



－202－ 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、意見書第２号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これより討論、採決を行います。 

 意見書第１号「返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見

書」について討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 15番藤井雅之議員。 

○１５番（藤井雅之議員） 意見書第１号につきましては、賛成の立場で討論をさせていただきた

いと思います。 

 今から７年前の2009年12月議会におきまして、当時の武藤哲志議員とともに、国に対して給

付型奨学金の創設を求めるという内容の意見書を共産党市議団として提案をして、全会一致で

採決をされ、国にも提出をされておりますが、その後の情勢の変化を見ても、今こそこの給付

型の奨学金の創設というのは喫緊の課題であると考えます。 

 意見書の文中にもありますが、ＯＥＣＤに加盟している34カ国のうち、給付型の奨学金制度

がないのは日本とアイスランドだけであるともあり、今こそ給付型の奨学金の創設は必要であ

ると考えます。 

 しかし、同時に意見書の文中にあります４番の新所得連動返還型奨学金制度につきまして

は、月額2,000円といえども、今その2,000円の負担が難しいという別の側面も対応として必要

になってくるのではないかと考えます。意見書には賛成をいたしますが、その点におけるさま

ざまな環境整備については、引き続き図っていく必要があるということを述べまして、同会派

の神武議員とともに、この意見書第１号については賛成をすることを表明いたします。 

○議長（橋本 健議員） 反対討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第１号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、意見書第１号は原案のとおり可決されました。 
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              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時58分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、意見書第２号「教職員定数改善、義務教育費国庫負担拡充を求め

る意見書」について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 13番陶山良尚議員。 

○１３番（陶山良尚議員） 通告をしておりませんが、意見書第２号に対しまして賛成の立場から

討論をさせていただきます。 

 意見書の中身については特に異論はございませんが、毎年ほぼ同じ内容で提出されることに

対しまして疑問を感じております。以前から同じ内容の討論もされておりますし、近隣市議会

を見ても、毎年出されている市議会は余りないと聞いております。 

 太宰府市議会としても、毎回可決し、国へ送付しておりますが、国の動きがないからという

ことで、いつまでも同じ内容の意見書を議会において提出し続けるということについては、甚

だ疑問であり、ただ単に意見書を提出することだけに重きが置かれ、毎年提出し続けること自

体、党利党略に沿った意見書として判断せざるを得ないところはございます。そのような意見

書については、私自身、違和感がございます。 

 先ほども述べましたが、意見書の内容については異論はありませんので、今回は賛成をいた

しますが、今後も同じ内容、同じ形で提出され続けるのであれば、今後は賛同できないという

ことを申し述べさせていただきまして、私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第２号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、意見書第２号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時00分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議員の派遣について 

○議長（橋本 健議員） 日程第17、「議員の派遣について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 地方自治法第100条第13項及び太宰府市議会会議規則第164条の規定により別紙のとおり議員

の派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときには議長に一任することにご異議

ありませんか。 



－204－ 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１８ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（橋本 健議員） 日程第18、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会、各特別委員会から、会議規則第110条の規定

により継続調査についての申し出があっております。 

 お諮りします。 

 それぞれの申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 これをもちまして平成28年太宰府市議会第３回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、平成28年太宰府市議会第３回定例会を閉会します。 

              閉会 午前11時02分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

  



－205－ 

   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 

 

                   平成28年11月22日 

 

 

              太宰府市議会議長  橋 本   健 

 

 

              会議録署名議員  舩 越 隆 之 

 

 

              会議録署名議員  木 村 彰 人 
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